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1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順 

   等 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であ

って、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要

な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されている

こと。 

 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉を冷却するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、原子炉隔離時冷却

系(RCIC)若しくは非常用復水器（BWRの場合）又はタービン動補助給水ポンプ

（PWRの場合）（以下「RCIC 等」という。）により発電用原子炉を冷却するた

め、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

手順等を整備すること。 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）

を用いた弁の操作により、RCIC等の起動及び十分な期間※の運転継続を行

う手順等（手順及び装備等）を整備すること。ただし、下記（１）ｂ）ⅰ）

の人力による措置が容易に行える場合を除く。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC等の起動及び十分な期間※の

運転継続を行う手順等（手順及び装備等）を整備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 

ｃ）監視及び制御 

ⅰ）原子炉水位（BWR及びPWR）及び蒸気発生器水位（PWRの場合）を推定す

る手順等（手順、計測機器及び装備等）を整備すること。 

ⅱ）RCIC等の安全上重要な設備の作動状況を確認する手順等（手順、計測機

器及び装備等）を整備すること。 

ⅲ）原子炉水位又は蒸気発生器水位を制御する手順等（手順及び装備等）を

整備すること。 
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（２）復旧

ａ）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において、注水（循環を含む。）

すること及び原子炉を冷却できる設備に電源を接続することにより、起動

及び十分な期間の運転継続ができること。（BWRの場合） 

ｂ）電動補助給水ポンプに代替交流電源を接続することにより、起動及び十分

な期間の運転継続ができること。（PWRの場合） 

（３）重大事故等の進展抑制

ａ）重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注入系（SLCS）又は制御棒駆

動機構（CRD）等から注水する手順等を整備すること。（BWRの場合） 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計基準事故対処設備

が有する発電用原子炉の冷却機能は，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレ

イ系による冷却機能である。

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，発電

用原子炉を冷却する対処設備を整備する。ここでは，この対処設備を活用した

手順等について説明する。 
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1.2.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，発電用原子炉を冷却

し炉心の著しい損傷を防止するための設計基準事故対処設備として原子炉隔

離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系を設置している。 

 これらの設計基準事故対処設備が健全であれば，これらを重大事故等対処

設備（設計基準拡張）と位置付け重大事故等の対処に用いるが，設計基準事

故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するために，設計基準事故対

処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」

という。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備

を選定する（第 1.2－1図）。 

 また，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を監視及び

制御する対応手段及び重大事故等対処設備，重大事故等の進展を抑制するた

めの対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段及び

自主対策設備※1を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべ

てのプラント状況において使用することは困難であ

るが，プラント状況によっては，事故対応に有効な

設備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査基

準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十五条及び技術基準規則第

六十条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されて

いることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系又は高圧

炉心スプレイ系が健全であれば重大事故等対処設備として重大事故等の対処

に用いる。 

原子炉隔離時冷却系による発電用原子炉の冷却で使用する設備は以下のと

おり。 

・原子炉隔離時冷却ポンプ

・サプレッション・チェンバ

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁

・主蒸気系 配管

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ

・原子炉浄化系 配管

・給水系 配管・弁・スパージャ

・原子炉圧力容器
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・所内常設蓄電式直流電源設備

また，上記所内常設蓄電式直流電源設備への継続的な給電で使用する設備

は以下のとおり。 

・非常用交流電源設備

高圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却で使用する設備は以下のと

おり。 

・高圧炉心スプレイポンプ

・サプレッション・チェンバ

・高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ

・原子炉圧力容器

・高圧炉心スプレイ補機冷却系

・非常用交流電源設備

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，原子炉隔離

時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の故障を想定する。また，サポート系故障

として，全交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段

及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応に

使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事

故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第 1.2－1

表に整理する。 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 高圧原子炉代替注水系による発電用原子炉の冷却

設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレ

イ系の故障により発電用原子炉の冷却ができない場合は，中央制御室か

らの操作により高圧原子炉代替注水系を起動し発電用原子炉を冷却する

手段がある。 

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない場

合は，現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起動

し発電用原子炉を冷却する手段がある。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期

間，高圧原子炉代替注水系の運転を継続する。 

ⅰ 高圧原子炉代替注水系の中央制御室からの操作による発電用原子炉
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の冷却 

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動し発電用

原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

・高圧原子炉代替注水ポンプ

・サプレッション・チェンバ

・高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁

・主蒸気系 配管

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁

・高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁

・原子炉浄化系 配管

・給水系 配管・弁・スパージャ

・原子炉圧力容器

・常設代替直流電源設備

・可搬型直流電源設備

また，上記常設代替直流電源設備への継続的な給電で使用する設備は

以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

ⅱ 高圧原子炉代替注水系の現場操作による発電用原子炉の冷却 

現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起動し

発電用原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

・高圧原子炉代替注水ポンプ

・サプレッション・チェンバ

・高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁

・主蒸気系 配管

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁

・高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁

・原子炉浄化系 配管

・給水系 配管・弁・スパージャ

・原子炉圧力容器

(b) 重大事故等対処設備

高圧原子炉代替注水系の中央制御室からの操作及び現場操作による発
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電用原子炉の冷却で使用する設備のうち，高圧原子炉代替注水ポンプ，

サプレッション・チェンバ，高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・

弁，主蒸気系 配管，原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁，高圧

原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁，原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁，残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ，原子炉浄化系 配管，

給水系 配管・弁・スパージャ，原子炉圧力容器，常設代替直流電源設

備，可搬型直流電源設備，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電

源設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基

準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備である原子

炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障した場合においても，発

電用原子炉を冷却することができる。 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の発電用原子炉の冷

却 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，設計基準事故

対処設備である原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による発電

用原子炉の冷却ができない場合は，上記「ａ．(a) 高圧原子炉代替注水

系による発電用原子炉の冷却」の手段に加え，現場での人力による弁の

操作により原子炉隔離時冷却系を起動し発電用原子炉を冷却する手段が

ある。 

この対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，

原子炉隔離時冷却系の運転を継続する。 

ⅰ 原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の冷却 

現場での人力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し発

電用原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却ポンプ

・サプレッション・チェンバ

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁

・主蒸気系 配管

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ

・原子炉浄化系 配管

・給水系 配管・弁・スパージャ

・原子炉圧力容器
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また，上記原子炉隔離時冷却系を現場での人力による弁の操作で起動

したことにより発生する排水を処理する手段がある。 

排水設備による排水で使用する設備は以下のとおり。 

・水中ポンプ

・ホース

・仮設発電機

・燃料補給設備

(b) 復旧

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に

必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備により給電している場合

は，所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に代替交流電源

設備，可搬型直流電源設備及び直流給電車により原子炉隔離時冷却系の

運転継続に必要な直流電源を確保する手段がある。 

ⅰ 代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により所内常設

蓄電式直流電源設備のうちＢ－115V充電器，Ｂ１－115V系充電器（Ｓ

Ａ）及び 230V系充電器（ＲＣＩＣ）に給電し，原子炉隔離時冷却系の

運転継続に必要な直流電源を確保して発電用原子炉を冷却する設備は

以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却ポンプ

・サプレッション・チェンバ

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁

・主蒸気系 配管

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ

・原子炉浄化系 配管

・給水系 配管・弁・スパージャ

・原子炉圧力容器

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

なお，可搬型代替交流電源設備へ燃料を補給することにより，原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系の運転を

継続することが可能である。 

ⅱ 可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

可搬型直流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な

直流電源を確保して発電用原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 
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・原子炉隔離時冷却ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ 

・原子炉浄化系 配管 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

なお，可搬型直流電源設備へ燃料を補給することにより，原子炉冷却

材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

の冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続

することが可能である。 

 

ⅲ 直流給電車による原子炉隔離時冷却系への給電 

直流給電車により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源

を確保して発電用原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ 

・原子炉浄化系 配管 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・直流給電車及び可搬型代替交流電源設備 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

 

なお，直流給電車へ接続する可搬型代替交流電源設備へ燃料を補給す

ることにより，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔

離時冷却系の運転を継続することが可能である。 

 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の冷却で使用する

設備のうち，サプレッション・チェンバ及び原子炉圧力容器は重大事故

等対処設備として位置付ける。また，原子炉隔離時冷却ポンプ，原子炉

隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁，主蒸気系 配管，原子炉隔離時冷
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却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ，原子炉浄化系 配管及び給水

系 配管・弁・スパージャは重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て位置付ける。 

復旧にて使用する設備のうち，サプレッション・チェンバ，原子炉圧

力容器，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型

代替交流電源設備及び可搬型直流電源設備は重大事故等対処設備として

位置付ける。また，原子炉隔離時冷却ポンプ，原子炉隔離時冷却系（蒸

気系） 配管・弁，主蒸気系 配管，原子炉隔離時冷却系（注水系） 配

管・弁・ストレーナ，原子炉浄化系 配管及び給水系 配管・弁・スパ

ージャは重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基

準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源が喪失した場合，

又は全交流動力電源の喪失に加えて常設直流電源系統が喪失した場合に

おいても，発電用原子炉を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・直流給電車

給電開始までに時間を要するが，給電が可能であれば原子炉隔離時

冷却系の運転に必要となる直流電源を確保できることから，発電用原

子炉を冷却するための直流電源を確保する手段として有効である。 

・排水設備

排水を行わなかった場合においても，原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備

が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続することができ

るが，排水が可能な場合は，原子炉隔離時冷却系の運転継続時間を延

長できることから，原子炉隔離時冷却系の機能を維持する手段として

有効である。 

ｃ．監視及び制御 

(a) 監視及び制御

上記「ａ．(a) 高圧原子炉代替注水系による発電用原子炉の冷却」及

び「ｂ．(a) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の発電用

原子炉の冷却」により発電用原子炉を冷却する際は，発電用原子炉を冷

却するための原子炉圧力容器内の水位を監視する手段がある。 

また，原子炉圧力容器へ注水するための高圧原子炉代替注水系及び原

子炉隔離時冷却系の作動状況を確認する手段がある。 
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さらに，発電用原子炉を冷却するための原子炉圧力容器内の水位を制

御する手段がある。 

監視及び制御に使用する設備（監視計器）は以下のとおり。 

高圧原子炉代替注水系（中央制御室起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，ＳＡ）

・原子炉圧力

・原子炉圧力（ＳＡ）

・高圧原子炉代替注水流量

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）

高圧原子炉代替注水系（現場起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域※２，燃料域※２，ＳＡ※２）

・可搬型計測器

・原子炉圧力

・高圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力

・高圧原子炉代替注水系タービン入口圧力

・高圧原子炉代替注水系タービン排気圧力

・高圧原子炉代替注水ポンプ入口圧力

原子炉隔離時冷却系（現場起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域※２，燃料域※２，ＳＡ※２）

・可搬型計測器

・原子炉圧力

・原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧力

・可搬型回転計

※２：中央制御室にて監視可能であるが，現場においても監視可能。 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

監視及び制御にて使用する設備のうち，原子炉水位（広帯域），原子炉

水位（燃料域），原子炉水位（ＳＡ），原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），

高圧原子炉代替注水流量，サプレッション・プール水位（ＳＡ）及び可

搬型計測器は重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

すべて網羅されている。 

（添付資料 1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備を用いて原子炉圧力容器内の水位及び高圧

原子炉代替注水系の作動状況を監視することにより，発電用原子炉を冷

却するために必要な監視及び制御ができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため,自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。 
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・原子炉水位（狭帯域），高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却

系の現場起動時に使用する現場監視計器 

高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系の現場起動時に使

用する現場監視計器は，中央制御室での監視はできないため重大事故

等対処設備としては位置付けていないが，現場起動時に原子炉圧力容

器内の水位の監視及び制御を行う手段として有効である。 

 

ｄ．重大事故等の進展抑制時の対応手段及び設備 

(a) 重大事故等の進展抑制 

高圧原子炉代替注水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系

による原子炉圧力容器への注水により原子炉圧力容器内の水位が維持で

きない場合は，重大事故等の進展を抑制するため，ほう酸水注入系及び

制御棒駆動水圧系により原子炉圧力容器へ注水する手段がある。 

 

ⅰ 制御棒駆動水圧系による進展抑制 

復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容

器への注水を実施する。 

制御棒駆動水圧系により原子炉圧力容器へ注水する設備は以下のと

おり。 

・制御棒駆動水圧ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

・制御棒駆動水圧系 配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系 

・常設代替交流電源設備 

 

ⅱ ほう酸水注入系による進展抑制 

ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系による原子炉圧力

容器へのほう酸水注入を実施する。 

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タンクに水を補給す

ることで，ほう酸水貯蔵タンクを使用したほう酸水注入系による原子炉

圧力容器への注水を継続する。 

また，復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テストタンクに水を

補給することで，ほう酸水注入系テストタンクを使用したほう酸水注入

系による原子炉圧力容器への注水も可能である。 

ほう酸水注入系により原子炉圧力容器へほう酸水を注入する設備及

び注水する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入ポンプ 

・ほう酸水貯蔵タンク 
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・ほう酸水注入系 テストタンク

・ほう酸水注入系 配管・弁

・差圧検出・ほう酸水注入系 配管（原子炉圧力容器内部）

・復水輸送系

・消火系

・補給水系

・原子炉圧力容器

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ほう酸水注入系による進展抑制で使用する設備のうち，ほう酸水注入

ポンプ，ほう酸水貯蔵タンク，ほう酸水注入系配管・弁，差圧検出・ほ

う酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部），原子炉圧力容器，常設代替交

流電源設備及び可搬型代替交流電源設備は重大事故等対処設備として位

置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

すべて網羅されている。 

（添付資料 1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧

時における注水機能が喪失した場合においても，重大事故等の進展を抑

制することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・制御棒駆動水圧系

発電用原子炉を冷却するための十分な注水量が確保できず，加えて

耐震性が確保されていないが，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に

おける重大事故等の進展を抑制する手段として有効である。 

・ほう酸水注入系（原子炉圧力容器へ注水する場合）

発電用原子炉を冷却するための十分な注水量が確保できず，加えて

ほう酸水貯蔵タンク及びほう酸水注入系テストタンクへの補給ライ

ンの耐震性が確保されていないが，復水輸送系等からほう酸水貯蔵タ

ンク又はほう酸水注入系テストタンクに水を補給することができれ

ば，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水が可能となること

から，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における重大事故等の進展

を抑制する手段として有効である。 

（添付資料 1.2.2） 
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ｅ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備」，「ｂ．サポー

ト系故障時の対応手段及び設備」，「ｃ．監視及び制御」及び「ｄ．重大事

故等の進展抑制時の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手

順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操作要

領書（徴候ベース）（以下「ＥＯＰ」という。），ＡＭ設備別操作要領書及び

原子力災害対策手順書に定める（第 1.2－1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備

についても整理する（第 1.2－2表，第 1.2－3表）。 

（添付資料 1.2.3） 
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1.2.2 重大事故等時の手順 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水

ａ．中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉隔離時冷

却系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用できない場合は，中央制御

室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動し，サプレッション・チ

ェンバを水源とした原子圧力容器への注水を実施する。 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持するように

原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，ＳＡ）により監視する。また，こ

れらの計測機器が故障又は計測範囲（把握能力）を超えた場合，当該パラ

メータの値を推定する手順を整備する。

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については「1.15 事故時

の計装に関する手順等」にて整備する。 

（添付資料 1.2.5） 

(a) 手順着手の判断基準

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル３）以上に維持できない場合。 

(b) 操作手順

中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動手順の概要は以下のとお

り。手順の対応フローを第 1.2－2図及び第 1.2－3図に，概要図を第 1.2

－4図に，タイムチャートを第 1.2－5図示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に中央制

御室からの高圧原子炉代替注水系起動の準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動

に必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表

示にて確認する。

③中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動

の系統構成として，ＨＰＡＣ注入弁の全開操作を実施し，当直長に中

央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動の準備完了を報告する。

なお，高圧原子炉代替注水系の駆動蒸気を確保するため原子炉隔離時

冷却系の駆動蒸気ラインを隔離する必要がある場合は，原子炉隔離時

冷却系タービン蒸気入口弁を全閉とする。

④当直長は，中央制御室運転員に中央制御室からの高圧原子炉代替注水

系起動及び原子炉圧力容器への注水開始を指示する。

⑤中央制御室運転員Ａは，ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を全
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開操作することにより高圧原子炉代替注水系を起動し，原子炉圧力容

器への注水を開始する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたことを

高圧原子炉代替注水流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇

により確認し当直長に報告するとともに，原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持

する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注

水開始まで 10分以内で可能である。 

（添付資料 1.2.4‐1） 

 

ｂ．現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉隔離時冷

却系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用できない場合において，中

央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない場合は，

現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起動し，サプ

レッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持するように

原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，ＳＡ）及び可搬型計測器により監

視する。また，これらの計測機器が故障又は計測範囲（把握能力）を超え

た場合，当該パラメータの値を推定する手順を整備する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については「1.15 事故時

の計装に関する手順等」にて整備する。 

（添付資料 1.2.5） 

(a) 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル３）以上に維持できない場合で，中央制御室からの操作によ

り高圧原子炉代替注水系を起動できない場合。 

 

(b) 操作手順 

現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動手順の概要は以下のと

おり。手順の対応フローを第 1.2－2 図及び第 1.2－3 図に，概要図を第

1.2－4図に、タイムチャートを第 1.2－6図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に現場手動操作
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による高圧原子炉代替注水系起動の準備開始を指示する。 

②現場運転員Ａ及びＢは，原子炉圧力容器の水位を確認するため，廃棄

物処理建物１階補助盤室（非管理区域）にて，可搬型計測器の接続を

実施し，当直長に原子炉圧力容器内の水位を報告する。

③現場運転員Ｃ及びＤは，高圧原子炉代替注水系の駆動蒸気圧力が確保

されていることを原子炉棟地上１階（管理区域）の原子炉圧力指示値

が規定値以上であることにより確認する。

④現場運転員Ｃ及びＤは，現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起

動の系統構成として，ＨＰＡＣ注入弁を現場操作用のハンドルにて全

開操作し，当直長に高圧原子炉代替注水系現場起動による原子炉圧力

容器への注水の準備完了を報告する。

なお，高圧原子炉代替注水系の駆動蒸気を確保するため原子炉隔離時

冷却系の駆動蒸気ラインを隔離する必要がある場合は，原子炉隔離時

冷却系タービン蒸気入口弁を全閉とする。

⑤当直長は，現場運転員に現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起

動，原子炉圧力容器への注水開始及び原子炉圧力容器内の水位の監視

を指示する。

⑥現場運転員Ｃ及びＤは，ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を現

場操作用のハンドルにて全開操作することにより高圧原子炉代替注

水系を起動し，原子炉圧力容器への注水を開始する。また，原子炉棟

地下２階Ｃ‐ＲＨＲポンプ室（管理区域）の現場監視計器により高圧

原子炉代替注水系の作動状況を確認し，当直長に作動状況に異常がな

いことを報告する。

⑦現場運転員Ａ及びＢは，原子炉圧力容器への注水が開始されたことを

可搬型計測器による原子炉水位指示値の上昇により確認し，作動状況

に異常がないことを当直長に報告する。

⑧現場運転員Ｃ及びＤは，ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を現

場操作用のハンドルにて操作することにより原子炉水位低（レベル３）

から原子炉水位高（レベル８）の間で原子炉圧力容器内の水位を制御

する。なお，当直長の指示に基づき，原子炉圧力容器内の水位を制御

する。

(c) 操作の成立性

上記の操作は，現場運転員４名にて作業を実施した場合，作業開始を

判断してから現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動での原子炉

圧力容器への注水開始まで 35分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 
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（添付資料 1.2.4‐2 ） 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フロ

ーチャートを第 1.2－18図に示す。 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉隔離時冷却

系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用できない場合は，中央制御室か

らの操作により高圧原子炉代替注水系を起動し原子炉圧力容器へ注水する。 

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない場合は，

現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起動し原子炉圧

力容器へ注水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，高圧

原子炉代替注水系の運転を継続する。 

1.2.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉圧力容器への

注水 

ａ．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，原子炉隔離時冷

却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，中

央制御室からの操作及び現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代

替注水系を起動できない場合，又は高圧原子炉代替注水系により原子炉圧

力容器内の水位を維持できない場合は，現場での人力による弁の操作によ

り原子炉隔離時冷却系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした

原子炉圧力容器への注水を実施する。 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持するように

原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，ＳＡ）及び可搬型計測器により監

視する。また，これらの計測機器が故障又は計測範囲（把握能力）を超え

た場合，当該パラメータの値を推定する手順を整備する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については「1.15 事故時

の計装に関する手順等」にて整備する。 

（添付資料 1.2.5） 

また，現場手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動した場合は，潤滑

油冷却器の冷却水を確保するため，真空タンクドレン弁等を開操作するこ

とにより，原子炉隔離時冷却系ポンプ室に排水が滞留することとなるが，

この排水を処理しなかった場合においても，原子炉冷却材圧力バウンダリ
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の減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整

うまでの期間，原子炉隔離時冷却系を水没させずに継続して運転できる。 

(a) 手順着手の判断基準

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により中央制御室から

の操作による原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系での原子炉圧

力容器への注水ができない場合において，中央制御室からの操作及び現

場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない

場合，又は高圧原子炉代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子

炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

(b) 操作手順

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動手順の概要は以下のとお

り。手順の対応フローを第 1.2－2図及び第 1.2－3図に，概要図を第 1.2

－7図，第 1.2－8図に，タイムチャートを第 1.2－9図に示す。 

[現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動（運転員操作）] 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に現場手動操作

による原子炉隔離時冷却系の準備開始を指示する。

②当直長は，緊急時対策本部に現場手動操作による原子炉隔離時冷却系

起動にて発生する排水の処理を依頼する。

③現場運転員Ａ及びＢは，原子炉圧力容器の水位を確認するため，廃棄

物処理建物１階補助盤室（非管理区域）にて，可搬型計測器の接続を

実施し，当直長に原子炉圧力容器内の水位を報告する。

④現場運転員Ｃ及びＤは，原子炉隔離時冷却系の駆動蒸気圧力が確保さ

れていることを原子炉棟地上１階（管理区域）の原子炉圧力指示値が

規定値以上であることにより確認する。

⑤現場運転員Ｃ及びＤは，原子炉隔離時冷却系タービン及びポンプに使

用している潤滑油冷却器の冷却水を確保するため，復水器冷却水入口

弁，真空タンクドレン弁，真空タンク水位検出配管ドレン弁の全開操

作を実施し，当直長に原子炉隔離時冷却系の冷却水確保完了を報告す

る。

⑥現場運転員Ｃ及びＤは，現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動

の系統構成として，ポンプ復水貯蔵水入口弁を全閉操作し，注入弁，

ポンプトーラス水入口弁，ミニマムフロー弁を現場操作用のハンドル

にて全開操作するとともに，原子炉隔離時冷却系タービングランド部

からの蒸気漏えいに備え保護具（酸素呼吸器及び耐熱服）を装着し，

当直長に現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動の準備完了を

報告する。

⑦当直長は，現場運転員に現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動，
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原子炉圧力容器への注水開始及び原子炉圧力容器内の水位の監視を

指示する。 

⑧現場運転員Ｃ及びＤは，タービン蒸気入口弁を現場操作用のハンドル

にて徐々に開操作することにより原子炉隔離時冷却系を起動し，原子

炉隔離時冷却系タービンの回転数を可搬型回転計にて確認しながら

規定回転数に調整し，ミニマムフロー弁を現場操作用のハンドルにて

全閉操作する。また，原子炉棟地下２階原子炉隔離時冷却系ポンプ室

（管理区域）の現場監視計器により原子炉隔離時冷却系の作動状況を

確認し，当直長へ作動状況に異常が無いことを報告する。

⑨現場運転員Ａ及びＢは，原子炉圧力容器への注水が開始されたことを

可搬型計測器による原子炉水位指示値の上昇により確認し，作動状況

に異常がないことを当直長に報告する。

⑩現場運転員Ｃ及びＤは，外側蒸気隔離弁を現場操作用のハンドルにて

操作することにより原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レ

ベル８）の間で原子炉圧力容器内の水位を制御する。なお，当直長の

指示に基づき，原子炉圧力容器内の水位を制御する。

［原子炉隔離時冷却系排水処理（緊急時対策要員操作）］ 

①緊急時対策本部は，緊急時対策要員に排水処理を指示する。

②緊急時対策要員は，排水処理に必要な発電機，電源盤，水中ポンプ，

電源ケーブル，ホース及びホース用吐出弁（吊り具含む）の準備を行

い，大物搬入口防護扉まで移動する。

③緊急時対策要員は，防護扉を開放する。

④緊急時対策要員は，防護扉手前に発電機を設置，原子炉棟地下２階Ｃ

－残留熱除去系ポンプ室内（管理区域）に電源盤を設置し，水中ポン

プの吐出側にホースを接続しＲＨＲ室床ドレンサンプタンクに水中

ポンプを設置，電源ケーブル及びホースを搬入する。

⑤緊急時対策要員は，発電機－電源盤間及び電源盤－水中ポンプ間の電

源ケーブルを敷設し，電源盤及び水中ポンプ各端子へ電源ケーブルを

接続する。

⑥緊急時対策要員は，原子炉棟地下２階Ｃ－残留熱除去系ポンプ室水密

扉及びトーラス室扉を開放し固縛する。

⑦緊急時対策要員は，水中ポンプに接続したホースを原子炉棟地下１階

トーラス室内（管理区域）まで敷設する。また，吐出口にホース用吐

出弁を取付け固縛する。 

⑧緊急時対策要員は，水中ポンプを起動させるため，発電機を起動し，

水中ポンプを起動させ，トーラス室へ送水を開始する。

⑨緊急時対策要員は，水中ポンプの運転状態を発電機の出力電流にて確

認する。
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⑩緊急時対策要員は，排水処理を開始したことを当直長に報告する。ま

た，当直長は緊急時対策本部に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員４名及び緊急時対策要員４名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから原子炉隔離時冷却系起動による原

子炉圧力容器への注水開始まで１時間以内，緊急時対策要員による排水

処理開始まで１時間 25分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，保護具(酸素呼吸器及び

耐熱服)，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始

できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。 

原子炉隔離時冷却系ポンプ室に現場運転員が入室するのは原子炉隔離

時冷却系起動時のみとし，その後速やかに退室する手順とする。したが

って，原子炉隔離時冷却系タービングランド部からの蒸気漏えいに伴う

環境温度の上昇による運転員への影響はないものと考えており，保護具

（酸素呼吸器及び耐熱服）を確実に装着することにより本操作が可能で

ある。 

（添付資料 1.2.4‐3） 

 

(2) 復旧 

ａ．代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必

要な直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備により給電している場合は，

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代替交流電源設

備として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備として

使用する高圧発電機車により所内常設蓄電式直流電源設備のうちＢ－115V

充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）及び 230V系充電器（ＲＣＩＣ）に給

電し，原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉

圧力容器へ注水する。 

なお，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サプレッション・プ

ール水冷却モード）が機能喪失し，サプレッション・プール水の温度が原

子炉隔離時冷却系の設計温度を超えると想定される場合は，原子炉圧力容

器への注水を低圧原子炉代替注水系（可搬型）に切り替える。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必

要なＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電

池（ＲＣＩＣ）が枯渇により機能が喪失すると予測される場合で，常設

代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交
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流電源設備として使用する高圧発電機車が使用可能な場合。 

(b) 操作手順

常設代替交流電源設備に関する手順及び可搬型代替交流電源設備に関

する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

(c) 操作の成立性

常設代替交流電源設備に関する操作の成立性及び可搬型代替交流電源

設備に関する操作の成立性は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて

整理する。 

ｂ．可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必

要な直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備により給電している場合は，

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に可搬型直流電源設備

として使用する高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器及び 230V系充電器（常

用）により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して原

子炉圧力容器へ注水する。 

なお，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サプレッション・プ

ール水冷却モード）が機能喪失し，サプレッション・プール水の温度が原

子炉隔離時冷却系の設計温度を超えると想定される場合は，原子炉圧力容

器への注水を低圧原子炉代替注水系（可搬型）に切り替える。 

(a) 手順着手の判断基準

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必

要なＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電

池（ＲＣＩＣ）が枯渇により機能が喪失すると予測される場合で，代替

交流電源設備により直流電源を確保できない場合。 

(b) 操作手順

可搬型直流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手

順等」にて整備する。 

(c) 操作の成立性

可搬型直流電源設備に関する操作の成立性は「1.14 電源の確保に関

する手順等」にて整理する。 

ｃ．直流給電車による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必
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要な直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備により給電している場合は，

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に直流給電車より原子

炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉圧力容器へ

注水する。 

なお，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サプレッション・プ

ール水冷却モード）が機能喪失し，サプレッション・プール水の温度が原

子炉隔離時冷却系の設計温度を超えると想定される場合は，原子炉圧力容

器への注水を低圧原子炉代替注水系（可搬型）に切り替える。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必

要なＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電

池（ＲＣＩＣ）が枯渇により機能が喪失すると予測される場合で，代替

交流電源設備及び可搬型直流電源設備により直流電源を確保できない場

合。 

 

(b) 操作手順 

直流給電車に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」に

て整備する。 

 

(c) 操作の成立性 

直流給電車に関する操作の成立性は「1.14 電源の確保に関する手順

等」にて整理する。 

 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フロ

ーチャートを第 1.2－18図に示す。 

 

ａ．全交流動力電源及び常設直流電源設備が喪失した場合の対応 

全交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失により，原子炉隔離時冷却

系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができない場合

は，中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動し原子炉圧

力容器へ注水する。 

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない場合

は，現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起動し原

子炉圧力容器へ注水する。 

いずれの操作によっても高圧原子炉代替注水系を起動できない場合，又

は高圧原子炉代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を維持できない場

合は，現場での人力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し原
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子炉圧力容器へ注水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，

原子炉隔離時冷却系の運転を継続する。 

 

ｂ．全交流動力電源のみ喪失した場合の対応 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必

要な直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備により給電している場合は，

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代替交流電源設

備として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備として

使用する高圧発電機車により所内常設蓄電式直流電源設備のうちＢ－115V

充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）及び 230V系充電器（ＲＣＩＣ）に給

電し，原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉

圧力容器へ注水する。 

代替交流電源設備による給電ができない場合は，可搬型直流電源設備と

して使用する高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器及び 230V系充電器（常用）

により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉

圧力容器へ注水する。 

代替交流電源設備及び可搬型直流電源設備による給電ができない場合は，

直流給電車により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保

して原子炉圧力容器へ注水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，

原子炉隔離時冷却系の運転を継続する。 

 

1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制 

ａ．制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失時において,

高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の

水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合は，原子炉補機

冷却系により冷却水を確保し，復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動水

圧系による原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり，高圧炉心スプレイ系，

高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合で，制御棒

駆動水圧系が使用可能な場合。 
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(b) 操作手順

制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以下の

とおり。手順の対応フローを第 1.2－2 図及び第 1.2－3 図に，概要図を

第 1.2－10図に，タイムチャートを第 1.2－11図示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に制御棒

駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水の準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，制御棒駆動水圧系の起動に必要なポンプ，監

視計器の電源及び冷却水が確保されていることを状態表示にて確認

する。

③当直長は，緊急時対策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を依

頼し，制御棒駆動水圧系が使用可能か確認する。

④当直長は，中央制御室運転員に制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容

器への注水開始を指示する。

⑤中央制御室運転員Ａは，Ａ－制御棒駆動水圧ポンプの起動操作を実施

し，Ａ－制御棒駆動水圧ポンプが起動したことを確認する。

⑥中央制御室運転員Ａは，ＣＲＤ系統流量調節弁及びＣＲＤ駆動水圧力

調節弁の全開操作を実施する。

⑦中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたことを

制御棒駆動系系統流量指示値の上昇により確認し，当直長に報告する。 

(c) 操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水開

始まで 15分以内で可能である。 

（添付資料 1.2.4‐4） 

ｂ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注水 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失時において，

高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の

水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合は，ほう酸水貯

蔵タンクを水源としたほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水

注入を実施する。 

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給すること

で，ほう酸水貯蔵タンクを使用したほう酸水注入系による原子炉圧力容器

への注水を継続する。 

また、復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テストタンクに補給す

ることで，ほう酸水注入系テストタンクを使用したほう酸水注入系による

原子炉圧力容器への注水も可能である。 
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(a) 手順着手の判断基準

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であり，高圧炉心スプレイ

系，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容

器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合で，ほ

う酸水注入系が使用可能な場合。 

(b) 操作手順

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注水手順

の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.2－2 図及び第 1.2－3

図に，概要図を第 1.2－12図に，タイムチャートを第 1.2－13図に示す。 

[ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入] 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にほう酸水注入系に

よる原子炉圧力容器へのほう酸水注入の準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されて

いることを状態表示にて確認する。

③当直長は，緊急時対策本部にガスタービン発電機又は高圧発電機車の

負荷容量確認を依頼し，ほう酸水注入系が使用可能か確認する。

④中央制御室運転員Ａは，Ａ又はＢ－ほう酸水注入ポンプの起動操作

（ほう酸水注入系起動用ＣＯＳを「Ａ系統」位置（Ｂ系を起動する場

合は「Ｂ系統」位置）にすることで，Ａ（Ｂ）－ＳＬＣタンク出口弁

及びＡ（Ｂ）－ＳＬＣ注入弁が全開となり，Ａ（Ｂ）－ほう酸水注入

ポンプが起動し，原子炉圧力容器へのほう酸水注入が開始される。）

を実施する。

⑤中央制御室運転員Ａは中央制御室にて，原子炉圧力容器へのほう酸水

注入が開始されたことをほう酸水貯蔵タンク液位指示値の低下によ

り確認し，当直長に報告する。

[ほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉圧力容器への継続注水] 

⑥当直長は，原子炉圧力容器への継続注水が必要と判断した場合は，現

場運転員にほう酸水注入系による原子炉圧力容器への継続注水の準

備開始を指示する。

※[ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注

入]の準備と合わせて実施する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，ほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉圧力容

器への継続注水の系統構成として，ホース接続（復水輸送系～補給水

系の間）し，ＭＵＷ工具除染シンク供給弁，ＣＷＴ工具類除染シンク

除染弁の全開操作を実施する。

1.2-27

28



⑧現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＬＣ封水止め弁，ＳＬＣオリフィスバイパ

ス弁及びＳＬＣドレン弁の全閉並びにＳＬＣタンク補給水入口元弁

の全開操作実施後，当直長にほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉圧

力容器への継続注水の準備完了を報告する。 

⑨当直長は，現場運転員にほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉圧力容

器への継続注水の開始を指示する。

⑩中央制御室運転員Ａは，復水輸送ポンプが運転中であり，復水輸送ポ

ンプ出口ヘッダ圧力指示値が規定値以上であることを確認する。

⑪現場操作員Ｂ及びＣは，ＳＬＣタンク補給水入口弁を調整開とし，ほ

う酸水貯蔵タンクに補給する。

[ほう酸水注入系テストタンクを使用した原子炉圧力容器への注水] 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にほう酸水注入系テ

ストタンクを使用した原子炉圧力容器への注水の準備開始を指示す

る。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，ほう酸水注入系テストタンクを使用した原子

炉圧力容器への注水に必要なポンプ及び電動弁の電源の受電操作を

実施する。

③中央制御室運転員Ａは，ほう酸水注入系テストタンクを使用した原子

炉圧力容器への注水に必要なポンプ及び電動弁の電源が確保された

こと並びに監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確

認する。

④当直長は，緊急時対策本部にガスタービン発電機又は高圧発電機車の

負荷容量確認を依頼し，ほう酸水注入系が使用可能か確認する。

⑤中央制御室運転員Ａは，復水輸送ポンプが運転中であり，復水輸送ポ

ンプ出口ヘッダ圧力指示値が規定値以上であることを確認する。

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，ほう酸水注入系テストタンクを使用した原子

炉圧力容器への継続注水の系統構成として，ホース接続（復水輸送系

～補給水系の間）し，ＭＵＷ工具除染シンク供給弁，ＣＷＴ工具類除

染シンク除染弁の全開操作を実施する。

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＬＣテストタンク出口弁，ＳＬＣオリフィ

スバイパス弁の全開操作実施し，ＳＬＣテストタンクに水張りを行う。 

⑧現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＬＣテストタンク水張りが完了したことを

確認し，ＳＬＣ封水止め弁及びＳＬＣオリフィスバイパス弁の全閉操

作完了後，当直長にほう酸水注入系テストタンクを使用した原子炉圧

力容器への注水の準備完了を報告する。

⑨当直長は，運転員にほう酸水注入系テストタンクを使用した原子炉圧

力容器への注水の開始を指示する。

⑩現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ又はＢ－ＳＬＣ注入弁の全開操作を実施し
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た後，Ａ又はＢ－ほう酸水注入ポンプを起動する。原子炉棟地上３階

ほう酸水装置室（管理区域）にて，ほう酸水注入ポンプ吐出圧力指示

値の上昇を確認後，速やかにＳＬＣオリフィスバイパス弁を調整開と

し，ほう酸水注入系テストタンクに補給する。 

⑪中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたことを

原子炉水位指示値及び復水貯蔵タンク水位指示値により確認し，当直

長に報告する。

(c) 操作の成立性

上記の操作のうち，ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器

へのほう酸水注入は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから原子炉圧力容器へのほう酸水注入開始まで 10分

以内で可能である。 

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給し，原

子炉圧力容器へ継続注水する場合は，中央制御室運転員１名及び現場運

転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉圧力

容器への継続注水準備完了まで１時間以内で可能である。 

また，復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テストタンクに補給

し，原子炉圧力容器へ注水を行う場合は，中央制御室運転員１名及び現

場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉

圧力容器への注水開始まで 1時間 15分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同様である。 

（添付資料 1.2.4‐5） 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フロ

ーチャートを第 1.2－18図に示す。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で，高圧炉心スプレイ系，高圧

原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合は，原子炉補機冷却系に

より冷却水を確保できれば制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水

を実施する。原子炉補機冷却系により冷却水を確保できない場合，又は常設

代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により非常用高圧母線

の電源が確保できず，可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車

により電源を確保した場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入及び注水を実施する。制御棒駆動水圧系及びほう酸水注入系は発

電用原子炉を冷却するには十分な注水量を確保できないが，原子炉冷却材圧

力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策
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の準備が整うまでの期間，重大事故等の進展抑制として使用する。 

なお，ほう酸水注入系により原子炉圧力容器へ注水する際の水源は，通常

時の補給にて使用する補給水系が使用できない場合は，復水輸送系又は消火

系から補給する。 
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1.2.2.4 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，自動起動信号（原子炉水位低（レベ

ル２））による作動，又は中央制御室からの手動操作により原子炉隔離時冷却

系を起動し，復水貯蔵タンク又はサプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水を実施する。 

原子炉隔離時冷却系の第一水源は復水貯蔵タンクであり，復水貯蔵タンク

を水源として使用できない場合は，第二水源であるサプレッション・チェン

バに自動で切り替わる。 

また，復水貯蔵タンクの水位が低下し，使用できない場合は，原子炉隔離

時冷却系の確実な運転継続を確保する観点から，原子炉隔離時冷却系の水源

をサプレッション・チェンバに手動で切り替える。 

いずれの切替えにおいても，運転中の原子炉隔離時冷却系を停止すること

なく水源切替えが可能である。 

復水貯蔵タンクからサプレッション・チェンバへの水源切替え手順につい

ては，「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

ｂ．操作手順 

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以下の

とおり。概要図を第 1.2－14図に，タイムチャートを第 1.2－15図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に原子炉

隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操作，又は自動起

動信号（原子炉水位低（レベル２）によりタービン蒸気入口弁，注水

弁及び復水器冷却水入口弁が全開し，原子炉隔離時冷却系が起動した

ことを確認する。

③中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたことを

原子炉隔離時冷却系系統流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上

昇により確認し当直長に報告するとともに，原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維

持する。

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水

開始まで２分以内で可能である。 
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（添付資料 1.2.4‐6） 

(2) 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動信号（原子炉水位低（レベ

ル１Ｈ）又はドライウェル圧力高）による作動，又は中央制御室からの手動

操作により高圧炉心スプレイ系を起動し，復水貯蔵タンク又はサプレッショ

ン・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

高圧炉心スプレイ系の第一水源は復水貯蔵タンクであり，復水貯蔵タンク

を水源として使用できない場合は，第二水源であるサプレッション・チェン

バに自動で切り替わる。 

また，復水貯蔵タンクの水位が低下し，使用できない場合は，高圧炉心ス

プレイ系の確実な運転継続を確保する観点から，高圧炉心スプレイ系の水源

をサプレッション・チェンバに手動で切り替える。 

いずれの切替えにおいても，運転中の高圧炉心スプレイ系を停止すること

なく水源切替えが可能である。 

復水貯蔵タンクからサプレッション・チェンバへの水源切替え手順につい

ては，「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 

給水・復水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水

ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に

維持できない場合。 

ｂ．操作手順 

高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以下

のとおり。概要図を第 1.2－16図に，タイムチャートを第 1.2－17図に

示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高圧炉

心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操作，又は自動起

動信号（原子炉水位低（レベル１Ｈ）又はドライウェル圧力高）によ

り高圧炉心スプレイポンプが起動し，ＨＰＣＳ注水弁が全開となった

ことを確認する。

③中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたことを

高圧炉心スプレイ系系統流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の

上昇により確認し当直長に報告するとともに，原子炉圧力容器内の水

位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で

維持する。

ｃ．操作の成立性 
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上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

開始まで２分以内で可能である。 

（添付資料 1.2.4‐7） 

1.2.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順につい

ては，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

復水貯蔵タンクからサプレッション・チェンバへの水源切替え手順について

は，「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

非常用交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替交流電源設備

として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備として使用する

高圧発電機車，常設代替直流電源設備として使用するＳＡ用 115Ｖ系蓄電池又

は可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車，Ｂ１－115Ｖ系充電器及び

230Ｖ系充電器（常用）による高圧原子炉代替注水系，原子炉隔離時冷却系，高

圧炉心スプレイポンプ，ほう酸水注入ポンプ，制御棒駆動水圧ポンプ，電動弁

及び中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備とし

て使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備及び可搬型直流電源

設備として使用する高圧発電機車及び非常用交流電源設備への燃料補給手順に

ついては，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

原子炉水位の監視又は確認に係る計装設備に関する手順については，「1.15 

事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 
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第 1.2－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／６) 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却

原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・

弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・

弁・ストレーナ  

原子炉浄化系 配管  

給水系 配管・弁・スパージャ 

非常用交流電源設備 ※1 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領

書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

サプレッション・チェンバ

原子炉圧力容器

所内常設蓄電式直流電源設備 ※１

重
大
事
故
等

対
処
設
備 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却

高圧炉心スプレイポンプ 

高圧炉心スプレイ系 配管・弁・スト

レーナ・スパージャ

高圧炉心スプレイ補機冷却系

非常用交流電源設備 ※１

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領

書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

サプレッション・チェンバ

原子炉圧力容器 重
大
事
故
等

対
処
設
備 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
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対応手段，対処設備，手順書一覧(２／６) 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

高圧炉心スプレイ系 

原子炉隔離時冷却系 

 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
の
中
央
制
御
室 

か
ら
の
操
作
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッション・チェンバ 

高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 

配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・

弁 

高圧原子炉代替注水系（注水系） 

配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・

弁 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

原子炉圧力容器 

常設代替直流電源設備※１ 

可搬型直流電源設備※１ 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領

書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作

要領書 

「ＨＰＡＣによ

る原子炉注水」 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
の
現
場
操
作
に 

よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッション・チェンバ 

高圧原子炉代替注水系（蒸気系）  

配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・

弁 

高圧原子炉代替注水系（注水系）  

配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・

弁 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領

書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作

要領書 

「ＨＰＡＣ現場

起動による原子

炉注水」 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  
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対応手段，対処設備，手順書一覧(３／６) 

（サポート系故障時）

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

常設直流電源系統 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
現
場
操
作

に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁・ストレーナ 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領

書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

ＡＭ設備別操作

要領書 

「ＲＣＩＣ現場

起動による原子

炉注水」 

原子力災害対策

手順書 

「原子炉隔離時

冷却系排水処

理」 

サプレッション・チェンバ

原子炉圧力容器
重
大
事
故
等

対
処
設
備 

水中ポンプ 

ホース

仮設発電機

燃料補給設備※１

自
主
対
策
設
備 

全交流動力電源 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電

原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁・ストレーナ 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領

書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

サプレッション・チェンバ

原子炉圧力容器

常設代替交流電源設備※１

可搬型代替交流電源設備※１

重
大
事
故
等

対
処
設
備 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電

原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁・ストレーナ 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
） 

サプレッション・チェンバ

原子炉圧力容器

所内常設蓄電式直流電源設備※１

可搬型直流電源設備※１

重
大
事
故
等

対
処
設
備 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

1.2-36
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対応手段，対処設備，手順書一覧(４／６) 

（サポート系故障時）

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

直
流
給
電
車
に
よ
る 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電

原子炉隔離時冷却ポンプ 

サプレッション・チェンバ

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配

管・弁

主蒸気系 配管

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配

管・弁・ストレーナ

原子炉浄化系 配管

給水系 配管・弁・スパージャ

原子炉圧力容器

直流給電車及び可搬型代替交流電

源設備※１

所内常設蓄電式直流電源設備※１

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領

書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

1.2-37
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対応手段，対処設備，手順書一覧(５／６) 

（監視及び制御） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

監
視
及
び
制
御 

－ 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系 

（
中
央
制
御
室
起
動
時
）
の
監
視
計
器 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領

書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作

要領書 

「ＨＰＡＣによ

る原子炉注水」 

原子炉水位（狭帯域） 自
主
対
策
設
備 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
現
場
起
動
時
） 

の
監
視
計
器 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力 

可搬型計測器 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領

書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作

要領書 

「ＨＰＡＣ現場

起動による原子

炉注水」 

原子炉水位（狭帯域） 

高圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

高圧原子炉代替注水系タービン入口圧

力 

高圧原子炉代替注水系タービン排気圧

力 

高圧原子炉代替注水ポンプ入口圧力 

自
主
対
策
設
備 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
現
場
起
動
時
）

の
監
視
計
器 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力 

可搬型計測器 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領

書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作

要領書 

「ＲＣＩＣ現場

起動による原子

炉注水」 

 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧力 

可搬型回転計 

自
主
対
策
設
備 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

1.2-38
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対応手段，対処設備，手順書一覧(６／６) 

（重大事故等の進展抑制時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
の
進
展
抑
制 

－ 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る 

進
展
抑
制 

制御棒駆動水圧ポンプ 

復水貯蔵タンク 

制御棒駆動水圧系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

原子炉補機冷却系 

常設代替交流電源設備※１ 

 

 

 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領

書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作

要領書 

「ＣＲＤによる

原子炉注水」 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る 

進
展
抑
制
（
ほ
う
酸
水
注
入
） 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

ほう酸水注入系 配管・弁 

差圧検出・ほう酸水注入系 配管

（原子炉圧力容器内部） 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領

書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作

要領書 

「ＳＬＣによる

原子炉注水」 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る 

進
展
抑
制
（
注
水
） 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

ほう酸水注入系 テストタンク 

ほう酸水注入系 配管・弁 

差圧検出・ほう酸水注入系 配管

（原子炉圧力容器内部） 

復水輸送系 

消火系 

補給水系 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領

書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作

要領書 

「ＳＬＣによる

原子炉注水」 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

1.2-39
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第 1.2－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧(１／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の手順 

(1)高圧原子炉代替注水系による原子炉への注水

ａ．中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動

事故時操作要領書

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

ＡＭ設備別操作要領

書 

「ＨＰＡＣによる原

子炉注水」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ）

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 高圧原子炉代替注水流量 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ）

1.2-40
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監視計器一覧(２／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の手順 

(1)高圧原子炉代替注水系による原子炉への注水 

 ｂ．現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動 

事故時操作要領書

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領

書 

「ＨＰＡＣ現場起動

による原子炉注水」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

（可搬型計測器） 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

（可搬型計測器） 

補機監視機能 

原子炉圧力 

高圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

高圧原子炉代替注水系タービン入口圧力 

高圧原子炉代替注水系タービン排気圧力 

高圧原子炉代替注水ポンプ入口圧力 

  

1.2-41
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監視計器一覧(３／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.2 サポート系故障時の手順 

(1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉圧力容器の冷却

ａ．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動

事故時操作要領書

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

ＡＭ設備別操作要領

書 

「ＲＣＩＣ現場起動

による原子炉注水」 

原子力災害対策手順

書 

「原子炉隔離時冷却

系排水処理」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

（可搬型計測器） 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ）

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

（可搬型計測器） 

補機監視機能 

可搬型回転計 

原子炉圧力 

原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧力 

1.2-42
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監視計器一覧(４／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制 

 ａ．制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

事故時操作要領書

(徴候ベース) 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要

領書 

「ＣＲＤによる原

子炉注水」 

判
断
基
準 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

補機監視機能 原子炉補機冷却系常用流量 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 制御棒駆動系系統流量 

補機監視機能 制御棒駆動系冷却水流量 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

 

  

1.2-43
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監視計器一覧(５／７) 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制 

 ｂ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注水 

事故時操作要領書

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要

領書 

「ＳＬＣによる原

子炉注水」 

判
断
基
準 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

水源の確保 

復水貯蔵タンク水位 

ろ過水タンク水位 

純水タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 ほう酸水貯蔵タンク液位 

補機監視機能 
ほう酸水注入ポンプ出口圧力 

復水輸送系出口ヘッダ圧力 

 

  

1.2-44
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監視計器一覧(６／７) 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.4 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1)原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水

事故時操作要領書

（徴候ベース） 

「水位確保」等 
判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ）

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

原子炉圧力容器への注水量 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

補機監視機能 

原子炉隔離時冷却系ポンプ出口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン排気圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン回転速度 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ）

1.2-45
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監視計器一覧(７／７) 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.4 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(2)高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

事故時操作要領書

（徴候ベース） 

「水位確保」等 判
断
基
準 

電源 ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 
原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ）

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 
原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

原子炉圧力容器への注水量 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

補機監視機能 高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ）
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第 1.2－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.2】 

原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時に発

電用原子炉を冷却す

るための手順等 

原子炉隔離時冷却系弁 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

230V系（ＲＣＩＣ） 

高圧原子炉代替注水系弁 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

ＳＡ用 115V系 

ほう酸水注入ポンプ・弁 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

中央制御室監視計器類 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装Ｃ／Ｃ Ｃ系 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側

へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪

失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，

必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。

第 1.2－1図 機能喪失原因対策分析（補足） 

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり
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第 1.2－2図 ＥＯＰ 原子炉制御「水位確保」における対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.2－3図 ＥＯＰ 不測事態「水位回復」における対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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1.2-54

55



操
作
手
順
 

弁
名
称
 

⑤
※
１

復
水
器
冷
却
水
入
口
弁

 

⑤
※
２

真
空
タ
ン
ク
ド
レ
ン
弁

 

⑤
※
３

真
空
タ
ン
ク
水
位
検
出
配
管
ド
レ
ン
弁

 

⑥
※
１

ポ
ン
プ
復
水
貯
蔵
水
入
口
弁

 

⑥
※
２

注
入
弁
 

⑥
※
３

ポ
ン
プ
ト
ー
ラ
ス
水
入
口
弁

 

⑥
※
４
⑧

※
２

ミ
ニ
マ
ム
フ
ロ
ー
弁

⑧
※
１

タ
ー
ビ
ン
蒸
気
入
口
弁

⑩
 

外
側
蒸
気
隔
離
弁

 

第
1.
2
－

7
図
 
現
場
手
動
操
作
に
よ
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
起
動

 
概
要
図

 

1.2-55

56



第
1.
2－

8
図

 
現
場
手
動
操
作
に
よ
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
起
動
（
排
水
処
理
）

 
概
要
図

 

1.2-56

57



第
1
.2
－

9
図

 
現
場
手
動
操
作
に
よ
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
起
動
及
び
排
水
処
理

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

可
搬

型
計

測
器

接
続

移
動

，
系

統
構

成

保
護
具
着
用

起
動

操
作

移
動

，
発

電
機

設
置

水
中

ポ
ン

プ
運

搬

資
機

材
搬

入

ホ
ー

ス
敷

設

発
電

機
起

動
，

水
中

ポ
ン

プ
起

動

移
動

，
発

電
機

設
置

電
源

盤
運

搬

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

発
電

機
起

動
，

水
中

ポ
ン

プ
起

動

緊
急
時
対
策
要
員

22

備
考

10
70

80
90

10
0

11
0

50
60

現
場
運
転
員
Ａ
，
Ｂ

2

20
30

40

要
員
(数

)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

現
場
手
動
操
作
に
よ
る

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
起
動
及
び
排
水
処
理

12
0

現
場
運
転
員
Ｃ
，
Ｄ

2

緊
急
時
対
策
要
員

現
場
手
動
操
作
に
よ
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
排
水
処
理

1時
間
2
5分

現
場
手
動
操
作
に
よ
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
起
動

1時
間

1.2-57

58



操
作
手
順
 

弁
名
称
 

⑥
※
１

Ｃ
Ｒ
Ｄ
系
統
流
量
調
節
弁
 

⑥
※
２

Ｃ
Ｒ
Ｄ
駆
動
水
圧
力
調
節
弁
 

第
1.
2－

1
0
図
 
制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
概
要
図

 

1.2-58

59



第
1.
2－

1
1
図

 
制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

電
源

，
冷

却
水

確
保

確
認

制
御

棒
駆

動
水

圧
ポ

ン
プ

起
動

，
系

統
構

成

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

要
員
(
数
)

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

15
分

1.2-59

60



操
作
手
順
 

弁
名
称
 

④
※
１

Ａ
－
Ｓ
Ｌ
Ｃ
タ
ン
ク
出
口
弁
 

④
※
２

Ａ
－
Ｓ
Ｌ
Ｃ
注
入
弁
 

⑦
※
１

Ｍ
Ｕ
Ｗ
工
具
除
染
シ
ン
ク
供
給
弁
 

⑦
※
２

Ｃ
Ｗ
Ｔ
工
具
類
除
染
シ
ン
ク
除
染
弁
 

⑧
※
１

Ｓ
Ｌ
Ｃ
封
水
止
め
弁
 

⑧
※
２

Ｓ
Ｌ
Ｃ
オ
リ
フ
ィ
ス
バ
イ
パ
ス
弁

 

⑧
※
３

Ｓ
Ｌ
Ｃ
ド
レ
ン
弁

 

⑧
※
４

Ｓ
Ｌ
Ｃ
タ
ン
ク
補
給
水
入
口
元
弁

 

⑪
 

Ｓ
Ｌ
Ｃ
タ
ン
ク
補
給
水
入
口
弁

 

第
1.

2－
1
2
図

 
ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
ほ
う
酸
水
注
入
及
び
注
水
（
ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
使
用
）
 
概
要
図

(１
／
２

)
 

1.2-60

61



操
作
手
順
 

弁
名
称
 

⑥
※
１

Ｍ
Ｕ
Ｗ
工
具
除
染
シ
ン
ク
供
給
弁
 

⑥
※
２

Ｃ
Ｗ
Ｔ
工
具
類
除
染
シ
ン
ク
除
染
弁
 

⑦
※
１

Ｓ
Ｌ
Ｃ
テ
ス
ト
タ
ン
ク
出
口
弁

 

⑦
※
２
⑧

※
２
⑩

※
２

Ｓ
Ｌ
Ｃ
オ
リ
フ
ィ
ス
バ
イ
パ
ス
弁

 

⑧
※
１

Ｓ
Ｌ
Ｃ
封
水
止
め
弁
 

⑩
※
１

Ａ
－
Ｓ
Ｌ
Ｃ
注
入
弁

 

第
1.
2
－

1
2
図

 
ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
（
テ
ス
ト
タ
ン
ク
使
用
）

 
概
要
図

(
２
／
２

)
 

1.2-61

62



第
1
.2
－

1
3
図

 
ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
ほ
う
酸
水
注
入
及
び
注
水

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

電
源

確
認

，
ほ

う
酸

水
注

入
ポ

ン
プ

起
動

，
注

入
開

始

移
動

，
ホ

ー
ス

敷
設

系
統

構
成

継
続

注
水

操
作

※
1
：
ほ
う
酸
水
注
入
系
Ａ
系
に
よ
る
原
子
炉
注
入
を
示
す
。
ま
た
，
ほ
う
酸
水
注
入
系
Ｂ
系
に
よ
る
原
子
炉
注
入
に
つ
い
て
は
，
注
入
開
始
ま
で
１
０
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

手
順
の
項
目

電
源

確
認

，
復

水
輸

送
ポ

ン
プ

運
転

確
認

移
動

，
ホ

ー
ス

敷
設

系
統

構
成

，
タ

ン
ク

水
張

り

ほ
う

酸
水

注
入

ポ
ン

プ
起

動
，

注
水

開
始

※
1

要
員
(
数
)

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

2

備
考

11
0

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

（
テ
ス
ト
タ
ン
ク
使
用
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

1

12
0

経
過
時
間
（
分
）

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器

へ
の
ほ
う
酸
水
注
入
及
び
注
水

（
継
続
注
水
含
む
）

（
ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
使
用
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

2

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

5
10

15
20

40
45

50
55

60
25

30
35

１
時
間

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
継
続
注
水
準
備
完
了

10
分

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る

ほ
う
酸
水
注
入
開
始

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の

注
水
開
始

１
時
間
15
分

1.2-62

63



操
作
手
順
 

弁
名
称
 

②
※
１

タ
ー
ビ
ン
蒸
気
入
口
弁

②
※
２

注
水
弁
 

②
※
３

復
水
器
冷
却
水
入
口
弁
 

第
1
.2
－

1
4
図

 
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
概
要
図

(
１
／
２

)
 

（
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
）

 

1.2-63

64



操
作
手
順
 

弁
名
称
 

②
※
１

ポ
ン
プ
ト
ー
ラ
ス
水
入
口
弁

 

②
※
２

ポ
ン
プ
復
水
貯
蔵
水
入
口
弁

 

第
1
.2
－

1
4
図

 
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
概
要
図

(
２
／
２

)
 

（
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
水
源
切
替
え
（
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
か
ら
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
）

 

1.2-64

65



第
1
.2
－

1
5
図

 
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

自
動

起
動

確
認

手
順
の
項
目

起
動

操
作

起
動

確
認

要
員
(
数
)

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

(
手
動
起
動
の
場
合
)

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

0.
5

1
1.
5

2
2.
5

3
3.
5

4
4.
5

5
5.
5

6

2
2.
5

3
3.
5

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

(
自
動
起
動
信
号
が
発
信
し
た
場
合
)

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

0.
5

1
1.
5

4
4.
5

5
5.
5

6
備
考

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

1分

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

2分

1.2-65

66



操
作
手
順
 

弁
名
称
 

②
 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
注
水
弁

 

第
1
.2
－

1
6
図

 
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
概
要
図

(
１
／
２

)
 

（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
）

 

1.2-66

67



 

 

 

操
作
手
順
 

弁
名
称
 

②
※
１
 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
ト
ー
ラ
ス
水
入
口
弁

 

②
※
２
 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
復
水
貯
蔵
水
入
口
弁

 

第
1
.2
－

1
6
図

 
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
概
要
図

(
２
／
２

)
 

（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
水
源
切
替
え
（
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
か
ら
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
）

 
 

1.2-67

68



第
1
.2
－

1
7
図

 
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

自
動

起
動

確
認

手
順
の
項
目

起
動

操
作

注
水

確
認

4
4.
5

5
5.
5

6
備
考

2
2.
5

3
3.
5

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

(
自
動
起
動
信
号
が
発
信
し
た
場
合
)

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

0.
5

1
1.
5

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

0.
5

1
1.
5

2
2.
5

3
3.
5

4
4.
5

5
5.
5

6

要
員
(
数
)

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

(
手
動
起
動
の
場
合
)

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

１
分

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

2分

1.2-68

69



第 1.2－18図 重大事故等時の対応手段選択 フローチャート(１／２) 

(1) フロントライン系故障時の対応手順の選択

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水不可 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系故障 

(2) サポート系故障時の対応手順の選択

全交流動力電源喪失 

常設直流電源系統 

喪失 

復旧へ 

Ｎｏ 

Ｙｅｓ 

 

中央制御室からの 

高圧原子炉代替注水系起動 

現場手動操作による 

高圧原子炉代替注水系起動 

現場手動操作による 

原子炉隔離時冷却系起動 

中央制御室からの 

高圧原子炉代替注水系起動 

現場手動操作による 

高圧原子炉代替注水系起動 

 
中央制御室からの 

操作による高圧原子炉代

替注水系起動可能 

  
現場手動操作による 

高圧原子炉代替注水系 

起動可能 

Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

Ｎｏ 

Ｎｏ 

Ｎｏ 

所内常設蓄電式直流電源設備に 

よる原子炉隔離時冷却系への給電 

【凡例】 

：プラント状態 

：操作，確認 

：判断 

：重大事故等対処設備 
中央制御室からの 

高圧原子炉代替注水系

起動操作可能

 

高圧原子炉代替 

注水系により原子炉水位

（レベル３）以上に

維持不可

Ｎｏ

Ｙｅｓ

原子炉水位低（レベル３）から

原子炉水位高（レベル８）の 

間で維持

※１

※１

1.2-69
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第 1.2－18図 重大事故等時の対応手段選択 フローチャート(２／２) 

(3) 重大事故等の進展抑制時の対応手順の選択

高圧炉心スプレイ系， 

高圧原子炉代替注水系及び 

原子炉隔離時冷却系により 

原子炉水位低（レベル３） 

以上に維持不可 

制御棒駆動水圧系による 

原子炉圧力容器への注水 

ほう酸水注入系による原子炉圧

力容器へのほう酸水注入 

代替交流電源設備による 

原子炉隔離時冷却系への給電 

復旧 

  代替交流電源設備 

使用可能 

可搬型直流電源設備 

使用可能 

可搬型直流電源設備による 

原子炉隔離時冷却系への給電 

直流給電車による 

原子炉隔離時冷却系への給電 

Ｎｏ 

Ｎｏ 
Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

【凡例】

：プラント状態

：操作，確認

：判断

：重大事故等対処設備

 

交流電源あり 

又は常設代替交流電源設備

による非常用高圧母線への

給電可能

 
原子炉補機冷却系

による冷却水確保 

可搬型代替交流電源設備による

電源確保 

ほう酸水注入系による 

原子炉圧力容器への注水※ 

Ｎｏ

Ｙｅｓ

Ｎｏ

Ｙｅｓ

※ 補給水系を水源としてほう酸水貯蔵タンク又はテストタンクに

補給をしながら注水を行う。なお，補給水系が使用できない場合

は，復水輸送系又は消火系を水源として補給を行う。
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添付資料 1.2.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(１／９) 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

技術的能力審査基準（1.2） 番号 設置許可基準規則（45 条） 技術基準規則（60 条） 番号 

【本文】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧

力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても炉心の著しい損

傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するた

めに必要な手順等が適切に整備されているか、

又は整備される方針が適切に示されているこ

と。 

① 

【本文】 

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが高圧の状態であって、設計基準事

故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却す

るために必要な設備を設けなければならな

い

【本文】 

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧

力バウンダリが高圧の状態であって、設

計基準事故対処設備が有する発電用原

子炉の冷却機能が喪失した場合におい

ても炉心の著しい損傷を防止するため、

発電用原子炉を冷却するために必要な

設備を施設しなければならない 

⑨ 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉を冷却するために必要な手

順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための手順

等をいう。 

－ 

【解釈】 

１ 第４５条に規定する「発電用原子炉を冷

却するために必要な設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための設備をいう。 

【解釈】 

１ 第６０条に規定する「発電用原子炉

を冷却するために必要な設備」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備

をいう。 

－ 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統

喪失を想定し、原子炉隔離時冷却系(ＲＣＩＣ)

若しくは非常用復水器（ＢＷＲの場合）又はタ

ービン動補助給水ポンプ（ＰＷＲの場合）（以

下「ＲＣＩＣ等」という。）により発電用原子

炉を冷却するため、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うため

の手順等を整備すること。 

② 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系

統喪失を想定し、原子炉隔離時冷却系(ＲＣ

ＩＣ)若しくは非常用復水器（ＢＷＲの場合）

又はタービン動補助給水ポンプ（PWR の場

合）（以下「ＲＣＩＣ等」という。）により発

電用原子炉を冷却するため、以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備を整備すること。 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電

源系統喪失を想定し、原子炉隔離時冷却

系(ＲＣＩＣ)若しくは非常用復水器（Ｂ

ＷＲの場合）又はタービン動補助給水ポ

ンプ（ＰＷＲの場合）（以下「ＲＣＩＣ

等」という。）により発電用原子炉を冷

却するため、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備を整備すること。

⑩ 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型

バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた弁の操作

により、ＲＣＩＣ等の起動及び十分な期間※の

運転継続を行う手順等（手順及び装備等）を整

備すること。ただし、下記（１）ｂ）ⅰ）の人

力による措置が容易に行える場合を除く。 

－ 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬

型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた弁の

操作により、ＲＣＩＣ等の起動及び十分な期

間※の運転継続を行う可搬型重大事故防止

設備等を整備すること。ただし、下記（１）

ｂ）ⅰ）の人力による措置が容易に行える場

合を除く。 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備

（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を

用いた弁の操作により、ＲＣＩＣ等の起

動及び十分な期間※の運転継続を行う

可搬型重大事故防止設備等を整備する

こと。ただし、下記（１）ｂ）ⅰ）の人

力による措置が容易に行える場合を除

く。 

－ 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、ＲＣ

ＩＣ等の起動及び十分な期間※の運転継続を

行う手順等（手順及び装備等）を整備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却

対策の準備が整うまでの期間のこと。 

③ 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、Ｒ

ＣＩＣ等の起動及び十分な期間※の運転継

続を行うために必要な設備を整備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策

及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作によ

り、RCIC 等の起動及び十分な期間※の運

転継続を行うために必要な設備を整備

すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧

対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時の冷却対策の準備が整うまでの

期間のこと。 

⑪ 

ｃ）監視及び制御 

ⅰ）原子炉水位（ＢＷＲ及びＰＷＲ）及び蒸気

発生器水位（ＰＷＲの場合）を推定する手順等

（手順、計測機器及び装備等）を整備すること。 

④ 

ⅱ）ＲＣＩＣ等の安全上重要な設備の作動状況

を確認する手順等（手順、計測機器及び装備等）

を整備すること。 

⑤ 

ⅲ）原子炉水位又は蒸気発生器水位を制御する

手順等（手順及び装備等）を整備すること。 
⑥ 

（２）復旧

ａ）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

において、注水（循環を含む。）すること及び

原子炉を冷却できる設備に電源を接続するこ

とにより、起動及び十分な期間の運転継続がで

きること。（ＢＷＲの場合）

⑦ 

ｂ）電動補助給水ポンプに代替交流電源を接続

することにより、起動及び十分な期間の運転継

続ができること。（ＰＷＲの場合） 

－ 

（３）重大事故等の進展抑制

ａ）重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸

水注入系（ＳＬＣＳ）又は制御棒駆動機構（Ｃ

ＲＤ）等から注水する手順等を整備すること。

（ＢＷＲの場合）

⑧
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(２／９) 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策設備 

機能 機器名称 
既設／ 

新設 

基準解 

釈対応 
機能 機器名称 

常設／

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
冷
却

原子炉隔離時冷却ポンプ 既設 

① 

⑨ 
－ － － － － 

サプレッション・チェンバ 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）

配管・弁 
既設 

主蒸気系 配管 既設 

原子炉隔離時冷却系（注水系）

配管・弁・ストレーナ 
既設 

原子炉浄化系 配管 既設 

給水系 配管・弁・スパージャ 既設 

原子炉圧力容器 既設 

所内常設蓄電式直流電源設備※

１ 
既設 

非常用交流電源設備※１ 既設 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却

高圧炉心スプレイポンプ 既設 

① 

⑨ 
－ － － － － 

サプレッション・チェンバ 既設 

高圧炉心スプレイ系 配管・

弁・ストレーナ・スパージャ 
既設 

原子炉圧力容器 既設 

高圧炉心スプレイ補機冷却系 既設 

非常用交流電源設備※１ 既設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(３／９) 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策設備 

機能 機器名称 
既設／ 

新設 

基準解 

釈対応 
機能 機器名称 

常設／

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
の
中
央
制
御
室
か
ら
の
操
作
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却

高圧原子炉代替注水ポンプ 新設 

① 

② 

⑨ 

⑩ 

－ － － － － － 

サプレッション・チェンバ 既設 

高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 

配管・弁 
新設 

主蒸気系 配管 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁 
既設 

高圧原子炉代替注水系（注水系） 

配管・弁 
新設 

残留熱除去系 配管・弁・スト

レーナ
既設 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁 
既設 

原子炉浄化系 配管 既設 

給水系 配管・弁・スパージャ 既設 

原子炉圧力容器 既設 

常設代替直流電源設備 ※1 新設 

可搬型直流電源設備 ※1 新設 

常設代替交流電源設備 ※1 新設 

可搬型代替交流電源設備※１ 新設 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
の
現
場
操
作
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却

高圧原子炉代替注水ポンプ 新設 

① 

② 

③ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

－ － － － － － 

サプレッション・チェンバ 既設 

高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 

配管・弁 
新設 

主蒸気系 配管 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁 
既設 

高圧原子炉代替注水系（注水系） 

配管・弁 
新設 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁 
既設 

残留熱除去系 配管・弁・スト

レーナ
既設 

原子炉浄化系 配管 既設 

給水系 配管・弁・スパージャ 既設 

原子炉圧力容器 既設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(４／９) 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策設備 

機能 機器名称 
既設／ 

新設 

基準解 

釈対応 
機能 機器名称 

常設／

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
現
場
操
作
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却

原子炉隔離時冷却ポンプ 既設 

① 

② 

③ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

－ － － － － － 

サプレッション・チェンバ 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁 
既設 

主蒸気系 配管 既設 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁・ストレーナ 
既設 

給水系 配管・弁・スパージャ 既設 

原子炉浄化系 配管 既設 

原子炉圧力容器 既設 

水中ポンプ 新設 

ホース 新設 

仮設発電機 新設 

燃料補給設備※１ 新設 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電

原子炉隔離時冷却ポンプ 既設 

① 

⑦ 

⑨ 

－ － － － － － 

サプレッション・チェンバ 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁 
既設 

主蒸気系 配管 既設 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁・ストレーナ 
既設 

原子炉浄化系 配管 既設 

給水系 配管・弁・スパージャ 既設 

原子炉圧力容器 既設 

常設代替交流電源設備※１ 新設 

可搬型代替交流電源設備※１ 新設 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電

原子炉隔離時冷却ポンプ 既設 

① 

⑦ 

⑨ 

直
流
給
電
車
に
よ
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電

原子炉隔離時冷却ポンプ 常設 

3 時間 25 分 

※１

５人 

※１

自主対策とす

る理由は本文

参照 

※１：手順は

「1.14 電源

の確保に関す

る手順等」に

て整理する。

サプレッション・チェンバ 既設 サプレッション・チェンバ 常設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁 
既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁 
常設 

主蒸気系 配管 既設 主蒸気系 配管 常設 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁・ストレーナ 
既設 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 

配管・弁・ストレーナ 
常設 

原子炉浄化系 配管 既設 原子炉浄化系 配管 常設 

給水系 配管・弁・スパージャ 既設 給水系 配管・弁・スパージャ 常設 

原子炉圧力容器 既設 原子炉圧力容器 常設 

可搬型直流電源設備※１ 新設 
直流給電車及び可搬型代替交流

電源設備※１ 

常設 

可搬 

所内常設蓄電式直流電源設備※

１ 
新設 

所内常設蓄電式直流電源設備※

１ 
常設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(５／９) 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策設備 

機能 機器名称 
既設／ 

新設 

基準解 

釈対応 
機能 機器名称 

常設／

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

監
視
及
び
制
御

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

（
中
央
制
御
室
起
動
時
）

原子炉水位（狭帯域） 既設 

① 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

－ － － － － － 

原子炉水位（広帯域） 既設 

原子炉水位（燃料域） 既設 

原子炉水位（ＳＡ） 新設 

原子炉圧力 既設 

原子炉圧力（ＳＡ） 新設 

高圧原子炉代替注水流量 新設 

サプレッション・プール水位（Ｓ

Ａ）

既設 

新設 

監
視
及
び
制
御

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
現
場
起
動
時
）

原子炉水位（狭帯域） 既設 

原子炉水位（広帯域） 既設 

原子炉水位（燃料域） 既設 

原子炉水位（ＳＡ） 新設 

可搬型計測器 新設 

原子炉圧力 既設 

高圧原子炉代替注水ポンプ出口

圧力 
新設 

高圧原子炉代替注水系タービン

入口圧力 
新設 

高圧原子炉代替注水系タービン

排気圧力 
新設 

高圧原子炉代替注水ポンプ入口

圧力 
新設 

監
視
及
び
制
御

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
現
場
起
動
時
）

原子炉水位（狭帯域） 既設 

原子炉水位（広帯域） 既設 

原子炉水位（燃料域） 既設 

原子炉水位（ＳＡ） 新設 

可搬型計測器 新設 

原子炉圧力 既設 

原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧

力 
既設 

可搬型回転計 既設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(６／９) 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策設備 

機能 機器名称 
既設／ 

新設 

基準解 

釈対応 
機能 機器名称 

常設／

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
進
展
抑
制
（
ほ
う
酸
水
注
入
）

ほう酸水注入ポンプ 既設 

① 

⑧ 

⑨ 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る
進
展
抑
制

制御棒駆動水圧ポンプ 常設 

15 分 １名 

自主対策とす

る理由は本文

参照 

ほう酸水貯蔵タンク 既設 復水貯蔵タンク 常設 

ほう酸水注入系 配管・弁 既設 制御棒駆動水圧系 配管・弁 常設 

差圧検出・ほう酸水注入系配管

（原子炉圧力容器内部） 
既設 原子炉圧力容器 常設 

原子炉圧力容器 既設 原子炉補機冷却系 常設 

常設代替交流電源設備※１ 新設 常設代替交流電源設備※１ 常設 

可搬型代替交流電源設備※１ 新設 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
進
展
抑
制

（
注
水
）

ほう酸水注入ポンプ 常設 

（原子炉へ

の継続注水

準備） 

1 時間 

(ほう酸水注

入系テスト

タンク使用

の場合)

1 時間 15 分 

３人 

自主対策とす

る理由は本文

参照 
－ － 

ほう酸水貯蔵タンク 常設 

ほう酸水注入系テストタンク 常設 

ほう酸水注入系 配管・弁 常設 

差圧検出・ほう酸水注入系配管

（原子炉圧力容器内部） 
常設 

復水輸送系 常設 

消火系 常設 

補給水系 常設 

原子炉圧力容器 常設 

常設代替交流電源設備※1 常設 

可搬型代替交流電源設備※１ 
常設 

可搬 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(７／９) 

技術的能力審査基準（1.2） 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材

圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却

機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却する

ために必要な手順等が適切に整備されている

か、又は整備される方針が適切に示されている

こと。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

であって，設計基準事故対処設備である原子炉

隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が有す

る発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても，炉心の著しい損傷を防止する手段と

して，高圧原子炉代替注水系による発電用原子

炉を冷却するために必要な手順等を整備する。 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉を冷却するために必要な手

順等」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うた

めの手順等をいう。 

－ 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統

喪失を想定し、原子炉隔離時冷却系

（RCIC）若しくは非常用復水器（BWRの

場合）又はタービン動補助給水ポンプ

（PWRの場合）（以下「RCIC 等」という。）

により発電用原子炉を冷却するため、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための手順

等を整備すること。

設計基準事故対処設備である原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系が全交流動力

電源喪失及び常設直流電源系統喪失により使

用できない場合には，原子炉隔離時冷却系の現

場操作による発電用原子炉を冷却するために

必要な手順等及び原子炉隔離時冷却系と同等

以上の効果を有する手段として，高圧原子炉代

替注水系による発電用原子炉を冷却するため

に必要な手順等を整備する。 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(８／９) 

技術的能力審査基準（1.2） 適合方針 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型

バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた弁の

操作により、RCIC等の起動及び十分な期間

※の運転継続を行う手順等（手順及び装備

等）を整備すること。ただし、下記（１）

ｂ）ⅰ）の人力による措置が容易に行える

場合を除く。 

（１）ｂ）ⅰ）の人力による措置が操作性を

考慮した弁の配置とすることにより，容易に行

えることから，（１）ａ）ⅰ）可搬型重大事故

防止設備に対する措置は対象外。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC

等の起動及び十分な期間※の運転継続を

行う手順等（手順及び装備等）を整備する

こと。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 

現場での人力による弁の操作により，高圧原

子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を起

動及び十分な期間※の運転継続を行うために必

要な手順等（手順及び装備等）を整備する。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 

ｃ）監視及び制御 

ⅰ）原子炉水位（BWR及びPWR）及び蒸気発生器

水位（PWRの場合）を推定する手順等（手

順、計測機器及び装備等）を整備すること。 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統

喪失時に中央制御室にて原子炉水位を監視又

は推定するために必要な手順等を整備する。 

なお，原子炉水位を推定するために必要な手

順については「1.15 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

ⅱ）RCIC 等の安全上重要な設備の作動状況を

確認する手順等（手順、計測機器及び装備

等）を整備すること。 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統

喪失時に中央制御室にて発電用原子炉を冷却

するために使用する高圧原子炉代替注水系及

び原子炉隔離時冷却系の作動状況を確認する

ために必要な手順等を整備する。 

ⅲ）原子炉水位又は蒸気発生器水位を制御する

手順等（手順及び装備等）を整備すること。 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統

喪失時に原子炉水位を制御するために必要な

手順等（手順及び装備等）を整備する。 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(９／９) 

技術的能力審査基準（1.2） 適合方針 

（２）復旧

ａ）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

において、注水（循環を含む。）すること

及び原子炉を冷却できる設備に電源を接

続することにより、起動及び十分な期間の

運転継続ができること。（BWRの場合） 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

において，代替直流電源（可搬型直流電源設備）

及び代替交流電源（常設代替交流電源設備及び

可搬型代替交流電源設備）により，原子炉隔離

時冷却系の起動及び十分な期間の運転継続に

必要な直流電源を給電するための手順等を整

備する。 

なお，電源の供給に関する手順については

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備

する。 

ｂ）電動補助給水ポンプに代替交流電源を接続

することにより、起動及び十分な期間の運

転継続ができること。（PWRの場合） 
対象外 

（３）重大事故等の進展抑制

ａ）重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸

水注入系（SLCS）又は制御棒駆動機構（CRD）

等から注水する手順等を整備すること。

（BWRの場合） 

重大事故等の進展を抑制する手段として，ほ

う酸水注入系による原子炉圧力容器への注水

に必要な手順等を整備する。 
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添付資料 1.2.2 

自主対策設備仕様 

機器名称 
常設 

／可搬 
耐震クラス 容量 揚程 個数 

復水貯蔵タンク 常設 Ｂクラス 2000m3 － １基 

制御棒駆動水圧ポンプ 常設 Ｂクラス 
31m3/h 

（1台当たり） 
1266m ２台 

ほう酸水注入系 

テストタンク 
常設 Ｃクラス 0.8m3 － １基 

 

1.2-80

81



添
付
資
料

1.
2.
3 

第
1
図
 
対
応
手
段
と
し
て
選
定
し
た
設
備
の
電
源
構
成
図
（
交
流
電
源
）

 

ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 

D
-L
/
C 

S
A-
L
/C
 

S
A1
-
C/
C 

S
A2
-
C/
C 

A
-計

装
C/
C 

C
系

C/
C 

D
系

C/
C 

B
-計

装
C/
C 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

※
1 

※
2 

※
2 

※
1 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
口
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
口
 

緊
急
用

M/
C 

SA
電
源
切
替
盤
 

充
電
器

 

電
源

 

切
替
盤

 
SA

電
源
切
替
盤
 

M 
M 

M 
M 

充
電
器
 

非
常
用
所
内
 

電
気
設
備
 

【
区
分
Ⅰ
】
 

非
常
用
所
内
 

電
気
設
備
 

【
区
分
Ⅱ
】
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
 

M 
M 

区
分
Ⅰ
 

区
分
Ⅱ
 

Ｓ
Ａ
 

M/
C
：
メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置

 

L/
C
：
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

C/
C
：
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

 

高
圧
遮
断
器

 

配
線
用
遮
断
器

 

接
続
装
置

 

【
凡
例
】
 

M 
電
動
切
替
装
置

 

低
圧
遮
断
器

 

メ
カ
ニ
カ
ル
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

1.2-81

82



第
2
図
 
対
応
手
段
と
し
て
選
定
し
た
設
備
の
電
源
構
成
図
（
交
流
電
源
）

B-
計
装

-
C
/
C

A-
計
装

-
C/
C

SA
1
-C
/C
 

Ｂ ‐ Ｓ Ｌ Ｃ 注 入 ポ ン プ

D
3
-C
/
C 

C3
-C

/C
 

Ｂ ‐ Ｓ Ｌ Ｃ 系 電 動 弁

Ａ ‐ Ｓ Ｌ Ｃ 注 入 ポ ン プ

Ａ ‐ Ｓ Ｌ Ｃ 系 電 動 弁

中 央 制 御 室 監 視 計 器 類 （ Ａ 系 ）

※
3

※
3

Ｂ １ ‐ １ １ ５ Ｖ 系 充 電 器 （ Ｓ Ａ ）

Ｓ Ａ 用 １ １ ５ Ｖ 系 充 電 器

２ ３ ０ Ｖ 系 充 電 器 （ 常 用 ）

Ｂ １ ‐ １ １ ５ Ｖ 系 充 電 器 （ Ｓ Ａ ）

Ｓ Ａ 用 １ １ ５ Ｖ 系 充 電 器

２ ３ ０ Ｖ 系 充 電 器 （ 常 用 ）

Ｂ ‐ １ １ ５ Ｖ 系 充 電 器

２ ３ ０ Ｖ 系 充 電 器 （ Ｒ Ｃ Ｉ Ｃ ）

中 央 制 御 室 監 視 計 器 類 （ Ｂ 系 ）

M
 

A-
中
央
分
電
盤

B
-
中
央
分
電
盤

GT
G
 

D/
G
 

C-
M/
C

メ
タ
ク
ラ
切
替
盤

メ
タ
ク
ラ
切
替
盤

緊
急
用

M/
C 

※
1

※
2

※
1

※
2

高
圧
発
電
機
車

 

高
圧
発
電
機
車

 

GT
G
 

高
圧
発
電
機
車

 

D/
G
 

D
-M
/
C

D
-
L
/
C

SA
-
L/
C 

C-
L/
C

M/
C
：
メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置

 

L/
C
：
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

C/
C
：
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

 

高
圧
遮
断
器

 

配
線
用
遮
断
器

 

接
続
装
置

 

【
凡
例
】
 

M 
電
動
切
替
装
置

 

低
圧
遮
断
器

 

メ
カ
ニ
カ
ル
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

1.2-82

83



第
3
図
 
対
応
手
段
と
し
て
選
定
し
た
設
備
の
電
源
構
成
図
（
直
流
電
源
）

 

46
0V

母
線
 

(区
分
Ⅰ
) 

46
0V

母
線
 

(区
分
Ⅱ
) 

46
0V

母
線
 

(区
分
Ⅱ
) 

46
0V

母
線

 

(区
分
Ⅰ
) 

46
0V

母
線
 

(S
A)
 

46
0V

母
線
 

(
SA
) 

46
0V

母
線

 

(S
A)

 

B-
11
5V

系

蓄
電
池

 

充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器

B1
-
1
15

V
系

 

蓄
電
池
（

SA
）

 

23
0V

系
蓄
電
池

 

(R
CI
C)

 

23
0V

系
蓄
電
池

 

(
常
用
)
 

中 央 制 御 室 監 視 計 器 類 （ Ｂ 系 ）

Ｈ Ｐ Ａ Ｃ

Ｒ Ｃ Ｉ Ｃ 制 御

Ｒ Ｃ Ｉ Ｃ 系 電 動 弁

Ｒ Ｃ Ｉ Ｃ 真 空 ポ ン プ

Ｒ Ｃ Ｉ Ｃ 復 水 ポ ン プ

中 央 制 御 室 監 視 計 器 類 （ Ｓ Ａ ）

高
圧
発
電
機
車

 

直
流
給
電
車

 

11
5V
（
自
主
）

 

※
直
流
給
電
車

11
5V

よ
り

 

※
直
流
給
電
車

23
0V

へ
 

B-
11
5V

系
直
流
盤

23
0V

系
直
流
盤

(常
用

)
 

B
1-
11

5
V
系
直
流
盤

(S
A)

 

直
流
給
電
車
 

23
0V
（
自
主
）
 

23
0V

系
直
流
盤

(
RC
IC

)
 

46
0V

母
線
 

(区
分
Ⅱ
) 

46
0V

母
線
 

(区
分
Ⅰ
) 

46
0V

母
線

 

(区
分
Ⅱ

) 

46
0V

母
線
 

(区
分
Ⅰ
) 

46
0V

母
線
 

(区
分
Ⅱ
) 

SA
対
策

 

分
電
盤

(2
)
 

RC
IC

-
C/
C
 

B-
中
央
分
電
盤

【
凡
例
】
 蓄

電
池

 

直
流
給
電
車

 

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

 

配
線
用
遮
断
器

 

メ
カ
ニ
カ
ル
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

HP
AC
-C

/C
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電
池

 

1.2-83

84



添付資料 1.2.4‐1 

重大事故対策の成立性 

1． 中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動

(1) 中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動

ａ．操作概要 

中央操作からの高圧原子炉代替注水系起動が必要な状況において，中央制

御室操作により系統構成を実施し，高圧原子炉代替注水系を起動し原子炉圧

力容器への注水を実施する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動に必要な要員数，想定時間は

以下のとおり。 

必要要員数：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間 ：10分以内（所要時間目安※１：５分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認，高圧原子炉代替注水系起動：想定時間 10 分，所要時間目安

５分

・電源確保確認（電動弁，監視計器） ：所要時間目安２分（中央制御室） 

・系統構成：所要時間目安２分（中央制御室）

・ポンプ起動 ：所要時間目安１分（中央制御室）

ｄ．操作の成立性について 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備し

ている。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 
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添付資料 1.2.4‐2 

2． 現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動 

(1) 現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動

ａ．操作概要 

現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動が必要な状況において，現

場操作により系統構成を実施し，高圧原子炉代替注水系を起動し原子炉圧力

容器への注水を実施する。 

ｂ．作業場所 

原子炉棟 地上１階（管理区域） 

原子炉棟 地下１階（管理区域） 

原子炉棟 地下２階（管理区域） 

廃棄物処理建物地上１階（非管理区域）（補助盤室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動に必要な要員数，想定時間

は以下のとおり。 

必要要員数：４名（現場運転員４名） 

想定時間 ：35分以内（所要時間目安※１：14分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【現場運転員Ａ，Ｂ】 

●可搬型計器接続：想定時間 20分，所要時間目安９分

・移動：所要時間目安２分（中央制御室から補助盤室）

・可搬型計測器接続：所要時間目安７分（補助盤室）

【現場運転員Ｃ，Ｄ】 

●移動，系統構成：想定時間 25分，所要時間目安 13分

・移動 ：所要時間目安４分（移動経路：中央制御室から原子炉棟地上１

階）

・原子炉圧力指示値の確認：所要時間目安１分（原子炉棟地上１階）

・移動：所要時間目安２分（移動経路：原子炉棟地上１階から原子炉棟地

下１階）

・系統構成：所要時間目安１分（操作対象１弁：原子炉棟地下１階）

・移動：所要時間目安４分（移動経路：原子炉棟地下１階から原子炉棟地

下２階）

・系統構成：所要時間目安１分（操作対象１弁：原子炉棟地下２階）

●起動：想定時間 10分（所要時間目安１分）
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・起動：所要時間目安１分（操作対象１弁：原子炉棟地下２階）

ｄ．操作の成立性について 

（ａ）補助盤室操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに

配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行して

いる。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘ

ッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能

である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の端子リフト・接続操作であり，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設

備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可

能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに

配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行して

いる。操作は汚染の可能性を考慮し防護具(全面マスク，個

人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服)を着用又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘ

ッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能

である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：電動弁の手動ハンドルによる現場操作については，操作に工

具等は必要とせず，手動弁と同様な操作であるため，通常の

弁操作であり，容易に実施可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施

している。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設

備のうち，使用可能な設備より，中央制御室との連絡が可能

である。 
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添付資料 1.2.4‐3 

3． 現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

(1) 現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動

ａ．操作概要 

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動が必要な状況において，中央

制御室及び現場操作により系統構成を実施し，原子炉隔離時冷却系を起動し

原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ｂ．作業場所 

廃棄物処理建物地上１階（非管理区域）（補助盤室） 

原子炉棟地上１階（管理区域） 

原子炉棟地下２階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動に必要な要員数，想定時間は

以下のとおり。 

必要要員数：４名(現場運転員４名) 

想定時間 ：１時間以内(所要時間目安※１：43分) 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【現場運転員Ａ，Ｂ】 

●可搬型計測器接続：想定時間 20分，所要時間目安９分

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室から補助盤室）

・可搬型計測器接続：所要時間目安７分（補助盤室）

【現場運転員Ｃ，Ｄ】 

●移動，系統構成：想定時間 25分，所要時間目安 16分

・移動：所要時間目安４分（移動経路：中央制御室から原子炉棟地上

  １階） 

・原子炉圧力指示値の確認：所要時間目安１分（原子炉棟地上１階）

・移動：所要時間目安４分（移動経路：原子炉棟地上１階から原子炉棟

地下２階） 

・原子炉隔離時冷却系の冷却水確保：所要時間目安３分（操作対象３弁

：原子炉棟地下２階） 

・系統構成：所要時間目安４分（操作対象４弁：原子炉棟地下２階）

●保護具着用：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・保護具着用：所要時間目安 10分（原子炉棟地下２階）

●起動操作：想定時間 25分，所要時間目安 17分
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・起動操作：所要時間目安 17分（操作対象３弁：原子炉棟地下２階）

ｄ．操作の成立性について 

（ａ）補助盤室操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに 

配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行して 

いる。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘ 

ッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能で 

ある。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の端子リフト・接続操作であり，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設 

備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可 

能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに

配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行して

いる。 

直流電源喪失時に原子炉隔離時冷却系を運転するとタービ

ングランド部から蒸気が漏えいするため，原子炉隔離時冷却

系ポンプ室に現場運転員が入室するのは原子炉隔離時冷却

起動時のみとし，その後すみやかに退室する手順とする。し

たがって，原子炉隔離時冷却系ポンプ室入室時の蒸気漏えい

に伴う環境温度の上昇による運転員への影響はないものと

考えており，保護具（酸素呼吸器及び耐熱服）を確実に装着

することにより本操作が可能である。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘ

ッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能

である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：電動弁の手動ハンドルによる現場操作については，操作に工

具等は必要とせず，手動弁と同様な操作であるため，容易に

実施可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施

している。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設

備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可

能である。 
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弁操作 回転数確認 
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(2)原子炉隔離時冷却系現場起動時の排水処理

ａ．操作概要

原子炉隔離時冷却系の現場起動にて発生する水は，原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ室の床ファンネルを経由してＣ－残留熱除去系ポンプ室にあるＲＨＲ

室床ドレンサンプタンクに排出される。しかし，全交流動力電源喪失時はＲ

ＨＲ室床ドレンサンプタンクの常設ポンプが運転できないため，仮設の水中

ポンプを用いて排水を汲み上げることで，原子炉隔離時冷却ポンプ本体が水

没することを防止する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建物 屋外 

原子炉棟地上１階（管理区域） 

原子炉棟地下１階（管理区域） 

原子炉棟地下２階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

原子炉隔離時冷却系現場起動時における排水処理に必要な要員数，想定時

間は以下のとおり。 

必要要員数:４名（緊急時対策要員４名） 

想定時間  :１時間 25分以内（所要時間目安※１：1時間 20分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【緊急時対策要員２名】 

●移動，発電機設置：想定時間 20分，所要時間目安 20分

・移動：所要時間目安 18分（移動経路：緊急時対策所から原子炉棟地上

１階）

・発電機設置：所要時間目安２分（原子炉棟地上１階）

●電源盤運搬：想定時間 10分，所要時間目安８分

・電源盤運搬：所要時間目安６分（運搬経路：原子炉棟地上１階から原子

炉棟地下２階）

・設置：所要時間目安２分（原子炉棟地下２階）

●ケーブル敷設：想定時間 50分，所要時間目安 49分

・移動：所要時間目安４分（移動経路：原子炉棟地下２階から原子炉棟地

上１階）

・ケーブル敷設：所要時間目安 38分（原子炉棟地上１階から原子炉棟地

下２階）

・ケーブル接続：所要時間目安７分（原子炉棟地下２階から原子炉建物 屋 

外） 
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●発電機起動，水中ポンプ起動：想定時間５分，所要時間目安３分

・発電機起動，水中ポンプ起動：所要時間目安３分（原子炉建物 屋外） 

【緊急時対策要員２名】 

●移動，発電機設置：想定時間 20分，所要時間目安 20分

・移動：所要時間目安 18分（移動経路：緊急時対策所から原子炉棟地上

１階）

・発電機設置：所要時間目安２分（原子炉棟地上１階）

●水中ポンプ運搬：想定時間 10分，所要時間目安８分

・水中ポンプ運搬：所要時間目安６分（運搬経路：原子炉棟地上１階から

原子炉棟地下２階）

・設置：所要時間目安２分（原子炉棟地下２階）

●資機材搬入：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・移動：所要時間目安２分（移動経路：原子炉棟地下２階から原子炉棟地

上１階）

・資機材搬入：所要時間目安８分（搬入経路：原子炉棟地上１階から原子

炉棟地下２階）

●ホース敷設：想定時間 40分，所要時間目安 39分

・扉開放，固縛：所要時間目安５分（原子炉棟地下２階）

・ホース敷設：所要時間目安 22分（原子炉棟地下２階～原子炉棟地下１

階）

・ホース接続：所要時間目安 11分（原子炉棟地下２階～原子炉棟地下１

階）

・移動：所要時間目安１分（移動経路：原子炉棟地下１階から原子炉建物

屋外） 

●発電機起動：想定時間５分，所要時間目安３分

・発電機起動，水中ポンプ起動：所要時間目安３分（原子炉建物 屋外）

ｄ．操作の成立性について 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに 

配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行して 

いる。汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，個人線量 

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を着用又は携行して作 

業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘ

ッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能

である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：原子炉建物 屋外に配置する発電機からの起動操作であり，

容易に実施可能である。 
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連絡手段 ：電力保安通信用電話設備，衛星電話設備，無線通信設備のう

ち，使用可能な設備により，緊急時対策本部との連絡が可能

である。 

ｅ．排水が滞留することの影響について 

常設直流電源系統が健全である場合は，原子炉隔離時冷却系タービン及

びポンプの潤滑油を冷却するため，原子炉隔離時冷却ポンプの吐出側より

冷却水を潤滑油冷却器に供給し，復水ポンプによりこの冷却水を原子炉隔

離時冷却ポンプの吸込側に戻している。常設直流電源系統喪失時は復水ポ

ンプの電源が喪失しているため，原子炉隔離時冷却系を現場にて起動する

場合は，真空タンクドレン弁等を開操作し，潤滑油冷却器の冷却水をＲＨ

Ｒポンプ室床ドレンサンプに排水しながら原子炉隔離時冷却系を運転す

る必要がある。この排水を仮設の水中ポンプで処理しなかった場合，原子

炉隔離時冷却系ポンプ室に排水が滞留し，原子炉隔離時冷却系が水没する

ことになる。 

したがって，排水の発生量，原子炉隔離時冷却系ポンプ室の面積等から

保守的に一般的な機器が影響を受けないとされる機器のベースまで排水

が滞留する時間を評価した。評価結果を以下に示す。 

【条件】 

・バロメトリックコンデンサ冷却水流量:6,000[kg/h]

・原子炉隔離時冷却系タービングランドシールからの漏えい量:7[kg/h]

・原子炉隔離時冷却系ポンプ室床面積:約 160[m2]

・原子炉隔離時冷却系の機器のベース高さ:0.9[m]

・SA 環境最高温度 66℃における飽和水比容積:0.00102042[m3/kg]

原子炉隔離時冷却系の機器のベース高さまでの空間体積 

160[m2]×0.9[m]=144[m3] 

流入量（体積流量） 

(6000[kg/h]＋7[kg/h])×0.00102042[m3/kg]≒6.13[m3/h] 

原子炉隔離時冷却系ベース高さ到達時間 

144[m3]÷6.13[m3/h]≒23.49[h] → 約 23 時間 

以上のことから，原子炉隔離時冷却系を現場で起動してから約 23 時間

までは排水の影響を受けることがなく，原子炉冷却材圧力バウンダリの減

圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整う

までの期間，運転を継続することが可能である。 
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添付資料 1.2.4‐4 

4． 制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

(1) 制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水

ａ．操作概要 

中央操作からの制御棒駆動水圧系起動が必要な状況において，中央制御室

操作により制御棒駆動水圧系を起動し，系統構成を実施し原子炉圧力容器へ

の注水を実施する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの制御棒駆動水圧系起動に必要な要員数，想定時間は以下

のとおり。 

必要要員数：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間 ：15分以内（所要時間目安※１：６分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源，冷却水確保確認：想定時間５分，所要時間目安３分

・電源，冷却水確保確認：所要時間目安３分（中央制御室）

●制御棒駆動水圧ポンプ起動，系統構成：想定時間 10分，所要時間目安

３分 

・ポンプ起動：所要時間目安１分（中央制御室）

・系統構成：所要時間目安２分（操作対象２弁：中央制御室）

ｄ．操作の成立性について 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備し

ている。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 
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添付資料 1.2.4‐5 

5． ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注水 

(1) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注入及び注水（継続注水）

ａ．操作概要 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注入及び注水（継続注水）が必

要な状況において，中央制御室及び現場操作により系統構成を実施し，ほう

酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注水を行う。 

ｂ．作業場所 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

原子炉棟 地上３階(管理区域) 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注水に必要

な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名(中央制御室運転員１名，現場運転員２名) 

想定時間 ：ほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉圧力容器への継続注水

の場合１時間以内(所要時間目安※１：38分) 

ほう酸水注入系テストタンクを使用した原子炉圧力容器へ

の注水の場合１時間 15分以内(所要時間目安※１：41分) 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

[ほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉圧力容器への継続注水の場合] 

【中央制御室運転員】 

●電源確認，ほう酸水注入ポンプ起動，注入開始：想定時間 10 分，所要

時間目安４分

・電源確認：所要時間目安２分（中央制御室）

・ほう酸水注入ポンプ起動，注入開始：所要時間目安２分（中央制御室）

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，ホース敷設：想定時間 35分，所要時間目安 25分

・移動：所要時間目安８分（移動経路：中央制御室から原子炉棟地上３階） 

・ホース敷設，接続：所要時間目安７分（原子炉棟地上３階）

・移動：所要時間目安３分（移動経路：原子炉棟地上３階内）

・ホース敷設，接続：所要時間目安７分（原子炉棟地上３階）

●系統構成：想定時間 15分（所要時間目安９分）

・移動：所要時間目安３分（移動経路：原子炉棟地上３階内）

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象６弁：原子炉棟地上３階）
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●系統構成：想定時間 10分（所要時間目安４分）

・移動：所要時間目安３分（移動経路：原子炉棟地上３階内）

・ほう酸水貯蔵タンク補給：所要時間目安１分（操作対象１弁：原子炉棟

地上３階）

[ほう酸水注入系テストタンクを使用した原子炉圧力容器への注水の場

合] 

【中央制御室運転員】 

●電源確認，復水輸送ポンプ運転確認：想定時間５分，所要時間目安３分

・電源確認，復水輸送ポンプ運転確認：所要時間目安３分（中央制御室）

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，ホース敷設：想定時間 35分，所要時間目安 25分

・移動：所要時間目安８分（移動経路：中央制御室から原子炉棟地上３階） 

・ホース敷設，接続：所要時間目安７分（原子炉棟地上３階）

・移動：所要時間目安３分（移動経路：原子炉棟地上３階内）

・ホース敷設，接続：所要時間目安７分（原子炉棟地上３階）

●系統構成，タンク水張り：想定時間 30分（所要時間目安 12分）

・移動：所要時間目安３分（移動経路：原子炉棟地上３階内）

・テストタンク水張り：所要時間目安４分（操作対象４弁：原子炉棟地上

３階）

・移動：所要時間目安３分（移動経路：原子炉棟地上３階内）

・テストタンク水張り停止：所要時間目安２分（操作対象２弁：原子炉棟

地上３階）

●ほう酸水注入ポンプ起動，注水開始：想定時間 10 分（所要時間目安４

分）

・ほう酸水注入ポンプ起動，注水開始：所要時間目安４分（原子炉棟地上

３階）

ｄ．操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備し

ている。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに

配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行して
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いる。操作は汚染の可能性を考慮し防護具(全面マスク，個

人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服)を着用又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘ

ッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能

である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の弁操作であり，容易に操作可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施

している。 

ホース接続はカプラ接続であり容易に実施可能である。

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設

備のうち，使用可能な設備より，中央制御室との連絡が可能

である。 

ホース接続
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添付資料 1.2.4‐6 

6． 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水 

(1)  原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水 

 

ａ．操作概要 

中央操作からの原子炉隔離時冷却系起動が必要な状況において，中央制御

室操作により原子炉隔離時冷却系を起動し原子炉圧力容器への注水を実施

する。 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの原子炉隔離時冷却系起動に必要な要員数，想定時間は以

下のとおり。 

必要要員数：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間 ：自動起動信号が発信した場合１分以内（所要時間目安※１：20

秒） 

手動起動の場合２分以内（所要時間目安※１：40秒） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

[自動起動信号が発信した場合] 

【中央制御室運転員】 

●自動起動確認：想定時間１分，所要時間目安 20秒 

・自動起動確認：所要時間目安 20秒（中央制御室） 

 

[手動起動の場合] 

【中央制御室運転員】 

●起動操作，起動確認：想定時間２分，所要時間目安 40秒 

・起動操作：所要時間目安 20秒（中央制御室） 

・起動確認：所要時間目安 20秒（中央制御室） 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備し

ている。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 
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添付資料 1.2.4‐7 

7． 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

(1) 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

ａ．操作概要 

中央操作からの高圧炉心スプレイ系起動が必要な状況において，中央制御

室操作により高圧炉心スプレイ系を起動し原子炉圧力容器への注水を実施

する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの高圧炉心スプレイ系起動に必要な要員数，想定時間は以

下のとおり。 

必要要員数：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間 ：自動起動信号が発信した場合１分以内（所要時間目安※１：20

秒） 

手動起動の場合２分以内（所要時間目安※１：40秒） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

[自動起動信号が発信した場合] 

【中央制御室運転員】 

●自動起動確認：想定時間１分，所要時間目安 20秒

・自動起動確認：所要時間目安 20秒（中央制御室）

[手動起動の場合] 

【中央制御室運転員】 

●起動操作，起動確認：想定時間２分，所要時間目安 40秒

・起動操作：所要時間目安 20秒（中央制御室）

・起動確認：所要時間目安 20秒（中央制御室）

ｄ．操作の成立性について 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備し

ている。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 
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添付資料 1.2.5 

原子炉水位計の校正条件について 

 技術的能力審査基準において，監視計器のうち原子炉水位（狭帯域），原

子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）及び原子炉水位（ＳＡ）につい

て，使用用途と校正条件を整理する。 

第 1 図 原子炉水位計の指示範囲 
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第 1 表 原子炉水位計 

※：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1328cm） 

第 1 表より，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，原子炉水位（燃

料域）及び原子炉水位（ＳＡ）にて原子炉圧力容器内水位を確認する場合は，

原子炉水位計の校正条件の違いから，「原子炉水位（燃料域）及び原子炉水

位（ＳＡ）補正曲線」（第 2 図）を用いる。 

第 2 図 原子炉水位（燃料域）及び原子炉水位（ＳＡ）補正曲線 

計器名称 指示範囲 用途 校正条件 

①原子炉水位（狭帯域） 0～150cm※ 通常の運転水位監視 
定格運転時の 

圧力・温度 

②原子炉水位（広帯域） －400～150cm※ 過渡時の水位監視 
定格運転時の 

圧力・温度 

③原子炉水位（燃料域） －800～－300cm※ 事故時の水位監視 大気圧・飽和温度 

④原子炉水位（ＳＡ） －900～150cm※ 事故時の水位監視 大気圧・飽和温度 
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昇
 

制
御
棒
駆
動
系
系
統
流
量
指
示
値
が

（
 

 
l/
mi
n～

 
l/
mi
n）

に
上
昇
 

ｂ
．
ほ
う
酸
水
注
入

系
に

よ
る

原
子

炉

圧
力

容
器

へ
の

ほ

う
酸

水
注

入
及

び

注
水
 

復
水
輸
送
ポ
ン
プ
出
口
ヘ
ッ
ダ
圧
力
指

示
値
が
規
定
値
以
上
 

復
水
輸
送
ポ
ン
プ
出
口
ヘ
ッ
ダ
圧
力
指

示
値
が

 
 

MP
a
以
上
で
あ
る
こ

と
を
確
認
 

仮
設

ホ
ー

ス
接

続
(
復

水
輸

送
系

～
補

給
水
系
の
間
)を

実
施
 

Ｖ
２
７
２
－
８
７
～
Ｖ
２
７
１
－
６
７

間
 

添
付
資
料

1.
2.
6‐

2 

本
資
料
の
う
ち
，
枠
囲
み
の
内
容
は
機
密
に
係
る
事
項
の
た
め
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
２
／
２
）

 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容
 

解
釈
 

1.
2.
2.
4
 
重
大
事

故
等
対
処
設
備
（
設

計
基
準
拡
張
）
に
よ

る
対
応
手
順

 

(1
)
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の
注
水

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
系
統
流
量
指
示

値
の
上
昇
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
系
統
流
量
指
示

値
が

93
m3
/h

程
度
ま
で
上
昇

 

(2
)
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の
注
水
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
系
統
流
量
指
示

値
の
上
昇
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
系
統
流
量
指
示

値
が
上
昇
(～

10
50
m3
/h
) 
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弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧
（
１
／
２
）

 

弁
番
号

 
弁
名
称

 
操
作
場
所

 

Ｍ
Ｖ
２
Ｂ
１
－
４

 
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｃ
注
入
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
１
階
ト
ー
ラ
ス
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
２
１
－
３
４

 
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ

 
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｃ
タ
ー
ビ
ン
蒸
気
入
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
２
階
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
２
１
－
７

 
復
水
器
冷
却
水
入
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
２
階
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｖ
２
２
１
－
５
７
５

 
真
空
タ
ン
ク
ド
レ
ン
弁

 
原
子
炉
棟
地
下
２
階
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｖ
２
２
１
－
５
７
７

 
真
空
タ
ン
ク
水
位
検
出
配
管
ド
レ
ン
弁

 
原
子
炉
棟
地
下
２
階
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
２
１
－
１

 
ポ
ン
プ
復
水
貯
蔵
水
入
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
２
階
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
２
１
－
２

 
注
入
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
２
階
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
２
１
－
３

 
ポ
ン
プ
ト
ー
ラ
ス
水
入
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
２
階
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
２
１
－
６
 

ミ
ニ
マ
ム
フ
ロ
ー
弁

中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
２
階
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
２
１
－
２
２

 
タ
ー
ビ
ン
蒸
気
入
口
弁

中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
２
階
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
２
１
－
２
１

 
外
側
蒸
気
隔
離
弁

 

中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
中
１
階
東
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室

（
管
理
区
域
）

 

Ｃ
Ｖ
２
１
２
－
１
Ａ
，
Ｂ

 
Ｃ
Ｒ
Ｄ
系
統
流
量
調
節
弁
 

中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
２
階
マ
ス
タ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
エ
リ
ア
室

 

（
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
１
２
－
２
 

Ｃ
Ｒ
Ｄ
駆
動
水
圧
力
調
節
弁
 

中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
２
階
マ
ス
タ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
エ
リ
ア
室

 

（
管
理
区
域
）
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弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧
（
２
／
２
）

 

弁
番
号

 
弁
名
称

 
操
作
場
所

 

Ｍ
Ｖ
２
２
４
－
３

 
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
注
水
弁

 

中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
１
階
南
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管

理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
２
５
－
１
Ａ
（
Ｂ
）

 
Ｓ
Ｌ
Ｃ
タ
ン
ク
出
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
３
階
Ｓ
Ｌ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
２
５
－
２
Ａ
（
Ｂ
）

 
Ｓ
Ｌ
Ｃ
注
入
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
３
階
Ｓ
Ｌ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｖ
２
７
２
－
８
７

 
Ｍ
Ｕ
Ｗ
工
具
除
染
シ
ン
ク
供
給
弁
 

原
子
炉
棟
地
上
３
階
フ
ィ
ル
タ
ー
エ
レ
メ
ン
ト
除
染
室
（
管
理

区
域
）

 

Ｖ
２
７
１
－
６
７

 
Ｃ
Ｗ
Ｔ
工
具
類
除
染
シ
ン
ク
除
染
弁
 

原
子
炉
棟
地
上
３
階
フ
ィ
ル
タ
ー
エ
レ
メ
ン
ト
除
染
室
（
管
理

区
域
）

 

Ｖ
２
２
５
－
１
７

 
Ｓ
Ｌ
Ｃ
封
水
止
め
弁

 
原
子
炉
棟
地
上
３
階
Ｓ
Ｌ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｖ
２
２
５
－
１
６

 
Ｓ
Ｌ
Ｃ
オ
リ
フ
ィ
ス
バ
イ
パ
ス
弁

 
原
子
炉
棟
地
上
３
階
Ｓ
Ｌ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｖ
２
２
５
－
１
２

 
Ｓ
Ｌ
Ｃ
タ
ン
ク
補
給
水
入
口
元
弁

 
原
子
炉
棟
地
上
３
階
Ｓ
Ｌ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｖ
２
２
５
－
１
３

 
Ｓ
Ｌ
Ｃ
タ
ン
ク
補
給
水
入
口
弁

 
原
子
炉
棟
地
上
３
階
Ｓ
Ｌ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｖ
２
２
５
－
１
０

 
Ｓ
Ｌ
Ｃ
テ
ス
ト
タ
ン
ク
出
口
弁

 
原
子
炉
棟
地
上
３
階
Ｓ
Ｌ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｖ
２
２
５
－
５
０
８

 
Ｓ
Ｌ
Ｃ
ド
レ
ン
弁

 
原
子
炉
棟
地
上
３
階
Ｓ
Ｌ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
２
４
－
２

 
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
ト
ー
ラ
ス
水
入
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
２
階
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
２
４
－
１

 
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
復
水
貯
蔵
水
入
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
２
階
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）
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添付資料 1.2.7 

手順のリンク先について 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等に

ついて，手順のリンク先を以下に取りまとめる。 

1．1.2.2.1(1)ａ．中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動 

・原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

2．1.2.2.1(1)ｂ．現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動 

・原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

3．1.2.2.2(1)ａ．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

・原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

4．1.2.2.2(2)ａ．代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

・代替交流電源設備に関する手順等

＜リンク先＞ 1.14.2.1 (1) 代替交流電源設備による給電

1.14.2.5 (1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディー

ゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補

給 

1.14.2.5 (2) タンクローリから各機器等への給油

5．1.2.2.2(2)ｂ．可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

・可搬型直流電源設備に関する手順等

＜リンク先＞ 1.14.2.2(1)ｂ．可搬型代替直流電源設備による給電 

1.14.2.5 (1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディー

ゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補

給 

1.14.2.5 (2) タンクローリから各機器等への給油

6．1.2.2.4(1) 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水 

・復水貯蔵タンクからサプレッション・チェンバへの水源切替え手順

＜リンク先＞ 1.13.2.3(1)ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への
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注水時の水源の切替え 

7．1.2.2.4(2) 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

・復水貯蔵タンクからサプレッション・チェンバへの水源切替え手順

＜リンク先＞ 1.13.2.3(1)ｂ．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への 

注水時の水源の切替え 

8．1.2.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順

＜リンク先＞ 1.4.2.1(1)ａ．(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原

子炉圧力容器への注水（淡水／海水） 

・復水貯蔵タンクからサプレッション・チェンバへの水源切替え手順

＜リンク先＞ 1.13.2.3(1)ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への 

注水時の水源の切替え 

1.13.2.3(1)ｂ．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への

注水時の水源の切替え 

・非常用交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替交流電源設備

として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備として使用す

る高圧発電機車，常設代替直流電源設備として使用するＳＡ用115Ｖ系蓄電池

又は可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車，Ｂ１－115Ｖ系充電器

及び230Ｖ系充電器（常用）による高圧原子炉代替注水系，原子炉隔離時冷却

系，高圧炉心スプレイポンプ，ほう酸水注入ポンプ，制御棒駆動水圧ポンプ，

電動弁及び中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源

設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備及び可搬

型直流電源設備として使用する高圧発電機車及び非常用交流電源設備への燃

料補給手順

＜リンク先＞ 1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直 

流電源設備による給電 

1.14.2.2(1)ｂ．可搬型直流電源設備による給電 

1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車による 

ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセ 

ンタ受電

1.14.2.5(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼ 

ル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給

1.14.2.5(2) タンクローリから各機器等への給油 

1.14.2.6(1) 非常用交流電源設備による給電 

・原子炉水位の監視又は推定に係る計装設備に関する手順
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＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 
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1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

＜目 次＞ 

1.3.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 代替減圧

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 常設直流電源系統喪失時の減圧

(b) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧

(c) 逃がし安全弁が作動可能な環境条件

(d) 復旧

(e) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｃ．原子炉格納容器破損を防止するための対応手段及び設備 

(a) 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｄ．インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手段及び設備 

(a) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｅ．手順等 

1.3.2 重大事故等時の手順 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 代替減圧

ａ．手動操作による減圧 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 常設直流電源系統喪失時の減圧

ａ．可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 

ｂ．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開放 

ｃ．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全弁（自動

減圧機能付き）開放 

ｄ．逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁（自動減圧機能

なし）開放 

(2) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧

ａ．逃がし安全弁窒素ガス供給設備による逃がし安全弁駆動源確保 

(3) 逃がし安全弁窒素ガス供給設備による背圧対策
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(4) 復旧 

ａ．代替直流電源設備による復旧 

ｂ．代替交流電源設備による復旧 

(5) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.3.2.3 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱を防止

する手順 

1.3.2.4 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手順 

(1) ＥＯＰ「二次格納施設制御」 

1.3.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 
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添付資料1.3.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.3.2 自主対策設備仕様 

添付資料1.3.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料1.3.4 重大事故対策の成立性 

1．可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 

2．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全 

弁開放 

3．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安 

全弁（自動減圧機能付き）開放 

4．逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁（自 

動減圧機能なし）開放 

5．逃がし安全弁窒素ガス供給設備による逃がし安全弁駆動源確 

保 

6．逃がし安全弁窒素ガス供給設備による背圧対策 

7．インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の漏えい停止操作 

添付資料1.3.5 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の概要図 

添付資料1.3.6 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の破断面積及び現場

環境等について 

添付資料1.3.7 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の検知手段について 

添付資料1.3.8 逃がし安全弁の電源受電状態について 

添付資料1.3.9 解釈一覧 

1．判断基準の解釈一覧 

2．操作手順の解釈一覧 

3．弁番号及び弁名称一覧 

添付資料 1.3.10 手順のリンク先について
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1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で

あって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原

子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な手順等が適切に整備され

ているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

1 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時において、減圧用の弁（逃がし安全弁（BWR の

場合）又は、主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし弁（PWR の場合））を作動

させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備

されていること。 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却 

材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう可搬型コンプレッサー又は窒 

素ボンベを整備すること。 

ｃ）減圧用の弁が作動可能な環境条件を明確にすること。 

（２）復旧 

ａ）常設直流電源喪失時においても、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧 

力バウンダリの減圧操作が行えるよう、代替電源による復旧手順等が整備 

されていること。 

（３）蒸気発生器伝熱管破損（SGTR） 

ａ）SGTR 発生時において、破損した蒸気発生器を隔離すること。隔離でき

ない場合、加圧器逃がし弁を作動させること等により原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されていること。（PWR の

場合） 

（４）インターフェイスシステムLOCA（ISLOCA） 

ａ）ISLOCA 発生時において、原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷箇所を隔

離すること。隔離できない場合、原子炉を減圧し、原子炉冷却材の漏えい

を抑制するために、逃がし安全弁（BWR の場合）又は主蒸気逃がし弁及び

加圧器逃がし弁（PWR の場合）を作動させること等により原子炉冷却材圧

力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されていること。 
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原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計基準事故対処設備が

有する発電用原子炉の減圧機能は，逃がし安全弁（自動減圧機能付き）による自

動減圧機能（以下「自動減圧系」という。）である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する対処設備を整備して

おり，ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，原子炉冷却材圧力バウンダリの

損傷箇所を隔離することで原子炉冷却材の漏えいを抑制する。なお，損傷箇所の

隔離ができない場合は，逃がし安全弁による減圧で原子炉冷却材の漏えいを抑制

することとしており，これらの手順等について説明する。 
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1.3.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の

状態にある場合は，発電用原子炉の減圧が必要である。発電用原子炉の減圧

をするための設計基準事故対処設備として，自動減圧系を設置している。 

この設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するために，

設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下「機能喪

失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及び

重大事故等対処設備を選定する（第 1.3－1図）。 

また，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器の

破損の防止及びインターフェイスシステムＬＯＣＡの対応手段と重大事故等

対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自

主対策設備※１を選定する。 

※１自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査基

準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十六条及び技術基準規則

第六十一条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅

されていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，自動減圧系

の故障を想定する。また，サポート系故障として，全交流動力電源喪失又は

直流電源（常設直流電源若しくは常設直流電源系統）喪失を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段

及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応に

使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事

故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第 1.3－1表

に整理する。 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 代替減圧

設計基準事故対処設備である自動減圧系の故障により発電用原子炉の
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減圧ができない場合は，減圧の自動化又は中央制御室からの手動操作に

より発電用原子炉を減圧する手段がある。 

 

ⅰ 減圧の自動化 

原子炉水位低（レベル１）到達 10分後及び低圧炉心スプレイポンプ

又は残留熱除去ポンプ運転（低圧注水モード）の場合に，代替自動減

圧機能により発電用原子炉を自動で減圧する。 

なお，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための

手順等」におけるＥＯＰ「反応度制御」対応操作中は，発電用原子炉

の自動減圧による原子炉圧力容器への冷水注水量の増加に伴う原子炉

出力の急上昇を防止するため，以下に記す「自動減圧起動阻止スイッ

チ」及び「代替自動減圧起動阻止スイッチ」により自動減圧系及び代

替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止する。 

代替自動減圧機能による減圧の自動化で使用する設備は以下のとお

り。 

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

・自動減圧起動阻止スイッチ 

・代替自動減圧起動阻止スイッチ 

・逃がし安全弁（自動減圧機能付き※２Ｂ,Ｍ弁の２個） 

・主蒸気系 配管・クエンチャ 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

・非常用交流電源設備 

※2：12個の逃がし安全弁は全て逃がし弁機能を有している。そのう

ち６個が自動減圧機能を有している。 

 

ⅱ 手動操作による減圧 

中央制御室からの手動操作により逃がし弁機能用電磁弁を作動させ，

アキュムレータに蓄圧された窒素ガスを逃がし安全弁に供給すること

により逃がし安全弁を開放し，発電用原子炉を減圧する。また，主蒸

気隔離弁が全開状態であり，かつ常用電源が健全で，主復水器の真空

状態が維持できていれば，中央制御室からの手動操作によりタービン

バイパス弁を開操作し，発電用原子炉を減圧する。 

逃がし安全弁の手動操作による減圧で使用する設備は以下のとおり。 

・逃がし安全弁 

・主蒸気系 配管・クエンチャ 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 
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また，上記所内常設蓄電式直流電源設備への継続的な給電で使用す

る設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

タービンバイパス弁の手動操作による減圧で使用する設備は以下の

とおり。 

・タービンバイパス弁 

・タービン制御系 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

代替減圧で使用する設備のうち，代替自動減圧ロジック（代替自動減

圧機能），逃がし安全弁，主蒸気系 配管・クエンチャ，逃がし安全弁

逃がし弁機能用アキュムレータ，自動減圧起動阻止スイッチ，代替自動

減圧起動阻止スイッチ，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電

源設備，可搬型直流電源設備，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交

流電源設備は，重大事故等対処設備として位置付ける。 

また，非常用交流電源設備は重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基

準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.3.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備である自動

減圧系が故障した場合においても，発電用原子炉を減圧することができ

る。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・タービンバイパス弁，タービン制御系 

炉心損傷前において，主蒸気隔離弁が全開状態であり，かつ常用電

源が健全で，主復水器の真空状態が維持できていれば，逃がし安全弁

の代替手段として有効である。 

 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の作動に必要な直流電源が

喪失し，発電用原子炉の減圧ができない場合は，可搬型直流電源設備，

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）又は主蒸気逃がし安全弁用蓄

電池（原子炉建物）により逃がし安全弁の機能を回復させて発電用原子

炉を減圧する手段がある。 
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また，逃がし安全弁の作動に必要な直流電源が確保できない場合にお

いても，逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備により逃がし安全弁を作動

させ発電用原子炉を減圧する手段がある。 

 

ⅰ 可搬型直流電源設備による逃がし安全弁機能回復 

可搬型直流電源設備により逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を

確保し，逃がし安全弁の機能を回復させて発電用原子炉を減圧する。な

お，可搬型直流電源設備による直流電源の供給準備が整うまでの期間は，

常設代替直流電源設備にて逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確

保し，逃がし安全弁の機能を回復させて発電用原子炉を減圧する。 

可搬型直流電源設備による逃がし安全弁機能回復で使用する設備は

以下のとおり。 

・可搬型直流電源設備 

・SRV用電源切替盤 

・常設代替直流電源設備 

・逃がし安全弁 

・主蒸気系 配管・クエンチャ 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

 

ⅱ 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁機能

回復 

逃がし安全弁の作動回路に，主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤

室）を接続し，逃がし安全弁の機能を回復させて発電用原子炉を減圧

する。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁機能

回復で使用する設備は以下のとおり。 

・主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

・逃がし安全弁 

・主蒸気系 配管・クエンチャ 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

 

ⅲ 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全弁機

能回復 

逃がし安全弁の作動回路に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建

物）を原子炉棟にて接続し，逃がし安全弁（自動減圧機能付き）の機

能を回復させて発電用原子炉を減圧する。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による減圧で使用する

設備は以下のとおり。 

・主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物） 
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・逃がし安全弁（自動減圧機能付きＢ，Ｍの２弁） 

・主蒸気系 配管・クエンチャ 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

 

ⅳ 逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による減圧 

逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備により逃がし安全弁（自動減圧

機能なし）の電磁弁排気ポートへ窒素ガスを供給し，逃がし安全弁（自

動減圧機能なし）を開放して発電用原子炉を減圧する。 

逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による減圧に使用する設備は以

下のとおり。 

・逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備 

・逃がし安全弁（自動減圧機能なし※３Ａ，Ｊの２個） 

・主蒸気系 配管・クエンチャ 

※3：12個の逃がし安全弁は全て逃がし弁機能を有している。そのう

ち自動減圧機能を有していない２個の逃がし安全弁を逃がし安

全弁窒素ガス代替供給設備に用いる。 

(b) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

逃がし安全弁の作動に必要な逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレ

ータ及び逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの供給圧力が喪失

した場合は，逃がし安全弁窒素ガス供給設備により逃がし安全弁の駆動

源を確保し，逃がし安全弁の機能を回復させて発電用原子炉を減圧する

手段がある。 

 

ⅰ 逃がし安全弁窒素ガス供給設備による窒素ガス確保 

逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスの供給源が窒素ガス制御系か

ら逃がし安全弁窒素ガス供給設備に自動で切り替わることで窒素ガス

が確保され，発電用原子炉を減圧できる。また，逃がし安全弁の駆動

源が逃がし安全弁窒素ガス供給設備から供給されている期間において，

逃がし安全弁の作動に伴い窒素ガスの圧力が低下した場合は，待機側

の逃がし安全弁用窒素ガスボンベに切り替えることで窒素ガスを確保

し，発電用原子炉を減圧する。 

逃がし安全弁窒素ガス供給設備による窒素ガス確保で使用する設備

は以下のとおり。 

・逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

・逃がし安全弁窒素ガス供給系 配管・弁 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

・常設代替交流電源設備 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

1.3-10

119



 

・常設代替直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

 

(c) 逃がし安全弁が作動可能な環境条件 

想定される重大事故等時の環境条件においても確実に逃がし安全弁を

作動させることができるように，逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス

供給圧力を調整可能な設計としている。 

 

ⅰ 逃がし安全弁の背圧対策 

想定される重大事故等時の環境条件を考慮して，原子炉格納容器内

の圧力が設計圧力の２倍の状態（853kPa[gage]）となった場合におい

ても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，供給圧力を

調整する。 

逃がし安全弁の背圧対策として，窒素ガスの供給圧力を調整するた

めに使用する設備は以下のとおり。 

・逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

・逃がし安全弁窒素ガス供給系 配管・弁 

 

(d) 復旧 

全交流動力電源喪失又は常設直流電源喪失により逃がし安全弁の減圧

機能が喪失した場合は，代替電源により逃がし安全弁の機能を復旧させ

て発電用原子炉を減圧する手段がある。 

 

ⅰ 代替直流電源設備による復旧 

代替直流電源設備（可搬型直流電源設備又は直流給電車）により逃

がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保して逃がし安全弁の機能を

復旧する。 

代替直流電源設備による復旧で使用する設備は以下のとおり。 

・可搬型直流電源設備 

・直流給電車 

 

ⅱ 代替交流電源設備による復旧 

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により充電器を

受電し，逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保して逃がし安全

弁の機能を復旧する。 

代替交流電源設備による復旧で使用する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 
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(e) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

常設直流電源系統喪失時の減圧で使用する設備のうち，可搬型直流電

源設備，SRV用電源切替盤，常設代替直流電源設備，逃がし安全弁，主蒸

気系 配管・クエンチャ，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ

及び主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧で使用する設備の

うち，逃がし安全弁用窒素ガスボンベ，逃がし安全弁窒素ガス供給系 配

管・弁，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ，常設代替交流電

源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設

代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備は重大事故等対処設備として

位置付ける。 

逃がし安全弁が作動可能な環境条件で使用する設備のうち，逃がし安

全弁用窒素ガスボンベ及び逃がし安全弁窒素ガス供給系 配管・弁は重

大事故等対処設備として位置付ける。 

復旧で使用する設備のうち，可搬型直流電源設備，常設代替交流電源

設備及び可搬型代替交流電源設備は重大事故等対処設備として位置付け

る。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基

準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.3.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源喪失又は直流電源

喪失が発生した場合においても，発電用原子炉を減圧することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物） 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池の補助盤室からの電源供給が不可能

となった場合において，事象の進展によってはアクセス困難となる

可能性があるが，代替電源として有効である。 

・逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備 

中央制御室から逃がし安全弁の遠隔操作が不可能となった場合に，

他の窒素ガス供給設備と独立した系統である逃がし安全弁窒素ガス

代替供給設備を使用し，逃がし安全弁を作動させる手段として有効

である。 

・直流給電車 

代替交流電源設備による給電時に高圧発電機車を配備することか

ら，可搬型直流電源設備としての給電は可能である。直流給電車は

追加で配備することにより，重大事故等の対処に必要となる直流電
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源を確保するための手段として有効である。 

（添付資料 1.3.2） 

 

ｃ．原子炉格納容器破損を防止するための対応手段及び設備 

(a) 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止 

炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態である場合に

おいて，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容

器の破損を防止するため，逃がし安全弁の手動操作により発電用原子炉

を減圧する手段がある。 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止で使用する設備は以

下のとおり。 

・逃がし安全弁 

・主蒸気系 配管・クエンチャ 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

・常設代替交流電源設備 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉格納容器の破損の防止で使用する設備のうち，逃がし安全弁，

主蒸気系 配管・クエンチャ，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレ

ータ，常設代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，可搬型代

替交流電源設備，常設代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備は重大

事故等対処設備として位置付ける。 

以上の重大事故等対処設備により，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが高圧の状態である場合においても，発電用原子炉を減圧する

ことで，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容

器の破損を防止することができる。 

 

ｄ．インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手段及び設備 

(a) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時に，漏えい箇所の隔離操作

を実施するものの隔離できない場合，原子炉冷却材が原子炉格納容器外

へ漏えいする。原子炉格納容器外への漏えいを抑制するため，逃がし安

全弁及びタービンバイパス弁により発電用原子炉を減圧するとともに，

弁の隔離操作により原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離する手段がある。 

また，原子炉冷却材が原子炉格納容器外へ漏えいし原子炉棟内の圧力
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が上昇した場合において，原子炉建物ブローアウトパネルが開放するこ

とで，原子炉棟内の圧力及び温度の上昇を抑制し，環境を改善する手段

がある。 

なお，原子炉建物ブローアウトパネルは開放設定圧力に到達した時点

で自動的に開放する設備であり，運転員による開放操作は必要としない。 

原子炉冷却材の漏えい箇所の隔離に使用する設備は，系統に原子炉圧

力が負荷される状態での電動弁の開閉試験を実施する場合に，系統の低

圧設計部分が過圧される可能性がある系統の隔離弁を選定している。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時における発電用原子炉の減

圧で使用する設備は以下のとおり。 

・逃がし安全弁 

・主蒸気系 配管・クエンチャ 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

・タービンバイパス弁 

・タービン制御系 

 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時における原子炉冷却材の漏

えい箇所の隔離で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系注水弁 

 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時における原子炉棟内の圧力

及び温度の上昇抑制並びに環境改善で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉建物ブローアウトパネル 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時における発電用原子炉の減

圧で使用する設備のうち，逃がし安全弁，主蒸気系 配管・クエンチャ

及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータを重大事故等対処設備

として位置付ける。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時における原子炉冷却材の漏

えい箇所の隔離で使用する残留熱除去系注水弁は重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として位置付ける。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時における原子炉棟内の圧力

及び温度の上昇抑制並びに環境改善で使用する原子炉建物ブローアウト

パネルは重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

すべて網羅されている。 

（添付資料 1.3.1） 

以上の重大事故等対処設備により，インターフェイスシステムＬＯＣ

Ａが発生した場合においても，発電用原子炉を減圧することで，原子炉
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冷却材の原子炉格納容器外への漏えいを抑制することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・タービンバイパス弁，タービン制御系 

主蒸気隔離弁が全開状態であり，かつ常用電源が健全で，主復水

器の真空状態が維持できていれば，発電用原子炉を減圧する手段と

して有効である。 

 

ｅ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備」，「ｂ．サポ

ート系故障時の対応手段及び設備」，「ｃ．原子炉格納容器破損を防止す

るための対応手段及び設備」及び「ｄ．インターフェイスシステムＬＯＣ

Ａ発生時の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備

する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操作要

領書（徴候ベース）（以下「ＥＯＰ」という。），事故時操作要領書（シ

ビアアクシデント）（以下「ＳＯＰ」という。），ＡＭ設備別操作要領書

及び原子力災害対策手順書（以下「ＥＨＰ」という。）に定める。（第 1.3

－1表） 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備

についても整理する。（第 1.3－2表，第 1.3－3表） 

（添付資料 1.3.3） 
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1.3.2 重大事故等時の手順 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 代替減圧 

ａ．手動操作による減圧 

発電用原子炉の冷温停止への移行又は低圧で原子炉注水が可能な系統を

使用した注水への移行を目的として，逃がし安全弁又はタービンバイパス

弁を使用した中央制御室からの手動操作による発電用原子炉の減圧を行う。 

また，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器

の破損防止を目的として，逃がし安全弁を使用した中央制御室からの手動

操作による発電用原子炉の減圧を行う。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

ⅰ 発電用原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場合 

・主復水器が使用可能であり，タービンバイパス弁の開操作が可能な

場合 

・主復水器が使用不可能であるが，逃がし安全弁の開操作が可能な場

合 

 

ⅱ 急速減圧の場合 

[低圧注水手段がある場合] 

・低圧で原子炉注水が可能な系統又は代替注水系のうち１系統以上の

起動※１により原子炉圧力容器への注水手段が確保され，逃がし安全

弁の開操作が可能な場合 

・逃がし安全弁が使用できない場合は，主復水器が使用可能で，ター

ビンバイパス弁の開操作が可能な場合 

[注水手段がない場合] 

・原子炉圧力容器内の水位が規定水位（燃料棒有効長底部より燃料棒

有効長の 20％高い位置）に到達した場合 

 

ⅲ 炉心損傷後の減圧の場合 

[低圧注水手段がある場合] 

・高圧注水系は使用できないが，低圧注水系統１系※2以上が使用可能

である場合で，逃がし安全弁の開操作が可能な場合 

[注水手段がない場合] 

・原子炉圧力容器への注水手段が確保できず，原子炉圧力容器内の水

位が規定水位（燃料棒有効長底部より燃料棒有効長の 20％高い位置）

に到達した場合で，逃がし安全弁の開操作が可能な場合 

 

※１：「低圧で原子炉注水が可能な系統又は代替注水系のうち１系統
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以上の起動」とは，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時での注

水が可能な系統である高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ

系，残留熱除去系（低圧注水モード）及び給水・復水系のうち

１系統以上起動すること，また，それができない場合は低圧原

子炉代替注水系（常設），復水輸送系，消火系及び低圧原子炉

代替注水系（可搬型）のうち１系統以上起動することをいう。 

 

※２：「低圧注水系統１系」とは低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系

（低圧注水モード），低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸

送系，消火系又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）のいずれか

１系をいう。 

 

(b) 操作手順 

逃がし安全弁又はタービンバイパス弁を使用した手動操作による減圧

手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.3－2図，第 1.3－3

図，第 1.3－4図及び第 1.3－5図に示す。 

[タービンバイパス弁による減圧] 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員にター

ビンバイパス弁を手動で開操作し，発電用原子炉を減圧するよう指

示する。 

②ａ判断基準ⅰ：発電用原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場

合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉冷却材温度変化率が 55℃/hを超えな

いようにタービンバイパス弁を手動で開閉操作し，発電用原子炉を

減圧する。 

②ｂ判断基準ⅱ：急速減圧の場合 

中央制御室運転員Ａは，タービンバイパス弁を手動で開操作し，発

電用原子炉の急速減圧を行う。 

[逃がし安全弁による減圧] 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に逃が

し安全弁を手動で開操作し，発電用原子炉を減圧するよう指示する。 

②ａ判断基準ⅰ：発電用原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場

合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉冷却材温度変化率が 55℃/hを超えな

いように逃がし安全弁を手動で開閉操作し，発電用原子炉を減圧す

る。 

②ｂ判断基準ⅱ：急速減圧の場合 

中央制御室運転員Ａは，逃がし安全弁（自動減圧機能付き）６個を

手動で開操作し，発電用原子炉の急速減圧を行う。 
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逃がし安全弁（自動減圧機能付き）を６個開放できない場合は，自

動減圧機能を有する逃がし安全弁とそれ以外の逃がし安全弁を合わ

せて６個開放する。 

②ｃ判断基準ⅲ：炉心損傷後の減圧の場合 

中央制御室運転員Ａは，逃がし安全弁（自動減圧機能付き）２個を

手動で開操作し，発電用原子炉を減圧する。 

逃がし安全弁（自動減圧機能付き）２個を手動で開放できない場合

は，逃がし安全弁（逃がし弁機能）を手動で開操作し，発電用原子

炉を減圧する。 

③中央制御室運転員Ａは，サプレッション・プール水の温度上昇防止

のため，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）に

よるサプレッション・プール水の除熱を行う。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから手動操作による減圧を開始するまでの想定時間は下

記のとおり。 

・タービンバイパス弁による減圧：10分以内 

・逃がし安全弁による減圧：10分以内 

 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フロ

ーチャートを第 1.3－22図に示す。 

自動減圧系機能喪失により逃がし安全弁が作動しない場合，低圧で原子炉

注水が可能な系統又は代替注水系による原子炉圧力容器への注水準備が完了

し，主復水器が使用可能であればタービンバイパス弁により発電用原子炉を

減圧する。主復水器が使用不可能であれば逃がし安全弁により発電用原子炉

を減圧する。また，原子炉水位低（レベル１）到達 10分後並びに低圧炉心ス

プレイポンプ運転又は原子炉水位低（レベル１）到達 10分後並びに残留熱除

去ポンプ運転（低圧注水モード）の場合は代替自動減圧機能が自動で作動し

発電用原子炉を減圧する。 

 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

ａ．可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合，

可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用115V系充電器

により逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保し，逃がし安全弁を開

放して，発電用原子炉を減圧する。なお，可搬型直流電源設備として使用
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する高圧発電機車及びＳＡ用115V系充電器による直流電源の供給準備が整

うまでの期間は，常設代替直流電源設備として使用するＳＡ用115V系蓄電

池にて逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保し，逃がし安全弁を開

放して発電用原子炉を減圧する。 

発電用原子炉の減圧状況の確認については，補助盤室又は原子炉棟地上

１階計装ラック(管理区域)にて確認が可能であるため，いずれかの計器で

確認する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁を中央制御室から遠隔操作

できない状態又は全交流動力電源喪失時に，原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧する際に直流電源の切替が必要な状態において，以下の条件が

すべて成立した場合。 

・炉心損傷前の発電用原子炉の減圧は，低圧で原子炉注水が可能な系統

又は代替注水系のうち１系統以上の起動※1により原子炉圧力容器への

注水手段が確保されている場合。炉心損傷後の発電用原子炉の減圧は，

高圧注水系が使用できない場合で，低圧注水系統１系※2以上が使用可能

である場合，又は原子炉圧力容器内の水位が規定水位（燃料棒有効長

底部より燃料棒有効長の20％高い位置）に到達した場合。 

・逃がし安全弁作動用の窒素ガスが確保されている場合。 

・逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を常設代替直流電源設備から給

電可能な場合。 

※１：「低圧で原子炉注水が可能な系統又は代替注水系のうち１系統

以上の起動」とは，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時での注

水が可能な系統である高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ

系，残留熱除去系（低圧注水モード）及び給水・復水系のうち

１系統以上起動すること，また，それができない場合は低圧原

子炉代替注水系（常設），復水輸送系，消火系及び低圧原子炉

代替注水系（可搬型）のうち１系統以上起動することをいう。 

 

※２：「低圧注水系統１系」とは低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系

（低圧注水モード），低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸

送系，消火系又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）のいずれか

１系をいう。 

 

(b) 操作手順 

可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放手順の概要は以下のとお

り。手順の対応フローを第 1.3－3 図に，概要図を第 1.3－7 図に，タイ

ムチャートを第 1.3－8図に示す。 
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①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に可搬型直流電源

設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V系充電器による逃

がし安全弁開放の準備開始を指示する。 

②当直長は，緊急時対策本部に可搬型直流電源設備として使用する高

圧発電機車及びＳＡ用 115V系充電器による直流電源の復旧を依頼す

る。 

③当直長は，可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及びＳ

Ａ用 115V系充電器による直流電源の復旧が完了するまでの間，逃が

し安全弁により発電用原子炉を減圧するため，運転員に常設代替直

流電源設備として使用するＳＡ用 115V系蓄電池による逃がし安全弁

開放の準備開始を指示する。 

④[補助盤室にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 

現場運転員Ｂ及びＣは，補助盤室の原子炉プロセス計測盤に，原子

炉圧力（可搬型計測器）を接続し，原子炉圧力容器内の圧力を確認

する。 

[現場にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 

現場運転員Ｄ及びＥは，原子炉棟地上１階計装ラック（管理区域）

の原子炉圧力（現場計器）にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，補助盤室のSRV用電源切替盤で，逃がし安全

弁の制御回路電源を所内常設蓄電池式直流電源設備から常設代替直

流電源設備として使用するＳＡ用115V系蓄電池への切替えを実施し，

当直長に常設代替直流電源設備として使用するＳＡ用115V系蓄電池

による逃がし安全弁開放の準備完了を報告する。 

⑥当直長は，中央制御室運転員に常設代替直流電源設備として使用す

るＳＡ用 115V系蓄電池による逃がし安全弁の開放を指示する。 

⑦当直長は，原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合は現場運転員に，

発電用原子炉の減圧状況の確認を指示する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，逃がし安全弁を手動で開操作し，発電用原

子炉の減圧を開始する。 

⑨[補助盤室にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 

現場運転員Ｂ及びＣは，発電用原子炉の減圧が開始されたことを補

助盤室の原子炉プロセス計測盤に接続した原子炉圧力（可搬型計測

器）指示値の低下により確認し，当直長に報告するとともに，原子

炉圧力容器内の圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となるまで

継続監視する。 

[現場にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 

現場運転員Ｄ及びＥは，発電用原子炉の減圧が開始されたことを原

子炉棟地上１階計装ラック（管理区域）の原子炉圧力（現場計器）

指示値の低下により確認し，当直長に報告するとともに，原子炉圧
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力容器内の圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となるまで継続

監視する。 

⑩現場運転員Ｂ及びＣ又は現場運転員Ｄ及びＥは，原子炉圧力容器内

の圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となったことを確認し，

当直長へ発電用原子炉の減圧が完了したことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員 4 名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから常設代替直流電源設備による逃が

し安全弁開放まで 40分以内で可能である。また，可搬型直流電源設備に

関する操作の成立性は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整理す

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 

(添付資料 1.3.4－1) 

 

ｂ．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開放 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合，

補助盤室にて逃がし安全弁の作動回路に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池を接

続し，逃がし安全弁を開放して発電用原子炉を減圧する。 

発電用原子炉の減圧状況の確認については，補助盤室又は原子炉棟地上

１階計装ラック（管理区域）にて確認が可能であるため，いずれかの計器

で確認する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁を中央制御室から遠隔操作

できない状態において，以下の条件がすべて成立した場合。 

・炉心損傷前の発電用原子炉の減圧は，低圧で原子炉注水が可能な系統

又は代替注水系のうち１系統以上の起動※1により原子炉圧力容器への

注水手段が確保されている場合。炉心損傷後の発電用原子炉の減圧は，

高圧注水系が使用できない場合で，低圧注水系統１系※2以上が使用可能

である場合，又は原子炉圧力容器内の水位が規定水位（燃料棒有効長

底部より燃料棒有効長の20％高い位置）に到達した場合。 

・逃がし安全弁作動用窒素ガスが確保されている場合。 

 

※１：「低圧で原子炉注水が可能な系統又は代替注水系のうち１系統以

上の起動」とは，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時での注水が

可能な系統である高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，残
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留熱除去系（低圧注水モード）及び給水・復水系のうち１系統以

上起動すること，また，それができない場合は低圧原子炉代替注

水系（常設），復水輸送系，消火系及び低圧原子炉代替注水系（可

搬型）のうち１系統以上起動することをいう。 

 

※２：「低圧注水系統１系」とは，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系

（低圧注水モード），低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送

系，消火系又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）のいずれか１系

をいう。 

 

(b) 操作手順 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開放手

順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.3－3図及び第 1.3－6

図に，概要図を第 1.3－9 図に，タイムチャートを第 1.3－10 図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策本部に主蒸気

逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開放の準備

を依頼し，運転員に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）によ

る逃がし安全弁開放の準備開始を指示する。 

②緊急時対策本部は，当直長からの依頼に基づき，緊急時対策要員に

補助盤室にて逃がし安全弁用蓄電池を接続することによる原子炉冷

却材圧力バウンダリの減圧の準備作業を指示する。 

③[補助盤室にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 

現場運転員Ｂ及びＣは，補助盤室の原子炉プロセス計測盤に，原子

炉圧力（可搬型計測器）を接続し，原子炉圧力容器内の圧力を確認

する。 

[現場にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 

現場運転員Ｄ及びＥは，原子炉棟地上１階計装ラック（管理区域）

の原子炉圧力（現場計器）にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する。 

④緊急時対策要員は，Ａ，Ｂ－自動減圧継電器盤の逃がし安全弁作動

回路に，主蒸気逃がし安全弁用蓄電池及び仮設ケーブルを接続し，

当直長に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安

全弁開放の準備完了を報告する。 

⑤当直長は，中央制御室運転員に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助

盤室）による逃がし安全弁の開放を指示する。 

⑥当直長は，原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合は現場運転員に，

発電用原子炉の減圧状況の確認を指示する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，手動により逃がし安全弁を開放し，発電用

原子炉の減圧を開始する。 

⑧[補助盤室にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 
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現場運転員Ｂ及びＣは，発電用原子炉の減圧が開始されたことを補

助盤室の原子炉プロセス計測盤に接続した原子炉圧力（可搬型計測

器）指示値の低下により確認し，当直長に報告するとともに，原子

炉圧力容器内の圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となるまで

継続監視する。 

[現場にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 

現場運転員Ｄ及びＥは，発電用原子炉の減圧が開始されたことを原

子炉棟地上１階計装ラック（管理区域）の原子炉圧力（現場計器）

指示値の低下により確認し，当直長に報告するとともに，原子炉圧

力容器内の圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となるまで継続

監視する。 

⑨現場運転員Ｂ及びＣ又は現場運転員Ｄ及びＥは，原子炉圧力容器内

の圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となったことを確認し，

当直長に発電用原子炉の減圧が完了したことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員４名，緊急時対策

要員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから主蒸気逃が

し安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開まで１時間 10分以

内で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用す

る資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.3.4－2） 

 

ｃ．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全弁（自動

減圧機能付き）開放 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合，

ＡＤＳ仮設電源接続中継端子箱にて逃がし安全弁（自動減圧機能付き）の

作動回路に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）を接続し，逃がし

安全弁を開放して発電用原子炉を減圧する。 

発電用原子炉の減圧状況の確認については，補助盤室又は原子炉棟地上

１階計装ラック（管理区域）にて確認が可能であるため，いずれかの計器

で確認する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁を中央制御室から遠隔操作

できない状態において，以下の条件がすべて成立した場合。 

・炉心損傷前の発電用原子炉の減圧は，低圧で原子炉注水が可能な系統
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又は代替注水系のうち１系統以上の起動※1により原子炉圧力容器への

注水手段が確保されている場合。炉心損傷後の発電用原子炉の減圧は，

高圧注水系が使用できない場合で，低圧注水系統１系※2以上が使用可能

である場合，又は原子炉圧力容器内の水位が規定水位（燃料棒有効長

底部より燃料棒有効長の20％高い位置）に到達した場合。 

・逃がし安全弁（自動減圧機能付き）作動用窒素ガスが確保されている

場合。 

 

※１：「低圧で原子炉注水が可能な系統又は代替注水系のうち１系統

以上の起動」とは，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時での注

水が可能な系統である高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ

系，残留熱除去系（低圧注水モード）及び給水・復水系のうち

１系統以上起動すること，また，それができない場合は低圧原

子炉代替注水系（常設），復水輸送系，消火系及び低圧原子炉

代替注水系（可搬型）のうち１系統以上起動することをいう。 

 

※２：「低圧注水系統１系」とは低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系

（低圧注水モード），低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送

系，消火系又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）のいずれか１系

をいう。 

 

(b) 操作手順 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全弁（自

動減圧機能付き）開放手順は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.3

－3 図及び第 1.3－6 図に，概要図を第 1.3－11 図に，タイムチャートを

第 1.3－12図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策本部に主蒸気

逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全弁開放の準

備を依頼し，運転員に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）

による逃がし安全弁開放の準備開始を指示する。 

②緊急時対策本部は，当直長からの依頼に基づき，緊急時対策要員に

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全弁開

放（自動減圧機能付き）を指示する。 

③[補助盤室にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 

現場運転員Ａ及びＢは，補助盤室の原子炉プロセス計測盤に，原子

炉圧力（可搬型計測器）を接続し，原子炉圧力容器内の圧力を確認

する。 

[現場にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 

現場運転員Ｃ及びＤは，原子炉棟地上１階計装ラック（管理区域）

1.3-24

133



 

の原子炉圧力（現場計器）にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する。 

④緊急時対策要員は，原子炉棟地上２階東側ペネトレーション室外（Ｂ

系の場合は，西側ペネトレーション室）にて，主蒸気逃がし安全弁

用蓄電池をＡＤＳ仮設電源接続中継端子箱に接続する。 

⑤当直長は，原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合は現場運転員に，

発電用原子炉の減圧状況の確認を指示する。 

⑥緊急時対策要員は，原子炉棟地上２階通路にて，主蒸気逃がし安全

弁用蓄電池の負荷の投入操作により，逃がし安全弁（自動減圧機能

付き）を開放し，発電用原子炉の減圧を開始する。 

⑦[補助盤室にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 

現場運転員Ａ及びＢは，発電用原子炉の減圧が開始されたことを補

助盤室の原子炉プロセス計測盤に接続した原子炉圧力（可搬型計測

器）指示値の低下により確認し，当直長に報告するとともに，原子

炉圧力容器内の圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となるまで

継続監視する。 

[現場にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 

現場運転員Ｃ及びＤは，発電用原子炉の減圧が開始されたことを原

子炉棟地上１階計装ラック（管理区域）の原子炉圧力（現場計器）

指示値の低下により確認し，当直長に報告するとともに，原子炉圧

力容器内の圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となるまで継続

監視する。 

⑧現場運転員Ａ及びＢ又は現場運転員Ｃ及びＤは，原子炉圧力容器内

の圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となったことを確認し，

当直長へ発電用原子炉の減圧が完了したことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員４名及び緊急時対策要員２名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉

建物）による逃がし安全弁（自動減圧機能付き）開放まで１時間 20 分以

内で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業ができるよう，使用する資機材

は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.3.4－3） 

 

ｄ．逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁（自動減圧機能

なし）開放 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合，

逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備より逃がし安全弁（自動減圧機能なし
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Ａ及びＪ）の電磁弁排気ポートへ窒素ガスを供給し，逃がし安全弁（自動

減圧機能なしＡ及びＪ）を開放して発電用原子炉を減圧する。 

発電用原子炉の減圧状況の確認については補助盤室又は原子炉棟地上１

階計装ラック（管理区域）にて確認が可能であるため，いずれかの計器で

確認する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁を中央制御室から遠隔操作

できない状態において，以下の条件がすべて成立した場合。 

・低圧で原子炉注水が可能な系統又は代替注水系のうち１系統以上の起

動※１により原子炉圧力容器への注水手段が確保されている場合。 

・逃がし安全弁（自動減圧機能なし）作動用の窒素ガスが確保されてい

る場合。 

※１：「低圧で原子炉注水が可能な系統又は代替注水系のうち１系統

以上の起動」とは，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時での注

水が可能な系統である高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ

系，残留熱除去系（低圧注水モード）及び給水・復水系のうち

１系統以上起動すること，また，それができない場合は低圧原

子炉代替注水系（常設），復水輸送系，消火系及び低圧原子炉

代替注水系（可搬型）のうち１系統以上起動することをいう。 

 

(b) 操作手順 

逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁（自動減圧機

能なし）開放手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.3－3

図に，概要図を第 1.3－13図に，タイムチャートを第 1.3－14図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策本部に逃がし

安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁（自動減圧機能な

し）開放の準備を依頼し，運転員に逃がし安全弁窒素ガス代替供給

設備による逃がし安全弁（自動減圧機能なし）開放の準備開始を指

示する。 

②緊急時対策本部は，当直長からの依頼に基づき，緊急時対策要員に

逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁（自動減圧

機能なし）開放を指示する。 

③[補助盤室にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 

現場運転員Ａ及びＢは，補助盤室の原子炉プロセス計測盤に，原子

炉圧力（可搬型計測器）を接続し，原子炉圧力容器内の圧力を確認

する。 

[現場にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 

現場運転員Ｃ及びＤは，原子炉棟地上１階計装ラック（管理区域）
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の原子炉圧力（現場計器）にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する。 

④緊急時対策要員は，原子炉建物付属棟地上２階Ｂ－非常用電気室に

て，逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備の配管へ短管を取付ける。 

⑤当直長は，補助盤室にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合は

中央制御室運転員に，現場にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する

場合は現場運転員に発電用原子炉の減圧状況の確認を指示する。 

⑥緊急時対策要員は，ＳＲＶＤＳ窒素ガス代替供給弁を開操作し，発

電用原子炉の減圧を開始する。 

⑦[補助盤室にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 

現場運転員Ａ及びＢは，発電用原子炉の減圧が開始されたことを補

助盤室の原子炉プロセス計測盤に接続した原子炉圧力（可搬型計測

器）指示値の低下により確認し，当直長に報告するとともに，原子

炉圧力容器内の圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となるまで

継続監視する。 

[現場にて原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合] 

現場運転員Ｃ及びＤは，発電用原子炉の減圧が開始されたことを原

子炉棟地上１階計装ラック（管理区域）の原子炉圧力（現場計器）

指示値の低下により確認し，当直長に報告するとともに，原子炉圧

力容器内の圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となるまで継続

監視する。 

⑧現場運転員Ａ及びＢ又は現場運転員Ｃ及びＤは，原子炉圧力容器内

の圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となったことを確認し，

当直長に発電用原子炉の減圧が完了したことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員４名及び緊急時対策要員２名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから逃がし安全弁窒素ガス代替供給設

備による逃がし安全弁（自動減圧機能なし）開放まで１時間以内で可能

である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.3.4－4） 

 

(2) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

ａ．逃がし安全弁窒素ガス供給設備による逃がし安全弁駆動源確保 

窒素ガス制御系からの窒素ガスの供給が喪失し，逃がし安全弁の作動に

必要な窒素ガスの供給圧力が低下した場合，供給源が逃がし安全弁用窒素

ガス供給系に自動で切り替わることで逃がし安全弁の駆動源を確保する。 

また，逃がし安全弁用窒素ガスボンベから供給している期間において，

1.3-27

136



 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベ出口圧力が低下した場合，逃がし安全弁用

窒素ガスボンベ（待機側）へ切り替える。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

[窒素ガス制御系から逃がし安全弁窒素ガス供給系への切替え] 

ＡＤＳアキュムレータ入口圧力低警報が発生した場合。 

[逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替え] 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベから逃がし安全弁作動用の窒素ガス

を供給している期間において，Ｎ２ガスボンベ圧力低警報が発生した

場合。 

 

(b) 操作手順 

逃がし安全弁窒素ガス供給設備による逃がし安全弁駆動源確保手順の

概要は以下のとおり。概要図を第 1.3－15図に，タイムチャートを第 1.3

－16図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に逃がし安全弁窒

素ガス供給系による逃がし安全弁駆動源確保の開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，Ｎ２ガスボンベ出口弁が全開したことを確

認する。あわせて，ＡＤＳアキュムレータ入口圧力低警報が消灯し

たことを確認し，当直長へ報告する。 

③当直長は，逃がし安全弁用窒素ガスボンベから逃がし安全弁作動用

の窒素ガスを供給している期間において，Ｎ２ガスボンベ圧力低警

報が発生した場合，現場運転員に逃がし安全弁用窒素ガスボンベ（待

機側）への切替えを指示する。 

④当直長は，緊急時対策本部に新たに逃がし安全弁用窒素ガスボンベ

の確保を依頼する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－ＡＤＳ窒素ガスボンベ（1Ａ－11～15）

出口弁（待機側）及びＡ－ＡＤＳ窒素ガスボンベ供給元弁（待機側）

を全開し，逃がし安全弁用窒素ガスボンベを使用側から待機側へ切

り替える。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，逃がし安全弁用窒素ガスボンベ切り替え後，

当直長に逃がし安全弁用窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源

確保が完了したことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

作業開始を判断してから逃がし安全弁窒素ガス供給設備による逃がし

安全弁駆動源確保完了までの必要な要員及び想定時間は以下のとおり。 

・窒素ガス制御系から逃がし安全弁窒素ガス供給系への切替え 

中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，５分以内で可能で
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ある。 

・逃がし安全弁用窒素ガスボンベ（待機側）への切替えによる逃がし安

全弁駆動源確保 

中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて作業を実施した場合は

25分以内で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.3.4－5） 

 

(3) 逃がし安全弁窒素ガス供給設備による背圧対策 

想定される重大事故等の環境条件を考慮して，原子炉格納容器内の圧力

853kPa[gage]において確実に逃がし安全弁を作動させることができるように，

逃がし安全弁窒素ガス供給設備の供給圧力を調整する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉格納容器内の圧力が

427kPa[gage]に到達した場合。 

 

※１：原子炉格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で原子炉格納

容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率

の 10 倍を超えた場合又は原子炉格納容器内雰囲気放射線レベル

（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以

上を確認した場合。 

 

ｂ．操作手順 

逃がし安全弁の窒素ガス供給圧力調整手順の概要は以下のとおり。手順

の対応フローを第 1.3－5図に，概要図を第 1.3－17図に，タイムチャート

を第 1.3－18図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策本部に逃がし

安全弁窒素ガス供給設備による背圧対策を依頼し，運転員に逃がし

安全弁窒素ガス供給設備による逃がし安全弁（自動減圧機能なし）

開放の準備開始を指示する。 

②緊急時対策本部は当直長からの依頼に基づき，緊急時対策要員に逃

がし安全弁窒素ガス供給設備の窒素ガス供給圧力調整を指示する。 

③中央制御室運転員Ａは，Ａ，Ｂ－Ｎ２ガスボンベ出口弁ＣＳを「全

開」位置にする。 

④緊急時対策要員は，Ａ，Ｂ－窒素ガス供給装置出口加減弁により窒

素ガス供給圧力調整を実施し，現場作業が完了したことを緊急時対

策本部へ報告する。 
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ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員２名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから逃がし安全弁窒素ガス供給設備の

圧力調整完了まで１時間以内で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.3.4－6） 

(4) 復旧 

ａ．代替直流電源設備による復旧 

常設直流電源喪失により逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合，可搬

型直流電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V系充電器又は

可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備として使用する直流給電車に

より逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保して逃がし安全弁の機能

を復旧する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

常設直流電源喪失により，Ａ及びＢ－115Ｖ直流母線の電圧喪失を確認

した場合において，可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及

びＳＡ用 115V系充電器又は可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備

として使用する直流給電車いずれかの設備からの給電が可能な場合。 

 

(b) 操作手順 

代替直流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順

等」にて整備する。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔操作が可能であり，通常の運

転操作により対応する。 

 

(c) 操作の成立性 

代替直流電源設備に関する操作の成立性は「1.14 電源の確保に関す

る手順等」にて整理する。 

また，逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧操作は，中央制御室運

転員１名にて作業を実施した場合，可搬型直流電源設備として使用する

高圧発電機車及びＳＡ用 115V系充電器又は可搬型直流電源設備に関連す

る自主対策設備として使用する直流給電車いずれかの設備による直流電

源の復旧が完了してから逃がし安全弁の開放まで 10分以内で可能である。 

 

ｂ．代替交流電源設備による復旧 

全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源が喪失し，逃がし安全弁の減

圧機能が喪失した場合，代替交流電源設備により充電器を受電し，逃がし
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安全弁の作動に必要な直流電源を確保して逃がし安全弁の機能を復旧する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源が喪失し，Ａ－115Ｖ系直流

盤及びＢ－115Ｖ系直流盤の電圧喪失を確認した場合において，常設代替

交流電源設備として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交流電

源設備として使用する高圧発電機車いずれかの設備からの給電が可能な

場合。 

 

(b) 操作手順 

代替交流電源設備に関する手順等は「1.14電源の確保に関する手順等」

にて整備する。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔操作が可能であり，通常の運

転操作により対応する。 

 

(c) 操作の成立性 

代替交流電源設備に関する操作の成立性は「1.14 電源の確保に関す

る手順等」にて整理する。 

また，逃がし安全弁による原子炉減圧操作は，中央制御室運転員１名

にて作業を実施した場合，常設代替交流電源設備として使用するガスタ

ービン発電機又は可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車

による直流電源の復旧が完了してから逃がし安全弁の開放まで 10分以内

で可能である。 

 

(5) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フロ

ーチャートを第 1.3－22図に示す。 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁が作動しない場合，可搬型直流

電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V系充電器（給電準備が

完了するまでの間は常設代替直流電源設備として使用するＳＡ用 115V系蓄電

池を使用），主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室），若しくは主蒸気逃

がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）により直流電源を確保して逃がし安全弁

を作動させるか，又は逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備により逃がし安全

弁を作動させて発電用原子炉を減圧する。 

常設直流電源喪失により逃がし安全弁が作動しない場合，可搬型直流電源

設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V系充電器又は可搬型直流電

源設備に関連する自主対策設備として使用する直流給電車により直流電源を

確保して逃がし安全弁の機能を復旧する。 

全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源が喪失した場合，常設代替交流
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電源設備として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備と

して使用する高圧発電機車により充電器を充電し，直流電源を確保して逃が

し安全弁の機能を復旧する。 

逃がし安全弁作動用窒素ガスの喪失により逃がし安全弁が動作しない場合，

逃がし安全弁窒素ガス供給設備により窒素ガスを確保し，逃がし安全弁を作

動させて発電用原子炉を減圧する。 

なお，逃がし安全弁の背圧対策として，想定される重大事故等の環境条件

においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，炉心損傷及

び原子炉格納容器内の圧力が 427kPa[gage]に到達した場合，窒素ガスの供給

圧力を調整する。 

 

1.3.2.3 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱を防止

する手順 

炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合において，

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器の破損を防

止するため，逃がし安全弁を使用した中央制御室からの手動操作による発電

用原子炉の減圧を行う。 

原子炉格納容器の破損を防止するための手動操作による発電用原子炉の減

圧手順については，「1.3.2.1(1)ａ．手動操作による減圧」にて整備する。 

 

1.3.2.4 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手順 

(1) ＥＯＰ「二次格納施設制御」 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，原子炉冷却材圧力バウンダ

リ機能が喪失し，原子炉格納容器外へ原子炉冷却材の漏えいが生じる。した

がって，原子炉格納容器外への漏えいを停止するための破断箇所の隔離，保

有水を確保するための原子炉圧力容器への注水が必要となる。 

破断箇所の特定又は隔離ができない場合は，逃がし安全弁及びタービンバ

イパス弁により発電用原子炉を減圧することで，原子炉棟への原子炉冷却材

漏えいを抑制する。また，原子炉停止時冷却モードによる原子炉除熱を実施

することで現場作業環境を改善し，破断箇所の隔離を行う。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

非常用炉心冷却系の出口圧力上昇，原子炉棟内の温度上昇若しくはエリ

ア放射線モニタの指示値上昇等漏えいが予測されるパラメータの変化，又

は漏えい関連警報の発生により，インターフェイスシステムＬＯＣＡの発

生を判断した場合。 

 

ｂ．操作手順 

ＥＯＰ「二次格納施設制御」における操作手順の概要は以下のとおり。 
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手順の対応フローを第 1.3－19 図及び第 1.3－20 図に，タイムチャートを

第 1.3－21図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，インターフェイスシステム

ＬＯＣＡの発生を判断し，運転員に原子炉スクラム操作と破断箇所の

特定及び隔離を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，原子炉自動スクラムの作動を確認し，作動し

ていない場合は手動スクラムを実施する。また，発生した警報及びパ

ラメータの変化から，破断箇所の特定及び中央制御室からの遠隔操作

による隔離を実施する。 

③当直長は，破断箇所の特定及び中央制御室からの遠隔操作による隔離

を実施できない場合は，中央制御室運転員に，低圧で原子炉注水が可

能な系統又は代替注水系のうち１系統以上の起動操作を指示する。 

④中央制御室運転員Ａは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態で，

低圧で原子炉注水が可能な系統又は代替注水系のうち１系統以上の起

動確認又は起動操作を実施する。 

⑤当直長は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態で，低圧で原子

炉注水が可能な系統又は代替注水系のうち１系統以上の起動後，運転

員に発電用原子炉の減圧操作，原子炉水位低下操作，残留熱除去系（健

全側）によるサプレッション・プール水冷却モード及び放射線量抑制

操作，温度抑制操作，漏えい（溢水）抑制操作の開始を指示する。 

⑥ａ逃がし安全弁が使用可能の場合 

中央制御室運転員Ａは，逃がし安全弁により発電用原子炉の急速減圧

を行い，減圧完了圧力まで減圧することで，原子炉棟への原子炉冷却

材漏えい量を抑制する。 

⑥ｂ逃がし安全弁が使用不可能で，主復水器が使用可能な場合 

中央制御室運転員Ａは，タービンバイパス弁により発電用原子炉の急

速減圧を行い，大気圧まで減圧することで，原子炉棟への原子炉冷却

材漏えい量を抑制する。  

⑦中央制御室運転員Ａは逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧を実施

した場合，残留熱除去系（健全側）によるサプレッション・プール水

冷却モードの起動操作を実施する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態で，

低圧で原子炉注水が可能な系統又は代替注水系のうち１系統以上によ

り，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル２）以上で低め

に維持し，当直長に報告する。 

⑨中央制御室運転員Ａは，残留熱除去系（健全側）原子炉停止時冷却モ

ード起動前の確認として，格納容器隔離信号が発生している場合は，

格納容器隔離信号の除外操作を実施し，残留熱除去系（健全側）をサ

プレッション・プール水冷却モードから残留熱除去系（健全側）原子
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炉停止時冷却モードへの切替による原子炉除熱並びに原子炉建物環境

改善（放射線量抑制操作，温度抑制操作，漏えい（溢水）抑制）を実

施する。  

⑩当直長は，現場運転員に漏えい箇所の隔離を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，中央制御室からの遠隔操作による破断箇所の

隔離ができない場合は，蒸気漏えいに備え保護具（酸素呼吸器及び耐

熱服）を装着し，原子炉棟（管理区域）にて，現場手動操作による漏

えい箇所の隔離を実施し，原子炉冷却材圧力バウンダリからの漏えい

を停止する。 

⑫当直長は，中央制御室運転員に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持するように

指示する。 

⑬中央制御室運転員Ａは，各種監視パラメータの変化から破断箇所の隔

離が成功していることを確認し，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧

の状態で，低圧で原子炉注水が可能な系統又は代替注水系により，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高

（レベル８）の間で維持する。 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作のうち，中央制御室からの隔離操作は，中央制御室運転員１

名にて作業を実施した場合，インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生から

破断箇所の隔離完了まで 20分以内で可能である。 

中央制御室からの隔離操作を実施できない場合の現場での隔離操作は，

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，イン

ターフェイスシステムＬＯＣＡ発生から破断箇所の隔離完了まで 10時間以

内で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，保護具（酸素呼吸器及

び耐熱服），照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

[中央制御室からの遠隔隔離操作の成立性] 

インターフェイスシステムＬＯＣＡが発生する可能性のある操作は，定

期試験として実施する非常用炉心冷却系電動弁作動試験における原子炉注

水弁の手動開閉操作である。 

上記試験を行う際は，系統圧力を監視し上昇傾向にならないことを確認

しながら操作し，系統圧力が上昇傾向になった場合は速やかに原子炉注水

弁の閉操作を実施することとしている。しかし，隔離弁の隔離失敗等によ

り系統圧力が異常に上昇し，低圧設計部分の過圧を示す警報及び漏えい関

連警報が発生した場合は，同試験を実施していた非常用炉心冷却系でイン

ターフェイスシステムＬＯＣＡが発生していると判断することで漏えい箇
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所及び隔離すべき遠隔操作弁の特定が容易となり，中央制御室からの遠隔

隔離操作を速やかに行うことが可能である。 

 

[現場隔離操作の成立性] 

隔離操作場所及び隔離操作場所へのアクセスルートの環境を考慮しても，

現場での隔離操作は可能である。 

 

[溢水の影響] 

隔離操作場所及び隔離操作場所へのアクセスルートは，インターフェイ

スシステムＬＯＣＡにより漏えいが発生する機器よりも上層階に位置し，

溢水の影響を受けない。 

 

[インターフェイスシステムＬＯＣＡの検知について] 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，原子炉格納容器内外のパ

ラメータ等によりインターフェイスシステムＬＯＣＡと判断する。 

非常用炉心冷却系ポンプ設置室は，原子炉棟内において各部屋が分離さ

れているため，温度検知器，漏えい警報，監視カメラ及び火災感知器によ

り，漏えい場所（エリア）を特定するための参考情報の入手並びに原子炉

棟内の状況確認が可能である。 

（添付資料 1.3.4－7，1.3.5，1.3.6，1.3.7） 

 

1.3.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

非常用交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替交流電源設

備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備として使用

する高圧発電機車，常設代替直流電源設備として使用するＳＡ用 115V系蓄電

池又は可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V系充

電器による逃がし安全弁，電動弁及び監視計器類への電源供給手順並びに常

設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電

源設備及び可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及び非常用交流

電源設備への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」

にて整備する。 

操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順については，「1.15 事

故時の計装に関する手順等」にて整備する。  
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第 1.3－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／４) 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

自動減圧系 

減
圧
の
自
動
化 

代替自動減圧ロジック 

（代替自動減圧機能） 

逃がし安全弁 

（自動減圧機能付きＢ,Ｍの２個） 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

自動減圧起動阻止スイッチ 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

－※1，※2 

非常用交流電源設備 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

手
動
操
作
に
よ
る
減
圧 

（
逃
が
し
安
全
弁
） 

逃がし安全弁 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ 

所内常設蓄電式直流電源設備※3 

常設代替直流電源設備※3 

可搬型直流電源設備※3 

常設代替交流電源設備※3 

可搬型代替交流電源設備※3 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「減圧冷却」等 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－1」 

 

手
動
操
作
に
よ
る
減
圧 

（
タ
ー
ビ
ン
バ
イ
パ
ス
弁
） 

タービンバイパス弁 

タービン制御系 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「減圧冷却」等 

 

※1：代替自動減圧機能は運転員による操作不要の減圧機能である。 

※2：自動減圧系の起動阻止スイッチの手順については，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする 

ための手順等」にて整備する。 

※3：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※4：原子炉建物ブローアウトパネルは，開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放する設備であり，運転員

による操作は不要である。
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対応手段，対処設備，手順書一覧(２／４) 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

常設直流電源系統 
可
搬
型
直
流
電
源
設

備
に
よ
る
逃
が
し
安

全
弁
機
能
回
復 

可搬型直流電源設備 ※3 

常設代替直流電源設備※3 

SRV用電源切替盤 

逃がし安全弁 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＲＶ駆動源確保 

（電源）」 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用 

蓄
電
池
（
補
助
盤
室
）
に
よ
る 

逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補

助盤室） 

逃がし安全弁 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

「電源復旧」 

原子力災害対策手順書 

「バッテリによるＳＲＶ

開放」 

「蓄電池設備による主蒸

気逃がし安全弁開放操

作（補助盤室）」 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用 

蓄
電
池
（
原
子
炉
建
物
） 

に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池 

（原子炉建物） 

逃がし安全弁（自動減圧機能付き

Ｂ，Ｍの２個） 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

「電源復旧」 

原子力災害対策手順書 

「蓄電池設備による主蒸

気逃がし安全弁開放操

作（原子炉建物）」 

逃
が
し
安
全
弁
窒

素
ガ
ス
代
替
供
給

設
備
に
よ
る
減
圧 

逃がし安全弁窒素ガス代替供給

設備 

逃がし安全弁（自動減圧機能なし

Ａ，Ｊの２個） 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

原子力災害対策手順書 

「逃がし安全弁窒素ガス

代替供給設備による主

蒸気逃がし安全弁開放」 

－ 

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス 

供
給
設
備
に
よ
る 

窒
素
ガ
ス
確
保 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

逃がし安全弁窒素ガス供給系 

配管・弁 

逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ 

常設代替交流電源設備※3 

所内常設蓄電式直流電源設備※3 

可搬型代替交流電源設備※3 

常設代替直流電源設備※3 

可搬型直流電源設備※3 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＲＶ駆動源確保 

（窒素ガス）」 

原子力災害対策手順書 

「主蒸気逃がし安全弁用

窒素ガスボンベ取替」 

※1：代替自動減圧機能は運転員による操作不要の減圧機能である。 

※2：自動減圧系の起動阻止スイッチの手順については，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための手順等」にて整備する。 

※3：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※4：原子炉建物ブローアウトパネルは，開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放する設備であり，運転

員による操作は不要である。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(３／４) 

（サポート系故障時） 

※1：代替自動減圧機能は運転員による操作不要の減圧機能である。 

※2：自動減圧系の起動阻止スイッチの手順については，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための手順等」にて整備する。 

※3：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※4：原子炉建物ブローアウトパネルは，開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放する設備であり，運転

員による操作は不要である。 

  

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

－ 

逃
が
し
安
全
弁
の 

背
圧
対
策 

逃がし安全弁用窒素ガスボン

ベ 

逃がし安全弁窒素ガス供給系 

配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント）

「注水－1」 

 

原子力災害対策手順書 

「窒素ガスボンベによる

主蒸気逃がし安全弁背

圧対策」 

常設直流電源 

全交流動力電源 

代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
復
旧 

可搬型直流電源設備※3 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

－※3 

直流給電車※3 
自
主
対
策
設
備 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る

復
旧 

常設代替交流電源設備※3 

可搬型代替交流電源設備※3 重
大
事
故
等
対
処
設
備 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(４／４) 

（原子炉格納容器の破損防止，インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時） 

※1：代替自動減圧機能は運転員による操作不要の減圧機能である。 

※2：自動減圧系の起動阻止スイッチの手順については，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための手順等」にて整備する。 

※3：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※4：原子炉建物ブローアウトパネルは，開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放する設備であり，運転

員による操作は不要である。 

  

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
防
止 

－ 

高
圧
溶
融
物
放
出
／
格
納
容
器

雰
囲
気
直
接
加
熱
の
防
止 

逃がし安全弁 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用

アキュムレータ 

常設代替交流電源設備※3 

所内常設蓄電式直流電源設備

※3 

可搬型代替交流電源設備※3 

常設代替直流電源設備※3 

可搬型直流電源設備※3 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－1」 

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム 

Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時 

－ 

発
電
用
原
子
炉
の
減
圧 

逃がし安全弁 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用

アキュムレータ 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「二次格納施設制御」等 

タービンバイパス弁 

タービン制御系 
自
主
対
策
設
備 

原
子
炉
冷
却
材
の
漏
え
い
箇
所

の
隔
離 

残留熱除去系注水弁 

 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
の
圧
力

上
昇
抑
制
及
び
環
境
改
善 

原子炉建物ブローアウトパネ

ル※4 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 
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第 1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧(１／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 代替減圧 

ａ．手動操作による減圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「減圧冷却」 

判

断

基

準 

注水手段の確保 

（運転状態） 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

補機監視機能 復水器真空度 

操

作 

原子炉圧力容器内の

圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の

水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の

水位 
サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の

温度 
サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

補機監視機能 復水器真空度 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 代替減圧 

ａ．手動操作による減圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「急速減圧」 

判

断

基

準 

注水手段の確保 

（運転状態） 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

補機監視機能 復水器真空度 

操

作 

原子炉圧力容器内の

圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の

水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の

水位 
サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の

温度 
サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

補機監視機能 復水器真空度 
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監視計器一覧(２／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 代替減圧 

ａ．手動操作による減圧 

事故時操作要領書（シビアアクシデン

ト） 

「注水－1」 

判

断

基

準 

注水手段の確保 

（運転状態） 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

原子炉圧力容器内の

水位 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

操

作 

原子炉圧力容器内の

圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の

水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の

放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッション・チェンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッション・チェンバ） 

原子炉圧力容器内の

温度 
原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 
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監視計器一覧(３／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

ａ．可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 
事故時操作要領書（徴候ベース） 
「急速減圧」 
「電源復旧」 
ＡＭ設備別操作要領書 
「ＳＲＶ駆動源確保（電源）」 

判

断

基

準 

駆動源の確保 

Ａ－Ｎ2ガスボンベ圧力 

Ｂ－Ｎ2ガスボンベ圧力 

Ａ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｂ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

注水手段の確保 

（運転状態） 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ―残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

操

作 

原子炉圧力容器内の

圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

（可搬型計測器） 

原子炉圧力（現場計器） 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

ｂ．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開放 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「急速減圧」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「バッテリによるＳＲＶ開放」 

原子力災害対策手順書 

「蓄電池設備による主蒸気逃がし安全

弁開放操作（補助盤室）」 

判

断

基

準 

駆動源の確保 

Ａ－Ｎ2ガスボンベ圧力 

Ｂ－Ｎ2ガスボンベ圧力 

Ａ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｂ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

注水手段の確保 

（運転状態） 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ―残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

操

作 

原子炉圧力容器内の

圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

（可搬型計測器） 

原子炉圧力（現場計器） 
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監視計器一覧(４／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

ｃ．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全弁（自動減圧機能付き）開放 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「急速減圧」 

「電源復旧」 

原子力災害対策手順書 

「蓄電池設備による逃がし安全弁開放

操作（原子炉建物）」 
判

断

基

準 

駆動源の確保 

Ａ－Ｎ2ガスボンベ圧力 

Ｂ－Ｎ2ガスボンベ圧力 

Ａ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｂ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

注水手段の確保 

（運転状態） 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

復水移送ポンプ出口ヘッダ圧力 

Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

操

作 

原子炉圧力容器内の

圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

（可搬型計測器） 

原子炉圧力（現場計器） 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

ｄ．逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁（自動減圧機能なし）開放 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「急速減圧」 

原子力災害対策手順書 

「逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備

による逃がし安全弁開放」 
判

断

基

準 

駆動源の確保 窒素ガス代替供給系窒素ガスボンベ圧力 

注水手段の確保 

（運転状態） 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

操

作 

原子炉圧力容器内の

圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

（可搬型計測器） 

原子炉圧力（現場計器） 

補機監視機能 
窒素ガス代替供給系窒素ガスボンベ圧力 

窒素ガス代替供給系窒素ガス供給圧力 
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監視計器一覧(５／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(2) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

ａ．逃がし安全弁窒素ガス供給設備による逃がし安全弁駆動源確保 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「急速減圧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＲＶ駆動源確保（窒素ガス）」 

原子力災害対策手順書 

「主蒸気逃がし安全弁用窒素ガスボン

ベ取替」 

判

断

基

準 

補機監視機能 

Ａ－ＡＤＳアキュムレータ入口圧力低警報  

Ｂ－ＡＤＳアキュムレータ入口圧力低警報  

Ａ－Ｎ2ガスボンベ圧力低警報  

Ｂ－Ｎ2ガスボンベ圧力低警報 

駆動源の確保 

Ａ－Ｎ2ガスボンベ圧力 

Ｂ－Ｎ2ガスボンベ圧力 

Ａ－ＡＤＳ用Ｎ2ガス減圧弁二次側圧力 

Ｂ－ＡＤＳ用Ｎ2ガス減圧弁二次側圧力 

操

作 
補機監視機能 

Ａ－Ｎ2ガスボンベ圧力 

Ｂ－Ｎ2ガスボンベ圧力 

Ａ－ＡＤＳ用Ｎ2ガス減圧弁二次側圧力 

Ｂ－ＡＤＳ用Ｎ2ガス減圧弁二次側圧力 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(3) 逃がし安全弁窒素ガス供給設備による背圧対策 

事故時操作要領書（シビアアクシデン

ト） 

「注水－１」 

原子力災害対策手順書 

「窒素ガスボンベによる主蒸気逃がし

安全弁背圧対策」 

判

断

基

準 

原子炉格納容器内の

圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

操

作 
補機監視機能 

Ａ－ＡＤＳ用Ｎ2ガス減圧弁二次側圧力 

Ｂ－ＡＤＳ用Ｎ2ガス減圧弁二次側圧力 
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監視計器一覧(６／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.4 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手順 

(1) ＥＯＰ「二次格納施設制御」 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「二次格納施設制御」 

判

断

基

準 

原子炉格納容器バイパスの

監視 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去系 配管周囲温度 

原子炉隔離時冷却系配管周囲温度 

原子炉建物エリア放射線モニタ 

補機監視機能 ドライウェル床サンプ水位 

漏えい関連警報 

ＲＣＩＣポンプ室（西側）床漏洩警報 

トーラス室東側床漏洩警報 

トーラス室西側床漏洩警報 

Ａ－ＲＨＲ熱交換器室床漏洩警報 

Ｂ－ＲＨＲ熱交換器室床漏洩警報 

原子炉建物大物搬入口前エリア床漏洩警報 

Ａ－ＲＨＲポンプ室床漏洩警報 

Ｂ－ＲＨＲポンプ室床漏洩警報 

Ｃ－ＲＨＲポンプ室床漏洩警報 

ＬＰＣＳポンプ室床漏洩警報 

ＲＣＩＣ蒸気管圧力低警報 

ＲＣＩＣ蒸気管漏洩警報 

操

作 

原子炉格納容器バイパスの

監視 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

残留熱除去系配管周囲温度 

原子炉隔離時冷却系配管周囲温度 

原子炉建物エリア放射線モニタ 

原子炉棟排気高レンジモニタ 

換気系モニタ 

燃料取替階放射線モニタ 

原子炉圧力容器への注水量 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 
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監視計器一覧(７／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.4 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手順 

(1) ＥＯＰ「二次格納施設制御」 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「二次格納施設制御」 

操

作 

 

補機監視機能 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

最終ヒートシンクの確認 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ａ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ⅰ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交出口温度 

Ⅰ－原子炉補機海水ポンプ出口圧力 

Ⅱ－原子炉補機海水ポンプ出口圧力 

補機監視機能 復水器真空度 

漏えい関連警報 

主蒸気管周囲温度警報 

ＲＨＲ配管周囲温度警報 

ＣＵＷ配管周囲温度警報 

ＲＣＩＣ配管周囲温度警報 

ＲＣＩＣポンプ室（西側）床漏洩警報 

トーラス室東側床漏洩警報 

トーラス室西側床漏洩警報 

Ａ－ＲＨＲ熱交換器室床漏洩警報 

Ｂ－ＲＨＲ熱交換器室床漏洩警報 

原子炉建物大物搬入口前エリア床漏洩警報 

Ａ－ＲＨＲポンプ室床漏洩警報 

Ｂ－ＲＨＲポンプ室床漏洩警報 

Ｃ－ＲＨＲポンプ室床漏洩警報 

ＬＰＣＳポンプ室床漏洩警報 

Ｒ／Ｂ機器ドレンサンプタンク水位警報 

Ｒ／Ｂ床ドレンサンプタンク水位警報 

ＬＰＣＳポンプ室床ドレンサンプタンク水位警報 

ＲＨＲポンプ室床ドレンサンプタンク水位警報 

ＨＰＣＳポンプ室床ドレンサンプタンク水位警報 

ＲＨＲフラッシング用サンプタンク水位警報 

主蒸気圧力低警報（運転モード） 

ＣＵＷ系統差流量高警報 

ＣＵＷフィルタ入口圧力高警報 

ＲＣＩＣ蒸気管圧力低警報 

ＲＣＩＣ蒸気管漏洩警報 

ＲＣＩＣポンプ入口圧力高警報 

ＲＨＲポンプ出口圧力高警報 

ＲＨＲ ＲＰＶ内注水管差圧低警報 

ＬＰＣＳポンプ出口圧力高警報 

ＬＰＣＳ ＲＰＶ内注水管差圧低警報 

火災報知器警報 

原子炉棟内ダストモニタ警報 
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第 1.3－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.3】 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するための手順等 

逃がし安全弁 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池 

 

Ａ－115Ｖ系 

Ｂ－115Ｖ系 

ＳＡ用 115Ｖ系 

中央制御室監視計器類 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

計装Ｃ／Ｃ Ｃ系 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 
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失
 

(直
流
電
源
)注

３
 

※
３
 

Ｓ
Ｒ
Ｖ
逃
が
し
弁
機
能
用
駆
動
源
 

喪
失
（
計
装
用
窒
素
）
 

※
５
 

②
 

④
，
⑤
，
⑥

 

⑦
 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
 

Ａ
－
Ｓ
Ｒ
Ｖ
の
例
を
示
す
。
他
の
Ｓ
Ｒ
Ｖ
に
対
し
て

は
，
“
Ａ
－
”
を
当
該
の
弁
名
称
に
読
み
替
え
る
。
 

サ
ポ
ー
ト
系

 
駆
動
源
喪
失
 

（
直
流
電
源
）
 

直
流
母
線
 

機
能
喪
失
 

直
流
盤
 

遮
断
器
故
障
 

直
流
電
源

 
給
電
機
能
喪
失

 

蓄
電
池
機
能
喪
失

 
充
電
器
盤
か
ら
の
 

通
常
給
電
機
能
喪
失
 

充
電
器
故
障
 

交
流
電
源
喪
失
 

※
６
 

※
３
 

⑨
，
⑩
 

※
４
 

⑧
 

Ａ
Ｄ
Ｓ
機
能
用
駆
動
源
 

喪
失
（
計
装
用
窒
素
）
 

Ａ
Ｄ
Ｓ
機
能
用

 
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
故
障

 
Ａ
Ｄ
Ｓ
機
能
用
 

窒
素
ガ
ス
供
給
配
管
故
障
 

窒
素
ガ
ス
供
給
 

機
能
喪
失
 

窒
素
ガ
ス
ボ
ン
ベ

 
枯
渇
 

窒
素
ガ
ス
制
御
系
 

機
能
喪
失
 

※
５
 

⑧
 

Ｓ
Ｒ
Ｖ
逃
が
し
弁
機
能
用
駆
動
源
 

喪
失
（
計
装
用
窒
素
）
 

Ｓ
Ｒ
Ｖ
逃
が
し
弁
機
能
用
 

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
故
障

 
Ｓ
Ｒ
Ｖ
逃
が
し
弁
機
能
用
 

窒
素
ガ
ス
供
給
配
管
故
障
 

窒
素
ガ
ス
供
給
 

機
能
喪
失
 

窒
素
ガ
ス
ボ
ン
ベ

 
枯
渇
 

窒
素
ガ
ス
制
御
系
 

機
能
喪
失
 

⑪
，
⑫
 

※
６
 

交
流
電
源
喪
失
 

非
常
用
Ｌ
／
Ｃ
 

機
能
喪
失
 

非
常
用
Ｄ
Ｅ
Ｇ
故
障
 

外
部
電
源
喪
失

 

非
常
用
Ｍ
／
Ｃ
 

機
能
喪
失
 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時
の
対
応
手
段

 
 
①
 
減
圧
の
自
動
化
 

 
②
 
手
動
操
作
に
よ
る
減
圧
（
逃
が
し
安
全
弁
）
 

 
③
 
手
動
操
作
に
よ
る
減
圧
（
タ
ー
ビ
ン
バ
イ
パ
ス
弁
）

注
４
 

 サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時
の
対
応
手
段
 

 
④
 
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復

注
５
 

 
⑤
 
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池
（
補
助
盤
室
）
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復
 

 
⑥
 
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池
（
原
子
炉
建
物
）
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復

注
６
 

 
⑦
 
逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
代
替
供
給
設
備
に
よ
る
減
圧

注
７
 

 
⑧
 
逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
設
備
に
よ
る
作
動
窒
素
ガ
ス
確
保
 

 
⑨
 
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
復
旧

注
５
 

 
⑩
 
直
流
給
電
車
に
よ
る
復
旧

注
５
 

 
⑪
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
復
旧
 

 
⑫
 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
復
旧
 

注
３
：
Ａ
，
Ｃ
，
Ｄ
，
Ｆ
，
Ｈ
，
Ｊ
，
Ｌ
，
Ｍ
の
８
個
は
Ｂ
－
11
5V

系
負
荷
，
 

 
 
 
Ｂ
，
Ｅ
，
Ｇ
，
Ｋ
の
４
個
は
Ａ
－
11
5V

系
負
荷
が
該
当
 

注
４
：
③
の
対
策
は
Ｍ
Ｓ
Ｉ
Ｖ
開
時
の
み
有
効

 

注
５
：
④
，
⑨
，
⑩
の
対
策
は
Ｂ
－

11
5V

系
負
荷
の
逃
が
し
弁
機
能
（
Ａ
，
Ｃ
，
Ｄ
，
Ｆ
，
Ｈ
，
Ｊ
，
Ｌ
，
Ｍ
－
Ｓ
Ｒ
Ｖ
の

逃
が
し
弁
機
能
）
及
び
Ｂ
系
Ａ
Ｄ
Ｓ
機
能
が
対
象

 

注
６
：
⑥
の
対
策
は
Ａ
Ｄ
Ｓ
機
能
付
き
の
Ｓ
Ｒ
Ｖ
（
Ｂ
，
Ｍ
）
２
個
が
対
象
 

注
７
：
⑦
の
対
策
は
Ａ
Ｄ
Ｓ
機
能
な
し
の
Ｓ
Ｒ
Ｖ
（
Ａ
，
Ｊ
）
２
個
が
対
象
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右

側へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が

喪失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，

必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。

第 1.3－1図 機能喪失原因対策分析（補足） 

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因１ 故障要因２ 故障要因３ 故障要因４ 故障要因５ 故障要因６ 故障要因７ 故障要因８ 故障要因９

ＳＲＶ本体故障

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

窒素ガスボンベ枯渇

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

窒素ガスボンベ枯渇

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

窒素ガスボンベ枯渇

ＳＲＶ本体故障

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

窒素ガスボンベ枯渇

窒素ガス供給
機能喪失

窒素ガス制御系
機能喪失

窒素ガス制御系
機能喪失窒素ガス供給

機能喪失

ＡＤＳ機能用
駆動源喪失
（計装用窒素）

Ａ系ＡＤＳ
機能喪失

窒素ガス供給
機能喪失

窒素ガス制御系
機能喪失

Ａ－115V系蓄電池
機能喪失

Ａ－115V系
充電器盤からの
通常給電機能喪失

交流電源喪失

交流電源喪失
非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

逃がし弁機能喪失

逃がし安全弁（ＡＤＳ機
能付き）による
減圧機能喪失

交流電源喪失

Ｂ－115V系
直流母線への
直流電源給電
機能喪失

ＡＤＳ機能喪失

逃がし弁作動回路
不作動

非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

逃がし弁電磁弁
故障

Ａ系ＡＤＳ回路
不作動

Ａ系ＡＤＳ電磁弁
故障

駆動源喪失
(直流電源)

ＳＲＶ逃がし弁機能用
駆動源喪失
（計装用窒素）

非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

直流母線機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

交流電源喪失

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

ＡＤＳ機能用
アキュムレータ故障

ＡＤＳ機能用
窒素ガス供給配管

故障

Ａ－115V系
直流母線機能喪失

Ａ－115V系
直流母線への
直流電源給電
機能喪失

ＡＤＳ機能用
アキュムレータ故障

ＡＤＳ機能用
窒素ガス供給配管

故障

Ｂ－115V系
直流母線機能喪失

Ｂ－115V系蓄電池
機能喪失

Ｂ－115V系
充電器盤からの
通常給電機能喪失

駆動源喪失
(Ａ－115V系
直流電源)

Ｂ系ＡＤＳ
機能喪失

ＡＤＳ機能用
駆動源喪失
（計装用窒素）

B系ＡＤＳ回路
不作動

B系ＡＤＳ電磁弁
故障

駆動源喪失
(Ｂ－115V系
直流電源)

直流母線への
直流電源給電
機能喪失

蓄電池
機能喪失

充電器盤からの
通常給電機能喪失

ＳＲＶ逃がし弁機能用
アキュムレータ故障

ＳＲＶ逃がし弁機能用
窒素ガス供給配管

故障

窒素ガス供給
機能喪失

窒素ガス制御系
機能喪失

ＳＲＶ逃がし弁機能用
駆動源喪失
（計装用窒素）

逃がし弁機能喪失

逃がし安全弁（ＡＤＳ機
能なし）による
減圧機能喪失

逃がし安全弁による
原子炉減圧
機能喪失

逃がし弁作動回路
不作動

逃がし弁電磁弁
故障

駆動源喪失
(直流電源)

非常用ＤＥＧ
Ａ系　故障

非常用ＤＥＧ
Ｂ系　故障

非常用ＤＥＧ
故障

非常用ＤＥＧ
故障

ＳＲＶ逃がし弁機能用
アキュムレータ故障

ＳＲＶ逃がし弁機能用
窒素ガス供給配管

故障

直流母線機能喪失

直流母線への
直流電源給電
機能喪失

蓄電池
機能喪失

充電器盤からの
通常給電機能喪失
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第 1.3－2図 ＥＯＰ 「減圧冷却」における対応フロー 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.3－3図 ＥＯＰ 「急速減圧」における対応フロー 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.3－4図 ＥＯＰ 「ＡＭ初期対応」における対応フロー 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.3－5図 ＳＯＰ 「注水－1」における対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.3－6図 ＥＯＰ 「電源復旧」における対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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8
図
 
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
開
放

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 
 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

逃
が

し
安

全
弁

開
放

操
作

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

排
風

機
運

転

可
搬

型
計

測
器

接
続

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

電
源

切
替

排
風

機
電

源
復

旧

減
圧

監
視

移
動

，
充

電
器

盤
へ

の
給

電
，

受
電

操
作

移
動

減
圧

監
視

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
給

電

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

※
１
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
２
時
間
５
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

30
60

90
12
0

15
0

18
0

21
0

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る

逃
が
し
安
全
弁
開
放

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｄ
，
Ｅ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

原
子

炉
の

減
圧

確
認

に
つ

い
て

は
，

補
助

盤
室

又
は

原
子

炉
建

物
1
階

計
装

ラ
ッ

ク
（

管
理

区
域

）
に

て
確

認
が

可
能

で
あ

る
た

め
，

い
ず

れ
か

の
計

器
で

原
子

炉
減

圧
を

確
認

す
る

。

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
開
放

40
分

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
開
放

５
時
間

２
時
間
3
0分

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
給
電

※
１
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手
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弁
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作

可
搬

型
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測
器

接
続

減
圧

監
視

移
動

減
圧

監
視

移
動

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

中
央
制
御
室
運
転
員
A

1

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池
（
補
助
盤
室
）
に
よ

る
逃
が
し
安
全
弁
開
放

緊
急
時
対
策
要
員

2

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

原
子

炉
の

減
圧

確
認

に
つ

い
て

は
，

補
助

盤
室

又
は

原
子

炉
建

物
1
階

計
装

ラ
ッ

ク
（

管
理

区
域

）
に

て
確

認
が

可
能

で
あ

る
た

め
，

い
ず

れ
か

の
計

器
で

原
子

炉
減

圧
を

確
認

す
る

。
現
場
運
転
員
D,
E

22
現
場
運
転
員
B,
C

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池
（
補
助
盤
室
）
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
開
放

1時
間
10
分
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圧
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要
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図
 
主
蒸
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逃
が
し
安
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弁
用
蓄
電
池
（
原
子
炉
建
物
）
に
よ
る

 

逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機
能
付
き
）
開
放

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

可
搬

型
計

測
器

接
続

減
圧

監
視

移
動

減
圧

監
視

移
動

，
ケ

ー
ブ

ル
接

続

負
荷

投
入

操
作

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池
（
原
子
炉
建
物
）
に

よ
る
逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機
能
付
き
）
開
放

現
場
運
転
員
A,
B

2

現
場
運
転
員
C,
D

2

緊
急
時
対
策
要
員

2

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

要
員
(
数
)

※
１
：
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池
（
原
子
炉
建
物
）
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
Ｂ
弁
（
自
動
減
圧
機
能
付
き
）
開
放
を
示
す
。
ま
た
，
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池
（
原
子
炉
建
物
）
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
Ｍ
弁
（
自
動
減
圧
機
能
付
き
）
開
放
に
つ
い
て
は
，

逃
が
し
安
全
弁
開
放
ま
で
80
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

原
子

炉
の

減
圧

確
認

に
つ

い
て

は
，

補
助

盤
室

又
は

原
子

炉
建

物
1
階

計
装

ラ
ッ

ク
（

管
理

区
域

）
に

て
確

認
が

可
能

で
あ

る
た

め
，

い
ず

れ
か

の
計

器
で

原
子

炉
減

圧
を

確
認

す
る

。

※
１

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池
（
原
子
炉
建
物
）
に
よ
る

逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機
能
付
き
）
開
放

1時
間
20
分

1.3-61
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第
1.
3
－

1
3
図

 
逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
代
替
供
給
設
備
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機
能
な
し
）
開
放
 
概
要
図
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第
1.

3
－
1
4
図

 
逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
代
替
供
給
設
備
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機
能
な
し
）
開
放

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

可
搬

型
計

測
器

接
続

減
圧

監
視

減
圧

監
視

移
動

，
短

管
取

付
け

窒
素

ガ
ス

代
替

供
給

弁
開

原
子

炉
の

減
圧

確
認

に
つ

い
て

は
，

補
助

盤
室

又
は

原
子

炉
建

物
1
階

計
装

ラ
ッ

ク
（

管
理

区
域

）
に

て
確

認
が

可
能

で
あ

る
た

め
，

い
ず

れ
か

の
計

器
で

原
子

炉
減

圧
を

確
認

す
る

。

2

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

移
動

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
代
替
供
給
設
備

に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機
能
な
し
）
開
放

現
場
運
転
員
A,
B

2

現
場
運
転
員
C,
D

2

緊
急
時
対
策
要
員

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
代
替
供
給
設
備
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁

（
自
動
減
圧
機
能
な
し
）
開
放

１
時
間

1.3-63
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1.
3
－

1
5
図

 
逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
設
備
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
駆
動
源
確
保

 
概
要
図
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第
1.
3－

1
6
図

 
逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
設
備
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
駆
動
源
確
保

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

警
報

確
認

，
系

統
構

成
確

認

手
順
の
項
目

警
報

確
認

移
動

，
窒

素
ガ

ス
ボ

ン
ベ

イ
ン

サ
ー

ビ
ス

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
設
備

に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
駆
動
源
確
保

[
窒
素
ガ
ス
制
御
系
か
ら
逃
が
し
安
全
弁

窒
素
ガ
ス
供
給
系
へ
の
切
替
え
]

中
央
制
御
室
運
転
員
A

１

備
考

10
20

30
40

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

50

要
員
(
数
)

中
央
制
御
室
運
転
員
A

１

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
設
備

に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
駆
動
源
確
保

[
逃
が
し
安
全
弁
用
窒
素
ガ
ス

ボ
ン
ベ
の
切
替
え
]

※
１

※
１
：
逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
設
備
Ａ
系
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
駆
動
源
確
保
[逃

が
し
安
全
弁
用
窒
素
ガ
ス
ボ
ン
ベ
の
切
替
え
]を

示
す
。
ま
た
，
逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
設
備
Ｂ
系
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
駆
動
源
確
保

　
[逃

が
し
安
全
弁
用
窒
素
ガ
ス
ボ
ン
ベ
の
切
替
え
]
に
つ
い
て
は
，
逃
が
し
安
全
弁
駆
動
源
確
保
ま
で
2
5
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

現
場
運
転
員
B,
C

２

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
設
備
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
駆
動
源
確
保

5分

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
設
備
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
駆
動
源
確
保

25
分

Ｎ
２
ガ
ス
ボ
ン
ベ
圧
力
低
警
報

発
生

1.3-65
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逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
設
備
に
よ
る
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概
要
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第
1
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－

1
8
図

 
逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
設
備
に
よ
る
背
圧
対
策

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

手
順
の
項
目

Ｎ
２

ガ
ス

ボ
ン

ベ
出

口
弁

Ｃ
Ｓ

「
全

開
」

位
置

移
動

，
加

減
弁

圧
力

調
整

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

緊
急
時
対
策
要
員

2

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
設
備

に
よ
る
背
圧
対
策

中
央
制
御
室
運
転
員
A

１

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
設
備
に
よ
る
背
圧
対
策

１
時
間

1.3-67
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第 1.3－19図 ＥＯＰ 「スクラム」におけるインターフェイスシステム 

ＬＯＣＡ発生時の対応フロー 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.3－20図 ＥＯＰ 「二次格納施設制御」におけるインターフェイス 

システムＬＯＣＡ発生時の対応フロー

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第
1.
3－

2
1
図

 
 
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時
の
対
応

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

（
中
央
制
御
室
か
ら
の
遠
隔
操
作
に
よ
る
破
断
箇
所
の
隔
離
が
で
き
な
い
場
合
）

 

警
報

確
認

，
パ

ラ
メ

ー
タ

確
認

，
原

子
炉

ス
ク

ラ
ム

確
認

破
断

箇
所

特
定

及
び

遠
隔

隔
離

操
作

,
低

圧
注

水
可

能
系

統
起

動
確

認

原
子

炉
減

圧

残
留

熱
除

去
系

起
動

操
作

残
留

熱
除

去
系

（
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ

ー
ル

水
冷

却
モ

ー
ド

）
運

転
継

続

 
 

漏
え

い
抑

制
の

た
め

原
子

炉
水

位
を

レ
ベ

ル
２

以
上

で
低

め
に

維
持

原
子

炉
水

位
レ

ベ
ル

３
～

レ
ベ

ル
８

維
持

残
留

熱
除

去
系

（
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

）
系

統
構

成

残
留

熱
除

去
系

（
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

）
起

動
操

作

残
留

熱
除

去
系

（
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

）
運

転
継

続

放
射

線
防

護
具

準
備

隔
離

準
備

（
電

源
ロ

ッ
ク

）

保
護

具
装

着

注
水

弁
隔

離
操

作
（

現
場

）
※

２

※
１
：
漏
え
い
量
に
よ
ら
ず
，
現
場
で
の
隔
離
操
作
の
所
要
時
間
は
10
時
間
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
：
Ａ
－
残
留
熱
除
去
系
注
水
弁
隔
離
操
作
（
現
場
）
を
示
す
。
ま
た
，
Ｂ
，
Ｃ
－
残
留
熱
除
去
系
及
び
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
注
水
弁
隔
離
操
作
（
現
場
）
に
つ
い
て
は
，
現
場
隔
離
ま
で
10
時
間
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

　

現
場
運
転
員
B,
C

2

要
員
(
数
)

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
LO
C
A

中
央
制
御
室
運
転
員
A

1

漏
え

い
停

止
操

作
（

中
央

制
御

室
）

手
順
の
項
目

12
必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

経
過
時
間
（
時
間
）

備
考

20
40

60
80

10
0

12
0

14
0

8
9

10
11

現
場
隔
離

10
時
間
※
１

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
事
象
発
生

遠
隔
隔
離

2
0分

原
子
炉
減
圧

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
事
象
判
断

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
冷
却
開
始

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
２
時
間

1.3-70
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（1）フロントライン系故障時の対応手段の選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 主復水器使用可能 

逃がし安全弁 

自動減圧系機能喪失 

低圧で原子炉注水が可能な系統

又は代替注水系準備完了 

原子炉水位低（L-1）到達 10 分後 

＋残留熱除去系ポンプ運転又は 

低圧炉心スプレイポンプ運転 

優先③ 

代替自動減圧機能 

による減圧 

優先② 

手動操作による減圧 

（逃がし安全弁） 

優先① 

手動操作による減圧 

（タービンバイパス弁） 

【凡例】 

：プラント状態 

：操作，確認 

：判断 

：重大事故等対処設備 

No 

Yes 

第 1.3－22図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート(１／２) 
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【凡例】 

：プラント状態 

：操作，確認 

：判断 

：重大事故等対処設備 

常設直流電源喪失 

による減圧機能喪失 

  

可搬型直流電源設備 

による直流電源確保 

・逃がし安全弁復旧 

常設代替交流電源設備 

による直流電源確保 

・逃がし安全弁復旧 

直流給電車による 

直流電源確保 

・逃がし安全弁復旧 

 

可搬型代替交流電源設備 

による直流電源確保 

・逃がし安全弁復旧 

常設直流電源 

のみ喪失 

Yes 

No 

Yes 

Yes 

No 

No 可搬型直流電源 

設備使用可能 

常設代替交流電源 

設備使用可能 

炉心損傷 

格納容器圧力 1Ｐｄ到達 

逃がし安全弁窒素ガス 

供給設備による 

背圧対策 

(2)サポート系故障時の対応手段の選択（３/４） 

(2)サポート系故障時の対応手段の選択（２/４） 

常設直流電源系統喪失

による減圧機能喪失 

 

 

 

主蒸気逃がし安全弁用 

蓄電池（補助盤室） 

による電源確保 

・逃がし安全弁開放 主蒸気逃がし安全弁用 

蓄電池（原子炉建物） 

による電源確保 

・逃がし安全弁開放 

逃がし安全弁窒素ガス 

代替供給設備による 

逃がし安全源開放 

逃がし安全弁作動用 

窒素ガス喪失による 

減圧機能喪失 

逃がし安全弁窒素ガス 

供給設備による 

逃がし安全弁開放 

Yes 

No 

No 

Yes 

主蒸気逃がし安全弁用 

蓄電池（補助盤室） 

使用可能 

(2)サポート系故障時の対応手段の選択（４/４） 

(2)サポート系故障時の対応手段の選択（１/４） 

 主蒸気逃がし安全弁用 

蓄電池（原子炉建物） 

使用可能 

常設代替直流電源設備 

による直流電源確保 

・逃がし安全弁開放 

可搬型直流電源設備 

による直流電源確保 

・逃がし安全弁開放 

常設代替直流電源 

設備使用可能 

No 

Yes 

第 1.3－22図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート(２／２) 
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添付資料 1.3.1 
 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(１／６) 

 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

 

  

技術的能力審査基準（1.3） 番号 
 

設置許可基準規則（46 条） 技術基準規則（61 条) 番号 

【本文】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備

が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するために必要な手順等が適切に整備されている

か、又は整備される方針が適切に示されていること。 

① 

 【本文】 

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力

バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の減

圧機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するために必要な設備を設けなければ

ならない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧

力バウンダリが高圧の状態であって、設

計基準事故対処設備が有する発電用原

子炉の減圧機能が喪失した場合におい

ても炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損を防止するため、原子炉冷却

材圧力バウンダリを減圧するために必

要な設備を施設しなければならない。 

⑦ 

 

【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉

冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な手順

等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

― 

 【解釈】 

１ 第４６条に規定する「炉心の著しい損

傷」を「防止するため、原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための設備

をいう。 

【解釈】 

１ 第６１条に規定する「炉心の著しい

損傷」を「防止するため、原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するために必要

な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

－ 

 

 

（１）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時において、減圧用の弁（逃

がし安全弁（BWR の場合）又は、主蒸気逃がし弁及び

加圧器逃がし弁（PWR の場合））を作動させ原子炉冷

却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等

が整備されていること。 

② 

 （１）ロジックの追加 

ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可

能な状態で、逃がし安全弁を作動させる減

圧自動化ロジックを設けること（BWR の場

合）。 

（１）ロジックの追加 

ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用

可能な状態で、逃がし安全弁を作動させ

る減圧自動化ロジックを設けること

（BWR の場合）。 

⑧ 

（２）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時においても、

減圧用の弁（逃がし安全弁（BWR の場合）

又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし弁

（PWR の場合））を作動させ原子炉冷却材圧

力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手

動設備又は可搬型代替直流電源設備を配備

すること。 

（２）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時において

も、減圧用の弁（逃がし安全弁（BWR の

場合）又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃

がし弁（PWR の場合））を作動させ原子

炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が

行えるよう、手動設備又は可搬型代替直

流電源設備を配備すること。 

⑨ 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁

を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作

が行えるよう可搬型コンプレッサー又は窒素ボンベ

を整備すること。 

 

③ 

 

 

 

ｃ）減圧用の弁が作動可能な環境条件を明確にするこ

と。 
④ 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、

減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの減圧操作が行えるよう、可搬型

コンプレッサー又は窒素ボンベを配備する

こと。 

 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場

合、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧操作が行えるよ

う、可搬型コンプレッサー又は窒素ボン

ベを配備すること。 

⑩ （２）復旧 

ａ）常設直流電源喪失時においても、減圧用の弁を作

動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行

えるよう、代替電源による復旧手順等が整備されてい

ること。 

⑤ 

 

ｃ）減圧用の弁は、想定される重大事故等

が発生した場合の環境条件において確実に

作動すること。 

ｃ）減圧用の弁は、想定される重大事故

等が発生した場合の環境条件において

確実に作動すること。 

 

 

⑪ （３）蒸気発生器伝熱管破損（SGTR） 

ａ）SGTR 発生時において、破損した蒸気発生器を隔

離すること。隔離できない場合、加圧器逃がし弁を作

動させること等により原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧操作が行えるよう、手順等が整備されているこ

と。（PWRの場合） 

― 

 

（４）インターフェイスシステムLOCA（ISLOCA） 

ａ）ISLOCA 発生時において、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの損傷箇所を隔離すること。隔離できない場

合、原子炉を減圧し、原子炉冷却材の漏えいを抑制す

るために、逃がし安全弁（BWR の場合）又は主蒸気逃

がし弁及び加圧器逃がし弁（PWR の場合）を作動させ

ること等により原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧

操作が行えるよう、手順等が整備されていること。 

⑥ 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(２／６) 

 
：重大事故等対処設備    ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）   

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 

備考 

原
子
炉
減
圧
の
自
動
化 

代替自動減圧ロジック（代替自動

減圧機能） 
新設 

① 

⑦ 

⑧ 

－ － － － － － 

自動減圧起動阻止スイッチ 既設 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 既設 

逃がし安全弁（自動減圧機能付き

Ｂ，Ｍの２個） 既設 

主蒸気系 配管・クエンチャ 既設 

逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ 既設 

非常用交流電源設備 既設 

手
動
操
作
に
よ
る
減
圧 

（
逃
が
し
安
全
弁
） 

逃がし安全弁 既設 

① 

⑦ 

手
動
操
作
に
よ
る
減
圧 

（
タ
ー
ビ
ン
バ
イ
パ
ス
弁
） 

タービンバイパス弁 常設 

10 分 1 人 

自主対策とす

る理由は本文

参照 

主蒸気系 配管・クエンチャ 既設 タービン制御系 常設 

逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ 既設 

－ － 

所内常設蓄電式直流電源設備 新設 

常設代替直流電源設備 新設 

可搬型直流電源設備 新設 

常設代替交流電源設備 新設 

可搬型代替交流電源設備 新設 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る 

逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復 

可搬型直流電源設備 新設 

① 

② 

⑦ 

⑨ 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用 

蓄
電
池
（
原
子
炉
建
物
） 

に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電

池（原子炉建物） 
可搬 

１時間 20 分 ６人 

自主対策とす

る理由は本文

参照 

SRV 用電源切替盤 新設 
逃がし安全弁（自動減圧機能

付Ｂ，Ｍの２個） 
常設 

常設代替直流電源設備 新設 主蒸気系 配管・クエンチャ 常設 

逃がし安全弁 既設 
逃がし安全弁逃がし弁機能

用アキュムレータ 
常設 

主蒸気系 配管・クエンチャ 既設 

－ － 逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ 既設 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用 

蓄
電
池
（
補
助
盤
室
） 

に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補

助盤室） 新設 

① 

② 

⑦ 

⑨ 

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
代
替
供
給
設
備
に

よ
る
減
圧 

逃がし安全弁窒素ガス代替

供給設備 
常設 

１時間 ６人 

自主対策とす

る理由は本文

参照 

逃がし安全弁 既設 
逃がし安全弁（自動減圧機能

なしＡ，Ｊの２個） 
常設 

主蒸気系 配管・クエンチャ 既設 主蒸気系 配管・クエンチャ 常設 

逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ 既設 － － 

逃
が
し
安
全
弁 

窒
素
ガ
ス
供
給
設
備
に
よ
る 

窒
素
ガ
ス
確
保 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 新設 

① 

③ 

⑦ 

⑩ 

－ － － － － － 

逃がし安全弁窒素ガス供給系 

配管・弁 既設 

逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ 既設 

常設代替交流電源設備 新設 

所内常設蓄電式直流電源設備 新設 

可搬型代替交流電源設備 新設 

常設代替直流電源設備 新設 

可搬型直流電源設備 新設 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(３／６) 

 
：重大事故等対処設備    ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）   

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 

備考 

逃
が
し
安
全
弁 

の
背
圧
対
策 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 新設 
① 

④ 

⑦ 

⑪ 

－ － － － － － 
逃がし安全弁窒素ガス供給系 

配管・弁 既設 

代
替
直
流 

電
源
設
備
に
よ

る
復
旧 

可搬型直流電源設備 新設 ① 

⑤ 

⑦ 

代
替
直
流
電
源

設
備
に
よ
る
復

旧 

直流給電車 可搬 

※１ ※１ 

自主対策とす

る理由は本文

参照 
－ － － － 

代
替
交
流 

電
源
設
備
に 

よ
る
復
旧 

常設代替交流電源設備 新設 ① 

⑤ 

⑦ 

－ － － － － － 

可搬型代替交流電源設備 新設 

高
圧
溶
融
物
放
出
／
格
納
容
器
雰
囲
気 

直
接
加
熱
の
防
止 

逃がし安全弁 既設 

① 

⑦ 
－ － － － － － 

主蒸気系 配管・クエンチャ 既設 

逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ 既設 

常設代替交流電源設備 新設 

所内常設蓄電式直流電源設備 新設 

可搬型代替交流電源設備 新設 

常設代替直流電源設備 新設 

可搬型直流電源設備 新設 

発
電
用
原
子
炉
の
減
圧
（ 

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム 

Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時
） 

逃がし安全弁 既設 

① 

⑥ 

⑦ 

発
電
用
原
子
炉
の
減
圧
（ 

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム 

Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時
） 

タービンバイパス弁 常設 

10 分 １人 

自主対策とす

る理由は本文

参照 

主蒸気系 配管・クエンチャ 既設 タービン制御系 常設 

逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ 既設 

－ － 

－ － 

原
子
炉
冷
却
材
の
漏
え
い
箇
所
の
隔
離

（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム 

Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時
） 

残留熱除去系注水弁 既設 

① 

⑥ 

⑦ 

－ － － － － － 

－ － 

原
子
炉
棟
の
圧
力
上
昇
抑
制 

及
び
環
境
改
善 

原子炉建物ブローアウトパネル 既設 

① 

⑥ 

⑦ 

－ － － － － － 

－ － 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(４／６) 

 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

  

技術的能力審査基準（1.3） 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却

材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉

の減圧機能が喪失した場合においても炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を

防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧するために必要な手順等が適切に整

備されているか、又は整備される方針が適切

に示されていること。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状

態であって、設計基準事故対処設備が有する

発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損を防止する手段として， 逃がし

安全弁による発電用原子炉を減圧するため

に必要な手順等を整備する。 

また，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直

接加熱による原子炉格納容器破損を防止す

る手段として，逃がし安全弁による発電用原

子炉を減圧するために必要な手順等を整備

する。 

【解釈】 

1 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るために必要な手順等」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための手順等をい

う。 

－ 

（１）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時において、減

圧用の弁（逃がし安全弁（BWR の場合）

又は、主蒸気逃がし弁及び加圧器逃が

し弁（PWR の場合））を作動させ原子

炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作

が行えるよう、手順等が整備されてい

ること。 

設計基準事故対処設備である自動減圧系

が常設直流電源系統喪失により使用できな

い場合には，可搬型直流電源設備及び主蒸気

逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）により逃

がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保

し，逃がし安全弁を作動させ，原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧操作が行えるように

手順等を整備する。 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(５／６) 

 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

 

  

技術的能力審査基準（1.3） 適合方針 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、

減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧操作が行える

よう可搬型コンプレッサー又は窒素

ボンベを整備すること。 

設計基準事故対処設備である自動減圧系

が逃がし安全弁作動用窒素ガス喪失により

使用できない場合は，窒素ガス供給設備によ

り逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスを

供給し，逃がし安全弁を作動させ原子炉冷却

材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう

に手順等を整備する。 

ｃ）減圧用の弁が作動可能な環境条件を明

確にすること。 

想定される重大事故等時の環境条件を考

慮し，原子炉格納容器内の圧力が設計圧力の

２倍の状態（853kPa[gage]）となった場合に

おいても確実に逃がし安全弁を作動させる

ことができるように，逃がし安全弁窒素ガス

供給系により供給圧力の調整を行えるよう

に手順等を整備する。 

（２）復旧 

ａ）常設直流電源喪失時においても、減圧

用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力

バウンダリの減圧操作が行えるよう、

代替電源による復旧手順等が整備さ

れていること。 

設計基準事故対処設備である自動減圧系

が常設直流電源系統喪失により使用できな

い場合には，代替直流電源設備（可搬型直流

電源設備）及び代替交流電源設備（常設代替

交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備）

により逃がし安全弁の作動に必要な直流電

源を確保し，逃がし安全弁を作動させ，原子

炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行え

るように手順等を整備する。 

なお，電源の供給に関する手順については

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整

備する。 

（３）蒸気発生器伝熱管破損（SGTR） 

ａ）SGTR 発生時において、破損した蒸気

発生器を隔離すること。隔離できない

場合、加圧器逃がし弁を作動させるこ

と等により原子炉冷却材圧力バウン

ダリの減圧操作が行えるよう、手順等

が整備されていること。（PWR の場合） 

対象外 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(６／６) 

 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

  

技術的能力審査基準（1.3） 適合方針 

（４）インターフェイスシステム LOCA

（ISLOCA） 

ａ）ISLOCA 発生時において、原子炉冷却

材圧力バウンダリの損傷箇所を隔離

すること。隔離できない場合、原子炉

を減圧し、原子炉冷却材の漏えいを抑

制するために、逃がし安全弁（BWR の

場合）又は主蒸気逃がし弁及び加圧器

逃がし弁（PWR の場合）を作動させる

こと等により原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの減圧操作が行えるよう、手順

等が整備されていること。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生

時には，原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷

箇所を中央制御室から注水弁の操作により

隔離する。隔離できない場合，逃がし安全弁

により発電用原子炉を減圧し，原子炉冷却材

の漏えいを抑制するとともに，現場での注水

弁の操作により原子炉冷却材の漏えい箇所

を隔離する手順等を整備する。 
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第１図 逃がし安全弁の配置図 
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第１表 対応手段と逃がし安全弁の対象 

 
 

  

対応手段 
逃がし弁機能 自動減圧機能 

備考 
A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M B,D,E,G,K,M 

減圧の自動化（代替減圧機能に

よる減圧の自動化） 
○  B,Mが対象 

手動操作による減圧 

（逃がし安全弁の手動操作に

よる減圧） 

○ ○  

可搬型直流電源設備による逃

がし安全弁機能回復 
○ ○ 

逃がし弁機能は

A,C,D,F,H,J,L,M が対象 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池

（補助盤室）による逃がし安全

弁機能回復 

○ ○  

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池

（原子炉建物）による逃がし安

全弁機能回復 

○  B,Mが対象 

逃がし安全弁窒素ガス代替供

給設備による減圧 
○  A,Jが対象 

逃がし安全弁窒素ガス供給設

備による窒素ガス確保 
○   

代替直流電源設備による復旧 ○ ○  

代替交流電源設備による復旧 ○ ○  
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第２表 逃がし安全弁用可搬型蓄電池接続の優先順位 
 

 
 

 

Ａ Ｂ※１ Ｃ Ｄ※２ Ｅ※２ Ｆ Ｇ※２ Ｈ Ｊ Ｋ※２ Ｌ Ｍ※１

1 Ａ系／Ｂ系 ○ ○

2 Ｂ系／Ａ系 ○ ○

3 Ａ系 ○ ○

4 Ｂ系 ○ ○

5 Ｂ系 ○ ○

6 Ｂ系 ○ ○

7 Ｂ系 ○ ○

8 Ｂ系 ○ ○

9 Ｂ系 ○ ○

10 Ａ系 ○ ○

11 Ａ系 ○ ○

12 Ａ系 ○ ○

※１ ：逃がし安全弁（自動減圧機能＋代替自動減圧機能＋逃がし弁機能）

※２ ：逃がし安全弁（自動減圧機能＋逃がし弁機能）

※なし ：逃がし安全弁（逃がし弁機能）

（凡例）

自動減圧機能

順位 作動回路 機能

逃がし弁機能

主蒸気管

【Ａ】 【Ｂ】 【Ｃ】 【Ｄ】

逃がし安全弁
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添付資料 1.3.2 

 

自主対策設備仕様 

機器名称 
常設 

／可搬 
耐震クラス 容量 揚程 個数 

逃がし安全弁窒素ガス 

代替供給系窒素ガスボンベ 
可搬 

－ 

（Ss機能維持） 

0.0467m3 

（１本当たり） 
－ ３本 
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添付資料 1.3.4-1 

重大事故対策の成立性 

 

1．可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 

 

ａ．操作概要 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合，可搬

型直流電源設備により逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保し，逃がし

安全弁を開放して発電用原子炉を減圧する。なお，可搬型直流電源設備による

直流電源の供給準備が整うまでの期間は，常設代替直流電源設備にて逃がし安

全弁の作動に必要な直流電源を確保する。 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

廃棄物処理建物 地上１階（非管理区域）（補助盤室） 

原子炉棟 地上１階（管理区域） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放に必要な要員数，想定時間につ

いては「1.14電源の確保に関する手順等」に整理する。 

また，常設代替直流電源設備による逃がし安全弁開放（現場での減圧状況の

確認を含む）に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：５名（中央制御室運転員１名，現場運転員４名） 

想定時間  ：40分以内（所要時間目安※１：13分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●逃がし安全弁開放操作：想定時間 10分，所要時間目安２分 

・逃がし安全弁開放操作：所要時間目安２分（中央制御室） 

 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●可搬型計測器接続：想定時間 20分，所要時間目安９分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室から補助盤室） 

・可搬型計測器接続：所要時間目安７分（補助盤室） 

●電源切替：想定時間 10分，所要時間目安２分 

・電源切替：所要時間目安２分（補助盤室） 

●減圧監視：想定時間 10分，所要時間目安１分 

・減圧監視：所要時間目安１分（補助盤室） 
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【現場運転員Ｄ，Ｅ】 

●移動：想定時間 10分，所要時間目安５分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉棟 地上１

階） 

●減圧監視：想定時間 10分，所要時間目安１分 

・減圧監視：所要時間目安１分（原子炉棟 地上１階） 

 

ｄ．作業の成立性について 

(a) 中央制御室操作  

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），Ｌ

ＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備し

ている。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であり，容易に実施可能である。 

(b) 補助盤室操作  

作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリア

に配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行

している。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，

ヘッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可

能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：通常の端子リフト・接続操作及び通常のスイッチ操作であ

り，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能

である。 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話

設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡

が可能である。 

(c) 現場操作 

作業環境：電源内蔵型照明を作業エリアに配備しており，建物内常用

照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト又は懐中電灯を携行している。 

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性

があることから，防護具（全面マスク，個人線量計，綿手

袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行

う。管理区域においては汚染の可能性を考慮し防護具（全

面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）

を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しており接近可
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能である。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行してい

る。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：通常の遮断器操作であり，容易に実施可能である。 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話

設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡

が可能である。 

 

 

電源切替操作 
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添付資料 1.3.4-2 

 

2．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開放 

 

ａ．操作概要 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合，自動

減圧継電器盤にて逃がし安全弁の作動回路に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補

助盤室）を接続し，逃がし安全弁の機能を回復させて逃がし安全弁を開放する。 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

廃棄物処理建物 地上１階（非管理区域）（補助盤室） 

原子炉棟 地上１階（管理区域） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開放（現場で

の減圧状況の確認を含む）に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：７名（中央制御室運転員１名，現場運転員４名，緊急時対策要

員２名） 

想定時間 ：１時間 10分以内（所要時間目安※１：44 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●逃がし安全弁開放操作：想定時間 10分，所要時間目安２分 

・逃がし安全弁開放操作：所要時間目安２分（中央制御室） 

 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●可搬型計測器接続：想定時間 20分，所要時間目安９分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室から補助盤室） 

・可搬型計測器接続：所要時間目安７分（補助盤室） 

●減圧監視：想定時間 10分，所要時間目安１分 

・減圧監視：所要時間目安１分（補助盤室） 

 

【現場運転員Ｄ，Ｅ】 

●移動：想定時間 10分，所要時間目安５分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉棟地上１階） 

●減圧監視：想定時間 10分，所要時間目安１分 

・減圧監視：所要時間目安１分（原子炉棟地上１階） 
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【緊急時対策要員２名】 

●移動，ケーブル敷設，接続：想定時間１時間，所要時間目安 42分 

・移動：所要時間目安 21分（移動経路：緊急時対策所から補助盤室） 

・ケーブル敷設，接続：所要時間目安 21分（補助盤室） 

 

ｄ．操作の成立性について 

(a) 中央制御室操作  

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であり，容易に実施可能である。 

(b) 補助盤室操作  

作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリア

に配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行

している。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，

ヘッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可

能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：通常のケーブル敷設，端子リフト・接続操作であり，十分

な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話

設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡

が可能である。 

(c) 現場操作 

作業環境：電源内蔵型照明を作業エリアに配備しており，建物内常用

照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト又は懐中電灯を携行している。 

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性

があることから，防護具（全面マスク，個人線量計，綿手

袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行

う。管理区域においては汚染の可能性を考慮し防護具（全

面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）

を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しており接近可

能である。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行してい

る。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：電源ケーブルの接続は，ねじ込み式及び一般工具を使用し
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たビス止めでの接続であり，容易に接続が可能である。 

操作に必要な資機材（主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助

盤室），仮設ケーブル）は操作場所近傍に配備している。 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話

設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡

が可能である。 

 

      

自動減圧継電器盤へ接続        主蒸気逃がし安全弁用蓄電池へ接続 
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添付資料 1.3.4-3 

 

3．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全弁（自動減圧機

能付き）開放 

 

ａ．操作概要 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合，

ＡＤＳ仮設電源接続中継端子箱にて逃がし安全弁の作動回路に主蒸気逃が

し安全弁用蓄電池（原子炉建物）を接続し，逃がし安全弁の機能を回復さ

せて逃がし安全弁を開放する。 

 

ｂ．作業場所 

廃棄物処理建物 地上１階（非管理区域）（補助盤室） 

原子炉棟 地上２階（管理区域） 

原子炉棟 地上１階（管理区域） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全弁開放（現

場での減圧状況の確認を含む）に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：６名（現場運転員４名，緊急時対策要員２名） 

想定時間    ：１時間 20分以内（所要時間目安※１：59分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【現場運転員Ａ，Ｂ】 

●可搬型計測器接続：想定時間 20分，所要時間目安９分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室から補助盤室） 

・可搬型計測器接続：所要時間目安７分（補助盤室） 

●減圧監視：想定時間 10分，所要時間目安１分 

・減圧監視：所要時間目安１分（補助盤室） 

 

【現場運転員Ｃ，Ｄ】 

●移動：想定時間 10分，所要時間目安５分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉棟 地上１

階） 

●減圧監視：想定時間 10分，所要時間目安１分 

・減圧監視：所要時間目安１分（原子炉棟 地上１階） 

 

【緊急時対策要員２名】 
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●移動，ケーブル敷設，接続：想定時間１時間，所要時間目安 55分 

・移動：所要時間目安 22分（移動経路：緊急時対策所から原子炉棟 地上

２階） 

・ケーブル接続：所要時間目安 33分（原子炉棟 地上２階） 

●負荷投入操作：想定時間 10分，所要時間目安３分 

・負荷投入操作：所要時間目安３分（原子炉棟 地上２階） 

 

ｄ．操作の成立性について 

(a) 補助盤室操作  

作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリア

に配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行

している。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，

ヘッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可

能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の端子リフト・接続操作であり，容易に実施可能であ

る。 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話

設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡

が可能である。 

(b) 現場操作 

作業環境：ヘッドライト又は懐中電灯を携行している。 

汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，個人線量計，

綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しており接近可

能である。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行してい

る。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：電源ケーブルの接続は，ねじ込み式及び一般工具を使用し

たビス止めでの接続であり，容易に接続が可能である。 

操作に必要な資機材（主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子

炉建物），仮設ケーブル）は操作場所近傍に配備している。 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話

設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡

が可能である。 
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主蒸気逃がし安全弁用     ADS 仮設電源接続     主蒸気逃がし安全弁用 

蓄電池へ接続       中継端子箱へ接続      蓄電池の負荷投入作業 
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添付資料 1.3.4-4 

 

4．逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁（自動減圧機能なし）

開放 

 

ａ．操作概要 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合，逃

がし安全弁窒素ガス代替供給設備により逃がし安全弁（自動減圧機能なしＡ

及びＪ）の電磁弁排気ポートへ窒素ガスを供給し，逃がし安全弁（自動減圧

機能なしＡ及びＪ）を開放する。 

 

ｂ．作業場所 

廃棄物処理建物 地上 1階（非管理区域）（補助盤室） 

原子炉建物付属棟 地上２階（非管理区域） 

原子炉棟 地上１階（管理区域） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁（自動減圧機能な

し）開放（現場での減圧状況の確認を含む）に必要な要員数，想定時間は

以下のとおり。 

必要要員数 ：６名（現場運転員４名，緊急時対策要員２名） 

想定時間  ：１時間以内（所要時間目安※１：33分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【現場運転員Ａ，Ｂ】 

●可搬型計測器接続：想定時間 20分，所要時間目安９分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室から補助盤室） 

・可搬型計測器接続：所要時間目安７分（補助盤室） 

●減圧監視：想定時間 10分，所要時間目安１分 

・減圧監視：所要時間目安１分（補助盤室） 

 

【現場運転員Ｃ，Ｄ】 

●移動：想定時間 10分，所要時間目安５分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉棟 地上１

階） 

●減圧監視：想定時間 10分，所要時間目安１分 

・減圧監視：所要時間目安１分（原子炉棟 地上１階） 
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【緊急時対策要員２名】 

●移動，短管取り付け：想定時間 40分，所要時間目安 31分 

・移動：所要時間目安 19 分（移動経路：緊急時対策所から原子炉建物付

属棟 地上２階） 

・短管取り付け：所要時間目安 12分（原子炉建物付属棟 地上２階） 

●窒素ガス代替供給弁開：想定時間 10分，所要時間目安１分 

・窒素ガス代替供給弁開：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟 地上２

階） 

 

ｄ．操作の成立性について 

(a) 補助盤室操作  

作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリア

に配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行

している。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，

ヘッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可

能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の端子リフト・接続操作であり，容易に実施可能であ

る。 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話

設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡

が可能である。 

(b) 現場操作 

作業環境：電源内蔵型照明を作業エリアに配備しており，建物内常用

照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト又は懐中電灯を携行している。 

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性

があることから，防護具（全面マスク，個人線量計，綿手

袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行

う。管理区域においては汚染の可能性を考慮し防護具（全

面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）

を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しており接近可

能である。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行してい

る。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：通常の弁操作であり，容易に実施可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを
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操作に必要な資機材（短管，ガスケット）は操作場所近傍

に配備している。 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話

設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡

が可能である。 

 

窒素ガス代替供給設備の配管へ短管取付け 
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添付資料 1.3.4-5 

 

5．逃がし安全弁窒素ガス供給設備による逃がし安全弁駆動源確保 

 

ａ．操作概要 

発電用原子炉の減圧操作中及び減圧完了後の逃がし安全弁開保持期間中

に，窒素ガスボンベ圧力が規定値まで低下した場合，逃がし安全弁用窒素

ガスボンベ（待機側）への切替えを実施する。 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

Ａ系 原子炉建物付属棟 地上２階 （非管理区域） 

Ｂ系 原子炉建物付属棟 地上２階 （非管理区域） 

 

ｃ．必要要員及び想定時間 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源確保に必要な

要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間：25分以内（所要時間目安※１：14分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●警報確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・警報確認：所要時間目安１分（中央制御室） 

 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，窒素ガスボンベインサービス：想定時間 20分，所要時間目安 13分 

・移動：所要時間目安７分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付属棟 

地上２階） 

・窒素ガスボンベインサービス：所要時間目安６分（原子炉建物付属棟 地

上２階） 

 

ｄ．操作の成立性について 

(a) 中央制御室操作  

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），Ｌ

ＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備し

ている。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であり，容易に実施可能である。 
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(b) 現場操作  

作業環境：電源内蔵型照明を作業エリアに配備しており，建物内常用

照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト又は懐中電灯を携行している。 

放射性物質が放出される可能性があることから，防護具（全

面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）

を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しており接近可

能である。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行してい

る。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：通常のボンベ切替え操作であり，容易に実施可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを

施している。 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話

設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡

が可能である。 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベ（待機側）のインサービス 
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添付資料 1.3.4-6 

 

6．逃がし安全弁窒素ガス供給設備による背圧対策 

 

ａ．操作概要 

想定される重大事故等の環境条件を考慮して，原子炉格納容器圧力が設

計圧力の２倍の状態（853kPa[gage]）において確実に逃がし安全弁を作動

させることができるように，窒素ガス供給設備の供給圧力を調整する。 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

原子炉建物付属棟 地上２階（非管理区域） 

原子炉棟 地上２階（管理区域） 

 

ｃ． 必要要員数及び想定時間 

逃がし安全弁窒素ガス供給設備による背圧対策に必要な要員数，想定時

間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，緊急時対策要員２名） 

想定時間 ：１時間以内（所要時間目安※１：49分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｎ２ガスボンベ出口弁ＣＳ「全開」位置：想定時間５分，所要時間目安

１分 

・Ｎ２ガスボンベ出口弁ＣＳ「全開」位置：所要時間目安１分（中央制

御室） 

 

【緊急時対策要員２名】 

●移動，加減弁圧力調整：想定時間１時間，所要時間目安 49分 

・移動：所要時間目安 18分（移動経路：緊急時対策所から原子炉建物付

属棟 地上２階） 

・加減弁圧力調整（Ａ系）：所要時間目安 11分（原子炉建物付属棟 地上

２階） 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：原子炉建物付属棟 地上２階から

原子炉棟地上２階） 

・加減弁圧力調整（Ｂ系）：所要時間目安 11分（原子炉棟 地上２階） 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：原子炉棟 地上２階から原子炉建

物付属棟 地上１階） 
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ｄ．操作の成立性について 

(a) 中央制御室操作  

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），Ｌ

ＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備し

ている。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であり，容易に実施可能である。 

(b) 現場操作 

作業環境：電源内蔵型照明を作業エリアに配備しており，建物内常用

照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト又は懐中電灯を携行している。 

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性

があることから，防護具（全面マスク，個人線量計，綿手

袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備して作業を行う。管理

区域においては汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，

個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備して

作業を行う。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しており接近可

能である。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行してい

る。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：通常運転時等に行う操作と同等であり，容易に作業可能で

ある。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを

施している。 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話

設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡

が可能である。 
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添付資料 1.3.4-7 

 

7．インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の漏えい停止操作 

(1) 残留熱除去系又は低圧炉心スプレイ系隔離操作 

ａ．操作概要 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，原子炉格納容器外への漏え

いを停止するための破断箇所の隔離が必要となる。破断箇所の特定ができな

い場合は，逃がし安全弁及びタービンバイパス弁により発電用原子炉を減圧

し，原子炉棟への原子炉冷却材の漏えいを抑制する。その後は発電用原子炉

を冷温停止状態に移行させ，破断箇所の隔離操作を行う。 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

[Ａ－残留熱除去系隔離操作の場合] 

原子炉建物付属棟 地上中２階（非管理区域） 

原子炉棟地上中１階（管理区域） 

[Ｂ，Ｃ－残留熱除去系隔離操作の場合] 

原子炉建物付属棟 地上２階 （非管理区域） 

原子炉棟地上２階（管理区域） 

[低圧炉心スプレイ系隔離操作の場合] 

原子炉建物付属棟 地上中２階（非管理区域） 

原子炉棟地上１階（管理区域） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の漏えい停止操作のうち残留

熱除去系又は低圧炉心スプレイ系隔離操作に必要な要員数，想定時間は以下

のとおり。 

必要要員数:３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間 :10 時間以内（現場操作に係る想定時間は１時間 30 分以内（所

要時間目安※１：[Ａ－残留熱除去系注水弁隔離の場合]54 分以

内）） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●警報確認，パラメータ確認，原子炉スクラム確認：想定時間 10 分，所要

時間目安２分 

・警報確認，パラメータ確認，原子炉スクラム確認：所要時間目安２分（中

央制御室） 
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●破断箇所特定及び遠隔隔離操作,低圧注水可能系統起動確認：想定時間 10

分，所要時間目安３分 

・破断箇所特定及び遠隔隔離操作,低圧注水可能系統起動確認：所要時間

目安３分（中央制御室） 

●漏えい停止操作（中央制御室）：想定時間（適宜実施），所要時間目安４分 

・漏えい停止操作（中央制御室）：所要時間目安４分 

●原子炉減圧：想定時間 10分，所要時間目安２分 

・原子炉減圧：所要時間目安２分 

●残留熱除去系起動操作：想定時間 10分，所要時間目安４分 

・残留熱除去系起動操作：所要時間目安４分 

●漏えい抑制のため原子炉水位をレベル２以上で低めに維持：想定時間（適

宜実施），所要時間目安（適宜実施） 

●残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）系統構成：想定時間 20 分，所

要時間目安 12分 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）系統構成：所要時間目安 12

分 

●残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）起動操作：想定時間 10 分，所

要時間目安５分 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）起動操作：所要時間目安５分 

●原子炉水位レベル３～レベル８維持：想定時間（適宜実施），所要時間目

安（適宜実施） 

 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●放射線防護具準備：想定時間 10分，所要時間目安６分 

・放射線防護具準備：所要時間目安６分（中央制御室） 

●隔離準備（電源ロック） 

[Ａ－残留熱除去系隔離操作の場合：想定時間 30分，所要時間目安６分] 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付属棟 

地上中２階） 

・隔離準備（電源ロック）：所要時間目安１分（操作対象１箇所：原子炉

建物付属棟 地上中２階） 

 

[Ｂ－残留熱除去系隔離操作の場合：想定時間 30分，所要時間目安６分] 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付属棟 

地上２階） 

・隔離準備（電源ロック）：所要時間目安１分（操作対象１箇所：原子炉

建物付属棟 地上２階） 

 

[Ｃ－残留熱除去系隔離操作の場合：想定時間 30分，所要時間目安６分] 
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・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付属棟 

地上２階） 

・隔離準備（電源ロック）：所要時間目安１分（操作対象１箇所：原子炉

建物付属棟 地上２階） 

 

[低圧炉心スプレイ系隔離操作の場合：想定時間 30分，所要時間目安６分] 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付属棟 

地上中２階） 

・隔離準備（電源ロック）：所要時間目安１分（操作対象１箇所：原子炉

建物付属棟 地上中２階） 

 

●保護具着用：想定時間 30分，所要時間目安 14分 

・移動：４分（移動経路：中央制御室から原子炉棟 地上１階（第２チェ

ックポイント）） 

・保護具着用：10分（原子炉棟 地上１階（第２チェックポイント）） 

 

●注水弁隔離操作（現場） 

[Ａ－残留熱除去系注水弁隔離操作の場合：想定時間１時間，所要時間目安

40分] 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：原子炉棟 地上１階（第２チェッ

クポイント）から原子炉棟 地上２階（東側エアロック）） 

・移動：所要時間目安７分（移動経路：原子炉棟 地上２階（東側エアロ

ック）から原子炉棟 地上中１階（東側ＰＣＶペネトレーション室）の

往復） 

・注水弁隔離操作：所要時間目安 31分（操作対象１弁：原子炉棟 地上中

１階（東側ＰＣＶペネトレーション室） 

 

[Ｂ－残留熱除去系注水弁隔離操作の場合：想定時間１時間，所要時間目安

39分] 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：原子炉棟 地上１階（第２チェッ

クポイント）から原子炉棟 地上２階（東側エアロック）） 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：原子炉棟 地上２階（東側エアロ

ック）から原子炉棟 地上２階（西側ＰＣＶペネトレーション室）の往

復） 

・注水弁隔離操作：所要時間目安 31分（操作対象１弁：原子炉棟 地上２

階（西側ＰＣＶペネトレーション室） 

 

[Ｃ－残留熱除去系注水弁隔離操作の場合：想定時間１時間，所要時間目安

39分] 
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・移動：所要時間目安２分（移動経路：原子炉棟 地上１階（第２チェッ

クポイント）から原子炉棟 地上２階（東側エアロック））

・移動：所要時間目安６分（移動経路：原子炉棟 地上２階（東側エアロ

ック）から原子炉棟地上２階（西側ＰＣＶペネトレーション室）の往復） 

・注水弁隔離操作：所要時間目安 31 分（操作対象１弁：原子炉棟地上２

階（西側ＰＣＶペネトレーション室））

[低圧炉心スプレイ系注水弁隔離操作の場合：想定時間１時間，所要時間目

安 42分] 

・移動：所要時間目安 1 分（移動経路：原子炉棟 地上１階（第２チェッ

クポイント）から原子炉棟 地上１階（東側エアロック））

・移動：所要時間目安 10分（移動経路：原子炉棟 地上１階（東側エアロ

ック）から原子炉棟地上１階（南側ＰＣＶペネトレーション室）の往復） 

・注水弁隔離操作：所要時間目安 31 分（操作対象１弁：原子炉棟地上１

階（南側ＰＣＶペネトレーション室））

ｄ．操作の成立性について 

(a) 中央制御室操作

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），Ｌ

ＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備し

ている。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に実施可能である。 

(b) 現場操作

作業環境：現場環境（温度，湿度，圧力）が改善された状態での操作

であり，酸素呼吸器及び耐熱服を確実に装着することによ

り事故環境下においても作業可能である。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しており接近可

能である。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行してい

る。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性 ：電動弁の手動操作であるが，通常運転時等に行う弁操作と

同等であり，容易に実施可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを

施している。 

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話

設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡

が可能である。 
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添付資料 1.3.5 

 

 

 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 「格納容器バイパス（ＩＳＬＯＣＡ）」の重大事故等対策の概要図 

（１／３）（原子炉急速減圧及び原子炉注水）
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第２図 「格納容器バイパス（ＩＳＬＯＣＡ）」の重大事故等対策の概要図 

（２／３）（原子炉注水及び原子炉格納容器除熱） 
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第３図 「格納容器バイパス（ＩＳＬＯＣＡ）」の重大事故等対策の概要図 

（３／３）（原子炉注水及び原子炉冷却） 
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添付資料 1.3.6 

  

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の 

破断面積及び現場環境等について 

 

１．評価対象系統について 

  事故シーケンスグループ「格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬ

ＯＣＡ）」（以下「ＩＳＬＯＣＡ」という。）では，原子炉冷却材圧力バウン

ダリと接続し原子炉格納容器外に敷設された配管を有する系統において，高圧

設計部分と低圧設計部分のインターフェイスとなる配管のうち，隔離弁の誤開

放等により低圧設計部分が過圧され，格納容器外での原子炉冷却材の漏えいが

発生することを想定する。原子炉冷却材圧力バウンダリに接続し原子炉格納容

器外に敷設された配管を図１に示す。 

原子炉冷却材圧力バウンダリと接続し，原子炉格納容器外に系統配管があるラ

インは下記の通りである。 

・高圧炉心スプレイ系注入ライン 

・残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライン 

・残留熱除去系炉頂部ライン 

・残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン 

・残留熱除去系停止時冷却モード抜出ライン 

・低圧炉心スプレイ系注入ライン 

・原子炉隔離時冷却系蒸気ライン 

・ほう酸水注入系注入ライン 

・原子炉浄化系系統入口ライン 

・制御棒駆動系挿入ライン 

・制御棒駆動系引抜ライン 

・主蒸気系ライン 

・給水系注入ライン 

・試料採取系サンプリングライン 

・圧力容器計装系ライン 

 

高圧バウンダリのみで構成されている圧力容器計装系ラインは，ＩＳＬＯＣ

Ａの対象としない。影響の観点から，配管の口径が小さい制御棒駆動系挿入ラ

イン，制御棒駆動系引抜ラインおよび試料採取系サンプリングラインは，評価

の対象としない。 

さらに，ＩＳＬＯＣＡ発生頻度の観点から，高圧炉心スプレイ系注入ライン，

残留熱除去系炉頂部ライン，原子炉隔離時冷却系蒸気ライン，ほう酸水注入系

注入ライン，原子炉浄化系系統入口ライン，主蒸気系ライン及び給水系注入ラ

インは低圧設計部が３弁以上の弁で隔離等されていることから評価の対象とし

ない。  
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発生頻度の分析について，ＰＲＡにおいては，主に原子炉圧力容器から低圧

設計配管までの弁数及び定期試験時のヒューマンエラーによる発生可能性の有

無を考慮し，ＩＳＬＯＣＡの発生確率が高いと考えられる配管（残留熱除去系

（低圧注水モード）注入ライン，残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン，

残留熱除去系停止時冷却モード抜出ライン，低圧炉心スプレイ系注入ライン）

について，各々の箇所でのＩＳＬＯＣＡ発生確率を算出している。（事故シーケ

ンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 別添 島根原子力発

電所２号炉 確率論的リスク評価(ＰＲＡ)について） 

表１の整理の通り，ＰＲＡ上は低圧設計配管までの弁数が少なく，定期試験

時のヒューマンエラーによる発生が考えられる残留熱除去系（低圧注水モード）

注入ラインでのＩＳＬＯＣＡ発生確率が最も高い。各配管におけるＩＳＬＯＣ

Ａの発生頻度は，定期試験のある残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライン

においては 6.0×10－８[/炉年]，低圧炉心スプレイ注入ラインにおいては 2.0×

10－８[/炉年]，定期試験のない残留熱除去系停止時冷却モード戻りラインにおい

ては 5.8×10－10[/炉年]，残留熱除去系停止時冷却モード抜出ラインにおいては

2.1×10－10[/炉年]である。 

以上により，ＩＳＬＯＣＡの評価対象の配管は，運転中に開閉試験を実施す

る系統のうち，ＩＳＬＯＣＡが発生する可能性が最も高く，ＩＳＬＯＣＡが発

生した場合の影響が最も大きい残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインを

選定する。 

 この評価対象に対して構造健全性評価を実施し，その結果に基づき有効性評価

における破断面積を設定する。 
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表１ 低圧設計配管までの弁数，運転中定期試験の有無及び 

ＩＳＬＯＣＡ発生頻度 

系統 
低圧設計配管ま

での弁数 

運転中定期

試験の有無 

ＩＳＬＯＣＡ 

発生頻度[/炉年] 

残留熱除去系（低圧注水モ

ード）注入ライン※１ 
２弁 有 6.0×10－８ 

残留熱除去系停止時冷却

モード戻りライン※２ 
２弁 無 5.8×10－10 

残留熱除去系停止時冷却

モード抜出ライン※３ 
２弁 無 2.1×10－10 

低圧炉心スプレイ系注入

ライン 
２弁 有 2.0×10－８ 

※１：残留熱除去系（低圧注水モード）の注入ラインは，原子炉圧力容器から

数えて２弁目までの範囲が高圧設計（8.62MPa）の配管で構成され，２弁

目以降から残留熱除去ポンプの吐出までの範囲は中圧設計(3.92MPa)の

配管で構成されており，３弁目は中圧設計のラインに設置されている。

中圧設計の配管は低圧設計の配管よりも破断確率が低いが，３弁目まで

は考慮の対象とせず，２弁目までを考慮の対象とした。 

※２：残留熱除去系停止時冷却モード戻りラインは，原子炉圧力容器から数え

て２弁目までの範囲が高圧設計(10.4MPa)の配管で構成され，２弁目以降

から残留熱除去ポンプの吐出までの範囲は中圧設計(3.92MPa)の配管で

構成されている。 

※３：残留熱除去系停止時冷却モード抜出ラインは，原子炉圧力容器から数え

て２弁目までの範囲が高圧設計(8.62MPa)の配管で構成され，２弁目以降

から残留熱除去ポンプの吸込みまでの範囲は低圧設計(1.37MPa)の配管

で構成されている。 
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２．ＩＳＬＯＣＡ発生時に低圧設計部に負荷される圧力及び温度条件の設定 

１．で選定されたＩＳＬＯＣＡの評価対象に対して，実機の系統構成，各機器

の特徴を踏まえて隔離弁の誤開放等による加圧事象が発生した場合の構造健全

性評価の内容について示す。 

なお，Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）とＢ－残留熱除去系（低圧注水モ

ード）の系統構成に大きな相違はないため，代表としてＡ－残留熱除去系（低圧

注水モード）について評価を行った。 

 残留熱除去系（低圧注水モード）の系統概要図を図２に示す。残留熱除去系（

低圧注水モード）は，通常運転中に原子炉圧力が負荷される高圧設計部分と低圧

設計部分とを内側隔離弁（逆止弁）及び外側隔離弁（電動仕切弁）の２弁により

隔離されている。内側隔離弁（逆止弁）も運転中に弁の開閉試験を行うが，弁の

前後に差圧がある場合には弁が開放しない構造であるため，外側隔離弁（電動仕

切弁）が開放する事象を想定する。評価においては，厳しい想定として，内側隔

離弁（逆止弁）が全開した状態で外側隔離弁（電動仕切弁）が全開するとした。 

隔離弁によって原子炉定格圧力が負荷されている高圧設計部分と低圧設計部

分が物理的に分離されている状態から隔離弁を開放すると，高圧設計部分から低

圧設計部分に水が移動し，配管内の圧力は最終的に原子炉定格圧力にほぼ等しい

圧力で静定する。 

  一般に，大きな圧力差のある系統間が隔離弁の誤開放等により突然連通した

場合，低圧側の系統に大きな水撃力が発生することが知られている。特に低圧

側の系統に気相部が存在する場合，圧力波の共振が発生し，大きな水撃力が発

生する場合があるが，残留熱除去系は満水状態で運転待機状態にあるため，そ

の懸念はない。また，残留熱除去系以外の非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時

冷却系も満水状態で運転待機状態にある。 

一方，満水状態であったとしても，隔離弁が急激に開動作する場合は大きな水

撃力が発生するが，緩やかな開動作であれば管内で生じる水撃力も緩やかとなり，

また，後述するとおり圧力波の共振による大きな水撃力も発生せず，圧力がバラ

ンスするまで低圧側の系統が加圧される。 

電動仕切弁は，駆動機構にねじ構造やギアボックス等があるため，機械的要因

では急開となり難い。また，電動での開弁速度は，約８秒（全ストローク 217mm）

となっており，電気的要因では急開とならないことから，誤開を想定した場合，

水撃作用による圧力変化が大きくなるような急開とならない。 

  以上より，残留熱除去系の隔離弁の誤開放等により系統が加圧される場合に

おいても，原子炉圧力を大きく超える圧力は発生しないものと考えられるが，

残留熱除去系の外側隔離弁（電動仕切弁）が８秒で全閉から全開することによ

り，図３に示す低圧設計部の範囲が過圧された場合の圧力推移をＴＲＡＣＧコ

ードにより評価した。 

残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライン過圧時の各部の圧力最大値を表２

に，圧力推移図を図４に示す。 
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  表２ 残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライン過圧時の各部の圧力最大値 

位置※ 圧力最大値（MPa[abs]） 

注水弁入口（①） 7.7 

逃し弁入口（②） 7.4 

残留熱除去系熱交換器（③） 7.9 

ポンプ出口逆止弁出口（④） 8.0 

※数字は図３における位置を表す。
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図４ 残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライン過圧時の圧力推移例 

（ポンプ出口逆止弁出口位置） 

  弁開放直後は，定格運転状態の残留熱除去系の注入弁出口（原子炉圧力容器

側）の圧力 に比べて最大約 0.8MPa高い圧力

まで上昇し，その後，上昇幅は減衰し 10秒程度で静定する。 

次項の構造健全性評価に当たっては，ＴＲＡＣＧの解析結果を踏まえ，隔離弁

開直後の最大圧力と系統待機水の温度（室温程度）との組み合わせ，隔離弁開か

ら 10秒程度以降の静定圧力と静定温度（炉圧及び炉水温度相当）との組み合わ

せを考慮して評価圧力・温度を設定し，評価対象機器の評価を実施した。 

として評価を実施した。 

また，破断面積の算出においては，隔離弁開直後の最大圧力と漏えい発生後の

静定温度を保守的に組み合わせて評価を実施した。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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３. 構造健全性評価 

3.1 構造健全性評価の対象とした機器等について 

残留熱除去系の隔離弁の誤開放等により加圧される範囲において，圧力バウン

ダリとなる以下の箇所に対して２.で評価した圧力（7.4MPa[gage]），温度（288℃）

の条件下に晒された場合の構造健全性評価を実施した。 

①  熱交換器 

②  逃がし弁 

③  弁 

④  計 器 

⑤  配管・配管フランジ部 

詳細な評価対象箇所を図５に示す。 
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3.2 構造健全性評価の結果 

（１）熱交換器（別紙２）

隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時に加圧，加温される熱交換器の各部

位について，「島根原子力発電所 工事計画認可申請書」（以下「既工認」とい

う。）を基に設計上の裕度を確認し，裕度が２以上の部位を除く水室フランジ，

水室フランジボルト，管板及び伝熱管について評価した。 

ａ．水室フランジ，水室フランジボルト 

日本工業規格 JIS B8265「圧力容器の構造－一般事項」を適用して算出した

ボルトの必要な断面積及び許容応力を算出した。その結果，ボルトの実機の断

面積はボルトの必要な断面積以上，かつ発生応力は許容応力以下であり，評価

した各部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

ｂ．管板 

設計・建設規格「PVC-3510管穴の中心間距離および管板の厚さ規定」を適用

し，管板の必要最小厚さを算出した。その結果，実機の最小厚さは必要厚さ以

上であり，評価した各部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

ｃ．伝熱管 

設計・建設規格「PVC-3610管台の厚さの規定」を適用し，管板の必要最小厚

さを算出した。その結果，実機の最小厚さは必要厚さ以上であり，評価した各

部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

（２）逃がし弁（別紙３）

ａ．弁座 

設計・建設規格「VVC-3230 耐圧部に取り付く管台の必要最小厚さ」を適用

し，必要な最小厚さを算出した。その結果，実機の最小厚さが必要厚さ以上で

あり，評価した各部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

ｂ．弁体 

弁体下面にかかる圧力（7.4MPa）が全て弁体の最小肉厚部に作用するとして

発生するせん断応力を評価した。その結果，発生せん断応力は許容せん断応力

以下であり，評価した部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

ｃ．弁本体の耐圧部 

設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し，必要な最小

厚さを算出した。その結果，実機の最小厚さは必要な最小厚さ以上であり，評

価した部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 
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ｄ．弁耐圧部の接合部 

ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量及びボンネットフランジと弁箱

フランジの熱による伸び量を算出した。その結果，ボンネットボルトの伸び量

からボンネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がマイ

ナスであり，弁耐圧部の接合部が圧縮されることになるが，ボンネットフラン

ジとリフト制限板がメタルタッチしており，それ以上ガスケットが圧縮しない

構造となっていることから，ボンネットナット座面及びボンネットフランジと

リフト制限板の合わせ面の発生応力が許容応力以下であり，評価した部位は破

損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

 

（３）弁（別紙４） 

ａ．弁本体 

設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し，必要な最小

厚さを算出した。その結果，実機の最小厚さは計算上必要な最小厚さ以上であ

り，評価した部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

 

ｂ．弁耐圧部の接合部 

ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量及びボンネットフランジと弁箱

フランジの熱による伸び量を算出した。その結果，ボンネットボルトの伸び量

からボンネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がプラ

スである弁については，伸び量がガスケットの復元量以下であり，評価した部

位は漏えいが発生しないことを確認した。伸び量がマイナスの弁についてはボ

ンネットフランジと弁箱フランジがメタルタッチしており，それ以上ガスケッ

トが圧縮しない構造となっていることから，ボンネットナット座面及びボンネ

ットフランジと弁箱フランジの合わせ面の発生応力が許容応力以下であり，評

価した部位は破損せず漏えいが発生しないことを確認した。 

 

（４）計器（別紙５） 

ａ．圧力計，差圧計 

  圧力計及び差圧計のうち，PS222-4A-1，PS222-4A-2については，漏えいが

想定されるため，株部のプロセス取合い（外径：5mm）の断面積から，破断面

積を評価した。 

圧力計及び差圧計のうち，PS222-4A-1，PS222-4A-2以外の計器は，隔離弁の

誤開放等による加圧事象発生時の圧力以上の計装設備耐圧値を有しており，破

損は発生しないことを確認した。なお，構造材の温度上昇に伴う耐力低下（温

度－30～40℃における設計引張強さに対する288℃における設計引張強さの割

合は SUS316Lの場合で約 79％）を考慮しても，計装設備耐圧値は加圧時にお

ける圧力以上となる。 
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ｂ．温度計 

日本機械学会「配管内円柱状構造物の流量振動評価指針」（JSME S012-1998）

を適用し，同期振動発生の回避又は抑制の判定並びに応力評価及び疲労評価を

実施した。その結果，換算流速 Vγが 1より小さく，組合せ応力が許容値以下，

かつ応力振幅が設計疲労限以下であることから，評価した部位は破損せず漏え

いは発生しないことを確認した。 

 

（５）配管（別紙６） 

ａ．管 

設計・建設規格「PPC-3411(1)内圧を受ける直管」を適用し，必要最小厚さ

を算出した。その結果，実機の最小厚さは，必要厚さ以上であり，評価した部

位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

 

ｂ．フランジ部 

設計・建設規格「PPC-3414 フランジ」を適用してフランジ応力算定用応力

を算出し，フランジボルトの伸び量を評価した。その結果，伸び量がマイナス

であり，フランジ部が圧縮されることになるが，ガスケットの許容圧縮量が合

計圧縮量以上であり，評価した部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認

した。 
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４. 破断面積の設定について（別紙７） 

３.の評価結果から，隔離弁の誤開放等により残留熱除去系の低圧設計部分

が加圧され，計器が破損する可能性があることを確認した。 

さらに，残留熱除去系の加圧範囲のうち最も大きなシール構造である熱交換

器フランジ部に対して，保守的に弁開放直後のピーク圧力（7.9MPa[gage]）及

び原子炉冷却材温度（288℃）が同時に継続して負荷され，かつガスケットに

期待しないことを想定した場合の破断面積を評価した。 

 

評価部位 
圧力 

（MPa） 

温度 

（℃） 

伸び量（mm） 
内径 

（mm） 

全部材 

伸び量 

（mm） 

破断 

面積 

（cm2） 

＋ 

⊿L1 

＋ 

⊿L2 

－ 

⊿L3 

熱交換器 

フランジ部 
7.9 288 0.204 1.452 1.415 1,965 0.241 14.88 

⊿L1：ボルトの内圧による伸び量 

⊿L2：ボルトの熱による伸び量 

⊿L3：管板及びフランジ部の熱による伸び量 

 

上記評価に基づき，有効性評価では，残留熱除去系熱交換器フランジ部の破

断面積として保守的に約 16cm２を想定する。 

なお，評価対象のうちＡ－残留熱除去系（低圧注水モード）及びＢ－残留熱

除去系（低圧注水モード）以外の低圧炉心スプレイ系及びＣ－残留熱除去系（低

圧注水モード）には，加圧範囲に熱交換器のような大きなシール構造を有する

機器は設置されていない。 

また，破損する可能性がある計器の破断面積については，約 1cm2を超えるこ

とはないが，約 1cm2の漏えいが発生することを想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3-124

233



５．現場の環境評価 

ＩＳＬＯＣＡが発生した場合，事象を収束させるために，健全な原子炉注水

系統による原子炉注水，逃がし安全弁による原子炉減圧及び残留熱除去系によ

るサプレッション・プール水冷却を実施する。また，漏えい箇所の隔離は，残

留熱除去系（低圧注水モード）の注入弁を現場にて閉止する想定としている。 

ＩＳＬＯＣＡ発生に伴い原子炉冷却材が原子炉棟内に漏えいすることで，建

物下層階への漏えい水の滞留並びに高温水及び蒸気による建物内の雰囲気温度，

湿度，圧力及び放射線量の上昇が想定されることから，設備の健全性及び現場

作業の成立性に与える影響を評価した。 

現場の環境評価において想定する事故条件，重大事故等対策に関連する機器

条件及び重大事故等対策に関連する操作条件は，有効性評価の解析と同様であ

り，ＩＳＬＯＣＡはＡ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインにて発生

するものとする。 

なお，ＩＳＬＯＣＡがＢ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインにて

発生することを想定した場合，破断面積（約 17㎝２）及び破断箇所（残留熱除

去系熱交換器フランジ部及び残留熱除去系機器等）はＡ－残留熱除去系（低圧

注水モード）注入ラインの場合と同等であり，原子炉建物における雰囲気温度

等は同程度上昇する。 

Ｃ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライン及び低圧炉心スプレイ系注

入ラインにて発生することを想定した場合，漏えい箇所が圧力スイッチ（各ポ

ンプ室）のみであり，漏えい量がＡ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラ

インのＩＳＬＯＣＡより小規模となるため，原子炉建物における雰囲気温度等

は，Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインのＩＳＬＯＣＡに包絡さ

れる。 

(１）設備の健全性に与える影響について

有効性評価において，Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインにお

けるＩＳＬＯＣＡ発生時に期待する設備は，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心ス

プレイ系，Ｂ－残留熱除去系及び逃がし安全弁並びに関連する計装設備である。 

系統の運転に必要な補機冷却系等を含めＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉棟内環

境を想定した場合の設備の健全性への影響について以下のとおり確認した。 

ａ．溢水による影響（別紙８） 

ＩＳＬＯＣＡによる原子炉冷却材の漏えいのうち，Ａ－残留熱除去系圧

力スイッチからの溢水は，漏えい発生区画と隣接する原子炉隔離時冷却系

のポンプ室との境界に水密扉を設置し区画化されているため，原子炉隔離

時冷却系のポンプ室は溢水の影響を受けない。また，Ａ－残留熱除去系熱

交換器からの溢水は，漏えい発生区画で滞留したのちに，隣接区画へ伝播

し，最終滞留箇所であるトーラス室に排出されるが，高圧炉心スプレイ系
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及びＢ－残留熱除去系のポンプ室は，トーラス室との境界に水密扉を設置

し区画化されているため，これらのポンプ室は溢水の影響を受けない。ま

た，系統の運転に必要な補機冷却系等の設備も溢水の影響を受けないため，

系統の機能は維持される。 

逃がし安全弁は，区画として分離されている原子炉格納容器内に設置さ

れており，関連計装設備も含め溢水の影響はなく，逃がし安全弁の機能は

維持される。 

 

ｂ．雰囲気温度・湿度による影響（別紙８） 

原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系及びＢ－残留熱除去系のポン

プ室等の溢水の流入がない区画における温度・湿度については，初期値か

ら有意な上昇はないため，系統の運転に必要な補機冷却系等を含め，これ

らの系統機能は維持される。また，注水弁（MV222-5A）は，ＩＳＬＯＣＡ

発生時の雰囲気温度・湿度に対し耐性を有していることから，機能維持さ

れる。さらに，逃がし安全弁及び関連する計装設備についても，区画とし

て分離されている原子炉格納容器内に設置されており，ＩＳＬＯＣＡ発生

時の雰囲気温度・湿度に伴う影響はなく，逃がし安全弁の機能は維持され

る。 

 

ｃ．放射線による影響（別紙９） 

原子炉減圧時に燃料から追加放出される核分裂生成物の全量が，原子炉

棟内に瞬時に移行するという保守的な条件で評価した結果，東側 PCVペネ

トレーション室における吸収線量率は最大でも約 8.0mGy/h程度であり，設

計基準事故対象設備の設計条件である 1.76kGyと比較しても十分な余裕が

あるため，期待している機器の機能維持を妨げることはない。 

 

(２）現場操作の成立性に与える影響について 

有効性評価において，Ａ－残留熱除去系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時に必要

な現場操作は，Ａ－残留熱除去系の注水弁の閉止操作である。 

Ａ－残留熱除去系の注水弁の操作場所及びアクセスルートを図６及び図７に

示す。Ａ－残留熱除去系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時は，原子炉棟内の環境を

考慮して，漏えいが発生している階より上階を移動することとしている。 

ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉棟内環境を想定した場合のアクセス性への影響

を以下のとおり評価した。 

 

ａ．溢水による影響（別紙８） 

アクセスルート及び操作場所となる原子炉棟内における溢水状況概要を

図６に，溢水範囲を図７に示す。図６及び図７に示すとおり，ＩＳＬＯＣ

Ａによる原子炉冷却材漏えいが発生する階より上階を移動することから，
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溢水によるアクセス性への影響はない。また，注水弁は原子炉棟内中１階

に設置されており，この場所において注水弁の現場閉止操作を実施するが，

事象発生から評価上，現場隔離操作の完了時間として設定している 10時間

までの原子炉冷却材の流出量は約 600m3であり，原子炉冷却材が全て水とし

て存在すると仮定しても浸水深は地下２階の床面から約 0.8ｍ以下である

ため，操作及び操作場所へのアクセスへの影響はない。 

 

ｂ．雰囲気温度・湿度による影響（別紙８） 

アクセスルート及び操作場所となる原子炉棟内において，原子炉減圧後

に原子炉棟内環境が静定する事象発生の約９時間後から現場隔離操作の完

了時間として設定している 10時間後までの温度及び湿度は，最大で約 44℃

及び約 100％である。Ａ－残留熱除去系の注水弁の閉止操作での原子炉棟内

の滞在時間は約 38分※１であるため，操作場所へのアクセス及び操作は可能

である※２。なお，操作場所への移動及び現場操作を実施する場合は，保護

具（汚染防護服，耐熱服，個人線量計，作業用長靴，酸素呼吸器，綿手袋，

ゴム手袋）を着用する。 

※１ 以下作業時間のうち，(2)及び(3)を足した時間が，原子炉棟内の滞在時間とな

る。 

【Ａ－ＲＨＲ系隔離操作の場合：想定時間１時間，実績時間 40分】 

(1)移動：実績時間２分（移動経路：第２チェックポイントから原子炉 

     棟地上２階（管理区域）東側エアロック） 

(2)移動：実績時間７分（移動経路：原子炉棟地上２階（管理区域）東 

     側エアロックからＡ－ＲＨＲ注水弁の往復） 

(3)現場隔離操作：実績時間 31分（操作対象１弁：原子炉棟地上中１階 

（東側ＰＣＶペネトレーション室） 

 

※２ 想定している作業環境（最大約 44℃）においては，主に低温やけど 

が懸念されるが，一般的に，接触温度と低温やけどになるまでのおお 

よその時間の関係は，44℃で 3時間～4時間として知られている。（出 

典：消費者庁 News Release（平成 25年 2月 27日）） 

 

ｃ．放射線による影響（別紙９） 

原子炉減圧時に燃料から追加放出される核分裂生成物の全量が，原子炉

棟内に瞬時に移行するという，保守的な条件で評価した結果，線量率は最

大で約 8.0mSv/hである。Ａ－残留熱除去系の注水弁の閉止操作での原子炉

棟内の滞在時間は約 38分※１であるため，作業時間を保守的に１時間と設定

し時間減衰を考慮しない場合においても作業員の受ける実効線量は最大で

約 8.0mSvとなる。また，有効性評価において現場操作を開始する事象発生
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の約９時間後における線量率は約 1.3mSv/hであり，この場合に作業員の受

ける実効線量は約 1.3mSvとなる。 

なお，事故時には原子炉棟内に漏えいした放射性物質の一部は原子炉建

物ブローアウトパネルを通じて環境へ放出されるおそれがあるが，これら

の事故時においては原子炉建物放射能高の信号により中央制御室の換気系

は再循環運転モードとなるため，中央制御室内にいる運転員は過度な被ば

くの影響を受けることはない。 
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図６ 溢水状況概要 

図７ 溢水範囲(１／２) 

ハッチ開口部

Ａ－残留熱除去系熱交換器 

圧力計 

その他ポンプ室 

トーラス室

Ａ－残留熱除去系 

熱交換器室 
周回通路

注水弁

アクセス用梯子

東側ペネ

トレー

ション室

Ａ－残留熱除去系ポンプ室 

EL15.3m 

EL1.3m 

EL19.0m 

EL23.8m 

EL8.8m 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

凡例

：水密扉

：水密性の

ない扉

：アクセス

ルート
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図７ 溢水範囲(２／２) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(３）結  論

ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建物内環境を想定した場合でも，ＩＳＬＯＣＡ対

応に必要な設備の健全性は維持される。また，中央制御室の確認操作に失敗した

場合でも，現場での隔離操作が可能であることを確認した。 

６. 敷地境界の実効線量評価について

ＩＳＬＯＣＡの発生後，原子炉棟が加圧され原子炉建物ブローアウトパネルが

開放された場合，原子炉棟内に放出された核分裂生成物が原子炉建物ブローアウ

トパネルから大気中に放出されるため，この場合における敷地境界の実効線量を

評価した。 

その結果，敷地境界における実効線量は約 3.9mSvとなった。 

1.3-131

240



別紙１ 

Ａ，Ｂ－残留熱除去系電動弁作動試験について 

この試験は，保安規定第 39 条に基づく試験であり，原子炉の状態が運転，

起動又は高温停止において 1箇月に 1回の頻度で実施する。 

保安規定第39条（抜粋） 

低圧注水系（格納容器冷却系）の注水弁，ドライウェルスプレイ弁，トーラス

スプレイ弁，残留熱除去系テスト弁および試験可能逆止弁が開することを確認

する。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態および主要

配管が満水であることを確認する。 
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別紙２ 

熱交換器からの漏えいの可能性について 

 既工認から設計上の裕度を算出し，裕度が２以上の部位を除く水室フランジ，

水室フランジボルト，管板，伝熱管について，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力

（7.4MPa[gage]＊）及び原子炉冷却材温度（288℃）が同時に継続して負荷された

条件下で破損が発生しないことを以下のとおり確認した。 

＊ 弁開放直後の圧力上昇に比べ，弁開放から 10秒程度以降の構造材の温度上昇

に伴う耐力低下の方が，系統全体への影響が大きいため，静定圧力を採用し

た。 

１．強度評価 

1.1 評価部位の選定 

既工認から設計上の裕度を算出し，裕度が２以上の部位を除く水室フランジ，

水室フランジボルト，管板，伝熱管について評価した。 

1.2 評価方法 

（１）水室フランジ（ボルト含む）

日本工業規格 JIS B8265「圧力容器の構造－一般事項」を適用してボルト

の必要な断面積及び許容応力を算出した。その結果，ボルトの実機の断面積は

ボルトの必要な断面積以上であり，かつ発生応力が許容応力以下であることを

確認した。 

（２）管板

管板は，JSME設計・建設規格 PVC-3510「管穴の中心間距離および管板の厚

さの規定」の手法を適用して評価を行い，管板の必要な厚さは，実機の最小厚

さより小さいため，問題ないことを確認した。 

（３）伝熱管

伝熱管の評価は，JSME 設計・建設規格 PVC-3610「管台の厚さの規定」の手

法を適用して評価を行い，伝熱管の必要な厚さは，実機の最小厚さより小さい

ため，問題ないことを確認した。 

1.3 評価結果 

残留熱除去系熱交換器の各部位について評価した結果，実機の値は判定基準を

満足し，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa[gage]）及び原子炉冷却材温度（288℃）

が同時に継続して負荷された条件下で破損せず，漏えいは発生しないことを確認

した。 
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別紙３ 

 

逃がし弁からの漏えいの可能性について 

 

逃がし弁について，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa［gage]＊）及び原子

炉冷却材温度（288℃）が同時に継続して負荷された条件下で破損が発生しない

ことを以下のとおり確認した。 

＊弁開放直後の圧力上昇に比べ，弁開放から 10 秒程度以降の構造材の温度上

昇に伴う耐力低下の方が，系統全体への影響が大きいため，静定圧力を採用

した。 

 

１．強度評価 

1.1 評価部位 

逃がし弁については，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時において吹き

出し前に加圧される弁座，弁体及び入口配管並びに吹き出し後に加圧される弁

耐圧部及び弁耐圧部の接合部について評価した。 

 

1.2 評価方法 

隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時には 7.4MPa[gage]になる前に逃がし

弁が吹き出し，圧力は低下すると考えられるが，ここでは，逃がし弁の吹き出し

前に加圧される箇所と吹き出し後に加圧される箇所ともに 7.4MPa[gage]，288℃

になるものとして評価する。 

 

（１）弁座の評価 

設計・建設規格には安全弁に関する強度評価手法の記載がない。弁座は円

筒型の形状であることから，設計・建設規格「VVC-3230 耐圧部に取り付く

管台の必要最小厚さ」を準用し，計算上必要な厚さを算出し，実機の最小厚

さが計算上必要な厚さ以上であることを確認した。 

 

（２）弁体の評価 

設計・建設規格には安全弁に関する強度評価手法の記載がない。弁体の中

心部を弁棒で支持されており，外周付近は構造上拘束されていることから，

弁体下面にかかる圧力（7.4MPa [gage] ）が全て弁体の最小肉厚部に作用す

るとして発生するせん断応力を算出し，許容せん断応力以下であることを確

認した。 

 

（３）弁本体の耐圧部の評価 
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設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し必要な最

小厚さを算出し，実機の最小厚さが計算上必要な厚さ以上であることを確認

した。 

（４）弁耐圧部の接合部の評価

ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量及びボンネットフランジと弁

箱フランジの熱による伸び量を算出した。その結果，ボンネットボルトの 

伸び量からボンネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び 

量がマイナスであり，弁耐圧部の接合部が圧縮されることになるが，ボン 

ネットフランジとリフト制限板がメタルタッチしており，それ以上ガスケ

ットが圧縮しない構造となっていることから，ボンネットナット座面及び 

ボンネットフランジとリフト制限板の合わせ面の発生応力が許容応力以下 

であり，評価した部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

1.3 評価結果 

逃がし弁の各部位について評価した結果，実機の値は判定基準を満足し，Ｉ

ＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa［gage］）及び原子炉冷却材温度（288℃）が

同時に継続して負荷された条件下で破損せず，漏えいは発生しないことを確認

した。
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別紙４ 

 

弁（逃がし弁を除く。）からの漏えいの可能性について 

 

逃がし弁を除く弁について，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa［gage］＊）

及び原子炉冷却材温度（288℃）が同時に継続して負荷された条件下で破損が発

生しないことを以下のとおり確認した。 

＊弁開放直後の圧力上昇に比べ，弁開放から 10 秒程度以降の構造材の温度上

昇に伴う耐力低下の方が，系統全体への影響が大きいため，静定圧力を採用

した。 

 

評価対象弁について隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時の圧力，温度以

上で設計していることから破損が発生しないことを確認した。 

 

１．強度評価 

評価対象弁の構成部品のうち，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時に破

損が発生すると想定される部位として，弁箱及び弁蓋からなる弁本体の耐圧部

並びに弁本体耐圧部の接合部について評価した。 

 

（１）弁本体の耐圧部の評価 

設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し必要な最

小厚さを算出し，実機の最小厚さが計算上必要な厚さを上回ることを確認し

た。 

 

（２）弁耐圧部の接合部の評価 

ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量及びボンネットフランジと弁箱フランジの

熱による伸び量を算出した。その結果，ボンネットボルトの伸び量からボンネットフラ

ンジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がプラスである弁については，伸び量

がガスケットの復元量以下であり，評価した部位は漏えいが発生しないことを確認した。

伸び量がマイナスの弁についてはボンネットフランジと弁箱フランジがメタルタッチし

ており，それ以上ガスケットが圧縮しない構造となっていることから，ボンネットナッ

ト座面及びボンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の発生応力が許容応力以下で

あり，評価した部位は破損せず漏えいが発生しないことを確認した。 
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２．評価結果 

弁（逃がし弁を除く。）の各部位について評価した結果，実機の値は判定基準

を満足し，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa［gage］）及び原子炉冷却材温度

（288℃）が同時に継続して負荷された条件下で破損せず，漏えいは発生しない

ことを確認した。

1.3-137

246



別紙５ 

計器からの漏えいの可能性について 

計器について，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa［gage］＊）及び原子炉冷

却材温度（288℃）が同時に継続して負荷された条件下で破損が発生しないこと

を以下のとおり確認した。 

＊弁開放直後の圧力上昇に比べ，弁開放から 10 秒程度以降の構造材の温度上

昇に伴う耐力低下の方が，系統全体への影響が大きいため，静定圧力を採用

した。 

１．圧力計，差圧計 

  圧力計及び差圧計が，ＩＳＬＯＣＡ時に過圧される範囲に設置されており，

そのうち PS222-4A-1及び PS222-4A-2については，計器耐圧値がＩＳＬＯＣ

Ａ時の圧力（7.4MPa［gage］）よりも低いため，漏えいするとした。計器内部

のブルドン管やその接続部で漏えいすることが想定されるため，漏えい面積

は株部のプロセス取合い（外径：5mm）の断面積とした。 

PS222-4A-1及び PS222-4A-2以外の計器については，隔離弁の誤開放等によ

る加圧事象発生時の圧力以上の計装設備耐圧値を有しており，破損は発生しな

いことを確認した。なお，構造材の温度上昇に伴う耐力低下（温度－30～40℃

における設計引張強さに対する 288℃における設計引張強さの割合は SUS316L

の場合で約 79％）を考慮しても，計装設備耐圧値は加圧時における圧力以上

となる。 

２．温度計 

2.1 評価方針 

隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時に加圧される温度計について，耐

圧部となる温度計ウェルの健全性を評価した。評価手法として，日本機械学

会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針 (JSME S 012-1998)」に従い，

同期振動発生の回避または抑制評価，一次応力評価並びに疲労評価を実施し，

破損の有無を確認した。

2.2 評価結果 

計器について評価した結果，実機の値は判定基準を満足し，ＩＳＬＯＣＡ

発生時の圧力（7.4MPa［gage］）及び原子炉冷却材温度（288℃）が同時に継

続して負荷された条件下で破損せず，漏えいは発生しないことを確認した。 
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別紙６ 

配管からの漏えいの可能性について 

配管及び配管フランジ部について，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa［gage］
＊）及び原子炉冷却材温度（288℃）が同時に継続して負荷された条件下で破損が

発生しないことを以下のとおり確認した。 

＊弁開放直後の圧力上昇に比べ，弁開放から 10秒程度以降の構造材の温度上昇

に伴う耐力低下の方が，系統全体への影響が大きいため，静定圧力を採用した。 

１．強度評価 

1.1 評価部位の選定 

配管の構成部品のうち漏えいが想定される部位は，高温・高圧の加わる配管

と，配管と配管をつなぐフランジ部があり，それらについて評価を実施した。 

1.2 評価方法 

（１）配管の評価

クラス２配管の評価手法である設計・建設規格「PPC-3411(1)内圧を受ける

直管」を適用して必要な厚さを算出し，実機の最小厚さが計算上必要な厚さを

上回ることを確認した。 

（２）フランジ部の評価

設計・建設規格「PPC-3414フランジ」の手法を適用してフランジ応力算定

用圧力からフランジボルトの伸び量を算出したところ，伸び量がマイナスの場

合は，フランジ部が増し締めされるため，ガスケットの最大圧縮量を下回るこ

とを確認した。 

なお，熱曲げモーメントの影響については，設計・建設規格で規定されてい

る（PPC-1.7）式を使用し，フランジ部に作用するモーメントを圧力に換算し

て評価を実施した。 

1.3 評価結果 

配管の各部位について評価した結果，実機の値は判定基準を満足し，ＩＳＬ

ＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa［gage］）及び原子炉冷却材温度（288℃）が同時

に継続して負荷された条件下で破損せず，漏えいは発生しないことを確認した。 
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別紙７ 

破断面積の設定について 

１．評価部位の選定と破断面積の評価方法 

  別紙２～別紙６の評価結果から，隔離弁の誤開放等により残留熱除去系の低

圧設計部分が加圧され，計器が破損する可能性があることを確認した。 

さらに，隔離弁の誤開放による加圧事象発生時の加圧範囲のうち最も大きなシ

ール構造であり，損傷により原子炉冷却材が流出した際の影響が最も大きい熱交

換器フランジ部に対して，保守的に弁開放直後のピーク圧力（7.9MPa［gage］）

及び原子炉冷却材温度（288℃）が同時に継続して負荷され，かつガスケットに

期待しないことを想定した場合の破断面積を評価した。 

２．破断面積の評価結果 

熱交換器フランジの破断面積について評価した結果，別表 7-1 に示すとおり

破断面積は約 14.88cm２となる。 

別表 7-1  破断面積の評価結果 

評価部位 
圧力 

（MPa） 

温度 

（℃） 

伸び量 
内径 

（mm） 

全部材 

伸び量 

（mm） 

破断 

面積 

（cm2） 

＋ 

⊿L1 

＋ 

⊿L2 

－ 

⊿L3 

フランジ部 7.9 288 0.204 1.452 1.415 1,965 0.241 14.88 

⊿L1：ボルトの内圧による伸び量 

⊿L2：ボルトの熱による伸び量 

⊿L3：管板及びフランジ部の熱による伸び量 
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別紙８ 

ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉冷却材漏えい量評価 

及び原子炉建物原子炉棟内環境評価 

１．評価条件

  有効性評価の想定のとおり，残留熱除去系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時の原

子炉冷却材の漏えい量及び原子炉建物原子炉棟内の環境（雰囲気温度，湿度及

び圧力）を評価した。

原子炉建物原子炉棟内の環境評価特有の評価条件を別表 8-1に，環境評価のイ

メージ図及び原子炉建物ノード分割モデルを別図 8-1及び別図 8-2に示す。

原子炉建物における環境評価については，Ａ－残留熱除去系熱交換器（Ａ－残

留熱除去系熱交換器室）及びＡ－残留熱除去系圧力スイッチ（Ａ－残留熱除去系

ポンプ室）からの漏えいを考慮して，解析コードＭＡＡＰにより解析評価を実施

した。

別図 8-1のイメージに示すとおり，原子炉建物内構造を踏まえた現実的な漏え

い水の伝播経路として，Ａ－残留熱除去系熱交換器室の漏えい水は，原子炉建物

１ＦＬの床面に伝播し，開口部を通じてトーラス室に流下することとし，Ａ－残

留熱除去系ポンプ室の漏えい水は他の区画に伝播しないと想定される。

また，蒸気は，Ａ－残留熱除去系熱交換器室及びＡ－残留熱除去系ポンプ室か

ら隣接する区画に移動するが，事象発生後早期にブローアウトパネルの開放圧力

に到達し，開放後は環境に放出されるとともに，原子炉建物大物搬入口等の開口

部を通じてガス流動が発生することで，原子炉棟内の環境条件はほぼ一様になる

と想定される。

解析の評価モデルにおいては，これらの漏えい水の伝播及び蒸気の移動を考慮

している。

Ｂ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインのＩＳＬＯＣＡ発生時につい

ては，漏えい量がＡ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインのＩＳＬＯＣ

Ａと同等であるため，原子炉建物における環境も同等となる。 

Ｃ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライン及び低圧炉心スプレイ系注入

ラインのＩＳＬＯＣＡ発生時については，漏えい箇所が圧力スイッチ（各ポンプ

室）のみであり，漏えい量がＡ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインの

ＩＳＬＯＣＡより小規模となるため，原子炉建物における環境は，Ａ－残留熱除

去系（低圧注水モード）注入ラインのＩＳＬＯＣＡに包絡される。
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別表 8-1 原子炉建物原子炉棟内の環境評価特有の評価条件

項目 解析条件 条件設定の考え方

外部電源 外部電源なし 外部電源なしの場合は給水・復

水系による給水がなく，原子炉

水位の低下が早くなることから

設定

漏えい箇所及び漏えい

面積

Ａ－残留熱除去系ポンプ室：１cm2 

Ａ－残留熱除去系熱交換器室：16cm2 

圧力応答評価に基づき評価され

た漏えい面積に余裕をとった値

事故シナリオ

原子炉水位低（レベル３）で自動ス

クラム

保有水量の低下を保守的に評価

する条件を設定

原子炉水位低（レベル２）で原子炉

隔離時冷却系，原子炉水位低（レベ

ル１Ｈ）で高圧炉心スプレイ系が自

動起動

インターロック設定値

事象発生から 30 分後に逃がし安全

弁６弁を手動開放

中央制御室における破断箇所の

隔離操作失敗の判断時間及び逃

がし安全弁の操作時間を考慮し

て事象発生から 30 分後を設定

残留熱除去系（サプレッション・プ

ール水冷却モード）による原子炉格

納容器除熱は事象発生から 40 分後

に開始 

サプレッション・プール水の温

度上昇を抑えるための操作を想

定

残留熱除去系のサプレッション・プ

ール水冷却モードによる原子炉格

納容器除熱から原子炉停止時冷却

モードによる原子炉格納容器除熱

への切替は事象発生から 120分後に

実施 

原子炉建物内の環境を改善する

ための操作を想定。 

なお，事象発生後の状況確認お

よび原子炉減圧操作等に余裕を

加味し，操作可能な時間として

120分後を想定。 

原子炉建物への流出経

路条件

原子炉格納容器から原子炉建物へ

の漏えいあり。原子炉建物から環境

への漏えいなし。 

原子炉建物内の雰囲気温度を保

守的に評価する条件を設定 

評価コード ＭＡＡＰ４ －

原子炉建物モデル 分割モデル（別図 8-2 参照） 現実的な伝播経路を想定

原子炉建物壁から環境

への放熱
考慮しない

雰囲気温度，湿度及び圧力の観

点から厳しい想定として設定

原子炉建物換気系 考慮しない
雰囲気温度，湿度及び圧力の観

点から厳しい想定として設定

原子炉スクラム 原子炉水位低（レベル３） インターロック設定値

主蒸気隔離弁 原子炉水位低（レベル２） インターロック設定値

原子炉隔離時冷却系お

よび高圧炉心スプレイ

系の水源

サプレッション・チェンバ －

サプレッション・プー

ルの水源初期水温
35℃ 通常運転時の制限値を設定

ブローアウトパネル開

放圧力
7.0kPa[gage] 設計値
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別図 8-1 環境評価のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図 8-2 原子炉建物ノード分割モデル 
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２．評価結果 

各区画における原子炉冷却材の積算漏えい量の推移を別図 8-3に，原子炉建物

内の雰囲気温度，湿度及び圧力の推移を別図 8-4から別図 8-6に示す。 

  別図 8-3に示すとおり，現場隔離操作の完了時間として設定している事象発

生 10時間までの原子炉冷却材の漏えい量は約 600m3である。解析において，「Ｒ

ＨＲ(Ａ)熱交換器室，ＲＨＲ(Ａ)弁室」で発生した漏えい水は，アクセスルー

トとなる「原子炉棟その他（二次格納施設）」に伝播し，ハッチ等の床開口部を

通じて最終滞留箇所である「トーラス室」に排出されるが，これら漏えい水の

滞留による溢水範囲は主に１階（EL15.3m）の通路である。隔離操作を行う注水

弁（MV222-5A）は，中１階（EL19.0m）の床面上に設置されており，隔離操作場

所へは溢水影響のない２階（EL23.8m）からアクセスするため，アクセス性への

影響はない。また，事象収束のために必要となる設備の設置されている区画（原

子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系のポンプ室等）の境界には，水密扉

を設置し区画化されているため，漏えい水の伝播はない。 

また，「ＲＨＲ(Ａ)熱交換器室，ＲＨＲ(Ａ)弁室」及び「ＲＨＲ(Ａ)ポンプ室」

からの蒸気は，各隣接区画の圧力差に応じて移動するが，ブローアウトパネルの

開放後は，「原子炉棟その他（二次格納施設）」から環境への蒸気の放出の流れが

支配的となるため，「原子炉棟その他（二次格納施設）」から現場の隔離操作場所

である「東側ＰＣＶペネトレーション室」やその他ポンプ室等への蒸気の移動は

ほぼない。 

別図 8-4に示すとおり，原子炉減圧操作後に建物内環境が静定する事象発生９

時間後から 10時間後までのアクセスルート及び操作場所（東側ＰＣＶペネトレ

ーション室）の雰囲気温度の最大値は 44℃である。湿度については漏えい箇所

からの漏えいが継続するため高い値で維持されるもの，破断箇所隔離操作を実施

することで，約 10時間以降低下する傾向にある。圧力については漏えい発生直

後に上昇するものの，ブローアウトパネルが開放され，その後は大気圧相当とな

る。 
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別図 8-3 各区画における原子炉冷却材の積算漏えい量の推移

別図 8-4 原子炉建物内の雰囲気温度の推移
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残留熱除去系ポンプ室 

原子炉急速減圧（30分後）により原

子炉圧力容器内から原子炉建物へ漏

えいする蒸気量は低下する 

Ａ－残留熱除去系ポンプ室 

Ａ－残留熱除去系熱交換器 

合計 
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別図 8-5 原子炉建物内の湿度の推移 
 

 

別図 8-6 原子炉建物内の圧力の推移 
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原子炉急速減圧や水位調整に

より，蒸気等の漏えい量を低

減させる。また，残留熱除去

系（サプレッション・プール

水冷却モード）により，格納

容器圧力の上昇を抑制するこ

とで原子炉圧力容器内から発

生した蒸気の多くはサプレッ

ション・チェンバへ移行し，

さらに残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）により，

漏えい水の温度が抑制される

ことで，現場の環境が改善さ

れる 

破断箇所の隔離により，さら

に現場の環境は改善される 

破断発生に伴う原子炉建物内の圧力上昇は

ブローアウトパネルの開放により緩和され

るため，原子炉建物内の圧力はほぼ大気圧

程度で維持される 
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別紙９ 

ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉棟内線量率評価及び敷地境界の実効線量評価 

1. 原子炉建物内線量率について

(1) 評価の想定

破断口から原子炉棟に漏えいした原子炉冷却材中の放射性物質のうち

気相に移行する放射性物質及び燃料から追加放出される放射性物質につ

いて原子炉棟から環境への漏えいを考慮せずに原子炉棟内に均一に分布

するものとして原子炉棟内の線量率を評価した。 

評価上考慮する核種は現行設置許可と同じものを想定し，線量評価の条

件となる I-131の追加放出量は，実績データから保守的に設定した。 

運転開始から施設定期検査による原子炉停止時等に測定している I-131

の追加放出量の最大値は約 8.1×10７Bq）「平成元年１月 18日（起動試験）」

であり，評価に使用する I-131の追加放出量は，実績値を包絡する値とし

て 100Ci（3.7×1012Bq）と設定した。 

また，放出される放射性物質には，冷却材中に含まれる放射性物質があ

るが，追加放出量と比較すると数％程度であり，追加放出量で見込んだ余

裕分に含まれるため考慮しないものとする。 

原子炉棟内の作業の被ばく評価においては，放射線防護具（セルフエア

セット）を装備することにより内部被ばくの影響が無視できるため，外部

被ばくのみを対象とする。 

別表 9-1 評価条件（追加放出量） 

項 目 評価値 実績値（最大） 

I-131追加放出量（Bq） 3.7×1012 

約 8.1×10７ 

（平成元年１月 18日 

（起動試験）） 

希ガス及びハロゲン等の追加放

出量（γ線 0.5MeV 換算値）(Bq) 
2.3×1014 － 
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(2) 評価の方法 

原子炉棟内の空間線量率は，以下のサブマージョンモデルにより計算す

る。サブマージョンモデルの概要を別図 9-1に示す。 

 

             ･
 
γ

    
･ γ･ (    μ･ ) ･      

ここで， 

D   ：放射線量率（Gy/h） 

6.2×10－14 ：サブマージョンモデルによる換算係数 

（(dis･m3･Gy)/(MeV･Bq･s)） 

Qγ  ：原子炉棟内放射能量 

（Bq：γ線実効エネルギ0.5MeV換算値） 

VR/B   ：原子炉棟内気相部容積 

（  m3） 

Eγ  ：γ線エネルギ（0.5MeV/dis） 

μ  ：空気に対するγ線のエネルギ吸収係数 

（3.9×10－３/m） 

R ：評価対象エリア（東側ＰＣＶペネトレーショ

ン室気相部）の空間体積と等価な半球の半径（m） 

           R  √
3･ 

2･π

3

 

V   ：評価対象エリア（東側ＰＣＶペネトレーショ 

ン室気相部）の容積（  m3） 

 

  

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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別図 9-1 サブマージョンモデルの概要 
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(3) 評価の結果

評価結果を別図 9-2に示す。線量率の最大は約 8.0mSv/h 程度であり，

時間減衰によって低下するため，線量率の上昇が現場操作に影響を与える

可能性は小さく，期待している機器の機能は維持される。 

なお，事故時には原子炉棟内に漏えいした放射性物質が環境へ放出され

る可能性があるが，中央制御室換気系の給気口の位置はプルームの広がり

を取り込みにくい箇所にあり，中央制御室内に放射性物質を大量に取り込

むことはないと考えられる（別図 9-3）。さらに，これらの事故時において

は原子炉棟放射線異常高又は換気系放射線異常高の信号により中央制御

室換気系が系統隔離運転となるため，中央制御室内にいる運転員は過度な

被ばくの影響を受けることはない。 
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別図 9-2 原子炉棟立入開始時間と線量率の関係 
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（a）平面概略図

（b）断面概略図

別図 9-3 原子炉建物／中央制御室の配置と給気口・ブローアウトパネルの 

位置関係（ＩＳＬＯＣＡ） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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2. 敷地境界の実効線量評価について

(1) 評価想定

敷地境界の実効線量評価では，ＩＳＬＯＣＡにより原子炉棟内に放出され

た核分裂生成物が大気中に放出されることを想定し，敷地境界の実効線量を

評価した。評価条件は別表 9-1から別表 9-5に従うものとする。破断口から

漏えいする原子炉冷却材が原子炉棟内に放出されることに伴う減圧沸騰に

よって気体となる分が建物内の気相部へ移行するものとし，破断口から漏え

いする冷却材中の放射性物質が気相へ移行する割合は，運転時の原子炉冷却

材量に対する原子炉棟放出に伴う減圧沸騰による蒸発量の割合から算定し

た。燃料から追加放出される放射性物質が気相へ移行する割合は，燃料棒内

ギャップ部の放射性物質が原子炉圧力の低下割合に応じて冷却材中に放出

されることを踏まえ，同様に運転時の原子炉冷却材量に対する原子炉減圧に

伴う減圧沸騰による蒸発量の割合から算定した。また，破断口及び逃がし安

全弁から放出される蒸気量は，各々の移行率に応じた量が流出するものとし

た。（別図 9-4参照） 

その結果，放出量は別表 9-4に示すとおりとなった。 

(2) 評価結果

敷地境界における実効線量は約 3.9mSv となり事故時線量限度の５mSv を

下回った。 

本事象は，放射性物質の放出に際し格納容器フィルタベント系や非常用ガ

ス処理系による放射性物質の捕集効果及び高所放出による大気希釈に期待

できないため，敷地境界における実効線量評価において，設計基準事故や他

の炉心損傷防止シナリオにおける評価条件に比べて厳しい評価結果となっ

ていると考えられる。また，ISLOCA 発生後，30 分後に急速減圧を実施する

評価としているため，それまでの間に，高圧炉心スプレイ系の自動起動に伴

う蒸気凝縮により原子炉圧力低下が起きており，この期間における燃料棒内

ギャップ部の放射性物質の追加放出が大きくなっている。この期間は破断口

からの冷却材漏洩量も大きいため，大気中への放射性物質の放出量が大きく

なる結果となる。 

なお，評価に使用した I-131追加放出量の 100Ci（3.7×1012Bq）は，運転

開始からの I-131 追加放出量の実測値の最大値である約 8.1×10７Bq「平成

元年１月 18日（起動試験）」に対し保守性を有した設定となっている。 

また，評価上は考慮していないものの，原子炉棟に放出された放射性物質

は外部に放出されるまでの建物内壁への沈着による放出量の低減に期待で

きること，冷却材中の放射性物質の濃度は運転時の原子炉冷却材量に応じた
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濃度を用いているが，実際は原子炉注水による濃度の希釈に期待できること

及び破断口から放出されるまでの時間減衰により，さらに実効線量が低くな

ると考えられる。 
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別表 9-3 放出評価条件 

項 目 主要解析条件 条件設定の考え方 

原子炉運転日数（日） 2,000 
十分な運転時間として仮定した時
間 

追加放出量（Ｉ－131）
(Bq) 

3.7×1012 

至近の I-131 追加放出量の実績値
を包絡する値として設定し，その
他の核種はその組成を平衡組成と
して求め，希ガスについてはよう
素の２倍の放出があるものとす
る。 

冷却材中濃度(I-131) 
(Bq／g) 

1.4×102 

全希ガス漏えい率から冷却材中濃
度を設定し，その組成を拡散組成
とする。 
（運転実績の最大の I-131 の冷却
材中濃度（2.2×10－２Bq／g）を十
分に包絡する値である。） 

燃料から追加放出される
よう素の割合（％） 

無機よう素：96% 
有機よう素：4% 

「発電用軽水型原子炉施設の安全
評価に関する審査指針」に基づき
設定 

逃がし安全弁からサプレ
ッション・チェンバへの
移行率（％） 

無機よう素，ハロゲン等：２ 
有機よう素：99.98 

無機よう素，ハロゲン等について
は「発電用軽水型原子炉施設の安
全評価に関する審査指針」に基づ
き設定 
有機よう素についてはＳＡＦＥＲ
解析の積算蒸気量の割合に基づき
設定 

破断口から原子炉棟への
移行率（％） 

無機よう素，ハロゲン等：100 
有機よう素：0.02 

無機よう素，ハロゲン等について
は保守的に全量が破断口から原子
炉棟へ移行するものとして設定。 
有機よう素についてはＳＡＦＥＲ
解析の積算蒸気量の割合に基づき
設定 

サプレッション・チェン
バのプール水のスクラビ
ング等による除去係数

５ 
Standard Review Plan6.5.5 に基
づき設定 

冷却水から気相への放出
割合 
（冷却材中の放射性物
質）（％） 

24 
原子炉冷却材量に対する原子炉棟
放出に伴う減圧沸騰による蒸気量
の割合を設定 

冷却材から気相への放出
割合 
（追加放出される放射性
物質）（％） 

12 

原子炉減圧により燃料棒内ギャッ
プ部から冷却材中へ放出されるこ
とを踏まえ，原子炉冷却材量に対
する減圧沸騰による蒸気量から算
出 

格納容器からの漏えい率
（％／ｄ） 

0.5 格納容器の設計漏えい率から設定 
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別表9-4 放出量 

核 種 放出量（Bq） 

希ガス＋ハロゲン等 

（ガンマ線実効エネルギ 0.5MeV換算値） 
2.0×1013 

よう素 

（I-131等価量（小児実効線量係数換算）） 
7.9×1011 

別表 9-5  大気拡散条件（地上放出） 

大気拡散条件 敷地境界 

相対濃度（χ／Ｑ） 

（ｓ／ｍ３） 
3.5×10－４ 

相対線量（Ｄ／Ｑ） 

（Gy／Bq） 
2.1×10－18 
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I-131 追加放出量の測定結果について 

 

運転開始から施設定期検査による原子炉停止時等に測定している I-131の追

加放出量の測定値は以下のとおり。 

 

定検回数 停止年月日 増加量（Ｂｑ） 

（起動試験） Ｈ１．１．１８ ８．１０×１０７ 

第１回 Ｈ２．２．５ ２．２２×１０７ 

第２回 Ｈ３．５．７ ７．６７×１０６ 

第３回 Ｈ４．９．７ ２．０×１０７ 

第４回 Ｈ６．１．１２ １．７×１０７ 

第５回 Ｈ７．４．２７ １．９×１０７ 

中間停止 Ｈ８．５．１３ ２．３×１０７ 

第６回 Ｈ８．９．６ ２．３×１０７ 

第７回 Ｈ１０．１．５ ２．４×１０７ 

第８回 Ｈ１１．５．１１ ２．２×１０７ 

第９回 Ｈ１２．９．１７ １．４×１０７ 

第１０回 Ｈ１４．１．８ ２．０×１０７ 

第１１回 Ｈ１５．４．１５ ３．６×１０７ 

第１２回 Ｈ１６．９．７ ２．６×１０７ 

第１３回 Ｈ１８．２．２８ ２．９×１０７ 

第１４回 Ｈ１９．５．８ ３．９×１０７ 

第１５回 Ｈ２０．９．７ １．９×１０７ 

第１６回 Ｈ２２．３．１８ ２．２×１０７ 
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添付資料 1.3.7 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の検知手段について

(1) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生の判断について

インターフェイスシステムＬＯＣＡの発生は，以下のパラメータ変化や関連

警報が発報することと，運転中の弁の開閉試験時に発生するため，早期にイン

ターフェイスシステムＬＯＣＡが発生したことが判断できる。

なお，漏えい量と注水流量のバランスにより，原子炉圧力及び原子炉水位が

変動しない可能性があるが，残留熱除去又は低圧炉心スプレイポンプ出口圧力，

エリアモニタの上昇により，異常の検知が可能である。

・原子炉圧力

・原子炉水位

・残留熱除去又は低圧炉心スプレイポンプ出口圧力（インターフェイスシス

テムＬＯＣＡ発生系統）

・エリア放射線モニタ

・蒸気漏えい警報（温度検知）

・床漏えい警報（漏えい検知）

・火災警報

(2) インターフェイスシステムＬＯＣＡと原子炉格納容器内でのＬＯＣＡの判

別について

第１表にインターフェイスシステムＬＯＣＡ及び原子炉格納容器内でのＬ

ＯＣＡ発生時のパラメータ比較を示す。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡと原子炉格納容器内でのＬＯＣＡは，ど

ちらも原子炉冷却材の漏えい事象であるが，漏えい箇所が原子炉格納容器の内

側か外側かという点で異なる。 

このため，原子炉圧力，原子炉水位といった原子炉冷却材一次バウンダリ内

のパラメータは同様の挙動を示すが，エリア放射線モニタや格納容器圧力とい

った原子炉格納容器内外のパラメータ変化に相違が表れるので，容易にインタ

ーフェイスシステムＬＯＣＡと判別することができる。 
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第１表 インターフェイスシステムＬＯＣＡと原子炉格納容器内で 

のＬＯＣＡのパラメータ比較について 

 
各パラメータ・警報 

インターフェイスシ

ステムＬＯＣＡ 

原子炉格納容器内

でのＬＯＣＡ 

１次系 

パラメータ 

原子炉圧力 変動※２ 変動※２ 

原子炉水位 変動※２ 変動※２ 

原子炉格納容器

外パラメータ他 

残留熱除去又は低圧炉心スプレイポンプ

出口圧力※１ 
変動 変化なし 

エリア放射線モニタ 上昇 変化なし 

蒸気漏えい警報 発報 発報なし 

床漏えい警報 発報 発報なし 

火災警報 発報 発報なし 

原子炉格納容器

内パラメータ 

格納容器圧力 変化なし 上昇 

格納容器温度 変化なし 上昇 

Ｄ／Ｗ床サンプ水位 変化なし 上昇 

※１ インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生系統 

※２ 漏えい量により変動しない場合がある。  

 

 

(3) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の漏えい場所（エリア）の特定方

法について 

Ａ－低圧注水系の機器・配管等が設置されているポンプ室，熱交換器室，Ｐ

ＣＶペネトレーション室，トーラス室は第１図に示すとおり，分離されたエリ

アにエリアモニタ，温度検知器，漏えい検知器，火災感知器や監視カメラを設

置しており，インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は警報・指示値等によ

り漏えい場所（エリア）の特定が可能である。 

なお，有効性評価においては，Ａ－低圧注水系のインターフェイスシステム

ＬＯＣＡ事象を想定しているが，Ｂ，Ｃ－低圧注水系及び低圧炉心スプレイ系

についても，第２図～第４図に示すとおり，Ａ－低圧注水系と同様の対応をと

ることにより漏えい場所の特定が可能である。 
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第１図 Ａ‐低圧注水系漏えい確認設備概要図 

第２図 Ｂ‐低圧注水系漏えい確認設備概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第３図 Ｃ‐低圧注水系漏えい確認設備概要図 

第４図 低圧炉心スプレイ系漏えい確認設備概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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添付資料 1.3.8 

 

逃がし安全弁の電源受電状態について 

 

サポート系故障時の対応手段のうち，可搬型代替直流電源設備による逃がし

安全弁開放及び復旧について電源受電状態を第１図から第６図に示す。 

 

第１図 可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 

（常設代替直流電源設備を使用） 

 

 

第２図 可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 

（可搬型直流電源設備を使用）
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第３図 代替直流電源設備による復旧（可搬型直流電源設備を使用） 

 

 

 

第４図 代替直流電源設備による復旧 

（直流給電車を使用） 
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第５図 代替直流電源設備による復旧 

（常設代替交流電源設備を使用）(１／２) 

第５図 代替直流電源設備による復旧 

（常設代替交流電源設備を使用）(２／２) 
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第６図 代替直流電源設備による復旧 

（可搬型代替交流電源設備を使用）(１／２) 

 

 

 

第６図 代替直流電源設備による復旧 

（可搬型代替交流電源設備を使用）(２／２) 
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添付資料 1.3.9-3 
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添付資料 1.3.10 

手順のリンク先について 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等について，手順のリンク

先を以下に取りまとめる。  

1．1.3.2.2(4)ａ．代替直流電源設備による復旧 

・代替直流電源設備に関する手順等

＜リンク先＞ 1.14.2.2 (1) ｂ．可搬型直流電源設備による給電 

1.14.2.5 (1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼ

ル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給

1.14.2.5 (2) タンクローリから各機器等への給油 

2．1.3.2.2(4)ｂ．代替交流電源設備による復旧 

・代替交流電源設備に関する手順等

＜リンク先＞ 1.14.2.1 (1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.3 (1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車による

ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセン

タ受電

1.14.2.5 (1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼ

ル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給

1.14.2.5 (2) タンクローリから各機器等への給油 

3．1.3.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

・非常用交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替交流電源設備

として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備として使用す

る高圧発電機車，常設代替直流電源設備として使用するＳＡ用115V系蓄電池

又は可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器

（ＳＡ）及びＳＡ用115V系充電器による逃がし安全弁，電動弁及び監視計器

類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービ

ン発電機，可搬型代替交流電源設備及び可搬型直流電源設備として使用する

高圧発電機車及び非常用交流電源設備への燃料補給手順 

＜リンク先＞ 1.14.2.1 (1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.2 (1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直

流電源設備による給電 

1.14.2.2 (1)ｂ．可搬型直流電源設備による給電 

1.14.2.3 (1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車による

ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセン
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タ受電

1.14.2.2 (1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直

流電源設備による給電 

1.14.2.2 (1)ｂ．可搬型直流電源設備による給電 

1.14.2.5 (1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼ

ル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給

1.14.2.5 (2) タンクローリから各機器等への給油 

1.14.2.6 (1) 非常用交流電源設備による給電 

・操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 
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1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等 

＜ 目 次 ＞ 

1.4.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．発電用原子炉運転中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 低圧代替注水 

ⅱ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 復旧 

ⅱ 重大事故等対処設備 

(c) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手段及び設備

ⅰ 低圧代替注水 

ⅱ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｂ．発電用原子炉停止中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 低圧代替注水 

ⅱ 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

ⅲ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 復旧 

ⅱ 重大事故等対処設備 

ｃ．手順等 

1.4.2 重大事故等時の手順 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

(b) 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

(c) 消火系による原子炉圧力容器への注水

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

（淡水／海水）

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

(2) サポート系故障時の対応手順

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容器への注
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 水 

(b) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却

(b) 復水輸送系による残存溶融炉心の冷却

(c) 消火系による残存溶融炉心の冷却

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却

（淡水／海水）

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.4.2.2 発電用原子炉停止中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

 ａ．低圧代替注水 

 ｂ．原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

(a) 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱

 ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

(2) サポート系故障時の対応手順

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の発電用原子炉

からの除熱 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.4.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水

(2) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱

(3) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

1.4.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

添付資料 1.4.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.4.2 自主対策設備仕様 

添付資料 1.4.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.4.4 重大事故対策の成立性 

1. 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注

水

2. 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

3. 消火系による原子炉圧力容器への注水

4. 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水（淡水／海水）

5. 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容

器への注水
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6. 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水

7. 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱

8. 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の発電

用原子炉からの除熱

9. 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への

注水

10. 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

添付資料 1.4.5 解釈一覧 

1. 判断基準の解釈一覧

2. 操作手順の解釈一覧

3．弁番号及び弁名称一覧 

添付資料 1.4.6 手順のリンク先について 
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1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態で

あって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発

電用原子炉を冷却するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉を冷却するために必

要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための手順等をいう。 

（１） 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却

ａ） 可搬型重大事故防止設備の運搬、接続及び操作に関する手順等を整備

すること。 

（２） 復旧

ａ） 設計基準事故対処設備に代替電源を接続することにより起動及び十分

な期間の運転継続ができること。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，設計基準事故対処設備が

有する発電用原子炉の冷却機能は，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉

心スプレイ系による冷却機能である。 

また，発電用原子炉停止中において，設計基準事故対処設備が有する発電用原

子炉の冷却機能は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による崩壊熱除去

機能である。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却する対処設備を整備する。ここでは，

この対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.4.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，発電用原子炉を冷却

し炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設計基準

事故対処設備として残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ

系を設置している。 

発電用原子炉停止中において，発電用原子炉内の崩壊熱を除去するための

設計基準事故対処設備として残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）を設

置している。 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば，これらを重大事故等対処

設備（設計基準拡張）と位置付け重大事故等の対処に用いるが，設計基準事

故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するために，設計基準事故対

処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」

という。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設

備を選定する（第1.4－1図）。 

また，炉心の著しい損傷，溶融が発生し，溶融炉心が原子炉圧力容器内に

残存した場合において，原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及

び重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自

主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況において使用することは困難であるが， 

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査基

準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十七条及び技術基準規則

第六十二条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅

されていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である残留熱除去系（低圧注水モー

ド），低圧炉心スプレイ系又は残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が

健全であれば重大事故等の対処に用いる。 

残留熱除去系（低圧注水モード）による発電用原子炉の冷却で使用する設

備は以下のとおり。 

・残留熱除去ポンプ

・サプレッション・チェンバ

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ
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・原子炉圧力容器

・原子炉補機冷却系

・非常用交流電源設備

なお，残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，

熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱

で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去ポンプ

・原子炉圧力容器

・残留熱除去系熱交換器

・残留熱除去系 配管・弁・ジェットポンプ

・原子炉再循環系 配管

・原子炉補機冷却系

・非常用交流電源設備

低圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却で使用する設備は以下のと

おり。 

・低圧炉心スプレイポンプ

・サプレッション・チェンバ

・原子炉圧力容器

・低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ

・原子炉補機冷却系

・非常用交流電源設備

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，残留熱除去

系（低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モード）及び低圧炉心スプレイ系

の故障を想定する。また，サポート系故障として，全交流動力電源喪失又は

原子炉補機冷却系の故障を想定する。 

さらに，炉心溶融後，溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合を想定

する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段

及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応に

使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事

故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第1.4－1表

に整理する。 

ａ．発電用原子炉運転中の対応手段及び設備 
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(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 低圧代替注水 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び

低圧炉心スプレイ系の故障により発電用原子炉の冷却ができない場合

は，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），

復水輸送系及び消火系により発電用原子炉を冷却する手段がある。 

(ⅰ) 低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却で使用

する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水ポンプ

・低圧原子炉代替注水槽

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁

・残留熱除去系 配管・弁

・原子炉圧力容器

・非常用交流電源設備

・常設代替交流電源設備

・代替所内電気設備

(ⅱ) 復水輸送系による発電用原子炉の冷却 

復水輸送系による発電用原子炉の冷却で使用する設備は以下の

とおり。 

・復水輸送ポンプ

・復水貯蔵タンク

・復水輸送系 配管・弁

・残留熱除去系 配管・弁

・原子炉圧力容器

・常設代替交流電源設備

・非常用交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

・代替所内電気設備

(ⅲ) 消火系による発電用原子炉の冷却 

消火系による発電用原子炉の冷却で使用する設備は以下のとおり。 

・補助消火ポンプ

・消火ポンプ

・補助消火水槽

・ろ過水タンク

・消火系 配管・弁

・復水輸送系 配管・弁
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・残留熱除去系 配管・弁

・原子炉圧力容器

・非常用交流電源設備

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

・代替所内電気設備

(ⅳ) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却で使

用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車

・輪谷貯水槽（西）

・ホース・接続口

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁

・残留熱除去系 配管・弁

・原子炉圧力容器

・非常用交流電源設備

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

・代替所内電気設備

・燃料補給設備

なお，輪谷貯水槽（西）を水源として利用する場合は，原子炉建物

南側法面又は原子炉建物西側法面にあらかじめ敷設したホースを使用

するが，当該ホースが使用できない場合は可搬のホースにて輪谷貯水

槽（西）からの送水ラインを構成する。 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却

は輪谷貯水槽（西）の淡水だけでなく，海水も利用できる。 

ⅱ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備のうち，低圧原子炉代替注水ポンプ，

低圧原子炉代替注水槽，低圧原子炉代替注水系 配管・弁，残留熱除

去系配管・弁，原子炉圧力容器，大量送水車，ホース・接続口，常設

代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備，燃

料補給設備は，いずれも重大事故等対処設備として位置付ける。輪谷

貯水槽（西）は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順

等」【解釈】1b）項を満足するための代替淡水源（措置）として位置

付ける。非常用交流電源設備は重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として位置付ける。 
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これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基

準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.4.1） 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系が故障した場

合においても，発電用原子炉を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備と位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク，復水輸送系配管・弁

耐震性は確保されていないが，使用可能であれば発電用原子炉を

冷却する手段として有効である。 

・補助消火ポンプ，消火ポンプ，補助消火水槽，ろ過水タンク，消火

系配管・弁

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処するために消火

系による消火が必要な火災が発生していない場合において，発電用

原子炉を冷却する手段として有効である。 

（添付資料1.4.2） 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 復旧 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により，設計基準 

事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心ス 

プレイ系による発電用原子炉の冷却ができない場合は，「 (a)ⅰ 低 

圧代替注水」の手段に加え，常設代替交流電源設備を用いて緊急用メ 

タクラ（以下，「緊急用Ｍ／Ｃ」という。）を受電した後，緊急用Ｍ

／Ｃから非常用所内電気設備である非常用高圧母線Ｃ系（以下，「Ｍ 

／Ｃ Ｃ系」という。）及びＤ系（以下，「Ｍ／Ｃ Ｄ系」という。） 

へ電源を供給し，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系により 

冷却水を確保することで残留熱除去系（低圧注水モード）又は低圧炉 

心スプレイ系を復旧し，発電用原子炉を冷却する手段がある。 

常設代替交流電源設備及び原子炉補機代替冷却系へ燃料を補給し，

電源の供給を継続することにより，残留熱除去系（低圧注水モード）

又は低圧炉心スプレイ系を十分な期間，運転継続することが可能であ

る。 

また，発電用原子炉停止後は発電用原子炉からの除熱を長期的に行

うため，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に移行する。残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モード）については，「ｂ.(b)ⅰ．復旧」

にて整備する。 

(ⅰ) 代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の復旧 
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代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の復旧 

で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去ポンプ

・サプレッション・チェンバ

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ

・原子炉圧力容器

・原子炉補機冷却系

・原子炉補機代替冷却系

・常設代替交流電源設備

・代替所内電気設備

なお，残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待して

おらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むことと

する。 

(ⅱ) 代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復旧 

代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復旧で使用する

設備は以下のとおり。 

・低圧炉心スプレイポンプ

・サプレッション・チェンバ

・低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ

・原子炉圧力容器

・原子炉補機冷却系

・原子炉補機代替冷却系

・代替所内電気設備

・常設代替交流電源設備

ⅱ 重大事故等対処設備 

復旧で使用する設備のうち，サプレッション・チェンバ，原子炉圧

力容器，原子炉補機代替冷却系，代替所内電気設備及び常設代替交流

電源設備は重大事故等対処設備として位置付ける。また，残留熱除去

ポンプ，低圧炉心スプレイポンプ，残留熱除去系 配管・弁・ストレ

ーナ，低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ及び

原子炉補機冷却系は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置

付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.4.1） 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源喪失又は原子炉
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補機冷却系が故障した場合においても，発電用原子炉を冷却すること

ができる。 

(c) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手段及び設備

ⅰ 低圧代替注水 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器

内に溶融炉心が残存する場合は，低圧原子炉代替注水系（常設），低

圧原子炉代替注水系（可搬型），復水輸送系及び消火系により残存し

た溶融炉心を冷却する手段がある。 

(ⅰ) 低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却で使用

する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水ポンプ

・低圧原子炉代替注水槽

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁

・残留熱除去系 配管・弁

・原子炉圧力容器

・常設代替交流電源設備

・代替所内電気設備

(ⅱ) 復水輸送系による残存溶融炉心の冷却 

復水輸送系による残存溶融炉心の冷却で使用する設備は以下の

とおり。 

・復水輸送ポンプ

・復水貯蔵タンク

・復水輸送系 配管・弁

・残留熱除去系 配管・弁

・原子炉圧力容器

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

・代替所内電気設備

(ⅲ) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

消火系による残存溶融炉心の冷却で使用する設備は以下のとお

り。 

・補助消火ポンプ

・消火ポンプ

・補助消火水槽

・ろ過水タンク

・消火系 配管・弁
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・復水輸送系 配管・弁

・残留熱除去系 配管・弁

・原子炉圧力容器

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

・代替所内電気設備

(ⅳ) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却で使

用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車

・輪谷貯水槽（西）

・ホース・接続口

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁

・残留熱除去系 配管・弁

・原子炉圧力容器

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

・代替所内電気設備

・燃料補給設備

なお，輪谷貯水槽（西）を水源として利用する場合は，原子炉建物

南側法面又は原子炉建物西側法面にあらかじめ敷設したホースを使用

するが，当該ホースが使用できない場合は可搬のホースにて輪谷貯水

槽（西）からの送水ラインを構成する。 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却

は，輪谷貯水槽（西）の淡水だけでなく，海水も利用できる。 

ⅱ 重大事故対等処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備のうち，低圧原子炉代替注水ポンプ，

低圧原子炉代替注水槽，低圧原子炉代替注水系 配管・弁，残留熱除

去系配管・弁，原子炉圧力容器，常設代替交流電源設備，可搬型代替

交流電源設備，代替所内電気設備，燃料補給設備，大量送水車，ホー

ス・接続口は重大事故等対処設備として位置付ける。輪谷貯水槽（西）

は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1b）

項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備

がすべて網羅されている。 

（添付資料1.4.1） 
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以上の重大事故等対処設備により，溶融炉心が原子炉圧力容器内に残

存する場合においても，残存した溶融炉心を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備と位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク，復水輸送系配管・弁

耐震性は確保されていないが，使用可能であれば残存した溶融

炉心を冷却する手順として有効である。 

・補助消火ポンプ，消火ポンプ，補助消火水槽，ろ過水タンク，消

火系配管・弁

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処するために消

火系による消火が必要な火災が発生していない場合において，残

存した溶融炉心を冷却する手段として有効である。 

（添付資料1.4.2） 

ｂ．発電用原子炉停止中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 低圧代替注水 

発電用原子炉停止中において，設計基準事故対処設備である残留熱

除去系(原子炉停止時冷却モード)の故障により発電用原子炉からの除

熱ができない場合は，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代

替注水系（可搬型），復水輸送系及び消火系により発電用原子炉を冷

却する手段がある。 

これらの対応手段で使用する設備は，「ａ.(a)ⅰ 低圧代替注水」

で選定した設備と同様である。 

ⅱ 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

非常用電源が使用可能な場合において，残留熱除去系（原子炉停止 

時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱ができない場合に，原 

子炉浄化系により発電用原子炉からの除熱を行う手段がある。 

(ⅰ) 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

  原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱で使用する設 

備は以下のとおり。 

・原子炉浄化補助ポンプ

・原子炉圧力容器

・原子炉浄化系非再生熱交換器

・原子炉再循環系配管・弁

・原子炉浄化系 配管・弁

・給水系配管・弁・スパージャ

・原子炉補機冷却系
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ⅲ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備において，重大事故対処設備としての 

位置付けは，「ａ.(a)ⅰ 低圧代替注水」で選定した設備と同様で 

ある。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備 

がすべて網羅されている。 

（添付資料1.4.1） 

以上の重大事故等対処設備により，発電用原子炉停止中において， 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

が故障した場合においても，発電用原子炉を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を

示す。 

・原子炉浄化系，原子炉補機冷却系

 原子炉運転停止直後の発電用原子炉からの除熱を行うための十分 

な熱交換量が確保できず，耐震性は確保されていないが，原子炉浄化 

系非再生熱交換器への原子炉補機冷却系の通水が可能であれば，残留 

熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の崩壊熱除去機能が喪失した場 

合において，発電用原子炉からの除熱を行う手段として有効である。 

（添付資料1.4.2） 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 復旧 

発電用原子炉停止中において，全交流動力電源喪失又は原子炉補機 

冷却系の故障により，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原 

子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱ができない場 

合は「 (a)ⅰ 低圧代替注水」の手段に加え，常設代替交流電源設備 

を用いて緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電 

気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系へ電源を供給し，原子炉 

補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）を復旧し，発電用原子炉か 

らの除熱を行う手段がある。 

常設代替交流電源設備及び原子炉補機代替冷却系へ燃料を補給し，

電源の供給を継続することにより，残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）を十分な期間，運転継続することが可能である。

(ⅰ) 代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 
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の復旧 

代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

の復旧で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去ポンプ

・原子炉圧力容器

・残留熱除去系熱交換器

・残留熱除去系 配管・弁・ジェットポンプ

・原子炉再循環系 配管

・原子炉補機冷却系

・原子炉補機代替冷却系

・常設代替交流電源設備

ⅱ 重大事故等対処設備 

復旧で使用する設備のうち，原子炉圧力容器，原子炉補機代替冷却

系及び常設代替交流電源設備は重大事故等対処設備として位置付け，

残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，残留熱除去系 配管・弁・

ジェットポンプ，原子炉再循環系 配管及び原子炉補機冷却系は重大

事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.4.1） 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源喪失又は原子炉

補機冷却系が故障した場合においても，発電用原子炉からの除熱を行

うことができる。 

ｃ．手順等 

上記「ａ．発電用原子炉運転中の対応手段及び設備」及び「ｂ．発電用

原子炉停止中の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を

整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操作要

領書（徴候ベース）（以下「ＥＯＰ」という。），ＡＭ設備別操作要領書，

原子力災害対策手順書（以下「ＥＨＰ」という。）及び事故時操作要領書

（シビアアクシデント）（以下「ＳＯＰ」という。）に定める。（第1.4－

1表） 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必要と

なる設備についても整理する。（第1.4－2表，第1.4－3表） 

（添付資料1.4.3） 

1.4.2 重大事故等時の手順 
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1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．低圧代替注水 

給水・復水系，高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水がで

きず，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系が故障に

より使用できない場合は，低圧原子炉代替注水系（常設）及び低圧原子炉

代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手段を同時並行で準

備する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合は，低圧原子炉代替注水系（常

設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），復水輸送系及び消火系の手段の

うち低圧で原子炉圧力容器への注水可能な系統１系統以上を起動し，注水

のための系統構成が完了した時点で，その手段による原子炉圧力容器への

注水を開始する。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，低圧原子炉代替注

水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），復水輸送系及び消火系

の手段のうち低圧で原子炉圧力容器への注水可能な系統１系統以上を起動

し，注水のための系統構成が完了した時点で，逃がし安全弁による発電用

原子炉の減圧を実施し，原子炉圧力容器への注水を開始する。原子炉圧力

容器への注水に使用する手段は，準備が完了した手段のうち，低圧原子炉

代替注水系（常設），復水輸送系，消火系，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）の順で選択する。 

なお，原子炉圧力容器内の水位が不明になる等，発電用原子炉を満水に

する必要がある場合は，上記注水手段及び代替注水手段のうち使用できる

手段にて原子炉圧力容器へ注水する。 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

ⅰ 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原 

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水 

位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替 

注水系（常設）及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）が

確保されている場合。 

ⅱ 操作手順 

低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水手順

の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.4－2図及び第1.4－3

図に，概要図を第1.4－6図に，タイムチャートを第1.4－7図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に低圧
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原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水準備開始 

を指示する。また，原子炉冷却材喪失事象が確認された場合は，Ａ， 

Ｂ－原子炉再循環ポンプ入口弁，Ａ，Ｂ－原子炉再循環ポンプ出口 

弁，Ａ，Ｂ－ＣＵＷ入口元弁，ＲＰＶドレン側流量調節バイパス弁 

の全閉操作を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，原子炉冷却材喪失事象が確認された場合は， 

Ａ，Ｂ－原子炉再循環ポンプ入口弁，Ａ，Ｂ－原子炉再循環ポンプ

出口弁，Ａ，Ｂ－ＣＵＷ入口元弁，ＲＰＶドレン側流量調節バイパ

ス弁を全閉とする。

③中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水系（常設）による原子

炉圧力容器への注水に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が

確保されていることを状態表示にて確認する。

④当直長は，緊急時対策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を

依頼し，低圧原子炉代替注水系（常設）が使用可能か確認する。

⑤中央制御室運転員Ａは，中央制御室にてＡ－ＲＨＲ注水弁の全開操

作を実施する。

⑥中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて低圧原子炉代替注水ポンプ

（１台）の起動操作を実施し，低圧原子炉代替注水ポンプ吐出圧力

指示値が規定値以上であることを確認する。

⑦当直長は，原子炉圧力容器内の圧力が低圧原子炉代替注水ポンプの

吐出圧力以下であることを確認後，中央制御室運転員に低圧原子炉

代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水開始を指示する。

⑧中央制御室運転員Ａは，ＦＬＳＲ注水隔離弁の開操作を実施する。

⑨中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたこと

を代替注水流量 （常設）指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇

により確認し，当直長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で

維持する。

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注水が不

要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合は，Ａ－ＲＨ

Ｒ注水弁を全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，Ａ

－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁を全開，ＦＬＳＲ注水隔離

弁を調整開としてスプレイを実施する。

⑩当直長は，緊急時対策本部に低圧原子炉代替注水槽の補給を依頼す

る。

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力
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容器への注水開始まで10分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで 10

分以内で可能である。 

（添付資料1.4.4-1） 

(b) 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

ⅰ 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系及び低圧原 

子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水ができず，原 

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できな 

い場合において，復水輸送系及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確保さ

れている場合。 

ⅱ 操作手順 

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以下のとお

り。手順の対応フローを第1.4－2図及び第1.4－3図に，概要図を第1.4

－8図に，タイムチャートを第1.4－9図及び第1.4－10図に示す。 

(各注入配管使用の場合について，手順⑤⑦⑧以外は同様。) 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に復水輸送系によ

る原子炉圧力容器への注水準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは復水輸送系による原子炉圧力容器への注水に

必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを

状態表示にて確認する。

③中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防止対策としてＣＷ

Ｔ Ｔ／Ｂ供給遮断弁の全閉操作を実施する。

④中央制御室運転員Ａは，復水輸送ポンプの起動操作を実施し，復水

輸送ポンプ吐出ヘッダ圧力指示値が規定値以上であることを確認す

る。

⑤a残留熱除去系(Ａ)注入配管使用の場合

中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を行う。

⑤b残留熱除去系(Ｂ)注入配管使用の場合

中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を行う。

⑤c残留熱除去系(Ｃ)注入配管使用の場合

中央制御室運転員Ａは，Ｃ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を行う。

⑥当直長は，原子炉圧力容器内の圧力が復水輸送ポンプの吐出圧力以

下であることを確認後，運転員に復水輸送系による原子炉圧力容器

への注水開始を指示する。

⑦a残留熱除去系(Ａ)注入配管使用の場合
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中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水弁を開操作し

原子炉圧力容器への注水を開始する。 

⑦b残留熱除去系(Ｂ)注入配管使用の場合

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁を開操作し原

子炉圧力容器への注水を開始する。

⑦c残留熱除去系(Ｃ)注入配管使用の場合

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁を開操作し原

子炉圧力容器への注水を開始する。

⑧a残留熱除去系(Ａ)注入配管使用の場合

中央制御室運転員Ａは，原子炉への注水が開始されたことをＲＰＶ

／ＰＣＶ注入流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により

確認し当直長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注水が不

要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合は，Ａ－ＲＨ

Ｒ注水弁を全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，Ａ

－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁を全開，Ａ－ＲＨＲ ＲＰ

Ｖ代替注水弁を調整開としてスプレイを実施する。

⑧b残留熱除去系(Ｂ)注入配管使用の場合

中央制御室運転員Ａは，原子炉への注水が開始されたことを原子炉

水位指示値の上昇により確認し当直長に報告するとともに原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レ

ベル８）の間で維持する。

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注水が不

要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合は，Ｂ－ＲＨ

Ｒ注水弁を全閉後，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，Ｂ

－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁を全開，Ｂ－ＲＨＲ注水配

管洗浄元弁を調整開としてスプレイを実施する。

⑧c残留熱除去系(Ｃ)注入配管使用の場合

中央制御室運転員Ａは，原子炉への注水が開始されたことを原子炉

水位指示値の上昇により確認し当直長に報告するとともに原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レ

ベル８）の間で維持する。

ⅲ 操作の成立性 

残留熱除去系（Ａ）の注入配管を使用した復水輸送系による原子炉

圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉圧力容器への

注水開始まで20分以内で可能である。 
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残留熱除去系（Ｂ）又は残留熱除去系（Ｃ）の注入配管を使用した復

水輸送系による原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員１

名，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら復水輸送系による原子炉圧力容器への注水開始まで30分以内で可能

である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで 30

分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.4.4－2） 

(c) 消火系による原子炉圧力容器への注水

ⅰ 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系及び低圧原

子炉代替注水系（常設），復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上

に維持できない場合において，消火系及び注入配管が使用可能な場合※

１。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火

災が発生していない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽又はろ過水タ

ンク）が確保されている場合。

ⅱ 操作手順 

消火系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以下のとおり。 

手順の対応フローを第 1.4－2図及び第 1.4－3図に，概要図を第 1.4 

－11図に，タイムチャートを第 1.4－12図及び第 1.4－13図に示す（補 

助消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水する場合及び消火ポン 

プを使用して原子炉圧力容器に注水する場合について，手順④，⑦以 

外は同様。また，各注水配管使用の場合について，手順⑥，⑧，⑨以 

外は同様。）。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に消火系による原

子炉圧力容器への注水準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，消火系による原子炉圧力容器への注水に必

要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状

態表示にて確認する。

③中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防止対策としてＣＷ

Ｔ Ｔ／Ｂ供給遮断弁の全閉操作を実施する。
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④a補助消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水する場合

中央制御室運転員Ａは，補助消火ポンプを起動する。

④b消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水する場合

中央制御室運転員Ａは，消火ポンプの起動操作を実施し，消火ポン

プ吐出圧力指示値が規定値以上であることを確認する。

⑤中央制御室運転員ＡはＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）の全

開操作，ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁の全開操作を実施する。

⑥a残留熱除去系(Ａ)注入配管使用の場合

中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を実施する。

⑥b残留熱除去系(Ｂ)注入配管使用の場合

中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を実施する。

⑥c残留熱除去系(Ｃ)注入配管使用の場合

中央制御室運転員Ａは，Ｃ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を実施する。

⑦a補助消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水する場合

当直長は，原子炉圧力容器内の圧力が規定圧力以下となったことを

確認後，運転員に消火系による原子炉圧力容器への注水の開始を指

示する。

⑦b消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水する場合

当直長は，原子炉圧力容器内の圧力が規定圧力以下となったことを

確認後，運転員に消火系による原子炉圧力容器への注水の開始を指

示する。

⑧a残留熱除去系(Ａ)注入配管使用の場合

中央制御室運転員ＡはＡ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水弁の全開操作を

実施する。

⑧b残留熱除去系(Ｂ)注入配管使用の場合

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁の全開操作を

実施する。

⑧c残留熱除去系(Ｃ)注入配管使用の場合

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁の全開操作を

実施する。

⑨a残留熱除去系（Ａ）注入配管使用の場合

中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたこと

をＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量の上昇及び原子炉水位指示値の上昇によ

り確認し，当直長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を原

子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持

する。

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注水が不

要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合は，Ａ－ＲＨ

Ｒ注水弁を全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，Ａ
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－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁を全開，Ａ－ＲＨＲ ＲＰ 

Ｖ代替注水弁を調整開としてスプレイを実施する。 

⑨b残留熱除去系（Ｂ）注入配管使用の場合

中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたこと

を原子炉水位指示値の上昇により確認し，当直長に報告するととも

に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉

水位高（レベル８）の間で維持する。

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注水が不

要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合は，Ｂ－ＲＨ

Ｒ注水弁を全閉後，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，Ｂ

－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁を全開，Ｂ－ＲＨＲ注水配

管洗浄元弁を調整開としてスプレイを実施する。

⑨c残留熱除去系（Ｃ）注入配管使用の場合

中央制御室運転員Ａは，原子炉への注水が開始されたことを原子炉

水位指示値の上昇により確認し，当直長に報告するとともに原子炉

水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。

ⅲ 操作の成立性 

残留熱除去系(Ａ)の注入配管を使用した消火系による原子炉圧力容

器への注水操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから消火系による原子炉圧力容器への注水開始ま

で25分以内で可能である。 

残留熱除去系（Ｂ）又は残留熱除去系(Ｃ)の注入配管を使用した消

火系による原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名，

現場運転員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから消火

系による原子炉圧力容器への注水開始まで30分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで 30

分以内で可能である。 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.4.4－3） 

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

（淡水／海水）

ⅰ 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替
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注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源(輪谷貯水槽(西))が確保され

ている場合。 

ⅱ 操作手順 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手 

順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.4－2図及び第 1.4 

－3図に，概要図を第 1.4－14図及び第 1.4－17図に，タイムチャート 

を第 1.4－15図，第 1.4－16図及び第 1.4－18図に示す（残留熱除去 

系Ａ系配管を使用した原子炉圧力容器への注水及び残留熱除去系Ｂ系 

配管を使用した原子炉圧力容器への注水手順は，手順⑤，⑩以外同様）。 

[交流動力電源が確保されている場合] 

①当直長は手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策本部に低圧原子

炉代替注水系配管・弁の接続口への低圧原子炉代替注水系（可搬型）

の接続を依頼する。

②当直長は，運転員に残留熱除去系Ａ系配管又は残留熱除去系Ｂ系配管

を使用した低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水の準備開始を指示する。

③中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原

子炉圧力容器への注水に必要な電動弁及び監視計器の電源が確保さ

れていることを状態表示にて確認する。

④当直長は，運転員に低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水の系統構成を指示する。

⑤a残留熱除去系Ａ系配管を使用した原子炉圧力容器への注水の場合

中央制御室運転員ＡはＡ－ＲＨＲ注水弁の全開操作及びＦＬＳＲ注

水隔離弁の全開操作を実施する。

⑤b残留熱除去系Ｂ系配管を使用した原子炉圧力容器への注水の場合

中央制御室運転員ＡはＢ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を実施する。

⑥当直長は，緊急時対策本部に低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器へ注水するための原子炉建物原子炉棟内の系統構

成が完了したことを報告する。

⑦緊急時対策本部は，当直長に低圧原子炉代替注水系（可搬型）とし

て使用する大量送水車による送水開始を報告するとともに緊急時対

策要員に低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水

車の起動を指示する。

⑧緊急時対策要員は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用す

る大量送水車を起動した後，Ａ－低圧原子炉代替注水元弁又はＢ－

低圧原子炉代替注水元弁全開とし，低圧原子炉代替注水系（可搬型）

として使用する大量送水車により送水を開始したことを当直長に報

告する。また，当直長は緊急時対策本部に報告する。
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⑨当直長は，中央制御室運転員Ａに低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水の確認を指示する。

⑩a残留熱除去系Ａ系配管を使用した原子炉圧力容器への注水の場合

中央制御室運転員Ａは原子炉圧力容器への注水が開始されたことを

代替注水流量 （可搬型）指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇

により確認し，当直長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で

維持する。

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注水が不

要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合は，Ａ－ＲＨ

Ｒ注水弁，ＦＬＳＲ注水隔離弁及びＡ－低圧原子炉代替注水元弁

を全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁を全開，Ａ－

格納容器代替スプレイ元弁を調整開としてスプレイを実施する。

⑩b残留熱除去系Ｂ系配管を使用した原子炉圧力容器への注水の場合

中央制御室運転員Ａは原子炉圧力容器への注水が開始されたことを

代替注水流量 （可搬型）指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇

により確認し，当直長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で

維持する。

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注水が不

要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合は，Ｂ－ＲＨ

Ｒ注水弁及びＢ－低圧原子炉代替注水元弁を全閉後，Ｂ－ＲＨＲ

ドライウェル第２スプレイ弁を全開，Ｂ－格納容器代替スプレイ

元弁を調整開としてスプレイを実施する。

⑪当直長は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

[全交流動力電源が喪失している場合] 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策本部に低圧原

子炉代替注水系配管・弁の接続口への低圧原子炉代替注水系（可搬

型）の接続を依頼する。

②当直長は，運転員に残留熱除去系Ａ系配管又は残留熱除去系Ｂ系配

管を使用した低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水準備開始を指示する。

③中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原

子炉圧力容器への注水に必要な監視計器の電源が確保されているこ

とを状態表示にて確認する。

④当直長は，運転員に低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水の系統構成を指示する。
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⑤b残留熱除去系Ｂ系配管を使用した原子炉圧力容器への注水の場合

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を実施する。

⑥当直長は，緊急時対策本部に低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への注水するための原子炉建物原子炉棟内の系統

構成が完了したことを報告する。

⑦緊急時対策本部は，当直長に低圧原子炉代替注水系（可搬型）とし

て使用する大量送水車による送水開始を報告するとともに緊急時対

策要員に低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水

車の起動を指示する。

⑧緊急時対策要員は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用す

る大量送水車を起動した後，Ａ－低圧原子炉代替注水元弁又はＢ－

低圧原子炉代替注水元弁全開とし，低圧原子炉代替注水系（可搬型）

として使用する大量送水車により送水を開始したことを当直長に報

告する。また，当直長は緊急時対策本部に報告する。

⑨当直長は，中央制御室運転員Ａに低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水確認を指示する。

⑩a残留熱除去系Ａ系配管を使用した原子炉圧力容器への注水の場合

中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたこと

を代替注水流量（可搬型）指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上

昇により確認し，当直長に報告する。また，緊急時対策要員は中央

制御室運転員の指示に基づき原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注水が不

要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合は，Ａ－ＲＨ

Ｒ注水弁，ＦＬＳＲ注水隔離弁及びＡ－低圧原子炉代替注水元弁

を全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁を全開，Ａ－

格納容器代替スプレイ元弁を調整開としてスプレイを実施する。

⑩b残留熱除去系Ｂ系配管を使用した原子炉圧力容器への注水の場合

中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたこと

を代替注水流量 （可搬型）指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上

昇により確認し，当直長に報告する。また，緊急時対策要員は中央

制御室運転員の指示に基づき原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注水が不

要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合は，Ｂ－ＲＨ

Ｒ注水弁及びＢ－低圧原子炉代替注水元弁を全閉後，Ｂ－ＲＨＲ

ドライウェル第２スプレイ弁を全開，Ｂ－格納容器代替スプレイ

元弁を調整開としてスプレイを実施する。

⑪当直長は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器
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への注水が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

ⅲ 操作の成立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水操

作のうち，運転員が実施する原子炉棟内での各注入配管の系統構成を，

交流電源が確保されている場合は中央制御室運転員１名，全交流動力

電源が喪失している場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名

にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。 

[交流動力電源が確保されている場合] 

低圧原子炉代替注水系（Ａ）（Ｂ）注入配管使用の場合：10分以内 

[全交流動力電源が喪失している場合] 

低圧原子炉代替注水系（Ａ）注入配管使用の場合：50分以内 

低圧原子炉代替注水系（Ｂ）注入配管使用の場合：40分以内 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での大量送水車によ

る送水操作に必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

[輪谷貯水槽（西）を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホー

スが使用できる場合）]

緊急時対策要員12名にて実施した場合：２時間以内 

[輪谷貯水槽（西）を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホー

スが使用できない場合）]

緊急時対策要員12名にて実施した場合：２時間10分以内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水操

作は，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への注水開始まで２時間10分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合の想定時間は以下のとおり。 

[交流動力電源が確保されている場合：10分以内] 

[全交流動力電源が喪失している場合：１時間以内] 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信設備等を整備する。低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用す

る大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な

作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること
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で暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と

同程度である。 

（添付資料1.4.4－1，1.4.4－4） 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フ

ローチャートを第1.4－32図に示す。

外部電源，代替交流電源設備等により交流動力電源が確保できた場合，

低圧原子炉代替注水槽が使用可能であれば低圧原子炉代替注水系（常設）

により原子炉圧力容器へ注水する。低圧原子炉代替注水槽が使用できない

場合，復水輸送系，消火系又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）により原

子炉圧力容器へ注水する。 

交流動力電源が確保できない場合，現場での手動操作により系統構成を

実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器へ注水す

る。 

なお，消火系による原子炉圧力容器への注水は，発電所構内で重大事故

等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していないこと

及び補助消火水槽又はろ過水タンクの使用可能が確認できた場合に実施す

る。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水を実施

する際の注入配管の選択は，注水流量が多いものを優先して使用する。優

先順位は以下のとおり。 

優先①：低圧原子炉代替注水系(Ａ)注入配管（注水流量が多い） 

優先②：低圧原子炉代替注水系(Ｂ)注入配管 

また，復水輸送系又は消火系による原子炉圧力容器への注水を実施する

際の注入配管の選択は，中央制御室からの操作が可能であるものを優先し

て使用する。 

優先①：残留熱除去系(Ａ)注入配管（中央制御室からの操作が可能） 

優先②：残留熱除去系(Ｂ)注入配管 

優先③：残留熱除去系(Ｃ)注入配管 

(2) サポート系故障時の対応手順

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容器への注

 水 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により，残留熱除去

系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器へ

の注水ができない場合は，常設代替交流電源設備として使用するガスタ

ービン発電機により残留熱除去系の電源を復旧し，原子炉補機冷却系又
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は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで，残留熱除去系

（低圧注水モード）にて原子炉圧力容器へ注水する。 

なお，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機に関す

る手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

また，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系に関する手順につ

いては，「1.5最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備

する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊

急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（低圧注水モード）が使用可能な

状態※１に復旧された場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッショ

ン・チェンバ）が確保されている状態。

ⅱ 操作手順 

Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容器

への注水手順の概要は以下のとおり（Ｂ及びＣ－残留熱除去系（低圧

注水モード）による原子炉圧力容器への注水手順も同様）。概要図を

第1.4－19図に，タイムチャートを第1.4－20図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員にＡ－

残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水準

備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）の起

動に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されているこ

と，並びに補機冷却水が確保されていることを状態表示にて確認す

る。

③当直長は，緊急時対策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を

依頼し，Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）が使用可能か確認す

る。

④中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去ポンプの起動操作を実施し，

Ａ－残留熱除去ポンプ吐出圧力指示値が規定値以上であることを確

認後，当直長にＡ－残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉

圧力容器への注水準備完了を報告する。

⑤当直長は，原子炉圧力容器内の圧力が残留熱除去ポンプの吐出圧力

以下であることを確認後，運転員にＡ－残留熱除去系（低圧注水モ

ード）による原子炉圧力容器への注水開始を指示する。

⑥中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ注水弁を全開として原子炉圧力

容器への注水を開始する。
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⑦中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたこと

をＡ－残留熱除去ポンプ出口流量指示値の上昇及び原子炉水位指示

値の上昇により確認し，当直長に報告するとともに原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）

の間で維持する。

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注水が不

要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合は，Ａ－ＲＨ

Ｒ注水弁を全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，Ａ

－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁を全開してスプレイを実施

する。

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作 

業開始を判断してから残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉 

圧力容器への注水開始まで10分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで 10

分以内で可能である。 

（添付資料1.4.4－5） 

(b) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により残留熱除去系

（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への

注水ができない場合は，常設代替交流電源設備として使用するガスター

ビン発電機により低圧炉心スプレイ系の電源を復旧し，原子炉補機冷却

系又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで，低圧炉心

スプレイ系にて原子炉圧力容器への注水を実施する。

なお，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機に関

する手順等については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備す

る。 

また，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系に関する手順につ

いては，「1.5最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備

する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊

急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（低圧注水モード）が復旧できず，

低圧炉心スプレイ系が使用可能な状態に※１復旧された場合。 
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※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッショ

ン・チェンバ）が確保されている状態。

ⅱ 操作手順 

低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水手順の概

要は以下のとおり。 

手順の対応フローを第1.4－2図及び第1.4－3図に，概要図を第1.4－

21図に，タイムチャートを第1.4－22図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に低圧

炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水の準備開始を指示す

る。

②中央制御室運転員Ａは，低圧炉心スプレイ系の起動に必要なポンプ，

電動弁及び監視計器の電源が確保されていること並びに補機冷却水

が確保されていることを状態表示にて確認する。

③当直長は，緊急時対策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を

依頼し，低圧炉心スプレイ系が使用可能か確認する。

④中央制御室運転員Ａは，低圧炉心スプレイポンプの起動操作を実施

し，低圧炉心スプレイポンプ吐出圧力指示値が規定値以上であるこ

とを確認後，当直長に低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器へ

の注水準備完了を報告する。

⑤当直長は，原子炉圧力容器内の圧力が低圧炉心スプレイポンプの吐

出圧力以下であることを確認後，運転員に，低圧炉心スプレイ系に

よる原子炉圧力容器への注水の開始を指示する。

⑥中央制御室運転員Ａは，低圧炉心スプレイ系注水弁を全開として原

子炉圧力容器への注水を開始する。

⑦中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたこと

を低圧炉心スプレイ系系統流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値

の上昇により確認し，当直長に報告するとともに原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）

の間で維持する。

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への

注水開始まで10分以内で可能である。 

（添付資料1.4.4－6） 

ｂ.重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フ
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ローチャートを第1.4－32図に示す。

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により交流動

力電源が確保できた場合，原子炉補機冷却系の運転が可能であれば残留熱

除去系（低圧注水モード）により原子炉圧力容器へ注水する。また，残留

熱除去系（低圧注水モード）が復旧できず，原子炉補機冷却系の運転が可

能であれば，低圧炉心スプレイ系により原子炉圧力容器へ注水する。 

原子炉補機冷却系の運転ができない場合，原子炉補機代替冷却系を設置

し，残留熱除去系（低圧注水モード）により原子炉圧力容器へ注水するが，

原子炉補機代替冷却系の設置に時間を要することから，低圧原子炉代替注

水系（常設）等による原子炉圧力容器への注水を並行して実施する。 

発電用原子炉停止後は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）によ

る発電用原子炉からの除熱を実施する。 
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(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，溶融炉心が原子炉圧力

容器を破損し原子炉格納容器下部（以下「ペデスタル内」という。）へ落下

した場合，ペデスタル代替注水系によりペデスタル内へ注水することで落下

した溶融炉心を冷却するが，原子炉圧力容器内に溶融炉心が残存した場合は，

低圧代替注水により原子炉圧力容器へ注水することで残存した溶融炉心を冷

却し，原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱を抑制する。 

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧力

容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）

による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉

圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタ 

ル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又

は喪失により確認する。 

ⅱ 操作手順 

低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却について

は，「 (1)ａ.(a)低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容

器への注水」の操作手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを第1.4－5図に示す。また，概要図は第1.4

－6図，タイムチャートは第1.4－7と同様である。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧

力容器への注水開始まで10分以内で可能である。 

(b) 復水輸送系による残存溶融炉心の冷却

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧力

容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）
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が使用できず，復水輸送系による原子炉圧力容器への注水が可能な場

合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉

圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタ 

ル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又

は喪失により確認する。 

ⅱ 操作手順 

復水輸送系による残存溶融炉心の冷却については，「 (1)ａ.(b)復

水輸送系による原子炉圧力容器への注水」の操作手順のうち残留熱除

去系(Ａ)注入配管を使用した手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを第1.4－5図に示す。また，概要図は第1.4

－8図，タイムチャートは第1.4－9図と同様である。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから復水輸送系による原子炉圧力容器への注水開始

まで20分以内で可能である。 

(c) 消火系による残存溶融炉心の冷却

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧力

容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）

及び復水輸送系が使用できず，消火系による原子炉圧力容器への注水

が可能な場合。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消

火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉

圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタ 

ル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又

は喪失により確認する。 

ⅱ 操作手順 

消火系による残存溶融炉心の冷却については，「 (1)ａ.(c)消火系

による原子炉圧力容器への注水」の操作手順のうち，残留熱除去系(Ａ)

注入配管を使用した手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを第1.4－5図に示す。また，概要図は第1.4

－11図，タイムチャートは第1.4－12図と同様である。 
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ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから消火系による原子炉圧力容器への注水開始まで

25分以内で可能である。 

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却

（淡水／海水）

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧力

容器が破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉

圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタ 

ル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又

は喪失により確認する。 

ⅱ 操作手順 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による溶融残存炉心の冷却につい

ては，「(1)ａ.(d)低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

容器への注水（淡水/海水）」の操作手順（交流電源が確保されている

場合）の手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを第1.4－5図に示す。また，概要図は第1.4

－14図，タイムチャートは第1.4－15図及び第1.4－16図と同様である。 

ⅲ 操作の成立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却操作の

うち，運転員が実施する原子炉棟内での各注入配管の系統構成を中央

制御室運転員１名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。 

低圧原子炉代替注水系（Ａ）（Ｂ）注入配管使用の場合：10分以内 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却

操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での低圧原子炉代替注水

系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却操作に必要な要員数及び想定

時間は以下のとおり。 

[輪谷貯水槽（西）を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホー

スが使用できる場合）]

緊急時対策要員12名にて実施した場合：２時間以内 
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[輪谷貯水槽（西）を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホー

スが使用できない場合）]

緊急時対策要員12名にて実施した場合：２時間10分以内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却操作は，

作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存

溶融炉心の冷却開始まで２時間10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用

する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分

な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

(添付資料1.4.4－4) 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フ

ローチャートを第1.4－32図に示す。

代替交流電源設備等により交流電源が確保できた場合，低圧原子炉代替

注水槽が使用可能であれば低圧原子炉代替注水系（常設）により原子炉圧

力容器へ注水し，残存した溶融炉心を冷却する。低圧原子炉代替注水槽が

使用できない場合，復水輸送系，消火系又は低圧原子炉代替注水系（可搬

型）により原子炉圧力容器へ注水し，残存した溶融炉心を冷却する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手段に

ついては，低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

手段と同時並行で準備する。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），

復水輸送系，消火系の手段のうち原子炉圧力容器への注水可能な系統１系

統以上を起動し，注水のための系統構成が完了した時点で，その手段によ

る原子炉圧力容器のへの注水を開始する。 

なお，消火系による原子炉圧力容器への注水は，発電所構内で重大事故

等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していないこと

及び補助消火水槽又はろ過水タンクの使用可能が確認できた場合に実施す

る。 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水を実施する際

の注入配管の選択は，注水流量が多いものを優先して使用する。優先順位

は以下のとおり。 

優先①：低圧原子炉代替注水系(Ａ)注入配管（注水流量が多い） 

優先②：低圧原子炉代替注水系(Ｂ)注入配管 
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1.4.2.2 発電用原子炉停止中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

 ａ．低圧代替注水 

発電用原子炉停止中に原子炉圧力容器へ注水する機能が喪失した場合の 

対応手順については，1.4.2.1(1)a.(a)低圧原子炉代替注水系（常設）によ 

る原子炉圧力容器への注水」，「1.4.2.1(1)a.(b)復水輸送系による原子炉 

圧力容器への注水」，「1.4.2.1(1)a.(c)消火系による原子炉圧力容器への 

注水」，「1.4.2.1(1)a.(d)低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉 

圧力容器への注水（淡水/海水）」の対応手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを第1.4－4図に示す。 

  ｂ．原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

(a) 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による崩壊熱除去機能が喪

失した場合，非常用電源が使用可能であれば原子炉浄化補助ポンプを起 

動して原子炉除熱を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

  残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉除熱ができ 

ない場合において，原子炉浄化系が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，電源及び冷却水が確保されており，原子炉

水位指示値が原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レ 

ベル８）の間で維持され，かつ原子炉圧力指示値が規定値以下 

の状態。 

ⅱ 操作手順 

原子炉浄化系による原子炉除熱手順の概要は以下のとおり。 

概要図を第1.4－23図に，タイムチャートを第1.4－24図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に原子

炉浄化系による発電用原子炉からの除熱の準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，原子炉浄化系による発電用原子炉

からの除熱に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源並びに補機

冷却水が確保されていること，原子炉水位指示値が原子炉水位低（レ

ベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持されていること，

原子炉圧力指示値が規定値以下であることを状態表示にて確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，原子炉浄化系による発電用原子炉か

らの除熱の系統構成として，再生熱交管側入口弁の全閉，補助熱交

入口弁，フィルタバイパス弁，循環ポンプバイパス弁の全開，非再

生熱交換器出口温度調節弁，系統流量調節弁の調整開操作を実施す 
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る。また，格納容器隔離を復旧後，ＣＵＷ入口内側隔離弁，ＣＵＷ 

入口外側隔離弁，補助ポンプ入口弁の全開操作を実施する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，ＣＵＷ脱塩装置バイパス弁の全開操作を実

施する。

⑤中央制御室運転員Ａは，原子炉浄化系による発電用原子炉からの除

熱の準備が完了したことを当直長に報告する。

⑥当直長は，中央制御室運転員に原子炉浄化系による発電用原子炉か

らの除熱開始を指示する。

⑦中央制御室運転員Ａは，原子炉浄化補助ポンプの起動操作を実施し， 

出口圧力が上昇したことを出口圧力計にて確認後，補助ポンプ出口

弁の全開操作を実施する。

⑧中央制御室運転員Ａは，フィルタ入口圧力調節弁及びフィルタ入口

圧力調節弁バイパス弁を調整開操作し，発電用原子炉からの除熱を

開始する。

⑨中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉からの除熱が開始されたこと

を系統流量指示値の上昇及びＲＰＶ底部ドレン温度指示値の上昇が

緩和したことを確認し，当直長に報告する。

ⅲ 操作の成立性 

 上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから原子炉浄化系による発電用原

子炉からの除熱開始まで70分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通 

信設備等を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.4.4－7） 

ｃ．重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等発生時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選 

択フローチャートを第1.4－32図に示す。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による崩壊熱除去機能が喪失 

した場合，常用電源が使用可能であれば原子炉浄化系により原子炉除熱す

る。 

(2) サポート系故障時の対応手順

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の発電用原子炉

からの除熱 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により，残留熱除去
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系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱ができな

い場合は，常設代替交流電源設備により残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）の電源を復旧し，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却

系により冷却水を確保することで，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）にて発電用原子炉からの除熱を実施する。 

なお，常設代替交流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

また，原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系に関する手順は，

「1.5最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊

急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が使

用可能な状態※１に復旧された場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び補機冷却水が確保されており，原

子炉水位指示値が原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高

（レベル８）の間で維持され，かつ原子炉圧力指示値が規定値

以下の状態。 

ⅱ 操作手順 

Ａ－残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の発電用

原子炉からの除熱手順の概要は以下のとおり。（Ｂ－残留熱除去系（原

子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱手順も同様）

概要図を第1.4－25図に，タイムチャートを第1.4－26図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断に基づき，運転員にＡ－残留熱除去系（原

子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱準備開始を

指示する。

②中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）の起動に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源並びに補機

冷却水が確保されていること，原子炉水位指示値が原子炉水位低（レ

ベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持されていること，

原子炉圧力指示値が原子炉停止時冷却モードインターロック解除の

設定値以下であることを状態表示にて確認する。

③当直長は，緊急時対策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を

依頼し，Ａ－残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が使用可能

か確認する。
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④中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）による発電用原子炉からの除熱の系統構成として，Ａ－ＲＨＲ

封水ポンプ停止操作，Ａ－ポンプトーラス水入口弁，Ａ－ミニマム

フロー弁，Ａ－熱交入口弁の全閉，Ａ－熱交バイパス弁の全開操作

を実施する。また，格納容器隔離を復旧後，炉水入口内側隔離弁，

炉水入口外側隔離弁，Ａ－ポンプ炉水入口弁の全開操作を実施する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－ＲＨＲ封水ポンプ及びＡ－ミニマムフ

ロー弁の電源「切」操作を実施する。

⑥中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）運転の準備完了を当直長に報告する。

⑦当直長は，中央制御室運転員にＡ－残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）による発電用原子炉からの除熱開始を指示する。

⑧中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去ポンプの起動操作を実施し，

Ａ－残留熱除去ポンプの出口圧力が上昇したことをＡ－残留熱除去

ポンプ出口圧力にて確認後，Ａ－ポンプ炉水戻り弁を調整開する。

⑨中央制御室運転員Ａは，Ａ－熱交入口弁を開操作，Ａ－熱交バイパ

ス弁を閉操作し，発電用原子炉からの除熱を開始する。

⑩中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉からの除熱が開始されたこと

をＡ－残留熱除去ポンプ出口流量指示値の上昇及びＡ－残留熱除去

系熱交換器入口温度指示値の低下により確認し，当直長に報告する。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）による発電用原子炉からの除熱開始まで35分以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信設備等を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

(添付資料1.4.4－8) 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フ

ローチャートを第1.4－32図に示す。

常設代替交流電源設備として使用するガスービン発電機により交流動力

電源が確保できた場合，原子炉補機冷却系の運転が可能であれば残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）により発電用原子炉からの除熱を実施す

る。原子炉補機冷却系の運転ができない場合，原子炉補機代替冷却系を設

置し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）により発電用原子炉から

の除熱を実施するが，原子炉補機代替冷却系の設置に時間を要することか
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ら，低圧原子炉代替注水系（常設）等による原子炉圧力容器への注水を並

行して実施する。 

1.4.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水

残留熱除去系（低圧注水モード）が健全な場合は，自動起動（原子炉水位

低（レベル１）又はドライウェル圧力高）による作動，又は中央制御室から

の手動操作により残留熱除去系（低圧注水モード）を起動し，サプレッショ

ン・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

ａ．手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子

炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）以上に維持できない場合。 

ｂ．操作手順 

Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水手

順の概要は以下のとおり（Ｂ－残留熱除去系（低圧注水モード）又はＣ－

残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水手順も同

様）。概要図を第1.4－27図に，タイムチャートを第1.4－28図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき中央制御室運転員に残留熱除

去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水の準備開始を

指示する。

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操作，又は自動起

動信号（原子炉水位低（レベル１）又はドライウェル圧力高）により

Ａ－残留熱除去ポンプが起動し，残留熱除去ポンプ吐出圧力指示値が

規定値以上となったことを確認後，当直長に残留熱除去系（低圧注水

モード）による原子炉圧力容器への注水準備完了を報告する。

③当直長は，原子炉圧力容器内の圧力が規定圧力以下となったことを確

認後，中央制御室運転員に残留熱除去系（低圧注水モード）による原

子炉圧力容器への注水開始を指示する。

④中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動操作，又は自動起動信

号（原子炉水位低（レベル１）及び注水弁差圧低，又はドライウェル

圧力高及び注水弁差圧低）によりＡ－ＲＨＲ注水弁が全開となったこ

とを確認する。

⑤中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたことを

残留熱除去ポンプ出口流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇

により確認し，当直長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を
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原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持

する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注水が不要

となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合は，Ａ－ＲＨＲ注

水弁，Ａ－熱交バイパス弁を全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１

スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁を全開してス

プレイを実施する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器

への注水開始まで2分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へのス

プレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで10分以内で

可能である。 

（添付資料1.4.4－9） 

(2) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が健全な場合は，中央制御室か

らの手動操作により残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）を起動し，発

電用原子炉からの除熱を実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

原子炉水位指示値が原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベ

ル８）の間で維持され，かつ原子炉圧力指示値が規定値以下の場合。

ｂ．操作手順 

Ａ－残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの

除熱手順の概要は以下のとおり（Ｂ－残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）による原子炉除熱手順も同様）。概要図を第 1.4－29 図に示す。タイム

チャートは第 1.4－26図と同様である。

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱準備開

始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，原子炉水位指示値が原子炉水位低（レベル３）

から原子炉水位高（レベル８）の間で維持されていること，原子炉圧力

指示値が原子炉停止時冷却モードインターロック解除の設定値以下であ

ることを状態表示にて確認する。
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③中央制御室運転員Ａは，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）によ

る発電用原子炉からの除熱の系統構成として，Ａ－ＲＨＲ封水ポンプ停

止操作，Ａ－ポンプトーラス水入口弁，Ａ－ミニマムフロー弁，Ａ－熱

交入口弁の全閉，Ａ－熱交バイパス弁，炉水入口内側隔離弁，炉水入口

外側隔離弁，Ａ－ポンプ炉水入口弁の全開操作を実施する。

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－ＲＨＲ封水ポンプ及びＡ－ミニマムフロー

弁の電源「切」操作を実施する。

⑤中央制御室運転員Ａは，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）運転

の準備完了を当直長に報告する。

⑥当直長は，中央制御室運転員に残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

による発電用原子炉からの除熱開始を指示する。

⑦中央制御室運転員Ａは，残留熱除去ポンプの起動操作を実施し，残留熱

除去ポンプ吐出圧力指示値が上昇したことを確認後，Ａ－ポンプ炉水戻

り弁を調整開する。

⑧中央制御室運転員Ａは，Ａ－熱交入口弁を開操作，Ａ－熱交バイパス弁

を閉操作し，発電用原子炉からの除熱を開始する。

⑨中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉からの除熱が開始されたことを残

留熱除去系系統流量指示値の上昇及び残留熱除去系熱交換器入口温度指

示値の低下により確認し，当直長に報告する。

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて操作を実

施した場合，作業業開始を判断してから残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）による発電用原子炉からの除熱開始まで35分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信設

備等を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.4.4－8） 

(3) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

低圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動（原子炉水位低（レベル１）

又はドライウェル圧力高）による作動，又は中央制御室からの手動操作によ

り低圧炉心スプレイ系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水を実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子

炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）以上に維持できない場合。 
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ｂ．操作手順 

低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以下の

とおり。 

手順の対応フローを第1.4－2図及び第1.4－3図に，概要図を第1.4－30

図に，タイムチャートを第1.4－31図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき中央制御室運転員に低圧炉心ス

プレイ系による原子炉圧力容器への注水の準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操作，又は自動起動

信号（原子炉水位低（レベル１）又はドライウェル圧力高）により低圧

炉心スプレイポンプが起動し，低圧炉心スプレイポンプ吐出圧力指示値

が規定値以上となったことを確認後，当直長に低圧炉心スプレイ系によ

る原子炉圧力容器への注水の準備完了を報告する。

③当直長は，原子炉圧力容器内の圧力が規定圧力以下となったことを確認

後，中央制御室運転員に，低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器へ

の注水開始を指示する。

④中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動操作，又は自動起動信号

（原子炉水位低（レベル１）及び注水弁差圧低，又はドライウェル圧力

高及び注水弁差圧低）により低圧炉心スプレイ系注水弁が全開となった

ことを確認する。

⑤中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたことを低

圧炉心スプレイポンプ出口流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上

昇により確認し，当直長に報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持す

る。

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

開始まで2分以内で可能である。 

（添付資料1.4.4－10） 

1.4.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保手

順は，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備

する。 

低圧原子炉代替注水槽及び輪谷貯水槽（西）への水の補給手順並びに水

源から接続口までの大量送水車による送水手順については，「1.13 重大

事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備として使用するガスタービ

1.4-43

324



ン発電機又は可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車によ

る低圧原子炉代替注水ポンプ，復水輸送ポンプ，消火ポンプ，残留熱除去

ポンプ，低圧炉心スプレイポンプ，電動弁及び中央制御室監視計器類への

電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン

発電機，可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車及び大量送

水車への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」

にて整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の計装

に関する手順等」にて整備する。 
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第 1.4－１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／９） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）

－ 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ※５ 

原子炉補機冷却系※３ 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

サプレッション・チェンバ

原子炉圧力容器 重
大
事
故
等

対
処
設
備

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却

低圧炉心スプレイポンプ 

低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・

スパージャ

原子炉補機冷却系※３

非常用交流電源設備※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

サプレッション・チェンバ

原子炉圧力容器 重
大
事
故
等

対
処
設
備

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ジェットポンプ 

原子炉再循環系 配管 

原子炉補機冷却系※３ 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「減圧冷却」等 

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等

対
処
設
備

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。
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対応手段，対処設備，手順書一覧(２／９) 

（原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

残留熱除去系（低圧注水モ

ード） 

低圧炉心スプレイ系 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽※１ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注

水」 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

復
水
輸
送
系
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却

復水輸送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 

自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる原子炉注水」 

消
火
系
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 

自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火系による原子炉注水」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。

1.4-46
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対応手段，対処設備，手順書一覧(３／９) 

（原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

残留熱除去系（低圧注水モ

ード） 

低圧炉心スプレイ系 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
へ
の
冷
却

大量送水車 

ホース・接続口

低圧原子炉代替注水系 配管・弁

残留熱除去系 配管・弁

原子炉圧力容器

常設代替交流電源設備※２

燃料補給設備※２

可搬型代替交流電源設備※２

代替所内電気設備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

原子力災害対策手順書 

「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉

注水」 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

輪谷貯水槽（西）※１，※４ 

自
主
対
策
設
備

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。

1.4-47
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対応手段，対処設備，手順書一覧(４／９) 

（原子炉運転中のサポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時

全交流動力電源 

原子炉補機冷却系 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
の
復
旧

サプレッション・チェンバ

原子炉圧力容器

原子炉補機代替冷却系※３

代替所内電気設備

常設代替交流電源設備※２

重
大
事
故
等

対
処
設
備

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる原子炉注水」 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

原子炉補機冷却系※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
復
旧

サプレッション・チェンバ

原子炉圧力容器

原子炉補機代替冷却系※３

代替所内電気設備

常設代替交流電源設備※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＬＰＣＳによる原子炉注水」 

低圧炉心スプレイポンプ 

低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレ

ーナ・スパージャ 

原子炉補機冷却系※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。

1.4-48
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対応手段，対処設備，手順書一覧(５／９)

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合）

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

溶
融
炉
心
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
残
存
す
る
場
合

－ 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽※１ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント）

「注水－４」等

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉

注水」 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

復
水
輸
送
系
に
よ
る

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

復水輸送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 
自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント）

「注水－４」等

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる原子炉注水」 

消
火
系
に
よ
る

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント）

「注水－４」等

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火系による原子炉注水」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。

1.4-49
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対応手段，対処設備，手順書一覧(６／９) 

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

溶
融
炉
心
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
残
存
す
る
場
合

－ 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
（
可
搬
型
）
に
よ
る

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

大量送水車 

ホース・接続口

低圧原子炉代替注水系 配管・弁

残留熱除去系 配管・弁

原子炉圧力容器

常設代替交流電源設備※２

燃料補給設備※２

可搬型代替交流電源設備※２

代替所内電気設備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント）

「注水－４」等

原子力災害対策手順書 

「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子

炉注水」 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

輪谷貯水槽（西）※１，※４ 

自
主
対
策
設
備

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする

1.4-50
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対応手段，対処設備，手順書一覧(７／９)

（原子炉停止中のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却モ

ード） 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
へ
の
冷
却

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽※１ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 事故時操作要領書（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注

水」 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

復
水
輸
送
系
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却

復水輸送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 

非常用交流電源設備※２ 

自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる原子炉注水」 

消
火
系
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 

非常用交流電源設備※２ 

自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火系による原子炉注水」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。

1.4-51
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対応手段，対処設備，手順書一覧(８／９) 

（原子炉停止中のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却モ

ード） 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）

に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
へ
の
冷
却

大量送水車 

ホース・接続口

低圧原子炉代替注水系 配管・弁

残留熱除去系 配管・弁

原子炉圧力容器

常設代替交流電源設備※２

燃料補給設備※２

代替所内電気設備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

原子力災害対策手順書 

「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉

注水」 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

輪谷貯水槽（西）※１，※４ 

自
主
対
策
設
備

原
子
炉
浄
化
系
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱

原子炉浄化補助ポンプ 

原子炉圧力容器 

原子炉浄化系非再生熱交換器 

原子炉再循環系配管 弁 

原子炉浄化系 配管・弁 

給水系配管・弁・スパージャ 

原子炉補機冷却系※３ 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 

非常用交流電源設備※２ 

自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。

1.4-52
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対応手段，対処設備，手順書一覧(９／９) 

（原子炉停止中のサポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時

全交流動力電源 

原子炉補機冷却系 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
残
留
熱
除
去
系

（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
の
復
旧

原子炉圧力容器 

原子炉補機代替冷却系※３ 

常設代替交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる原子炉除熱」 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ジェットポン

プ 

原子炉再循環系配管 

原子炉補機冷却系※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。
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第 1.4‐2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧(１／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．低圧代替注水

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉

注水」 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 代替注水流量（常設） 

補機監視機能 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．低圧代替注水

(b) 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

ＡＭ設備別要領書 

「ＣＷＴによる原子炉注水」 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

補機監視機能 復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 
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監視計器一覧(２／１２)

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．低圧代替注水系

(c) 消火系による原子炉圧力容器への注水

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火系による原子炉注水」 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 

Ａ－補助消火水槽水位 

Ｂ－補助消火水槽水位 

ろ過水タンク水位 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

補機監視機能 
Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

水源の確保 

Ａ－補助消火水槽水位 

Ｂ－補助消火水槽水位 

ろ過水タンク水位 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．低圧代替注水系

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

原子力災害対策手順書 

「ＦＬＳＲ(可搬型)による原子

炉注水」 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡ-ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 代替注水流量（可搬型） 

補機監視機能 大量送水車ポンプ出口圧力 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 
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監視計器一覧(３／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視計器 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(2) サポート系故障時の対応手順

ａ．復旧

(a) 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容器への注水

事故時運転操作要領書（徴候ベー

ス）「水位確保」等 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる原子炉注水」 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

補機監視機能 

Ⅰ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ）

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 
Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

補機監視機能 
Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ）

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(2) サポート系故障時の対応手順

ａ．復旧

(b) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水

事故時運転操作要領書（徴候ベー

ス）「水位確保」等 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＬＰＣＳによる原子炉注水」 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

補機監視機能 Ⅰ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ）

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

補機監視機能 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ）
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監視計器一覧(４／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順

ａ．低圧代替注水

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却

事故時操作要領書（シビアアクシ

デント） 

「注水－４」等 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉

注水」 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル温度(ＳＡ) 

サプレッション・プール水温度(ＳＡ)

ペデスタル温度(ＳＡ)

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡ-ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 代替注水流量（常設） 

補機監視機能 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位 
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監視計器一覧(５／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順

ａ．低圧代替注水

(b) 復水輸送系による残存溶融炉心の冷却

事故時操作要領書（シビアアクシ

デント） 

「注水―４」等 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる原子炉注水」 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル温度(ＳＡ) 

サプレッション・プール水温度(ＳＡ)

ペデスタル温度(ＳＡ)

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

補機監視機能 復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 
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監視計器一覧(６／１２） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順

ａ．低圧代替注水

(c) 消火系による残存溶融炉心の冷却

事故時操作要領書（シビアアクシ

デント） 

「注水－４」等 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火系による注水」 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル温度(ＳＡ) 

サプレッション・プール水温度(ＳＡ)

ペデスタル温度(ＳＡ)

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 

Ａ－補助消火水槽水位 

Ｂ－補助消火水槽水位 

ろ過水タンク水位 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

補機監視機能 
Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

水源の確保 

Ａ－補助消火水槽水位 

Ｂ－補助消火水槽水位 

ろ過水タンク水位 
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監視計器一覧(７／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順

ａ．低圧代替注水

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）

事故時操作要領書（シビアアクシ

デント） 

「注水―４」等 

原子力災害対策手順書 

「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子

炉注水」 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

ペデスタル温度（ＳＡ）

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 代替注水流量（可搬型） 

補機監視機能 大量送水車ポンプ出口圧力 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 
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監視計器一覧(８／１２)

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 発電用原子炉停止中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ｂ．原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱

(a) 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

補機監視機能 
Ⅰー原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ⅱー原子炉補機冷却ポンプ圧力 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

最終ヒートシンクの確保 

原子炉浄化系系統流量 

原子炉浄化系系統入口温度 

原子炉浄化系非再生熱交出口温度 
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監視計器一覧(９／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 発電用原子炉停止中における対応手順 

(2) サポート系故障時の対応手順

ａ．復旧

(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の発電用原子炉からの除熱

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる原子炉除熱」 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（停止域） 

原子炉水位（定検時水張り用） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の温度 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

補機監視機能 

Ⅰ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（停止域） 

原子炉水位（定検時水張り用） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

補機監視機能 
Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

最終ヒートシンクの確保 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ａ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ⅰ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交出口温度 
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監視計器一覧(１０／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

補機監視機能 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口流量 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ）

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口流量 

補機監視機能 

Ａ－残留熱除去系ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去系ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去系ポンプ出口圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ）

1.4-63

344



監視計器一覧(１１／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(2) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（停止域） 

原子炉水位（定検時水張り用） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の温度 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

補機監視機能 

Ⅰ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（停止域） 

原子炉水位（定検時水張り用 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

補機監視機能 
Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

最終ヒートシンクの確保 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ａ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ⅰ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交出口温度 
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監視計器一覧(１２／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(3) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

補機監視機能 Ⅰー原子炉補機冷却ポンプ圧力 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ）

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

補機監視機能 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ）
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第 1.4‐3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 給電元 

【1.4】 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための手順等 

低圧原子炉代替注水ポンプ 常設代替交流電源設備 

ＳＡ－Ｌ／Ｃ 

低圧原子炉代替注水系弁 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

残留熱除去ポンプ 常設代替交流電源設備 

Ｍ／Ｃ Ｃ系 

Ｍ／Ｃ Ｄ系 

残留熱除去系弁 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

低圧炉心スプレイポンプ 常設代替交流電源設備 

Ｍ／Ｃ Ｃ系 

低圧炉心スプレイ系弁 常設代替交流電源設備 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

中央制御室監視計器類 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装Ｃ／Ｃ Ｃ系 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因

を順次右側へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に

記載される機能が喪失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件につ

いては表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。 

第 1.4－1図 機能喪失原因対策分析（補足） 

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因１ 故障要因２ 故障要因３ 故障要因４ 故障要因５ 故障要因６ 故障要因７ 故障要因８
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第 1.4－2図 ＥＯＰ「水位確保」における対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密にかかわる事項のため公開できません。 
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第 1.4－3図 ＥＯＰ「水位回復」における対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密にかかわる事項のため公開できません。 
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低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）

 

（
あ
ら
か
じ
め
敷
設
し
て
あ
る
ホ
ー
ス
が
使
用
で
き
る
場
合
）
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

(
１
／
２
）

 

1.4-91
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低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）

 

（
あ
ら
か
じ
め
敷
設
し
て
あ
る
ホ
ー
ス
が
使
用
で
き
な
い
場
合
）
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

(２
／
２

)
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373
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注
水
系
（
可
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型
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）

 
概
要
図

(１
／
２

)
 

（
全
交
流
動
力
電
源
が
喪
失
し
て
い
る
場
合
）

 

1.4-93

374



操
作
手
順

 
弁
名
称

 

⑤
a※

１
Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
水
弁

 

⑤
b

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
水
弁

 

⑤
a※

２
Ｆ
Ｌ
Ｓ
Ｒ
注
水
隔
離
弁

 

⑧
※
１

Ａ
－
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
元
弁

 

⑧
※
２

Ｂ
－
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
元
弁

 

第
1.

4－
1
7
図

 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）

 
概
要
図

(２
／
２

)
 

（
全
交
流
動
力
電
源
が
喪
失
し
て
い
る
場
合
）

 

1.4-94

375
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低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
）

 

（
系
統
構
成
）
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

（
全
交
流
動
力
電
源
が
喪
失
し
て
い
る
場
合
）

 

1.4-95

376
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図

 
残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
電
源
復
旧
後
の
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
概
要
図

(
１
／
２

)
 

1.4-96
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操
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弁
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称

 

⑥
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
水
弁
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図

 
残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
電
源
復
旧
後
の
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
概
要
図

(
２
／
２

)
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残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
電
源
復
旧
後
の
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

1.4-98

379
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低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
電
源
復
旧
後
の
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
概
要
図

(
１
／
２

)
 

1.4-99

380



操
作
手
順

 
弁
名
称

 

⑥
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
注
水
弁

 

第
1.
4－

2
1
図

 
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
電
源
復
旧
後
の
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
概
要
図

(
２
／
２

)
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図

 
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
電
源
復
旧
後
の
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
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原
子
炉
浄
化
系
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱

 
概
要
図

(１
／
２
)
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図
 
原
子
炉
浄
化
系
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱

 
概
要
図

(２
／
２

)
 

操
作
手
順

 
弁
名
称

 

③
※
１

再
生
熱
交
管
側
入
口
弁

 

③
※
２

補
助
熱
交
入
口
弁

 

③
※
３

フ
ィ
ル
タ
バ
イ
パ
ス
弁

③
※
４

循
環
ポ
ン
プ
バ
イ
パ
ス
弁

 

③
※
５

Ｃ
Ｕ
Ｗ
非
再
生
熱
交
出
口
温
度
調
節
弁

 

③
※
６

系
統
流
量
調
節
弁

 

③
※
７

Ｃ
Ｕ
Ｗ
入
口
内
側
隔
離
弁

 

③
※
８

Ｃ
Ｕ
Ｗ
入
口
外
側
隔
離
弁

 

③
※
９

補
助
ポ
ン
プ
入
口
弁
 

④
 

Ｃ
Ｕ
Ｗ
脱
塩
装
置
バ
イ
パ
ス
弁

 

⑦
 

補
助
ポ
ン
プ
出
口
弁
 

⑧
※
１

フ
ィ
ル
タ
入
口
圧
力
調
節
弁

⑧
※
２

フ
ィ
ル
タ
入
口
圧
力
調
節
弁
バ
イ
パ
ス
弁
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原
子
炉
浄
化
系
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
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残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
電
源
復
旧
後
の
発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱

 
概
要
図

(１
／
２

)
 

1.4-105
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弁
名
称

 

④
※
１

Ａ
－
ポ
ン
プ
ト
ー
ラ
ス
水
入
口
弁
 

④
※
２

Ａ
－
ミ
ニ
マ
ム
フ
ロ
ー
弁
 

④
※
３
⑨

※
１

Ａ
－
熱
交
入
口
弁
 

④
※
４
⑨

※
２

Ａ
－
熱
交
バ
イ
パ
ス
弁

 

④
※
５

炉
水
入
口
内
側
隔
離
弁

 

④
※
６

炉
水
入
口
外
側
隔
離
弁

 

④
※
７

Ａ
－
ポ
ン
プ
炉
水
入
口
弁
 

⑧
 

Ａ
－
ポ
ン
プ
炉
水
戻
り
弁
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図

 
残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
電
源
復
旧
後
の
発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱

 
概
要
図

(２
／
２

)
 

1.4-106
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残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
電
源
復
旧
後
の
発
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用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

1.4-107
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残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
概
要
図

(１
／
２
)
 

1.4-108

389
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弁
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④
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
水
弁
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図

 
残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
概
要
図

(２
／
２

)

1.4-109
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残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
タ
イ
ム
チ
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ー
ト

 

1.4-110

391
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に
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熱
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要
図

(
１
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２

)
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弁
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③
※
１

Ａ
－
ポ
ン
プ
ト
ー
ラ
ス
水
入
口
弁

 

③
※
２

Ａ
－
ミ
ニ
マ
ム
フ
ロ
ー
弁

 

③
※
３
⑧

※
１

Ａ
－
熱
交
入
口
弁
 

③
※
４
⑧

※
２

Ａ
－
熱
交
バ
イ
パ
ス
弁

 

③
※
５

炉
水
入
口
内
側
隔
離
弁

 

③
※
６

炉
水
入
口
外
側
隔
離
弁

 

③
※
７

Ａ
－
ポ
ン
プ
炉
水
入
口
弁

 

⑦
 

Ａ
－
ポ
ン
プ
炉
水
戻
り
弁
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残
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熱
除
去
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（
原
子
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停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
に
よ
る
発
電
用
原
子
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か
ら
の
除
熱

 
概
要
図

(
２
／
２
）

 

1.4-112
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低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
概
要
図

(１
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２
）
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低
圧
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レ
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系
注
水
弁
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レ
イ
系
に
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原
子
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圧
力
容
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へ
の
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要
図

(２
／
２
）
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低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
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（１）フロントライン系故障時の対応手段の選択 

 

 

 

第 1.4－32図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート(１／３) 

交流電源 

あり 

優先① 

低圧原子炉代替注水系（常設）

による原子炉圧力容器への注水 

復水貯蔵タンク

水源使用可能 

 

優先④ 

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器へ

の注水 ※２ 

優先② 

復水輸送系による 

原子炉圧力容器への注水 ※１ 

優先③ 

消火系による原子炉圧

力容器への注水 ※１ 

代替交流 

電源設備等による交流 

電源確保可能 

低圧原子炉 

代替注水槽水源 

使用可能 

重大事故等へ対処する 

ために消火系による消火が必要な 

火災の発生なし 

No 

Yes No 

Yes 

No 

Yes 
No 

Yes 
No 

Yes 

No 

Yes 

電動弁を手動操作 

にて系統構成 

低圧注水系機能喪失 

【凡例】 

：プラント状態 

：操作，確認 

：判断 

：重大事故等対処設備 

※３

注入配管優先順位 

※１

優先①残留熱除去系（Ａ）配管

優先②残留熱除去系（Ｂ）配管

優先③残留熱除去系（Ｃ）配管

※２

優先①低圧原子炉代替注水配管（Ａ）

優先②低圧原子炉代替注水配管（Ｂ）

補助消火水槽又は 

ろ過水タンク 

水源使用可能 

1.4-116
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（２）サポート系故障時の対応手段の選択 

第 1.4－32図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート(２／３) 

No 

Yes 

 

常設代替交流電源設備等

による交流電源確保 

優先① 

残留熱除去系（低圧注水モード）電

源復旧後の原子炉圧力容器への注水

又は 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）電源復旧後の原子炉圧力容器

からの除熱 

原子炉 

補機冷却系 

運転可能 

※３

全交流動力電源喪失による 

低圧注水系機能喪失 

原子炉補機代替 

冷却系設置・起動 

【凡例】 

：プラント状態 

：操作，確認 

：判断 

：重大事故等対処設備 

 残留熱除去系の 

復旧可能 

Yes 

No 

優先② 

低圧炉心スプレイ系電源復旧後 

の原子炉圧力容器への注水 

1.4-117
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（３）溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合 

第 1.4－32図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート(３／３) 

交流電源 

あり 

優先① 

低圧原子炉代替注水系

（常設）による残存溶融

炉心の冷却 

復水貯蔵タンク

水源使用可能

 

優先④ 

低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による残存

溶融炉心の冷却※１ 

優先② 

復水輸送系による残存

溶融炉心の冷却 

優先③ 

消火系による残存溶

融炉心の冷却 

低圧原子炉 

代替注水槽水源 

使用可能 

重大事故等へ対処する 

ために消火系による消火が必要な 

火災の発生なし 

No 

No 

No 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

補助消火水槽又は 

ろ過水タンク 

水源使用可能 

低圧注水系機能喪失 

代替交流電源設備等 

による交流動力電源確保 

【凡例】 

：プラント状態 

：操作，確認 

：判断 

：重大事故等対処設備 

注入配管優先順位 

※１

優先①低圧原子炉代替注水配管（Ａ）

優先②低圧原子炉代替注水配管（Ｂ）※３
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添付資料 1.4.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(１／７) 

技術的能力審査基準（1.4） 番号 

【本文】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力

バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故

対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪

失した場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子

炉を冷却するために必要な手順等が適切に整備

されているか、又は整備される方針が適切に示さ

れていること。 

① 

【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発

電用原子炉を冷却するために必要な手順等」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための手順等をいう。 

－ 

（１）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却 

ａ）可搬型重大事故防止設備の運搬、接続及び操

作に関する手順等を整備すること。 

② 

（２）復旧

ａ）設計基準事故対処設備に代替電源を接続する

ことにより起動及び十分な期間の運転継続がで

きること。

③ 

設置許可基準規則（47条） 技術基準規則（62条） 番号 

【本文】 

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材

圧力バウンダリが低圧の状態であっ

て、設計基準事故対処設備が有する発

電用原子炉の冷却機能が喪失した場合

においても炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するため、発

電用原子炉を冷却するために必要な設

備を設けなければならない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材

圧力バウンダリが低圧の状態であっ

て、設計基準事故対処設備が有する発

電用原子炉の冷却機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するた

め、発電用原子炉を冷却するために必

要な設備を施設しなければならない。 

④ 

【解釈】 

１ 第４７条に規定する「炉心の著しい

損傷」を「防止するため、発電用原子

炉を冷却するために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設

備をいう。 

【解釈】 

１ 第６２条に規定する「炉心の著し

い損傷」を「防止するため、発電用原

子炉を冷却するために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

－ 

（１）重大事故防止設備

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備す

ること。

（１）重大事故防止設備

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備す

ること。

⑤ 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時

間的余裕のない場合に対応するため、

常設重大事故防止設備を設置すること 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時

間的余裕のない場合に対応するため、

常設重大事故防止設備を設置するこ

と。 

⑥ 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止

設備は、設計基準事故対処設備に対し

て、多様性及び独立性を有し、位置的

分散を図ること。 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止

設備は、設計基準事故対処設備に対し

て、多様性及び独立性を有し、位置的

分散を図ること。 

⑦

1.4-119
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(２／７) 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策 

機能 機器名称 既設 

新設 

解釈 

対応番号 

機能 機器名称 常設 

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 

備考 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注

水
モ
ー
ド
）
に
よ
る
発
電

用
原
子
炉
の
冷
却

残留熱除去ポンプ 既設 

①
④ － － － － － － 

残留熱除去系 配管・弁・ストレ

ーナ※５ 

既設 

原子炉補機冷却系※３ 既設 

非常用交流電源設備※２ 既設 

サプレッションチェンバ 既設 

原子炉圧力容器 既設 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に

よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
冷

却

低圧炉心スプレイポンプ 既設 

低圧炉心スプレイ系 配管・弁・

ストレーナ・スパージャ

既設 

原子炉補機冷却系※３ 既設 

非常用交流電源設備※２ 既設 

サプレッション・チェンバ 既設 

原子炉圧力容器 既設 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時

冷
却
モ
ー
ド
）
に
よ
る
発
電
用
原

子
炉
か
ら
の
除
熱

残留熱除去ポンプ 既設 

残留熱除去系熱交換器 既設 

残留熱除去系 配管・弁・ジェッ

トポンプ

既設 

原子炉再循環系 配管 既設 

原子炉補機冷却系※３ 既設 

非常用交流電源設備※２ 既設 

原子炉圧力容器 既設 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。

重大事故等対処設備 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

1.4-120
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(３／７) 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策 

機能 機器名称 既設 

新設 

解釈 

対応番号 

機能 機器名称 常設 

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 

備考 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ

新設 

①
④
⑥
⑦

復
水
輸
送
系
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却

復水輸送ポンプ 常設 

残留熱除去

系(Ａ)配管

使用の場合 

20分 

残留熱除去

系(Ｂ)又は

(Ｃ)配管使

用の場合 

30分 

残留熱除去 

系(Ａ)配管 

使用の場合 

1名 

残留熱除去 

系(Ｂ)又は 

(Ｃ)配管使 

用の場合 

2名 

自主対策と

する理由は

本文参照 
低圧原子炉代替注水槽

※１

新設 復水貯蔵タンク 常設 

低圧原子炉代替注水系

配管・弁 

新設 復水輸送系配管・弁 常設 

残留熱除去系 配管・

弁 

既設 残留熱除去系 配管・弁 常設 

原子炉圧力容器 既設 原子炉圧力容器 常設 

常設代替交流電源設備

※２

新設 常設代替交流電源設備 

※２

常設 

代替所内電気設備 新設 

既設 

非常用交流電源設備※２ 常設 

非常用交流電源設備 

※２
既設 

可搬型代替交流電源設備

※２

可搬 

代替所内電気設備 常設 

消
火
系
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却

補助消火ポンプ 常設 

残留熱除去

系(Ａ)配管

使用の場合 

25分 

残留熱除去

系(Ｂ)又は

(Ｃ)配管使

用の場合 

30分 

残留熱除去 

系(Ａ)配管 

使用の場合 

1名 

残留熱除去 

系(Ｂ)又は 

(Ｃ)配管使 

用の場合 

3名 

自主対策と

する理由は

本文参照 

消火ポンプ 常設 

補助消火水槽 常設 

ろ過水タンク 常設 

消火系 配管・弁 常設 

復水輸送系 配管・弁 常設 

残留熱除去系 配管・弁 常設 

原子炉圧力容器 常設 

常設代替交流電源設備 

※２

常設 

非常用交流電源設備※２ 常設 

可搬型代替交流電源設備

※２

可搬 

代替所内電気設備※２ 常設 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）

に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
冷
却

大量送水車 新設 

①
②
④
⑤
⑦

－ － － － － － 

ホース・接続口 新設 

低圧原子炉代替注水系

配管・弁 

新設 

残留熱除去系 配管・

弁 

既設 

原子炉圧力容器 既設 

常設代替交流電源設備

※２

新設 

燃料補給設備※２ 新設 

可搬型代替交流電源設

備※２ 

新設 

代替所内電気設備 新設 

既設 

非常用交流電源設備 

※２

既設 

輪谷貯水槽（西）※１，

※４

既設 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。

重大事故等対処設備 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

1.4-121
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(４／７) 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策 

機能 機器名称 既設 

新設 

解釈 

対応番号 

機能 機器名称 常設 

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 

備考 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

に
よ
る
残
留
熱
除
去
系

（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
の
復
旧

残留熱除去ポンプ 既設 

①
③
④

－ － － － － － 

サプレッション・チェン

バ

既設 

残留熱除去系配管・弁・

ストレーナ※３
既設 

原子炉圧力容器 既設 

原子炉補機冷却系※３ 既設 

原子炉補機代替冷却系 新設 

代替所内電気設備 新設 

既設 

常設代替交流電源設備

※２

新設 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
復
旧

低圧炉心スプレイポン

プ 

既設 

①
③
④

－ － － － － － 

サプレッション・チェン

バ

既設 

低圧炉心スプレイ系配

管・弁・ストレーナ・ス

パージャ 

既設 

原子炉圧力容器 既設 

原子炉補機冷却系※３ 既設 

原子炉補機代替冷却系 新設 

代替所内電気設備 新設 

既設 

常設代替交流電源設備

※３

新設 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。

重大事故等対処設備 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

1.4-122
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(５／７） 

 
重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策 

機能 機器名称 既設 

新設 

解釈 

対応番号 

機能 機器名称 常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数 

で使用可能か 

備考 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）

に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ

新設 

①
④

復
水
輸
送
系
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

復水輸送ポンプ 
常設 

20分 1名 

自主対策と

する理由は

本文参照 低圧原子炉代替注水槽 

※２

新設 復水貯蔵タンク 
常設 

低圧原子炉代替注水系

配管・弁 

新設 復水輸送系配管 
常設 

残留熱除去系配管配

管・弁 

既設 残留熱除去系(Ａ)配管・弁 
常設 

原子炉圧力容器 既設 残留熱除去系(Ｂ)配管・弁 
常設 

常設代替交流電源設備 

※２

新設 残留熱除去系(Ｃ)配管・弁 
常設 

代替所内電気設備 新設 

既設 

原子炉圧力容器 
常設 

非常用交流電源設備※

２ 

既設 常設代替交流電源設備 

※２
常設 

可搬型代替交流電源設備

※２
可搬 

非常用交流電源設備※２ 常設 

代替所内電気設備 常設 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）

に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

大量送水車 新設 

①
②
④
⑤
⑦

消
火
系
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

補助消火ポンプ 常設 

25分 1名 

自主対策と

する理由は

本文参照 

消火ポンプ 常設 

ホース・接続口 新設 補助消火水槽 常設 

ろ過水タンク 常設 

低圧原子炉代替注水系

配管・弁 

新設 消火系配管・弁 
常設 

残留熱除去系配管・弁 既設 復水輸送系配管・弁 常設 

原子炉圧力容器 既設 残留熱除去系(Ａ)配管・弁 常設 

常設代替交流電源設備 

※２

新設 残留熱除去系(Ｂ)配管・弁 
常設 

燃料補給設備※２ 新設 残留熱除去系(Ｃ)配管・弁 常設 

可搬型代替交流電源設

備※２ 

新設 原子炉圧力容器 
常設 

代替所内電気設備 新設 

既設 

常設代替交流電源設備 

※２
常設 

非常用交流電源設備※

２ 

既設 可搬型代替交流電源設備

※２
可搬 

輪谷貯水槽（西）※１， 

※４

既設 非常用交流電源設備※２ 常設 

代替所内電気設備 常設 

－ － － － 

原
子
炉
浄
化
系
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱

原子炉浄化補助ポンプ 常設 

70分 ３名 

自主対策と

する理由は

本文参照 
原子炉圧力容器 常設 

原子炉浄化系非再生熱交

換器 
常設 

原子炉再循環系配管 弁 常設 

原子炉浄化系 配管・弁 常設 

給水系配管・弁・スパージ

ャ 
常設 

原子炉補機冷却系 常設 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時

冷
却
モ
ー
ド
）
の
復
旧

残留熱除去ポンプ 既設 

①
③
④

－ － － － － － 

残留熱除去系熱交換器 既設 

残留熱除去系配管・弁・

ジェットポンプ 
既設 

原子炉圧力容器 既設 

原子炉補機冷却系※３ 既設 

原子炉補機代替冷却系 新設 

原子炉再循環系配管 既設 

常設代替交流電源設備 

※２

新設 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。

重大事故等対処設備 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

1.4-123
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(６／７)

技術的能力審査基準（1.4） 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却

材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉

の冷却機能が喪失した場合においても炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を

防止するため、発電用原子炉を冷却するため

に必要な手順等が適切に整備されているか、

又は整備される方針が適切に示されている

こと。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状

態であって，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心

スプレイ系が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても，炉心の著しい

損傷を防止する手段として低圧原子炉代替

注水系（常設）及び低圧原子炉代替注水系（可

搬型）並びに原子炉格納容器の破損を防止す

る手段として，低圧原子炉代替注水系（常設）

及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

発電用原子炉を冷却するために必要な手順

等を整備する。 

【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、

発電用原子炉を冷却するために必要な

手順等」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を

行うための手順等をいう。 

－ 

1.4-124
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(７／７)

技術的能力審査基準（1.4） 適合方針 

（１）原子炉冷却材圧力バウンダリ 

低圧時の冷却 

ａ）可搬型重大事故防止設備の運搬、接続 

  及び操作に関する手順書を整備するこ 

と。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状

態であって，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心

スプレイ系が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても，炉心の著しい

損傷を防止する手段として，可搬型重大事故

防止設備である低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉を冷却するために必

要な手順等を整備する。 

なお，低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

おける大量送水車の運搬及び接続に関する

手順については「1.13 重大事故等の収束に

必要な水の供給手順等」にせ整備する。 

（２）復旧 

ａ）設計基準事故対処設備に代替電源を接 

続することにより起動及び十分な期間 

の運転継続ができること。 

 設計基準事故対処設備である残留熱除去

系（低圧注水モード）及び残留熱除去系（原

子炉停止時冷却モード）並びに低圧炉心スプ

レイ系が全交流動力電源喪失により使用で

きない場合には，常設代替交流電源設備を用

いて非常用所内電気設備へ電源を供給する

ことで残留熱除去系（低圧注水モード）及び

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）並

びに低圧炉心スプレイ系を復旧する手順を

整備する。 

 なお，電源の供給に関する手順については

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整

備する。 
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添付資料 1.4.2 

自主対策設備仕様 

機器名称 
常設 

／可搬 
耐震クラス 容量 揚程 個数 

復水輸送ポンプ 常設 Ｂクラス 
85m3/h 

（1台当たり） 
70m 3台 

復水貯蔵タンク 常設 Ｂクラス 2,000m3 － 1基 

補助消火ポンプ 常設 Ｃクラス 
72m3/h 

（1台当たり） 
80m 2台 

補助消火水槽 常設 Ｃクラス 200m3 － 2基 

消火ポンプ 常設 － 
60m3/h 

（1台当たり） 
60m 2台 

ろ過水タンク 常設 － 3,000m3 － １基 

原子炉浄化補助ポンプ 常設 Ｂクラス 228m3/h 152m 1台 

原子炉浄化系非再生熱交換器 常設 Ｂクラス 1.41×10７kcal/h － 
1基 

（2胴） 

原子炉補機冷却水ポンプ 常設 Ｓクラス 
1,680m3/h 

（1台当たり） 
57m 4台 

原子炉補機冷却系熱交換器 常設 Ｓクラス 
8.5×10６kcal/h 

（1基当たり） 
－ 

6基 

(1系統 3基) 
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添付資料 1.4.4－1 

重大事故対策の成立性 

1. 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

(1) 中央制御室からの低圧原子炉代替注水系（常設）起動

ａ．操作概要 

中央操作からの低圧原子炉代替注水系（常設）起動が必要な状況において，

中央制御室操作により系統構成を実施し，低圧原子炉代替注水系（常設）に

よる原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの低圧原子炉代替注水系（常設）起動に必要な要員数，想

定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：10分以内（所要時間目安※１：９分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認，隔離操作：想定時間５分，所要時間目安５分※２

・電源確認：所要時間目安２分（電源確認：中央制御室）

・隔離操作：所要時間目安３分※２（操作対象７弁：中央制御室）

※２：隔離操作は，原子炉冷却材喪失事象が確認された場合のみ隔離

操作を実施する。 

●系統構成，注水操作：想定時間５分，所要時間目安４分

・系統構成，注水操作：所要時間目安４分（操作対象１弁：中央制御

室） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 
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添付資料 1.4.4－2 

2. 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

（１）復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

ａ. 操作概要 

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水が必要な状況において，中央制

御室操作及び現場操作により系統構成を実施し，復水輸送ポンプにより原子

炉圧力容器へ注水する。 

ｂ. 作業場所 

原子炉棟 地上２階（管理区域） 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ. 必要要員数及び想定時間 

  復水輸送系による原子炉圧力容器への注水として，最長時間を要する残留

熱除去系（Ｂ）注入配管使用又は残留熱除去系（Ｃ）注入配管を使用した送

水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間 ：30分以内（所要時間目安※１：８分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認，バイパス流防止操作：想定時間 10分，所要時間目安３分

・電源確認：所要目安時間２分（電源確認：中央制御室）

・バイパス流防止操作：所要目安時間１分（操作対象１弁：中央制御

室） 

●復水輸送ポンプ起動，系統構成：想定時間 10分，所要時間目安３分

・復水輸送ポンプ起動，系統構成：所要時間目安３分（操作対象１弁： 

中央制御室） 

【現場運転員】 

●移動：想定時間 20分，所要時間目安７分

・移動：所要時間目安７分（移動経路：中央制御室～原子炉棟地上２

階） 

●弁操作，注水開始：想定時間 10分，所要時間目安１分

・弁操作，注水開始：所要時間目安１分（操作対象１弁：原子炉棟地

上２階） 
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ｄ. 操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境 ： 常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），Ｌ

ＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備し

ている。 

操作性  ： 操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境  : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリア

に配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行

している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を着用

又は携行して作業を行う。 

移動経路  : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，

ヘッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可

能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はな

い。 

操作性  : 通常の弁操作であり，容易に実施可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを

施している。 

連絡手段  : 所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設備，有線式通信

設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡

が可能である。 

弁操作作業 

（Ｂ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁） 

弁操作作業 

（Ｃ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁） 
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添付資料 1.4.4－3 

3. 消火系による原子炉圧力容器内への注水

（１）消火系による原子炉圧力容器内への注水

ａ. 操作概要 

消火系による原子炉圧力容器への注水が必要な状況において，中央制御室

操作及び現場操作により系統構成を実施し，補助消火ポンプ又は消火ポンプ

により原子炉圧力容器へ送水する。 

ｂ. 作業場所 

原子炉棟 地上２階（管理区域） 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ. 必要要員数及び想定時間 

  消火系による原子炉圧力容器への注水として，最長時間を要する残留熱除

去系（Ｂ）注入配管使用又は残留熱除去系（Ｃ）注入配管を使用した送水に

必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間 ：30分以内（所要時間目安※１：８分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認，バイパス流防止操作：想定時間 10分，所要時間目安３分

・電源確認：所要目安時間２分（電源確認：中央制御室）

・バイパス流防止操作：所要目安時間１分（操作対象１弁：中央制御

室） 

●ポンプ起動，系統構成：想定時間 15分，所要時間目安５分

・ポンプ起動，系統構成：所要時間目安５分（操作対象３弁：中央

制御室） 

【現場運転員】 

●移動：想定時間 20分，所要時間目安７分

・移動：所要時間目安７分（移動経路：中央制御室～原子炉棟地上２

階） 

●弁操作，注水開始：想定時間 10分，所要時間目安１分

・弁操作，注水開始：所要時間目安１分（操作対象１弁：原子炉棟地

上２階） 
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ｄ. 操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境 ： 常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），Ｌ

ＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備し

ている。 

操作性  ： 操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境  : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリア

に配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行

している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を着用

又は携行して作業を行う。 

移動経路  : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，

ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可

能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はな

い。 

操作性  : 通常の弁操作であり，容易に実施可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを

施している。 

連絡手段  : 所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設備，有線式通信

設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡

が可能である。 

弁操作作業 

（Ｂ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁） 

弁操作作業 

（Ｃ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁） 
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添付資料 1.4.4－4 

4. 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水） 

(1) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車による送水準

備及び送水 

ａ. 操作概要 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が必要な

状況において，外部接続口及び水源を選定し，取水箇所まで移動するととも

に，送水ルートを確保した後，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用

する大量送水車により発電用原子炉に送水する。 

ｂ. 作業場所 

屋外（原子炉建物南側周辺，原子炉建物西側周辺，取水箇所（輪谷貯水槽 

（西））周辺） 

ｃ. 必要要員数及び想定時間 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水として，

最長時間を要する第４保管エリア，第３保管エリアの可搬型設備による輪貯

水槽（西）を使用した送水（あらかじめ敷設してあるホースが使用できない

場合）に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：12名（緊急時対策要員 12名） 

想定時間   ：２時間 10分以内（所要時間目安※１：１時間 33分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物南側接続口周辺作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 25分，所要時間目安

22分

・移動：所要時間目安 22分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エ

リア）

●車両健全性確認：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・車両健全性確認：所要時間目安 10分（第４保管エリア）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間１時間５分，所要

時間目安 34分 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第４保管エリア～原子炉建物

西側法面） 

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30分（原子

炉建物西側法面，原子炉建 

物南側接続口周辺） 

●送水準備（ヘッダ～原子炉建物南側接続口）：想定時間 25分，所
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要時間目安 21分 

・送水準備：所要時間目安 15分（ヘッダ～原子炉建物南側接続口）

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：原子炉建物南側接続

口周辺） 

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西）周辺，原子炉建物西側法面周 

辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 25分，所要時間目安

23分

・移動：所要時間目安 23分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エ

リア）

●車両健全性確認：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・車両健全性確認：所要時間目安 10分（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 12分

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第３保管エリア～輪谷貯水槽

（西）） 

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽（西））

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間，所要時間目安 37分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32分（輪谷貯水槽（西）， 

原子炉建物西側法面） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物西側法面～輪谷貯

水槽（西）周辺） 

●大量送水車起動，スプレイ開始：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・大量送水車起動，原子炉注水開始：所要時間目安 10分（輪谷貯水槽

（西）） 

ｄ. 操作の成立性について 

作業環境 : 車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間

における作業性を確保している。また，放射性物質が放出さ

れる可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を着用又は携行

して作業を行う。 

移動経路 : 車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携

帯しており，夜間においても接近可能である。また，アクセ

スルート上に支障となる設備はない。

操作性  : 低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に実施

可能である。また，作業エリア周辺には，支障となる設備は

無く，十分な作業スペースを確保している。 

連絡手段 : 衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，
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携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備のう

ち，使用可能な設備により，緊急時対策本部との連絡が可能

である。 

ホース接続作業（昼間） 水中ポンプ設置準備（夜間） ポンプ起動操作（夜間） 
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(2) 系統構成

ａ．操作概要 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が必要な

状況において，交流電源が確保されている場合は中央制御室からの操作によ

る系統構成を実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量

送水車により原子炉圧力容器に注水する。交流電源が喪失しており中央制御

室からの操作により電動弁を操作できない場合，残留熱除去系配管Ａ系配管

による原子炉圧力容器への注水の場合においては，原子炉棟地上中１階及び

原子炉棟地上１階まで移動するとともに，現場での人力による操作により系

統構成を実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水

車により原子炉圧力容器に注水する。 

ｂ．作業場所 

原子炉棟 地上中１階（管理区域） 

原子炉棟 地上１階（管理区域） 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水として，

最長時間を要する残留熱除去系Ａ系配管を使用した注水での中央制御室操

作又は中央制御室操作及び現場操作による系統構成に必要な要員数，想定時

間は以下のとおり。 

必要要員数 ：「交流動力電源が確保されている場合」 

１名（中央制御室運転員１名） 

「全交流動力電源が喪失している場合」 

３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間   ：｢交流動力電源が確保されている場合｣ 

10分以内（所要時間目安※２：４分） 

  ｢全交流動力電源が喪失している場合｣ 

50分以内（所要時間目安※２：26分） 

※２：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

「交流動力電源が確保されている場合」 

●電源確認，系統構成：想定時間 10分，所要時間目安４分

・電源確認，系統構成：所要時間目安４分（操作対象２弁：中央制御

室） 

「全交流動力電源が喪失している場合」 
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●電源確認：想定時間５分，所要時間目安１分

・電源確認：所要時間目安１分（電源確認：中央制御室）

【現場運転員】 

●移動：想定時間 10分，所要時間目安６分

・移動  ：所要時間目安６分（移動経路：中央制御室～原子 

炉棟地上中１階） 

●系統構成：想定時間 20分，所要時間目安 14分

・系統構成  ：所要時間目安 14分（操作対象１弁：原子炉棟地上中 

１階） 

●移動：想定時間 10分，所要時間目安２分

・移動  ：所要時間目安２分（移動経路：原子炉棟地上中１階 

～原子炉棟地上１階） 

●系統構成：想定時間 10分，所要時間目安４分

・系統構成  ：所要時間目安４分（操作対象１弁：原子炉棟地上１ 

階） 

ｄ．操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性 ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境 : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行している。

操作は汚染の可能性を考慮し防護具(全面マスク，個人線量計，

綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服)を着用又は携行して作業を行う。 

移動経路 : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッ

ドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能である。

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  : 電動弁の手動ハンドルによる現場操作については，操作に工具

等は必要とせず，手動弁と同様な操作であるため，容易に実施

可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施し

ている。 

連絡手段 : 所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設備，有線式通信設備

のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能で

ある。 
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添付資料 1.4.4－5 

5. 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容器への注水

(1) 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の中央制御室からの原子炉圧

力容器への注水 

ａ．操作概要 

残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容器への注水が

必要な状況において，中央制御室操作により系統構成を実施し，残留熱除去

系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の中央制御室からの原子炉圧

力容器への注水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：10分以内（所要時間目安※１：６分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安３分

・電源確認：所要時間目安３分（電源確認：中央制御室）

●ポンプ起動，注水操作：想定時間５分，所要時間目安３分

・ポンプ起動，注水操作：所要時間目安３分（操作対象１弁：中央制

御室） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 
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添付資料 1.4.4－6 

6. 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水

(1) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の中央制御室からの原子炉圧力容器への注

水 

ａ．操作概要 

低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水が必要な状況

において，中央制御室操作により系統構成を実施し，低圧炉心スプレイ系に

よる原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

低圧炉心スプレイ系電源復旧後の中央制御室からの原子炉圧力容器への

注水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：10分以内（所要時間目安※１：６分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安３分

・電源確認：所要時間目安３分（電源確認：中央制御室）

●ポンプ起動，注水操作：想定時間５分，所要時間目安３分

・ポンプ起動，注水操作：所要時間目安３分（操作対象１弁：中央制

御室） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 
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添付資料 1.4.4－7 

7. 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱

（１）系統構成

ａ. 操作概要 

中央操作からの原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱が必要な状

況において，中央制御室及び現場操作により系統構成を実施し，原子炉浄化

補助ポンプを起動して発電用原子炉の除熱を実施する。 

ｂ. 作業場所 

原子炉棟 地上３階（管理区域） 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ. 必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの原子炉浄化系起動に必要な要員数，想定時間は以下のと

おり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：70分以内（所要時間目安※１：53分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安３分

・電源確認：所要時間目安３分（電源確認：中央制御室）

●状態確認，系統構成：想定時間 20分，所要時間目安 11分

・状態確認，系統構成：所要時間目安 11分（操作対象９弁：中央制

御室） 

●原子炉浄化補助ポンプ起動：想定時間 10分，所要時間目安３分

・原子炉浄化補助ポンプ起動：所要時間目安３分（補助ポンプ起動：

中央制御室） 

●除熱操作：想定時間 35分，所要時間目安 23分

・除熱操作：所要時間目安 23分（操作対象３弁：中央制御室）

【現場運転員】 

●移動，系統構成：想定時間 25分，所要時間目安 11分

・移動 ：所要時間目安８分（移動経路：中央制御室～原子炉棟 

地上３階） 

・系統構成：所要時間目安３分（操作対象１弁：原子炉棟地上３階） 
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ｄ. 操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境 ： 常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），Ｌ

ＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備し

ている。 

操作性  ： 操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境  : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリア

に配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行

している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を着用

又は携行して作業を行う。 

移動経路  : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，

ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可

能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はな

い。 

操作性  : 通常の弁操作であり，容易に実施可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを

施している。 

連絡手段  : 所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設備，有線式通信

設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡

が可能である。 
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添付資料 1.4.4－8 

8. 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の発電用原子炉からの除

熱

(1) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の残留熱除去系（原

子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱

ａ．操作概要 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の発電用原子炉から

の除熱が必要な状況において，中央制御室操作及び現場操作により系統構成

及びそれに必要な電源開放操作を実施し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）による発電用原子炉の除熱を実施する。

ｂ．作業場所 

原子炉建物付属棟 地上２階（非管理区域） 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）起動に必要な要員数，想定時間

は以下のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間  ：35分以内（所要時間目安※１：19分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安３分

・電源確認：所要時間目安３分（電源確認：中央制御室）

●系統構成：想定時間 20分，所要時間目安 11分

・系統構成：所要時間目安 11分（操作対象７弁：中央制御室）

●ポンプ起動，注水開始：想定時間 10分，所要時間目安５分

・ポンプ起動，注水開始：所要時間目安５分（操作対象２弁：中央制

御室） 

【現場運転員】 

●移動：想定時間 15分，所要時間目安４分

・移動  ：所要時間目安４分（移動経路：中央制御室～原子炉建物 

付属棟地上２階） 

●電源開放操作：想定時間５分，所要時間目安１分
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・電源開放操作：所要時間目安１分（電源ロック操作：原子炉建物付

属棟地上２階） 

ｄ．操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境 : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行している。

操作は汚染の可能性を考慮し防護具(全面マスク，個人線量計，

綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服)を着用又は携行して作業を行う。 

移動経路 : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッ

ドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能である。

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  : 通常の電源開放操作であり，容易に実施可能である。 

連絡手段 : 所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設備，有線式通信設備

のうち，使用可能な設備より，中央制御室との連絡が可能であ

る。 

電源開放操作 
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添付資料 1.4.4－9 

9. 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水

(1) 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水

ａ．操作概要 

残留熱除去系が健全な場合であって原子炉圧力容器への注水が必要な状

況において，中央制御室操作により残留熱除去系（低圧注水モード）を起動

し，原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの残留熱除去系（低圧注水モード）起動に必要な要員数，

想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：２分以内（所要時間目安※１：２分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●注水操作開始：想定時間２分，所要時間目安２分

・注水操作開始：所要目安時間２分（注水操作開始：中央制御室）

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 
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添付資料 1.4.4－10 

10. 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

(1) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

ａ．操作概要 

低圧炉心スプレイ系が健全な場合であって原子炉圧力容器への注水が必

要な状況において，中央制御室操作により低圧炉心スプレイ系を起動し，原

子炉圧力容器への注水を実施する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの低圧炉心スプレイ系起動に必要な要員数，想定時間は以

下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：２分以内（所要時間目安※１：２分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●注水操作開始：想定時間２分，所要時間目安２分

・注水操作開始：所要目安時間２分（注水操作開始：中央制御室）

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 
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対
応
手
順

 

(
1
)フ

ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故

障
時
の
対
応
手
順

a
.低

圧
代
替
注
水

(
a
)低

圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）

に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル
３
）
 
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
に
て
原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル
３
） 

(
b
)復

水
輸
送
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力

容
器
へ
の
注
水

原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル
３
）
 
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
に
て
原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル
３
） 

(
c
)消

火
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器

へ
の
注
水

原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル
３
）
 
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
に
て
原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル
３
） 

(
d
)低

圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬

型
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注

水

原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル
３
）
 
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
に
て
原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル
３
） 

1
.
4.
2.
2 

発
電
用
原
子

炉
停
止
中
に
お
け
る
対
応

手
順
 

(
1
)フ

ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故

障
時
の
対
応
手
順

(
a
)原

子
炉
浄
化
系
に
よ
る
発
電
用
原

子
炉
か
ら
の
除
熱

原
子
炉
圧
力
指
示
値
が
規
定
値
以
下

 
原
子
炉
圧
力
が

M
Pa

以
下
 

(
2
)サ

ポ
ー
ト
系
故
障
時
の

対
応
手
順

a
.復

旧

(
a
)残

留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時

冷
却
モ
ー
ド
）
電
源
復
旧
後
の
発
電
用

原
子
炉
か
ら
の
除
熱

原
子
炉
圧
力
指
示
値
が
規
定
値
以
下

 
原
子
炉
圧
力
が

MP
a
以
下
 

1
.
4.
2.
3 

重
大
事
故
等

対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡

張
）
に
よ
る
対
応
手
順

 

(
1
)残

留
熱
除
去
系
（
低
圧
注

水
モ
ー
ド
）
に
よ
る
原
子
炉

圧
力
容
器
へ
の
注
水

原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル
３
）
 
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
に
て
原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル
３
） 

(
2
)残

留
熱
除
去
系
（
原
子
炉

停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
に
よ

る
発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除

熱

原
子
炉
圧
力
指
示
値
が
規
定
値
以
下

 
原
子
炉
圧
力
指
示
値
が

MP
a
以
下
 

(
3)

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容
器

へ

の
注
水

原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル
３
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
に
て
原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル
３
） 
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添
付
資
料

1.
4.
5－

2 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧

(１
／
２
) 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
4.
2.
1 
 発

電
用
原
子
炉

運
転
中
に
お

け
る
対
応
手

順
 

(1
)フ

ロ
ン
ト
ラ
イ

ン
系
故
障
時
の
対
応

手
順

a.
低
圧
代
替
注
水

(a
)低

圧
原
子
炉
代
替
注
水

系
（
常
設
）
に
よ
る
原
子
炉

圧
力
容
器
へ
の
注
水

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
吐
出
圧
力
指
示
値
が
規
定

値
以
上
で

あ
る
こ
と
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
吐
出
圧
力
が

MP
a
以
上

で
あ
る
こ
と
 

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
が

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
の
吐

出
圧
力
以
下
で
あ
る
こ
と
 

原
子
炉
圧
力
が

MP
a
以
下
で
あ
る
こ
と

 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
指
示
値
の
上
昇

 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
(Ａ

)配
管
流
量
が

m3
/h

程
度

ま
で
上
昇
 

(b
)復

水
輸
送
系
に
よ
る
原

子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

復
水
輸
送
ポ
ン
プ
吐
出
ヘ
ッ
ダ
圧
力
指
示
値
が
規
定
値
以
上
で
あ
る

こ
と
 

復
水
輸
送
ポ
ン
プ
吐
出
ヘ
ッ
ダ
圧
力
が

MP
a
以
上
で

あ
る
こ
と
 

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
が
復
水
輸
送
ポ
ン
プ
の
吐
出
圧
力
以
下

で
あ
る
こ
と
 

原
子
炉
圧
力
が

MP
a
以
下
で
あ
る
こ
と

 

Ｒ
Ｐ
Ｖ
／
Ｐ
Ｃ
Ｖ
注
入
流
量
指
示
値
の
上
昇

 
Ｒ
Ｐ
Ｖ
／
Ｐ
Ｃ
Ｖ
注
入
流
量
が

m3
/h

程
度
ま
で
上
昇
 

(c
)消

火
系
に
よ
る
原
子
炉

圧
力
容
器
へ
の
注
水

消
火
ポ
ン
プ
吐
出
圧
力
指
示
値
が
規
定
値
以
上
で
あ
る
こ
と
 

消
火
ポ
ン
プ
吐
出
圧
力
が

MP
a
以
上
で
あ
る
こ
と
 

⑦
a
補

助
消

火
ポ
ン

プ
を
使

用
し
て

原
子
炉

圧
力
容

器
に
注

水
す
る

場
合

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
が
規
定
圧
力
以
下
と
な
っ
た
こ
と

原
子
炉
圧
力
が

MP
a
以
下
で
あ
る
こ
と

 

⑦
b 消

火
ポ
ン
プ
を
使
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
に
注
水
す
る
場
合

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
が
規
定
圧
力
以
下
と
な
っ
た
こ
と

原
子
炉
圧
力
が

MP
a
以
下
で
あ
る
こ
と

 

Ｒ
Ｐ
Ｖ
／
Ｐ
Ｃ
Ｖ
注
入
流
量
の
上
昇

 
Ｒ
Ｐ
Ｖ
／
Ｐ
Ｃ
Ｖ
注
入
流
量
が

m3
/h

程
度
ま
で
上
昇
 

Ｒ
Ｐ
Ｖ
／
Ｐ
Ｃ
Ｖ
注
入
流
量
の
上
昇

 
Ｒ
Ｐ
Ｖ
／
Ｐ
Ｃ
Ｖ
注
入
流
量
が

m3
/h

程
度
ま
で
上
昇
 

(d
)低

圧
原
子
炉
代
替
注
水

系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子

炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
（
淡

水
／
海
水
）

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
が
大
量
送
水
車

の
吐
出
圧
力
以
下
で
あ

る
こ
と
 

原
子
炉
圧
力
が

MP
a
以
下
で
あ
る
こ
と

 

代
替
注
水
流
量
(可

搬
型
)指

示
値
の
上
昇
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
(Ａ

)配
管
流
量
が

m3
/h

程
度
ま

で
上
昇
 

代
替
注
水
流
量
(可

搬
型
)指

示
値
の
上
昇
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
(Ｂ

)配
管
流
量
が

m3
/h

程
度
ま

で
上
昇
 

1.
4.
2.
1 
 発

電
用
原
子
炉

運
転
中
に
お

け
る
対
応
手

順
 

(2
)サ

ポ
ー
ト
系
故

障
時
の
対
応
手
順

(a
)残

留
熱
除
去
系
（
低
圧
注

水
モ
ー
ド
）
電
源
復
旧
後
の

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

Ａ
－
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
吐
出

圧
力
指
示
値
が
規
定
値
以
上
で
あ
る

こ
と
 

Ａ
－
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
吐
出
圧
力
に
て

MP
a
以
上

で
あ
る
こ
と
 

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
が

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
の
吐
出
圧
力
以

下
で
あ
る
こ
と
 

原
子
炉
圧
力
が

MP
a
以
下
で
あ
る
こ
と
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操
作
手
順
の
解
釈
一
覧

(２
／
２
) 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
4.
2.
1 
 発

電
用
原
子
炉

運
転
中
に
お

け
る
対
応
手

順
 

(2
)サ

ポ
ー
ト
系
故

障
時
の
対
応
手
順

(a
)残

留
熱
除
去
系
（
低
圧
注

水
モ
ー
ド
）
電
源
復
旧
後
の

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

Ａ
－
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
指
示
値
の
上
昇
 

Ａ
－
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
が

m3
/h

程
度

ま
で
上
昇
 

(b
)低

圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

電
源
復
旧
後
の
原
子
炉
圧
力

容
器
へ
の
注
水

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
吐
出
圧
力
指
示
値
が
規
定
値
以
上
で
あ

る
こ
と
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
吐
出
圧
力
に
て

MP
a
以
上

で
あ
る
こ
と
 

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
が
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
吐
出
圧

力
以
下
で
あ
る
こ
と
 

原
子
炉
圧
力
が

MP
a
以
下
で
あ
る
こ
と

 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
系
統
流
量
指
示
値
の
上
昇
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
系
統
流
量
が

m3
/h

程
度

ま
で
上
昇
 

1.
4.
2.
2 
 発

電
用
原
子
炉

停
止
中
に
お

け
る
対
応
手

順
 

(1
)フ

ロ
ン
ト
ラ
イ

ン
系
故
障
時
の
対
応

手
順

(a
)原

子
炉
浄
化
系
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱

出
口
圧
力
が
上
昇
し
た
こ
と
 

原
子
炉
浄
化
補
助
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
が

MP
a
以
上
で

あ
る
こ
と
 

(2
)サ

ポ
ー
ト
系
故

障
時
の
対
応
手
順

(a
)残

留
熱
除
去
系
（
原
子
炉

停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
電
源

復
旧
後
の
発
電
用
原
子
炉
か

ら
の
除
熱

原
子
炉
圧
力
指
示
値
が
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ

ク
解
除
の
設
定
圧
力
以
下
で
あ
る
こ
と

原
子
炉
圧
力
が

MP
a
以
下
で
あ
る
こ
と

 

Ａ
－
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
指
示
値
の
上
昇
 

残
留
熱
除
去
系
の
系
統
流
量
が

m3
/h

程
度
ま
で
上
昇
 

1.
4.
2.
3
 

重

大
事

故
等

対

処
設
備
（
設
計

基
準
拡
張
）
に

よ
る

対
応

手

順
 

(1
)
残

留
熱

除
去

系

(
低

圧
注
水

モ
ー
ド

)

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容
器
へ
の
注
水

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
吐
出
圧
力
指
示
値
が
規
定
値
以
上
と
な
っ
た
こ

と
 

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ
吐
出
圧
力
指
示
値
が

MP
a
以

上
と
な
っ
た
こ
と

 

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
が
規
定
圧
力
以
下
と
な
っ
た
こ
と

 
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
が

MP
a
以
下
と
な
っ
た

こ
と

 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
指
示
値
の
上
昇
 

残
留
熱
除
去
系
の
系
統
流
量
が

m3
/h

程
度
ま
で
上

昇
 

(2
)
残

留
熱

除
去

系

(
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

)
に

よ
る

発
電

用
原

子
炉

か
ら

の
除
熱

原
子
炉
圧
力
指
示
値
が
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ

ク
解
除
の
設
定
値
以
下
で
あ
る
こ
と

原
子
炉
圧
力
指
示
値
が

MP
a
以
下
で
あ
る
こ
と

 

残
留
熱
除
去
系
系
統
流
量
指
示
値
の
上
昇

 
残
留
熱
除
去
系
の
系
統
流
量
が

m3
/h

程
度
ま
で
上
昇

 

(3
)
低

圧
炉

心
ス

プ

レ
イ

系
に

よ
る

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
吐
出
圧
力
指
示
値
が
規
定
値
以
上
と
な

っ
た
こ
と
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
吐
出
圧
力
に
て

MP
a
以
上
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添
付
資
料

1.
4.
5－

3 

弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧

(１
／
３
) 

弁
番
号

 
弁
名
称

 
操
作
場
所

 

M
V
2
73

-
30
0 

Ｃ
Ｗ
Ｔ
系
・
消
火
系
連
絡
止
め
弁
（
消
火
系
）

 
中
央
制
御
室

 

タ
ー
ビ
ン
建
物
地
上
１
階
給
水
加
熱
器
室
（
管
理
区
域
）

M
V
2
71

-
10
 

Ｃ
Ｗ
Ｔ
系
・
消
火
系
連
絡
止
め
弁

 
中
央
制
御
室

 

タ
ー
ビ
ン
建
物
地
上
１
階
給
水
加
熱
器
室
（
管
理
区
域
）

M
V
2
22

-
5A
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
水
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
中
１
階
東
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
B2

-
4 

Ｆ
Ｌ
Ｓ
Ｒ
注
水
隔
離
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
１
階
東
側
通
路
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
71

-
19
7 

Ｃ
Ｗ
Ｔ

 
Ｔ
／
Ｂ
供
給
遮
断
弁

 
中
央
制
御
室

 

タ
ー
ビ
ン
建
物
地
上
１
階
給
水
加
熱
器
室
（
管
理
区
域
）

M
V
2
22

-
81
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ

 
Ｒ
Ｐ
Ｖ
代
替
注
水
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
中
１
階
東
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）

 

V
2
2
2-

3
2B
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
水
配
管
洗
浄
元
弁

 
原
子
炉
棟
地
上
２
階
西
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）

 

V
2
2
2-

3
2C
 

Ｃ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
水
配
管
洗
浄
元
弁

 
原
子
炉
棟
地
上
２
階
西
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
22

-
5B
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
水
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
２
階
西
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
22

-
5C
 

Ｃ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
水
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
２
階
西
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
-
22
2
-3
A

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
第
１
ス
プ
レ
イ
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
２
階
東
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
-
22
2
-4
A

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
第
２
ス
プ
レ
イ
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
２
階
東
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）

 

2
B
2
-1
0
1A

 
Ａ
－
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
元
弁

 
屋
外
 

V
2
B
2-

1
01
B
 

Ｂ
－
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
元
弁

 
屋
外
 

M
V
2
23

-
2 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
注
水
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
１
階
南
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
22

-
6 

炉
水
入
口
内
側
隔
離
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
１
階
Ｐ
Ｃ
Ｖ
内
（
管
理
区
域
）

 

1.4-152

433



弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧

(２
／
３
) 

弁
番
号

 
弁
名
称

 
操
作
場
所

 

M
V
2
22

-
7 

炉
水
入
口
外
側
隔
離
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
１
階
ト
ー
ラ
ス
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
22

-
8A
 

Ａ
－
ポ
ン
プ
炉
水
入
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
２
階
Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
22

-
11
A 

Ａ
－
ポ
ン
プ
炉
水
戻
り
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
１
階
ト
ー
ラ
ス
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
22

-
22
A 

Ａ
－
熱
交
入
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
中
１
階
Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
バ
ル
ブ
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
22

-
2A
 

Ａ
－
熱
交
バ
イ
パ
ス
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
中
１
階
Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
バ
ル
ブ
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
22

-
1A
 

Ａ
－
ポ
ン
プ
ト
ー
ラ
ス
水
入
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
２
階
Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
22

-
17
 

Ａ
－
ミ
ニ
マ
ム
フ
ロ
ー
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
２
階
Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
01

-
1A
 

Ａ
－
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
入
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
１
階
Ｐ
Ｃ
Ｖ
内
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
01

-
1B
 

Ｂ
－
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
入
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
１
階
Ｐ
Ｃ
Ｖ
内
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
01

-
2A
 

Ａ
－
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
出
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
１
階
Ｐ
Ｃ
Ｖ
内
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
01

-
2B
 

Ｂ
－
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
出
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
１
階
Ｐ
Ｃ
Ｖ
内
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
13

-
1A
 

Ａ
－
Ｃ
Ｕ
Ｗ
入
口
元
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
１
階
Ｐ
Ｃ
Ｖ
内
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
13

-
1B
 

Ｂ
－
Ｃ
Ｕ
Ｗ
入
口
元
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
１
階
Ｐ
Ｃ
Ｖ
内
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
13

-
2 

Ｒ
Ｐ
Ｖ
ド
レ
ン
側
流
量
調
節
弁
バ
イ
パ
ス
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
１
階
Ｐ
Ｃ
Ｖ
内
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
13

-
3 

Ｃ
Ｕ
Ｗ
入
口
内
側
隔
離
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟

 
地
上
１
階

 
Ｐ
Ｃ
Ｖ
内
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
13

-
4 

Ｃ
Ｕ
Ｗ
入
口
外
側
隔
離
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟

 
地
上
１
階

 
東
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）
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弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧

(３
／
３
) 

弁
番
号

 
弁
名
称

 
操
作
場
所

 

M
V
2
13

-
6 

補
助
ポ
ン
プ
入
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
１
階
東
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
13

-
7 

補
助
ポ
ン
プ
出
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
中
２
階
Ｃ
Ｕ
Ｗ
バ
ル
ブ
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
13

-
8 

再
生
熱
交
管
側
入
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
中
２
階
Ｃ
Ｕ
Ｗ
バ
ル
ブ
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
13

-
9 

補
助
熱
交
入
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
２
階
Ｃ
Ｕ
Ｗ
非
再
生
熱
交
換
器
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
13

-
11
 

フ
ィ
ル
タ
入
口
圧
力
調
節
弁
バ
イ
パ
ス
弁

中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
中
２
階
Ｃ
Ｕ
Ｗ
バ
ル
ブ
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
13

-
12
 

フ
ィ
ル
タ
バ
イ
パ
ス
弁

中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
３
階
Ｃ
Ｕ
Ｗ
フ
ィ
ル
タ
／
デ
ミ
ネ
廻
り
バ
ル
ブ
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V
2
13

-
15
 

循
環
ポ
ン
プ
バ
イ
パ
ス
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
２
階
Ｂ
－
Ｃ
Ｕ
Ｗ
循
環
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

V
2
1
3-

1
1 

Ｃ
Ｕ
Ｗ
脱
塩
装
置
バ
イ
パ
ス
弁

 
原
子
炉
棟

 
地
上
３
階

 
C
UW

フ
ィ
ル
タ

/デ
ミ
ネ
廻
り
バ
ル
ブ
室

 

C
V
2
13

-
1 

フ
ィ
ル
タ
入
口
圧
力
調
節
弁

中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
中
２
階
Ｃ
Ｕ
Ｗ
バ
ル
ブ
室
（
管
理
区
域
）

 

C
V
2
13

-
2 

系
統
流
量
調
節
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
２
階
Ａ
－
Ｃ
Ｕ
Ｗ
循
環
ポ
ン
プ
室
（
管
理
区
域
）

 

C
V
2
14

-
1 

Ｃ
Ｕ
Ｗ
非
再
生
熱
交
出
口
温
度
調
節
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟

 
地
上
中
２
階

 
南
西
通
路
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添付資料 1.4.6 

手順のリンク先について 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等に

ついて，手順のリンク先を以下に取りまとめる。 

1．1.4.2.1(2)ａ．(a) 残留熱除去系（低圧注水系）電源復旧後の原子炉圧力容

器への注水 

・原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系に関する手順

＜リンク先＞1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

1.5.2.3(1) 原子炉補機冷却系による除熱 

・常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機に関する手順等

＜リンク先＞1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.5(1)ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃 

料貯蔵タンクからタンクローリへの補給 

2．1.4.2.1(2)ａ．(b) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注

水 

・原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系に関する手順

＜リンク先＞1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

1.5.2.3(1) 原子炉補機冷却系による除熱 

・常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機に関する手順等

＜リンク先＞1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.5(1)ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃 

料貯蔵タンクからタンクローリへの補給 

3．1.4.2.2(2)ａ．(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の

発電用原子炉からの除熱 

・原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系に関する手順

＜リンク先＞1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

1.5.2.3(1) 原子炉補機冷却系による除熱 

・常設代替交流電源設備に関する手順等

＜リンク先＞1.14.2.1(1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.5(1)ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃 

料貯蔵タンクからタンクローリへの補給 

4．1.4.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

・原子炉補機冷却水系及び原子炉補機代替冷却系による冷却水確保手順
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＜リンク先＞1.5.2.3(1) 原子炉補機冷却系による除熱 

1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

・輪谷貯水槽（西１），輪谷貯水槽（西２）及び低圧原子炉代替注水槽への水の

補給手順並びに水源から接続口までの大量送水車による送水手順

＜リンク先＞1.13.2.1(6)ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水 

源とした大量送水車による送水（あらかじめ敷設 

してあるホースが使用できない場合） 

1.13.2.1(7)ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を 

水源とした大量送水車による送水（あらかじめ 

敷設してあるホースが使用できる場合） 

1.13.2.2(1)ａ．大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補 

給（淡水／海水） 

1.13.2.2(2)ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２） 

から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西 

２）への補給

1.13.2.2(2)ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西 

２）への補給（あらかじめ敷設してあるホー

スが使用できない場合）

1.13.2.2(2)ｃ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西 

２）への補給（あらかじめ敷設してあるホー

スが使用できる場合）

・非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン

発電機又は可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車による低

圧原子炉代替注水ポンプ，復水輸送ポンプ，消火ポンプ，残留熱除去ポン

プ，低圧炉心スプレイポンプ，電動弁及び中央制御室監視計器類への電源

供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機， 

可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車及び大量送水車への

燃料補給手順

＜リンク先＞1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電 

1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳ 

Ａロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受 

電 

1.14.2.5(1)ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃 

料貯蔵タンクからタンクローリへの補給 

1.14.2.5(2)タンクローリから各機器等への給油 

1.14.2.6(1)非常用交流電源設備による給電 

・操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順

＜リンク先＞1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 
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1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.5.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｃ．手順等 

1.5.2 重大事故等時の手順 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場

合）

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合）

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現

場操作） 

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択

1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送

ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

ｂ．大型送水ポンプ車による除熱 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択

1.5.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 原子炉補機冷却系による除熱

1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 
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添付資料1.5.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.5.2 自主対策設備仕様 

添付資料1.5.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料1.5.4 重大事故対策の成立性 

1．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱 

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱

(2) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱（現場操作）

(3) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

(4) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）

(5) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ

(6) フィルタベント計装（第１ベントフィルタ出口水素濃度）

(7) 第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整

2．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 

3．原子炉補機代替冷却系による除熱 

(1) 系統構成

(2) 移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車による除熱

4．大型送水ポンプ車による除熱 

(1) 系統構成

(2) 大型送水ポンプ車による除熱

5．原子炉補機冷却系による除熱 

添付資料1.5.5 解釈一覧 

1．判断基準の解釈一覧

2．操作手順の解釈一覧 

3．弁番号及び弁名称一覧 

添付資料1.5.6 手順のリンク先について 
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1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を

防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に

整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げ

る措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心損傷防止

ａ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上

で、BWRにおいては、サプレッションプールへの熱の蓄積により、原子

炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載

代替の最終ヒートシンク（UHS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場

への熱の輸送ができること。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可

能な場合について考慮すること。 

 また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし

弁による２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の

輸送ができること。 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能は，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系（サプレッション・プ

ール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）並びに原子炉補

機冷却系による冷却機能である。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する

ため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するための対処設備を整備する。ここでは，

この対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.5.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生す

る前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送

する必要がある。最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設計基準事故対処

設備として，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷却モー

ド）並びに原子炉補機冷却系を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備のうち残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）及び残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード），原子炉

補機冷却系が健全であれば，これらを重大事故等対処設備（設計基準拡張）

と位置付け重大事故等の対処に用いるが，設計基準事故対処設備が故障した

場合は，その機能を代替するために，設計基準事故対処設備が有する機能，

相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想

定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。（第

1.5－1図） 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自

主対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下，「審査基

準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十八条及び技術基準規則第

六十三条（以下，「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅さ

れていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）が

健全であれば重大事故等の対処に用いる。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱

で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

この対応手段及び設備は，「1.4原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための手順等」における「残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）による発電用原子炉からの除熱」にて整理する。 
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残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）による原子炉格納

容器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

これらの対応手段及び設備は，「1.6原子炉格納容器内の冷却等のための手

順等」における「残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）に

よるサプレッション・プールの除熱」にて整理する。 

重大事故対処設備（設計基準拡張）である原子炉補機冷却系が健全であれ

ば重大事故等の対処に用いる。 

原子炉補機冷却系による除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機海水ポンプ

・原子炉補機冷却水ポンプ・原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレー

ナ

・原子炉補機冷却系 サージタンク

・原子炉補機冷却系熱交換器

・取水口

・取水管

・取水槽

・非常用交流電源設備

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系の故障として，残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系（サプレッション・プール

水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）の故障を想定する。

また，サポート系故障として，原子炉補機冷却系の故障又は全交流動力電源

喪失を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段

及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応に

使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事

故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第 1.5－1表

に整理する。 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送

ⅰ 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド），残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及び残
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留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障等により最終ヒートシンク

へ熱を輸送できない場合は，格納容器フィルタベント系により最終ヒ

ートシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。 

この対応手段及び設備は，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止

するための手順等」における「格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱」にて選定する対応手段及び設備と同様

である。 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器フィルタベント系

格納容器ベントを実施する際の設備とラインの優先順位は以下のと

おりとする。 

優先①：格納容器フィルタベント系によるウェットウェルベント（以

下「Ｗ／Ｗ ベント」という。） 

優先②：格納容器フィルタベント系によるドライウェルベント（以

下「Ｄ／Ｗ ベント」という。） 

ⅱ 現場操作 

格納容器フィルタベント系の隔離弁（電動駆動弁）の駆動源や制御

電源が喪失した場合，隔離弁を遠隔で手動操作することで最終ヒート

シンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。なお，隔離弁を遠隔で手

動操作するエリアは原子炉建物付属棟とする。 

格納容器フィルタベント系の現場操作で使用する設備は以下のとお

り。 

・遠隔手動弁操作機構

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で

使用する設備のうち，格納容器フィルタベント系は重大事故等対処設備

として位置付ける。 

現場操作で使用する設備のうち，遠隔手動弁操作機構は重大事故等対

処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因分析の結果により選定した設備は，審査基準及

び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.5.1） 

以上の重大事故等対処設備により，残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード），残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及び

残留熱除去系（格納容器冷却モード）の使用が不可能な場合においても，
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最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備と位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・スクラバ容器補給設備

有効性評価の条件下において，格納容器フィルタベント系を使用

する場合，事故発生後７日間は，外部からのスクラビング水を補給

しなくても，スクラバ容器内に必要となるスクラビング水を保有す

ることができる。 

その後の安定状態において，スクラビング水が低下した場合，本

設備を用いて外部からスクラビング水を補給することで格納容器フ

ィルタベント系の機能を維持できることから，炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損防止対策として有効である。 

・可搬式窒素供給装置

有効性評価における原子炉格納容器内の圧力評価により，事故発

生後７日間は窒素ガスを供給しなくても原子炉格納容器が負圧破損

に至る可能性はない。 

その後の安定状態において，サプレッション・プール水の温度が

低下し，原子炉格納容器内で発生する水蒸気が減少した場合におい

ても，本設備を用いて原子炉格納容器へ窒素ガスを供給することで

原子炉格納容器内の負圧化を回避できることから，原子炉格納容器

の負圧破損防止対策として有効である。 

（添付資料 1.5.2） 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送

ⅰ 原子炉補機代替冷却系による除熱 

設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系が故障等又は全交流

動力電源喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は，原

子炉補機代替冷却系により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手

段がある。 

原子炉補機代替冷却系による除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・移動式代替熱交換設備

・大型送水ポンプ車

・ホース・接続口

・原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク

・原子炉補機代替冷却系 配管・弁

・残留熱除去系熱交換器

・取水口

・取水管
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・取水槽 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

 

原子炉補機代替冷却系と併せて設計基準事故対処設備である残留熱

除去系（原子炉停止時冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッショ

ン・プール水冷却モード）により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送

する。 

なお，全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起動できない場合

は，常設代替交流電源設備により緊急用メタクラ（以下「緊急用Ｍ／

Ｃ」という。）を受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用高圧母線Ｃ系

（以下「Ｍ／Ｃ Ｃ系」という。）又は非常用高圧母線Ｄ系（以下「Ｍ

／Ｃ Ｄ系」という。）へ電源を供給することで残留熱除去系を復旧

する。 

残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

・残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード） 

・常設代替交流電源設備 

 

ⅱ 大型送水ポンプ車による除熱 

上記「(a)ⅰ 原子炉補機代替冷却系による除熱」の原子炉補機代替

冷却系が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は，

大型送水ポンプ車により原子炉補機冷却系へ直接海水を送水する手段

がある。 

大型送水ポンプ車による除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・大型送水ポンプ車 

・ホース・接続口 

・原子炉補機冷却系 配管・弁 

・原子炉補機代替冷却系 配管・弁 

・残留熱除去系熱交換器 

・取水口 

・取水管 

・取水槽 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

大型送水ポンプ車と併せて設計基準事故対処設備である残留熱除去
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系（原子炉停止時冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。 

なお，全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起動できない場合

は，常設代替交流電源設備又は，可搬型代替交流電源設備により緊急

用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系へ電源を供給することで残留熱除去系を復旧する。 

残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

・残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

原子炉補機代替冷却系による除熱で使用する設備のうち，移動式代替

熱交換設備，大型送水ポンプ車，ホース・接続口，原子炉補機冷却系配

管・弁・サージタンク，原子炉補機代替冷却系配管・弁，残留熱除去系

熱交換器，取水口，取水管，取水槽，常設代替交流電源設備及び燃料補

給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

原子炉補機代替冷却系と併せて使用する設備のうち，常設代替交流電

源設備及び代替所内電気設備は，重大事故等対処設備として位置付ける。 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）は重大事故等対処設備（設計基準

拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基

準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.5.1） 

以上の重大事故等対処設備により，最終ヒートシンクへ熱を輸送でき

ない場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため,自主対策設備と位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・大型送水ポンプ車

原子炉補機冷却系の淡水側に直接海水を送水することから，熱交換器

の破損や配管の腐食が発生する可能性があるが，大型送水ポンプ車によ

る冷却水供給により残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び残留

熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）が使用可能となれば

最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段として有効である。 

（添付資料 1.5.2） 
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ｃ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手順及び設備」及び「ｂ．サ

ポート系故障時の対応手順及び設備」により選定した対応手段に係る手順

を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として，事故時操作

要領書（徴候ベース）（以下「ＥＯＰ」という。），ＡＭ設備別操作要領

書及び原子力災害対策手順書（以下「ＥＨＰ」という。）に定める（第 1.5

－1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備

についても整理する（第 1.5－2表，第 1.5－3表）。 

（添付資料 1.5.3） 

1.5.2 重大事故等時の手順 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場

合）

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が

喪失した場合，格納容器フィルタベント系により最終ヒートシンク（大気）

へ熱を輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又は残留熱代替除

去系による原子炉格納容器内の除熱機能が１系統回復し，可燃性ガス濃度

制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素

供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合，並び

に原子炉格納容器内の圧力 427kPa [gage]（１Pd）未満，原子炉格納容器内

の温度 171℃未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満である

ことを確認した場合は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２

ドライウェル出口隔離弁を全閉し，格納容器ベントを停止することを基本

として，その他の要因を考慮した上で総合的に判断し，適切に対応する。

なお，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁又はＮＧＣ非常用ガス処理入口隔

離弁バイパス弁は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２ドラ

イウェル出口隔離弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能が更に１系統

回復する等，より安定的な状態になった場合に全閉する。 

(a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，原子炉格納容器内の冷却を実施しても，原

子炉格納容器内の圧力を規定圧力（245kPa[gage]）以下に維持できな

い場合。 
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※1:｢炉心損傷｣は，格納容器雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線レベル（Ｃ

ＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合。 

ⅱ 操作手順 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

の手順は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.5－2図に，概要図を

第1.5－4図に，タイムチャートを第 1.5－5図及び第 1.5－6図に示す。 

［Ｗ／Ｗベントの場合(Ｄ／Ｗベントの場合，手順⑪以外は同様)］ 

① 当直長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格納容器内の水

位が外部水源注水制限（外部水源総注水量 4,000m3）以下である

ことを確認し，格納容器フィルタベント系によるウェットウェル

（以下「Ｗ／Ｗ」という。）側からの格納容器ベントの準備を開

始するよう運転員に指示する（原子炉格納容器内の水位が外部水

源注水制限を越えている場合はドライウェル（以下「Ｄ／Ｗ」と

いう。）側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する)。 

② 当直長は，緊急時対策本部に格納容器フィルタベント系による格

納容器ベントの準備開始を報告する。

③ 中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント系による格納容

器ベントに必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されている

ことを状態表示にて確認する。

④ 中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１ベントフィルタ

スクラバ容器水位指示値が通常水位範囲内であることを確認す

る。 

⑤ 中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の確認として，格納容

器隔離信号が発生している場合は，格納容器隔離信号の除外操作

を実施する。

⑥ 中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の系統構成として，Ｓ

ＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁

後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁，ＳＧＴ耐圧強化ベン

トライン止め弁後弁，ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁，ＮＧＣ常

用空調換気入口隔離弁後弁の全閉及びＳＧＴ ＦＣＶＳ第１ベン

トフィルタ入口弁の全開を確認後，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔

離弁を全開し，格納容器フィルタベント系による格納容器ベント

準備完了を当直長に報告する。ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁

の開操作が出来ない場合は，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バ

イパス弁を全開し，格納容器フィルタベント系による格納容器ベ
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ント準備完了を当直長に報告する。 

⑦ 当直長は，格納容器フィルタベント系による格納容器ベント準備

完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑧ 当直長は，原子炉格納容器内の圧力に関する情報収集を適宜行い，

緊急時対策本部に報告する。 

⑨ 当直長は，格納容器フィルタベント系による格納容器ベントの開

始を緊急時対策本部に報告する。 

⑩ 当直長は，格納容器ベント開始圧力（427kPa[gage]）に到達する

時間，原子炉格納容器内の圧力上昇率を考慮し，中央制御室運転

員に格納容器ベント開始を指示する。 

⑪ ａＷ／Ｗベントの場合 

中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁の全開

操作により，格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを

開始する。 

⑪ ｂＤ／Ｗベントの場合 

中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁の

全開操作により，格納容器フィルタベント系による格納容器ベン

トを開始する。 

⑫ 中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント系による格納容

器ベントが開始されたことを，原子炉格納容器内の圧力指示値の

低下，並びに第１ベントフィルタスクラバ容器温度指示値の上昇

により確認するとともに，第１ベントフィルタ出口放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ）指示値の上昇により確認し，当直長に報

告する。また，当直長は格納容器フィルタベント系による格納容

器ベントが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑬ 中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１ベントフィルタ

スクラバ容器水位指示値を確認し，水位調整が必要な場合は当直

長に報告する。また，当直長はスクラバ容器の水位調整を実施す

るよう緊急時対策本部に依頼する。 

⑭ 当直長は，格納容器ベント開始後，残留熱除去系又は残留熱代替

除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が１系統回復し，原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で，かつ可燃

性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内に水素・酸素濃度制御

機能及び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防

止機能が使用可能な場合，並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa 

[gage]（１Pd）未満，原子炉格納容器内の温度 171℃未満及び原

子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認す

ることにより，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２

ドライウェル出口隔離弁の全閉操作を実施し，格納容器フィルタ
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ベント系による格納容器ベントを停止するよう運転員に指示す

る。 

⑮ 中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮ

ＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁の全閉操作を実施し，格納容

器フィルタベント系による格納容器ベントを停止する。

⑯ 当直長は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２ドラ

イウェル出口隔離弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能が更

に１系統回復する等，より安定的な状態になった場合は，ＮＧＣ

非常用ガス処理入口隔離弁又はＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離

弁バイパス弁の全閉操作を実施するよう運転員に指示する。 

⑰ 中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁又はＮ

ＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施す

る。

ⅲ 操作の成立性 

格納容器ベント準備開始を判断してから，格納容器ベント準備完了

までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

・中央制御室からのＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁操作の場合

中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，10分以内で可能

である。

格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始までの必要な要員

及び想定時間は以下のとおり。 

・中央制御室からのＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁操作の場合

中央制御室運転員１名にて作業した場合，10分以内で可能である。 

【Ｗ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離

弁操作を中央制御室にて実施した場合，10分以内で可能である。ま

た，格納容器ベント基準到達後，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁操

作を中央制御室にて実施した場合，10分以内で可能である。 

【Ｄ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離

弁操作を中央制御室にて実施した場合，10分以内で可能である。ま

た，格納容器ベント基準到達後，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離

弁操作を中央制御室にて実施した場合，10分以内で可能である。 

（添付資料 1.5.4－1(1)） 

(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り下限水位

に到達する前に，輪谷貯水槽（西）を水源とした大量送水車により第１
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ベントフィルタスクラバ容器へ水張りを実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が発報した場合。 

ⅱ 操作手順 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）手順の概要は

以下のとおり。概要図を第 1.5－7図に，タイムチャートを第 1.5－8

図に示す。 

① 当直長は手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策本部へ第１ベ

ントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）の準備開始を依頼

する。 

② 緊急時対策本部は緊急時対策要員へ第１ベントフィルタスクラ

バ容器水位調整（水張り）の準備開始を指示する。

③ 当直長は，運転員に第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整

（水張り）の準備開始を指示する。

④ 中央制御室運転員Ａは，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調

整（水張り）に必要な監視計器の電源が確保されていることを状

態表示等により確認し，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調

整（水張り）の準備完了を当直長に報告する。

⑤ 当直長は，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

の準備完了を緊急時対策本部に報告する。

⑥ ａ輪谷貯水槽（西）から大量送水車を展開した水張りの場合（輪

谷貯水槽（西）を水源とし，あらかじめ敷設してあるホースが使

用できる場合）

緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西）付近にて，第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車

の配備及び輪谷貯水槽（西）から大量送水車へ，大量送水車から

第１ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口へそれぞれ送水

ホースを接続し，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水

張り）の準備が完了したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑥ b事前に他の対応手段により設置した大量送水車を使用した水張

りの場合（輪谷貯水槽（西）を水源とし，あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できない場合）

緊急時対策要員は，事前に他の対応手段により設置した第１ベン

トフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量

送水車から第１ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口へ送

水ホースを接続し，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整

（水張り）の準備が完了したことを緊急時対策本部に報告する。 
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⑦ 緊急時対策本部は，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整

（水張り）の準備完了を当直長に報告する。

⑧ 当直長は，緊急時対策本部に第１ベントフィルタスクラバ容器水

位調整（水張り）として使用する大量送水車による送水開始を依

頼する。

⑨ 緊急時対策本部は，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整

（水張り）として使用する大量送水車の起動を緊急時対策要員に

指示する。

⑩ 緊急時対策要員は，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整

（水張り）として使用する大量送水車を起動した後，ＦＣＶＳ補

給止め弁の全開操作を実施し，第１ベントフィルタスクラバ容器

水位調整（水張り）として使用する大量送水車による注水が開始

されたことを，第１ベントフィルタ格納槽付近（屋外）の計器ラ

ックにて，第１ベントフィルタスクラバ容器水位指示値の上昇に

より確認し，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

として使用する大量送水車による送水を開始したことを報告す

る。

⑪ 緊急時対策本部は，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整

（水張り）として使用する大量送水車による送水を開始したこと

を当直長に報告する。

⑫ 当直長は，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位を監視するよ

う運転員に指示する。

⑬ 中央制御室運転員Ａは，第１ベントフィルタスクラバ容器水位に

て水位を継続監視する。

⑭ 緊急時対策要員は，規定水位に到達したことを確認し，ＦＣＶＳ

補給止め弁の全閉とした後，第１ベントフィルタスクラバ容器水

位調整（水張り）として使用する大量送水車を停止し，第１ベン

トフィルタスクラバ容器補給用接続口送水ホースの取外し操作

を実施する。 

⑮ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に第１ベントフィルタスクラ

バ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車による送水

を停止したことを報告する。

⑯ 緊急時対策本部は，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整

（水張り）として使用する大量送水車による送水を停止したこと

を当直長に報告する。

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから第１ベントフィルタスクラ

バ容器水位調整（水張り）の開始及び完了までの必要な要員数及び想
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定時間は以下のとおり。 

輪谷貯水槽（西）から大量送水車を展開した第１ベントフィルタス

クラバ容器水位調整（水張り）（あらかじめ敷設してあるホースが使

用できる場合）操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12

名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルー

トの特定～大量送水車の配備～送水準備～第１ベントフィルタスクラ

バ容器補給用接続口使用による大量送水車による注水開始まで２時間

以内，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）完了まで

２時間 20分以内で可能である。 

輪谷貯水槽（西）から大量送水車を展開した第１ベントフィルタス

クラバ容器水位調整（水張り）（あらかじめ敷設してあるホースが使

用できない場合）操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員

12名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ル

ートの特定～大量送水車の配備～送水準備～第１ベントフィルタスク

ラバ容器補給用接続口使用による大量送水車による注水開始まで２時

間 10分以内，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）完

了まで２時間 30分以内で可能である。 

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであることから，

本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く，作業可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用す

る大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な

作業スペースを確保していることから，容易に操作が可能である。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗

闇における作業性についても確保する。 

（添付資料 1.5.4－1(3)） 

(c) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）

格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気されたガスが格納容

器フィルタベント系の配管内及び第１ベントフィルタスクラバ容器内で

凝縮し，その凝縮水が第１ベントフィルタスクラバ容器に溜まることで

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が上限水位に到達すると判断し

た場合は，格納容器フィルタベント系機能維持のため第１ベントフィル

タスクラバ容器の排水を実施する。

ⅰ 手順着手の判断基準 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が上限水位に到達すると判
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断した場合。 

ⅱ 操作手順 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）手順は以下の

とおり。概要図を第 1.5－9図に，タイムチャートを第 1.5－10図示す。 

① 当直長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員へ第１ベントフ

ィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）の準備開始を指示する。 

② 中央制御室運転員Ａは，ドレン移送ポンプ，ＦＣＶＳ第１ベント

フィルタスクラバ容器１次ドレン弁，ＦＣＶＳドレン移送ライン

連絡弁の電源が確保されていることを状態表示にて確認し，ＦＣ

ＶＳ第１ベントフィルタスクラバ容器１次ドレン弁及びＦＣＶ

Ｓドレン移送ライン連絡弁の全開操作を実施する。 

③ 中央制御室運転員Ａは，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調

整（水抜き）系統構成完了を当直長に報告する。

④ 当直長は，運転員へ第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整

（水抜き）の開始を指示する。

⑤ 中央制御室運転員Ａは，ドレン移送ポンプの起動操作を実施し，

第１ベントフィルタスクラバ容器からの排水が開始されたこと

を第１ベントフィルタスクラバ容器水位指示値の低下により確

認する。

その後，通常水位に到達した事を確認し，ドレン移送ポンプを停

止し，ＦＣＶＳ第１ベントフィルタスクラバ容器１次ドレン弁及

びＦＣＶＳドレン移送ライン連絡弁を全閉操作する。

⑥ 中央制御室運転員Ａは，当直長に第１ベントフィルタスクラバ容

器水位調整（水抜き）の完了を報告する。

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水

抜き）完了まで２時間 20分以内で可能である。 

（添付資料 1.5.4－1(4)） 

(d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ

格納容器ベント停止後において，スクラビング水に貯留された放射性

物質による水の放射線分解にて発生する水素ガス及び酸素ガスを排出す

る。また，第１ベントフィルタスクラバ容器上流側の残留蒸気凝縮によ

り第１ベントフィルタスクラバ容器上流側配管内が負圧となることによ

り，スクラビング水が上流側配管に吸い上げられることを防止するため，

格納容器フィルタベント系の窒素ガスによるパージを実施する。 
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ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，格納容器ベント移行条件※２に達した場合。 

※１：｢炉心損傷｣は，格納容器雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が設計基準事故相当のガ

ンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射

線レベル（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器

温度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：原子炉格納容器内の圧力が 245kPa[gage]に到達した場合に格

納容器ベント準備を開始する。 

ⅱ 操作手順 

格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ手順の概要は以

下のとおり。概要図を第1.5－11図に，タイムチャートを第1.5－12図

に示す。 

① 当直長は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策本部に格納

容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージの準備開始を依

頼する。

② 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に格納容器フィルタベント系

停止後の窒素ガスパージの準備開始を指示する。

③ 緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）へ可搬式窒素供給装

置，第１ベントフィルタ出口水素濃度を配備し送気ホース等を接

続口へ取り付け，格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパ

ージの準備完了を緊急時対策本部へ報告する。

④ 緊急時対策本部は格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガス

パージの準備完了を当直長に報告する。

⑤ 当直長は，運転員に格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガス

パージの系統構成開始を指示する。

⑥ 中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント系停止後の窒素

ガスパージの系統構成として，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁，

ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁の全閉確認，並びにＳＧＴ

ＦＣＶＳ第１ベントフィルタ入口弁の全開確認後，ＮＧＣ非常用

ガス処理入口隔離弁を全開操作し，格納容器フィルタベント系停

止後の窒素ガスパージの系統構成完了を当直長に報告する。ＮＧ

Ｃ非常用ガス処理入口隔離弁の開操作ができない場合は，ＮＧＣ

非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全開操作する。また，中

央制御室からの操作以外の手段として，遠隔手動弁操作機構にて

ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁又はＮＧＣ非常用ガス処理入
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口隔離弁バイパス弁を全開する手段がある。 

⑦ 当直長は，緊急時対策本部に窒素ガスパージの開始を依頼する。 

⑧ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に窒素ガスパージの開始を指

示する。

⑨ 緊急時対策要員は，可搬式窒素供給装置を起動し，ＦＣＶＳ窒素

ガス補給元弁の開操作により窒素ガスの供給を開始するととも

に，緊急時対策本部に窒素ガスパージの開始を報告する。

⑩ 緊急時対策本部は，窒素ガスパージの開始を当直長に報告すると

ともに，緊急時対策要員に水素濃度測定のための第１ベントフィ

ルタ出口水素濃度の起動を指示する。

⑪ 緊急時対策要員は，第１ベントフィルタ出口水素濃度の起動を実

施するとともに，緊急時対策本部に第１ベントフィルタ出口水素

濃度の起動完了を報告する。

⑫ 緊急時対策本部は，第１ベントフィルタ出口水素濃度の起動完了

を当直長に報告するとともに，第１ベントフィルタスクラバ容器

内の圧力及び第１ベントフィルタ出口水素濃度の監視を依頼す

る。

⑬ 当直長は運転員に第１ベントフィルタスクラバ容器内の圧力及

び第１ベントフィルタ出口水素濃度を監視するよう指示する。

⑭ 中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１ベントフィルタ

スクラバ容器内圧力指示値により，第１ベントフィルタスクラバ

容器内の圧力が正圧であることを確認する。また，第１ベントフ

ィルタ出口水素濃度が許容濃度以下まで低下したことを確認し，

当直長に報告する。 

⑮ 中央制御室運転員Ａは第１ベントフィルタスクラバ容器内の圧

力及び第１ベントフィルタ出口水素濃度を継続して監視する。

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員４名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから格納容器フィルタベン

ト系停止後の窒素ガスパージ開始まで１時間 40 分以内で可能である。 

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであることから，

本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く，作業可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗

闇における作業性についても確保する。 

 (添付資料1.5.4－1(5)，1.5.4－1(6)) 
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(e) 第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）によりスクラビ

ング水に含まれる薬液が排水されることでスクラビング水のｐＨ値が規

定値よりも低くなることを防止するため薬液を補給する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

排気ガスの凝縮水により，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位

が上限水位に到達すると判断し，排水を行った場合。 

ⅱ 操作手順 

第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整の手順は

以下のとおり。概要図を第 1.5－13図に，タイムチャートを第 1.5－14

図に示す。 

① 当直長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員へスクラビング

水のｐＨ測定，第１ベントフィルタスクラバ容器水位測定及び薬

液補給の準備開始を指示する。

② 中央制御室運転員Ａは，スクラバ水ｐＨ指示値により確認したｐ

Ｈ 値及び第１ベントフィルタスクラバ容器水位指示値により確

認した水位を当直長に報告する。

③ 当直長は，運転員に第１ベントフィルタスクラバ容器への薬液補

給の開始を指示する。

④ 中央制御室運転員Ａは，薬液補給のためＦＣＶＳ薬品注入タンク

出口弁及びＦＣＶＳ循環ライン止め弁を全開操作し，ドレン移送

ポンプを起動，所定量の薬液を補給する。薬液補給完了後は，薬

液が均一になるよう循環運転を実施する。

⑤ 中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤のスクラバ水ｐＨ指示値

及び第１ベントフィルタスクラバ容器水位指示値によりスクラ

ビング水のｐＨ値及び水位を確認するとともに，スクラビング水

のｐＨ値が規定値であることを確認し，薬液補給の完了を当直長

に報告する。

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してからスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整開始まで

15分以内で可能である。 

（添付資料 1.5.4－1(7)） 

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 

中長期的に原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による原子炉格納容器の負圧
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破損を防止するとともに原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減するた

め，可搬式窒素供給装置により原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する。 

(a) 手順着手の判断基準

炉心損傷※１前において，格納容器ベント移行条件※２に達した場合。 

※１：｢炉心損傷｣は，格納容器雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が設計基準事故相当のガ

ンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射

線レベル（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器

温度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：原子炉格納容器内の圧力が 245kPa[gage]に到達した場合に格

納容器ベント準備を開始する。 

(b) 操作手順

可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給の手順は

以下のとおり。概要図を第 1.5－15図に，タイムチャートを第 1.5－16

図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策本部に原子炉

格納容器への窒素ガス供給のための可搬式窒素供給装置の準備を依

頼する。

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に可搬式窒素供給装置の準備を

指示する。

③緊急時対策要員は，原子炉建物近傍に可搬式窒素供給装置を移動さ

せる。

④緊急時対策要員は，窒素ガス代替注入系配管に可搬式窒素供給装置

を接続する。

⑤緊急時対策要員は，可搬式窒素供給装置を起動する。

⑥緊急時対策要員は，原子炉格納容器への窒素ガス供給の準備が完了

したことを緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当

直長に報告する。

⑦当直長はサプレッション・プール水温度指示値が 104℃になる前に，

緊急時対策本部に原子炉格納容器への窒素ガス供給を開始するよう

依頼する。また，緊急時対策本部は緊急時対策要員に窒素ガス供給

を開始するよう指示する。

⑧緊急時対策要員は，ＡＮＩ 代替窒素供給ライン元弁（Ｄ／Ｗ側）又

はＡＮＩ 代替窒素供給ライン元弁（Ｓ／Ｃ側）を全開し，窒素ガス

を原子炉格納容器へ供給する。

⑨原子炉格納容器への窒素ガス供給を開始したことを，緊急時対策本

部へ報告する。また，緊急時対策本部は当直長へ報告する。
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(c) 操作の成立性

上記の操作は，緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガ

ス供給開始まで１時間 40分以内で可能である。

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであるため，本操

作における作業エリアの被ばく線量率は低く，作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保する。 

（添付資料 1.5.4-2） 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合）

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現

場操作） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が

喪失した場合，格納容器フィルタベント系により最終ヒートシンク（大気）

へ輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又は残留熱代替除

去系による原子炉格納容器内の除熱機能が１系統回復し，可燃性ガス濃度

制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素

供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合，並び

に原子炉格納容器内の圧力 427kPa [gage]（１Pd）未満，原子炉格納容器内

の温度 171℃未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満である

ことを確認した場合は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２

ドライウェル出口隔離弁を全閉し，格納容器ベントを停止することを基本

として，その他の要因を考慮した上で総合的に判断し，適切に対応する。

なお，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁又はＮＧＣ非常用ガス処理入口隔

離弁バイパス弁については，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ 

Ｎ２ドライウェル出口隔離弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能が更

に１系統回復する等，より安定的な状態になった場合に全閉する。 

全交流動力電源喪失時は，現場手動にて系統構成を行う。 

(a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

（現場操作） 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，全交流動力電源喪失時に，早期の電源復旧

が見込めず，原子炉格納容器内の冷却を実施しても，原子炉格納容器
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内の圧力を規定圧力（245kPa[gage]）以下に維持できない場合。 

※1:｢炉心損傷｣は，格納容器雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当の

ガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放

射線レベル（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容

器温度で 300℃以上を確認した場合。 

ⅱ 操作手順 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

の手順は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.5－2図に，概要図を

第 1.5－17図に，タイムチャートを第 1.5－18図及び第 1.5－19図に

示す。 

［Ｗ／Ｗベントの場合(Ｄ／Ｗベントの場合，手順⑫以外は同様)］ 

① 当直長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格納容器内の水

位が外部水源注水制限（外部水源総注水量 4,000m3）以下である

ことを確認し，格納容器フィルタベント系によるＷ／Ｗ側からの

格納容器ベント準備を開始するよう運転員に指示する(原子炉格

納容器内の水位が外部水源注水制限を越えている場合はＤ／Ｗ

側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する)。

② 当直長は，緊急時対策本部に格納容器フィルタベント系による格

納容器ベントの準備開始を報告する。

③ 中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント系による格納容

器ベントに必要な監視計器の電源が確保されていることを確認

する。

④ 中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１ベントフィルタ

スクラバ容器水位指示値が通常水位範囲内であることを確認す

る。 

⑤ 中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の系統構成として，Ｓ

ＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁

後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁，ＳＧＴ耐圧強化ベン

トライン止め弁後弁，ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁，ＮＧＣ常

用空調換気入口隔離弁後弁の全閉及びＳＧＴ ＦＣＶＳ第１ベン

トフィルタ入口弁の全開を確認する。

⑥ 現場運転員Ｂ及びＣは，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁を遠隔

手動弁操作機構による操作で全開とする。ＮＧＣ非常用ガス処理

入口隔離弁の開操作ができない場合は，ＮＧＣ非常用ガス処理入

口隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操作機構にて全開とする。

⑦ 中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント系による格納容
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器ベント準備完了を当直長に報告する。 

⑧ 当直長は，格納容器フィルタベント系による格納容器ベント準備

完了を緊急時対策本部に報告する。

⑨ 当直長は，原子炉格納容器内の圧力に関する情報収集を適宜行い，

緊急時対策本部に報告する。

⑩ 当直長は，格納容器フィルタベント系による格納容器ベントの開

始を緊急時対策本部に報告する。

⑪ 当直長は，格納容器ベント開始圧力（427kPa[gage]）に到達する

時間，弁操作に必要な時間，原子炉格納容器内圧力上昇率を考慮

し，運転員に格納容器ベント開始を指示する。

⑫ ａＷ／Ｗベントの場合

現場運転員Ｂ及びＣは，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁を遠隔

手動弁操作機構による操作で全開とし，格納容器フィルタベント

系による格納容器ベント操作を開始する。

⑫ ｂＤ／Ｗベントの場合

現場運転員Ｂ及びＣは，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁を

遠隔手動弁操作機構による操作で全開とし，格納容器フィルタベ

ント系による格納容器ベント操作を開始する。

⑬ 中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント系による格納容

器ベントが開始されたことを，原子炉格納容器内の圧力指示値の

低下，並びに第１ベントフィルタスクラバ容器圧力及びスクラバ

容器温度指示値の上昇により確認するとともに，第１ベントフィ

ルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）指示値の上昇によ

り確認し，当直長に報告する。また，当直長は格納容器フィルタ

ベント系による格納容器ベントが開始されたことを緊急時対策

本部に報告する。 

⑭ 中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１ベントフィルタ

スクラバ容器水位指示値を確認し，水位調整が必要な場合は当直

長に報告する。また，当直長は第１ベントフィルタスクラバ容器

の水位調整を実施するよう緊急時対策本部に依頼する。 

⑮ 当直長は，格納容器ベント開始後，残留熱除去系又は残留熱代替

除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が１系統回復し，原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で，かつ可燃

性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御

機能及び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防

止機能が使用可能な場合，並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa

［gage］（1Pd）未満，原子炉格納容器内の温度 171℃未満及び原

子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認す

ることにより，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２
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ドライウェル出口隔離弁を全閉するよう運転員に指示する。 

⑯ 中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮ

ＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁の全閉操作を実施する。

⑰ 当直長は，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２ドラ

イウェル出口隔離弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能が更

に１系統回復する等，より安定的な状態になった場合は，ＮＧＣ

非常用ガス処理入口隔離弁又はＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離

弁バイパス弁を全閉するよう運転員に指示する。 

⑱ 中央制御室運転員Ａは，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁又はＮ

ＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施す

る。

ⅲ 操作の成立性 

格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベント準備完了ま

での必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

・現場からのＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁操作の場合

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

１時間 20分以内で可能である。 

格納容器ベント判断基準到達から格納容器ベント開始までの必要な

要員数及び想定時間は以下のとおり。 

・現場からのＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁操作の場合

現場運転員２名にて作業を実施した場合，１時間 30分以内で可能で

ある。 

・現場からのＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁操作の場合

現場運転員２名にて作業を実施した場合，１時間 30分以内で可能で

ある。 

【Ｗ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁

操作を現場にて実施した場合，１時間 20 分以内で可能である。また，

格納容器ベント基準到達後，ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁操作を現

場にて実施した場合，１時間 30分以内で可能である。（総要員数：中

央制御室運転員１名，現場運転員２名，総想定時間：２時間 50分以内） 

【Ｄ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁

操作を現場にて実施した場合，１時間 20 分以内で可能である。また，

格納容器ベント基準到達後，ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁操作

を現場にて実施した場合，１時間 30分以内で可能である。（総要員数：

中央制御室運転員１名，現場運転員２名，総想定時間：２時間 50分以

内） 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。 

遠隔手動弁操作機構の操作については，操作に必要な工具はなく通

常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。 

また，作業エリアにはバッテリー内蔵型ＬＥＤ照明を配備しており，

建物内常用照明消灯時における作業性を確保しているが，ヘッドライ

ト及び懐中電灯をバックアップとして携行する。

室温は通常運転時と同程度である。

(添付資料 1.5.4－1(2)) 

(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り下限水位

に到達する前に，第１ベントフィルタスクラバ容器補給水ラインから第

１ベントフィルタスクラバ容器へ水張りを実施する。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(1)a.(b)第１ベントフィルタス

クラバ容器水位調整（水張り）」の操作手順と同様である。

(c) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き)

格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気されたガスが格納容

器フィルタベント系の配管内及び第１ベントフィルタスクラバ容器内で

凝縮し，その凝縮水が第１ベントフィルタスクラバ容器に溜まることで，

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が上限水位に到達すると判断し

た場合は，格納容器フィルタベント系機能維持のため第１ベントフィル

タスクラバ容器の排水を実施する。

ドレン移送ポンプ及び電動弁の電源は，代替交流電源設備から受電可

能である。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(1)a.(c)第１ベントフィルタス

クラバ容器水位調整（水抜き）」の操作手順と同様である。

(d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ

格納容器ベント停止後において，スクラビング水に貯留された放射性

物質による水の放射線分解にて発生する水素ガス及び酸素ガスを排出す

る。また，第１ベントフィルタスクラバ容器上流側の残留蒸気凝縮によ

り第１ベントフィルタスクラバ容器上流側配管内が負圧となることによ

り，スクラビング水が上流側配管に吸い上げられることを防止するため，

格納容器フィルタベント系の窒素ガスによるパージを実施する。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(1)a.(d)格納容器フィルタベン

ト系停止後の窒素ガスパージ」の操作手順と同様である。
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(e) 第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）によりスクラビ

ング水に含まれる薬液が排水されることでスクラビング水のｐＨ値が規

定値よりも低くなることを防止するため薬液を補給する。 

ドレン移送ポンプ及び電動弁の電源は，代替交流電源設備から受電可

能である。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(1)a.(e)第１ベントフィルタス

クラバ容器スクラビング水ｐＨ調整」の操作手順と同様である。

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 

中長期的に原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による原子炉格納容器の負

圧破損を防止するとともに原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減す

るため，可搬式窒素供給装置により原子炉格納容器へ窒素ガスを供給す

る。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(1)ａ．(c) 可搬式窒素供給装

置による原子炉格納容器への窒素ガス供給」の操作手順と同様である。 

(3) 重大事故等発生時の対応手段の選択

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手

段の選択フローチャートを第 1.5－26図に示す。 

残留熱除去系が機能喪失した場合は，格納容器フィルタベント系による原

子炉格納容器内の除熱を実施する。 

格納容器フィルタベント系による格納容器ベントは，弁の駆動電源がない

場合，現場での手動操作を行う。 

なお，格納容器フィルタベント系を用いて，格納容器ベントを実施する際

には，スクラビングによる放射性物質の排出抑制を期待できるＷ／Ｗを経由

する経路を第一優先とする。Ｗ／Ｗベントラインが水没等の理由で使用でき

ない場合は，Ｄ／Ｗを経由して第１ベントフィルタスクラバ容器を通る経路

を第二優先とする。
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1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送

ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

原子炉補機冷却系の機能が喪失した場合，残留熱除去系を使用した発電

用原子炉からの除熱，原子炉格納容器内の除熱及び燃料プールの除熱がで

きなくなるため，原子炉補機代替冷却系を用いた除熱のため，原子炉補機

冷却系の系統構成を行い，原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を供給

する。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留熱

除去系の電源が確保されている場合に，冷却水通水確認後，残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）又は残留熱除去系（サプレッション・プール

水冷却モード）を起動し，最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。 

(a) 手順着手の判断基準

原子炉補機冷却系の故障又は全交流動力電源の喪失により原子炉補機

冷却系を使用できない場合。 

(b) 操作手順

原子炉補機代替冷却系による除熱手順の概要は以下のとおり。手順の

対応フローを第 1.5－3図に，概要図を第 1.5－20図に，タイムチャート

を第 1.5－21図に示す。 

ⅰ 運転員操作 

（本手順はＢ系使用の場合であり，Ａ系使用時についても同様である。） 

① 当直長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に原子炉補機代替

冷却系による除熱の準備開始を指示する。

② 当直長は，緊急時対策本部に原子炉補機代替冷却系による除熱の準

備のため，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の配備及び

ホースの接続を依頼する。

③ 中央制御室運転員Ａは，原子炉補機代替冷却系による除熱に必要な

電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて

確認する。

④ 中央制御室運転員Ａは，原子炉補機代替冷却系による除熱の中央制

御室側系統構成を実施し，当直長に報告する。(第 1.5－20図参照)

⑤ 現場運転員Ｂ及びＣは，原子炉補機代替冷却系による除熱の非管理

区域側系統構成を実施し，当直長に報告する。(第 1.5－20図参照)

⑥ 現場運転員Ｄ及びＥは，原子炉補機代替冷却系による除熱の管理区

域側系統構成を実施し，当直長に報告する。(第 1.5－20図参照)

⑦ 緊急時対策要員は，原子炉補機代替冷却系による除熱のための移動
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式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続

完了について緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は

当直長に報告する。 

⑧ 当直長は，原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始を緊急

時対策本部に依頼する。

⑨ 緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備内の淡水ポンプを起動し，

原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始について緊急時

対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

ⅱ 緊急時対策要員操作 

① 緊急時対策要員は，緊急時対策本部から第１保管エリア又は第４保

管エリアへ移動する。

② 緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車等の

健全性確認を行う。

③ 緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車等を

第１保管エリア又は第４保管エリアから取水槽及び原子炉建物近

傍屋外に移動させる。

④ 緊急時対策要員は，可搬型のホースの敷設及び接続を行う。

⑤ 緊急時対策要員は，電源ケーブルの敷設及び接続を行う。

⑥ 緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の淡水側の水張りに向け

系統構成のための弁の開閉操作を行う。

⑦ 緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡を密にし，移動式代

替熱交換設備の淡水側の水張りのためＲＣＷ ＡＨＥＦ供給配管

止め弁の開操作を行う。

⑧ 緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の淡水側の水張り範囲内

におけるベント弁の開操作及びＲＣＷ ＡＨＥＦ戻り配管止め弁

の開操作を行い，配管内の空気抜きを実施する。

⑨ 緊急時対策要員は，淡水側の水張り範囲内において漏えいのないこ

とを確認する。

⑩ 緊急時対策要員はガスタービン発電機の起動により移動式代替熱

交換設備への受電を確認する。

⑪ 緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の海水側の水張りに向け

系統構成のための弁の開閉操作を行う。

⑫ 緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の海水側の水張りのため

大型送水ポンプ車を起動させる。

⑬ 緊急時対策要員は，海水側の水張り範囲内におけるベント弁の開操

作を行い，配管内の空気抜きを実施する。

⑭ 緊急時対策要員は，海水側の水張り範囲内において漏えいのないこ

とを確認する。
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⑮ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部及び当直長に移動式代替熱交換

設備による除熱の準備が完了したことを報告する。

⑯ 緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡を密にし，移動式代

替熱交換設備内の淡水ポンプを起動し，補機冷却水の供給を行う。 

⑰ 緊急時対策要員は，熱交換器ユニット流量調整弁の開操作を行い，

淡水ポンプ出口圧力指示計が規定圧力となるよう開度を調整する。 

⑱ 緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の

運転状態を継続して監視する。

(c) 操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対

策要員15名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから運転員操

作の系統構成完了まで１時間20分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却

水供給開始まで７時間20分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。  

大型送水ポンプ車からのホース接続は，速やかに作業ができるように

大型送水ポンプ車の保管場所に使用工具及びホースを配備する。  

車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇

における作業性についても確保する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.5.4－3(1)，1.5.4－3(2)） 

ｂ．大型送水ポンプ車による除熱 

原子炉補機冷却系の機能が喪失した場合，残留熱除去系を使用した除熱

戦略ができなくなるため，原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を確保

するが，移動式代替熱交換設備が機能喪失した場合は，原子炉補機冷却系

の系統構成を行い，大型送水ポンプ車により，原子炉補機冷却系に海水を

注入することで補機冷却水を供給する。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留熱

除去系の電源が確保されている場合に，冷却水通水確認後，目的に応じた

運転モードで残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び残留熱除去系

（サプレッション・プール水冷却モード）を起動し，最終ヒートシンク（海）

へ熱を輸送する。 

(a) 手順着手の判断基準

原子炉補機冷却系機能喪失又は全交流動力電源喪失により原子炉補機

冷却系が機能喪失した場合で，移動式代替熱交換設備が故障等により使

用できない場合。 
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(b) 操作手順

原子炉補機代替冷却系として使用する大型送水ポンプ車による除熱手

順の概要は以下のとおり（原子炉建物南側接続口を使用した原子炉補機

代替冷却系Ｂ系への冷却水送水手順を示す。原子炉建物西側接続口を使

用した原子炉補機代替冷却系Ａ系への冷却水送水手順も同様）。手順の

対応フローを第1.5－3図に，概要図を第1.5－22図に，タイムチャートを

第1.5－23図に示す。 

ⅰ 運転員操作 

① 当直長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に大型送水ポンプ

車による除熱の準備開始を指示する。

② 当直長は，緊急時対策本部に大型送水ポンプ車による除熱の準備と

して，大型送水ポンプ車の配備，ホースの接続を依頼する。

③ 中央制御室運転員Ａは，大型送水ポンプ車による除熱に必要な電動

弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認

する。

④ 中央制御室運転員Ａは，大型送水ポンプ車による除熱の中央制御室

側系統構成を実施し，当直長に報告する。(第1.5－22図参照)

⑤ 現場運転員Ｂ及びＣは，大型送水ポンプ車による除熱の非管理区域

側系統構成を実施し，当直長に報告する。(第1.5－22図参照)

⑥ 現場運転員Ｄ及びＥは，大型送水ポンプ車による除熱の管理区域側

系統構成を実施し，当直長に報告する。(第1.5－22図参照)

⑦ 緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車による除熱のための海水ポン

プの配備及びホースの接続完了について緊急時対策本部に報告す

る。また緊急時対策本部は当直長に報告する。

⑧ 当直長は，大型送水ポンプ車による除熱開始を緊急時対策本部に依

頼する。

⑨ 緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車による除熱開始について緊急

時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

ⅱ 緊急時対策要員操作 

① 緊急時対策要員は，緊急時対策本部から第１保管エリア又は第４保

管エリアへ移動する。

② 緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車等の健全性確認を行う。

③ 緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を第１保管エリア又は第４保

管エリアから取水槽近傍屋外に移動させる。

④ 緊急時対策要員は，ホースの敷設及び接続を行う。

⑤ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部及び当直長に大型送水ポンプ車
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による除熱の準備が完了したことを報告する。 

⑥ 緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡を密にし，大型送水

ポンプ車を起動し，補機冷却水の供給を行う。

⑦ 緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の吐出圧力にて必要流量が確

保されていることを確認する。

⑧ 緊急時対策要員は，ホース等の海水通水範囲について漏えいの無い

ことを確認する。

⑨ 緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の運転状態を継続して監視す

る。

(c) 操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対

策要員６名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから運転員に

よる系統構成完了まで１時間20分以内，緊急時対策要員による大型送水

ポンプ車を使用した補機冷却水供給開始まで６時間50分以内で可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。  

大型送水ポンプ車からのホース接続は，速やかに作業ができるように

大型送水ポンプ車の保管場所に使用工具及びホースを配備する。  

車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇

における作業性についても確保する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

(添付資料1.5.4－4(1)，1.5.4－4(2)) 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択

重大事故等時の対応手順の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フロ

ーチャートを第 1.5－26図に示す。 

原子炉補機冷却系が機能喪失した場合は，原子炉補機代替冷却系により海

へ熱を輸送する手段を確保し，残留熱除去系を使用して原子炉圧力容器内及

び原子炉格納容器内の除熱を行う。 

原子炉補機代替冷却系が故障等により熱を輸送できない場合は，大型送水

ポンプ車により原子炉補機冷却系へ直接海水を送水し，残留熱除去系を使用

して原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱を行う。 

1.5.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 原子炉補機冷却系による除熱

原子炉補機冷却系が健全な場合は，自動起動信号による作動，又は中央制

御室からの手動操作により原子炉補機冷却系を起動し，原子炉補機冷却系に
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よる除熱を行う。 

ａ．手順着手の判断基準 

残留熱除去系を使用した原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除

熱が必要な場合。 

ｂ．操作手順 

原子炉補機冷却系Ｂ系による除熱手順の概要は以下のとおり（原子炉

補機冷却系Ａ系による除熱手順も同様。）。概要図を第1.5－24図に，タ

イムチャートを第1.5－25図に示す。

① 当直長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に原子

炉補機冷却系による除熱開始を指示する。

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操作，又は自動

起動信号（原子炉水位低）（レベル１）又はドライウェル圧力高）

により待機中の原子炉補機海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポン

プの起動及び残留熱除去系熱交換器冷却水出口弁が開したことを

確認する。

③ 中央制御室運転員Ａは，原子炉補機冷却系による除熱が開始された

ことを残留熱除去系熱交換器冷却水流量指示値の上昇により確認

し当直長に報告する。

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから，原子炉補機冷却系による除熱開始まで３分以内で

可能である。 

1.5.2.4 その他の手順項目にて考慮する手順 

残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)手順については，「1.4 原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備す

る。 

残留熱除去系(サプレッション・プール水冷却モード)手順については，「1.6 

原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

格納容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系を用いた原子炉格納容器除

熱手順は，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整

備する。 

可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度抑制手順について

は，「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等」に

て整備する。 

水源から接続口までの大量送水車による送水手順については，「1.13 重大
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事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発

電機又は可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車による残留熱除

去系ポンプ，電動弁，中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替

交流電源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備と

して使用する高圧発電機車，非常用交流電源設備，可搬式窒素供給装置，大量

送水車及び大型送水ポンプ車への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保

に関する手順等」にて整備する。 

操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順は「1.15事故時の計装に関

する手順等」にて整備する。 
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第 1.5－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／５) 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）

－ 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）

に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）※3 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）

事故時操作要領書

（徴候ベース） 

「減圧冷却」等 

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）

に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
除
熱 

残留熱除去系（サプレッション・プー

ル水冷却モード）※2

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）

事故時操作要領書

（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.4原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。
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対応手段，対処設備，手順書一覧(２／５) 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）

－ 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ス

トレーナ

原子炉補機冷却系 サージタンク

原子炉補機冷却系熱交換器

非常用交流電源設備 ※1

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書

（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」 

取水口 

取水管 

取水槽 重
大
事
故
等
対
処
設
備

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.4原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。
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対応手段，対処設備，手順書一覧(３／５) 

（フロントライン系故障時）

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード，サプレ

ッション・プール水冷却

モード及び格納容器冷却

モード）

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱

格納容器フィルタベント系 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候

ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

AM設備別操作要領書

「FCVSによる格納容器

ベント」 

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を

使用した格納容器フィル

タベント系の窒素ガス置

換」

スクラバ容器補給設備

可搬式窒素供給装置

自
主
対
策
設
備

AM設備別操作要領書「第

１ベントフィルタスクラ

バ容器水位調整」 

原子力災害対策手順書 

「第１ベントフィルタス

クラバ容器への水補給」

事故時操作要領書（徴候

ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を

使用した格納容器の窒素

ガス置換」 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.4原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。
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対応手段，対処設備，手順書一覧(４／５) 

（フロントライン系故障時）

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード，サプレ

ッション・プール水冷却

モード及び格納容器冷却

モード）

全交流動力電源

現
場
操
作

遠隔手動弁操作機構 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候

ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

AM設備別操作要領書

「FCVS（遠隔手動弁操作

機構）による格納容器ベ

ント」

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.4原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。
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対応手段，対処設備，手順書一覧(５／５) 

（サポート系故障時）

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

原子炉補機冷却系 

全交流動力電源 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

ホース・接続口

原子炉補機冷却系 配管・弁・サージ

タンク

原子炉補機代替冷却系 配管・弁

残留熱除去系熱交換器

取水口

取水管

取水槽

常設代替交流電源設備※１

代替所内電気設備

燃料補給設備※１

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候

ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」等 

原子力災害対策手順書 

「ＡＨＥＦまたは大型送

水ポンプ車によるＲＣＷ

代替冷却」 

「移動式熱交換器車およ

び大型送水ポンプ車を使

用した最終ヒートシンク

確保(UHSS編)」 

「大型送水ポンプ車を使

用した海水供給（ハイド

ロサブ編）」

残留熱除去系（サプレッション・プー

ル水冷却モード）※２

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
） 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱

大型送水ポンプ車 

ホース・接続口

原子炉補機冷却系 配管・弁

原子炉補機代替冷却系 配管・弁

残留熱除去系熱交換器

残留熱除去系（サプレッション・プー

ル水冷却モード）※２

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）※２

取水口

取水管

取水槽

常設代替交流電源設備※１

可搬型代替交流電源設備※１

燃料補給設備※１

自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書（徴候

ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」等 

原子力災害対策手順書 

「ＡＨＥＦまたは大型送

水ポンプ車によるＲＣＷ

代替冷却」 

「大型送水ポンプ車を使

用した海水供給（ハイド

ロサブ編）」

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.4原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。
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第 1.5－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(１／８) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の手順 

(1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

事故時操作要領書（徴

候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッション・チェンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッション・チェンバ） 

原子炉格納容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

ドライウェル水位 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッション・チェンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッション・チェンバ） 

原子炉格納容器内の水素濃度 

Ａ－格納容器水素濃度 

Ｂ－格納容器水素濃度 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

Ａ－格納容器酸素濃度 

Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

ドライウェル水位 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

最終ヒートシンクの確保 

スクラバ容器水位 

スクラバ容器圧力 

スクラバ容器温度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ 

（高レンジ・低レンジ） 
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監視計器一覧(２／８) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ（計器） 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の手順 
(1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合）

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱
(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

事故時操作要領書（徴候ベース） 
「ＰＣＶ圧力制御」 

AM設備別操作要領書 
「第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整」 

原子力災害対策手順 
「第１ベントフィルタスクラバ容器への水補給」 

判
断
基
準

補機監視機能 スクラバ容器水位

操
作

補機監視機能 スクラバ容器水位

1.5.2.1 フロントライン系故障時の手順 
(1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合）

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱
(c) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）

事故時操作要領書（徴候ベース） 
「ＰＣＶ圧力制御」 

判
断
基
準

補機監視機能 スクラバ容器水位

操
作

補機監視機能 スクラバ容器水位

1.5.2.1 フロントライン系故障時の手順 
(1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合）

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱
(d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ

事故時操作要領書（徴候ベース） 
「ＰＣＶ圧力制御」 

原子力災害対策手順 
「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィル
タベント系の窒素ガス置換」

判
断
基
準

原子炉格納容器内
の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッション・チェンバ）
Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ
（サプレッション・チェンバ）

原子炉圧力容器内
の温度 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内
の圧力 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

操
作

補機監視機能 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 
スクラバ容器圧力

1.5.2.1 フロントライン系故障時の手順 
(1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合）

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱
(e) 第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整

事故時操作要領書（徴候ベース） 
「ＰＣＶ圧力制御」 

AM設備別操作要領書 
「第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整」 

原子力災害対策手順 
「第１ベントフィルタスクラバ容器への水補給」 

判
断
基
準

－ － 

操
作

補機監視機能 
スクラバ水ｐＨ
スクラバ容器水位
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監視計器一覧(３／８) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ（計器） 

1.5.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 
(1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合）

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給

事故時操作要領書（徴候ベース） 
「ＰＣＶ圧力制御」 

原子力災害対策手順書 
「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素
ガス置換」 判

断
基
準

原子炉格納容器内
の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 
（ドライウェル） 
Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 
（ドライウェル） 
Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 
（サプレッション・チェンバ）
Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ
（サプレッション・チェンバ）

原子炉圧力容器内
の温度 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内
の圧力 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

操
作

原子炉格納容器内
の圧力 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内
の温度 

サプレッション・プール温度（ＳＡ）

原子炉格納容器内
の水素濃度 

Ａ－格納容器水素濃度 
Ｂ－格納容器水素濃度 
格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内
の酸素濃度 

Ａ－格納容器酸素濃度 
Ｂ－格納容器酸素濃度 
格納容器酸素濃度（ＳＡ） 
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監視計器一覧(４／８) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の手順 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合）

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）

(a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）

事故時操作要領書（徴

候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

AM設備別操作要領書

「FCVS（遠隔手動弁操

作機構）による格納容

器ベント」 

判
断
基
準

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッション・チェンバ）

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ

（サプレッション・チェンバ）

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション・プール水位（ＳＡ）

ドライウェル水位

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

操
作

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッション・チェンバ）

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ

（サプレッション・チェンバ）

原子炉格納容器内の水素濃度 

Ａ－格納容器水素濃度 

Ｂ－格納容器水素濃度 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

Ａ－格納容器酸素濃度 

Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション・プール水位（ＳＡ）

ドライウェル水位

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉格納容器内の温度 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

サプレッション・プール温度（ＳＡ）

ドライウェル温度（ＳＡ）

最終ヒートシンクの確保 

スクラバ容器水位

スクラバ容器圧力

スクラバ容器温度

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ）
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監視計器一覧(５／８) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ（計器） 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の手順 
(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 
(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り) 

事故時操作要領書（徴候ベース） 
「ＰＣＶ圧力制御」 
 
AM設備別操作要領書 
「第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整」 
 
原子力災害対策手順 
「第１ベントフィルタスクラバ容器への水補給」 

判
断
基
準 

補機監視機能 スクラバ容器水位 

操
作 

補機監視機能 スクラバ容器水位 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の手順 
(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 
(c) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き) 

事故時操作要領書（徴候ベース） 
「ＰＣＶ圧力制御」 
 

判
断
基
準 

補機監視機能 スクラバ容器水位 

操
作 

補機監視機能 スクラバ容器水位 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の手順 
(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 
(d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ 

事故時操作要領書（徴候ベース） 
「ＰＣＶ圧力制御」 
 
原子力災害対策手順 
「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィル
タベント系の窒素ガス置換」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッション・チェンバ） 
Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 
（サプレッション・チェンバ） 

原子炉圧力容器内の
温度 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の
圧力 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

操
作 

補機監視機能 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 
スクラバ容器圧力 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の手順 
(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 
(e) 第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整 

事故時操作要領書（徴候ベース） 
「ＰＣＶ圧力制御」 
 
AM設備別操作要領書 
「第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整」 
 
原子力災害対策手順 
「第１ベントフィルタスクラバ容器への水補給」 

判
断
基
準 

－ － 

操
作 

補機監視機能 
スクラバ水ｐＨ 
スクラバ容器水位 

 

  

1.5-44

481



監視計器一覧(６／８) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ（計器） 

1.5.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 
(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合）

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給

事故時操作要領書（徴候ベース） 
「ＰＣＶ圧力制御」 

原子力災害対策手順書手 
「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素
ガス置換」 判

断
基
準

原子炉格納容器内
の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 
（ドライウェル） 
Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 
（ドライウェル） 
Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 
（サプレッション・チェンバ）
Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ
（サプレッション・チェンバ）

原子炉圧力容器内
の温度 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内
の圧力 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

操
作

原子炉格納容器内
の圧力 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉格納容器内
の温度 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

原子炉格納容器内
の水素濃度 

Ａ－格納容器水素濃度 
Ｂ－格納容器水素濃度 
格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内
の酸素濃度 

Ａ－格納容器酸素濃度 
Ｂ－格納容器酸素濃度 
格納容器酸素濃度（ＳＡ） 
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監視計器一覧(７／８) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.5.2.2 サポート系故障時の手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合）

ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」等 

原子力災害対策手順書 

「ＡＨＥＦまたは大型送水

ポンプ車によるＲＣＷ代替

冷却」 

「移動式熱交換器車および

大型送水ポンプ車を使用し

た最終ヒートシンク確保

（HUSS編）」 

「大型送水ポンプ車を使用

した海水供給（ハイドロサブ

編）」 

判
断
基
準

原子炉格納容器内の温度 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

サプレッション・プール温度（ＳＡ）

ドライウェル温度（ＳＡ）

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 
Ａ－ＲＣＷサージタンク水位 

Ｂ－ＲＣＷサージタンク水位 

操
作

最終ヒートシンクの確保 
Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

補機監視機能 
移動式代替熱交換設備淡水ポンプ出口圧力 

大型送水ポンプ車出口圧力 

1.5.2.2 サポート系故障時の手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合）

ｂ．大型送水ポンプ車による除熱

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」等 

原子力災害対策手順書 

「ＡＨＥＦまたは大型送水

ポンプ車によるＲＣＷ代替

冷却」 

「大型送水ポンプ車を使用

した海水供給（ハイドロサブ

編）」 

判
断
基
準

原子炉格納容器内の温度 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

サプレッション・プール温度（ＳＡ）

ドライウェル温度（ＳＡ）

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

操

作 

最終ヒートシンクの確保 
Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

補機監視機能 大型送水ポンプ車出口圧力 
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監視計器一覧(８／８) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.5.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1)原子炉補機冷却系による除熱

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」 

判
断
基
準

原子炉格納容器内の温度 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

サプレッション・プール温度（ＳＡ）

ドライウェル温度（ＳＡ）

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

水源の確保 
Ａ－ＲＣＷサージタンク水位 

Ｂ－ＲＣＷサージタンク水位 

操
作

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール温度（ＳＡ）

最終ヒートシンクの確保 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 
Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ａ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ⅰ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 
Ⅰ－ＲＣＷ熱交出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交出口温度 
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第 1.5－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.5】 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

の手順等 

格納容器フィルタベント系 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

窒素ガス制御系弁 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

非常用ガス処理系弁 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

移動式代替熱交換設備 常設代替交流電源設備 

緊急用メタクラ 

原子炉補機冷却水系弁 常設代替交流電源設備 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

中央制御室監視計器類 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装Ｃ／Ｃ Ｃ系 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右

側へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が

喪失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，

必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。 

 

第 1.5－1図 機能喪失原因対策分析（補足） 

 

 

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因１ 故障要因２ 故障要因３ 故障要因４ 故障要因５ 故障要因６ 故障要因７ 故障要因８
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第 1.5－2図 ＥＯＰ 格納容器制御「ＰＣＶ圧力制御」における対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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弁

 

⑪
ｂ
⑮

※
２

Ｎ
Ｇ
Ｃ
 Ｎ

２
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
出
口
隔
離
弁

 

第
1
.5
－

4
図

 
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
 
概
要
図

(２
／
２

)
 

1.5-54

491



第
1.

5－
5
図

 
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
（
Ｗ
／
Ｗ
）

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

第
1
.5
－

6
図

 
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
（
Ｄ
／
Ｗ
）

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

手
順
の
項
目

系
統

構
成

ベ
ン

ト
実

施
操

作
（

第
１

弁
開

操
作

）

※
１
：
Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
の
開
操
作
が
で
き
な
い
場
合
は
，
Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
バ
イ
パ
ス
弁
を
全
開
と
す
る
。
中
央
制
御
室
運
転
員
１
名
に
て
実
施
し
た
場
合
，
20
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

※
１

12
0

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
減
圧
及
び
除
熱

（
Ｗ
／
Ｗ
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

原
子
炉
格
納
容
器
ベ
ン
ト
開
始

2
0分

手
順
の
項
目

系
統

構
成

ベ
ン

ト
実

施
操

作
（

第
１

弁
開

操
作

）

※
１
：
Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
の
開
操
作
が
で
き
な
い
場
合
は
，
Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
バ
イ
パ
ス
弁
を
全
開
と
す
る
。
中
央
制
御
室
運
転
員
１
名
に
て
実
施
し
た
場
合
，
20
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
減
圧
及
び
除
熱

（
Ｄ
／
Ｗ
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

原
子
炉
格
納
容
器
ベ
ン
ト
開
始

2
0分

1.5-55

492



第 1.5－7図 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）概要図 

操作手順 弁名称 

④⑦ ＦＣＶＳ補給止め弁 

1.5-56

493



第
1.
5－

8
図

 
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
調
整
（
水
張
り
）
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

(１
／
２

)
 

手
順
の
項
目

水
位

監
視

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

及
び

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

送
水

準
備

（
ヘ

ッ
ダ

～
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ

ス
ク

ラ
バ

容
器

補
給

用
接

続
口

）

ホ
ー

ス
取

外
し

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認

大
量

送
水

車
配

置

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
量

送
水

車
起

動
，

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
ス

ク
ラ

バ
容

器
注

水
開

始

停
止

操
作

※
１
：
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
対
処
で
き
る
。

※
２
：
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
20
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

60
70

10
20

30
40

50

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
調
整
（
水
張
り
）

（
あ
ら
か
じ
め
敷
設
し
て
あ
る
ホ
ー
ス
が
使
用
で
き
る

場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

緊
急
時
対
策
要
員

６

緊
急
時
対
策
要
員

６

14
0

15
0

要
員
(
数
)

80
90

10
0

11
0

12
0

13
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
注
水
開
始

２
時
間

水
位
調
整
（
水
張
り
）
完
了

２
時
間
20
分

1.5-57

494



 

 

   

 

 

第
1.
5－

8
図

 
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
調
整
（
水
張
り
）
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

(２
／
２

)
 

   

 

手
順
の
項
目

水
位

監
視

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

及
び

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

送
水

準
備

（
ヘ

ッ
ダ

～
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ

ス
ク

ラ
バ

容
器

補
給

用
接

続
口

）

ホ
ー

ス
取

外
し

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認

大
量

送
水

車
配

置

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
量

送
水

車
起

動
，

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
ス

ク
ラ

バ
容

器
注

水
開

始

停
止

操
作

※
１
：
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
対
処
で
き
る
。

※
２
：
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
20
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

10
0

11
0

12
0

13
0

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90

要
員
(
数
)

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

水
位
調
整
（
水
張
り
）

（
あ
ら
か
じ
め
敷
設
し
て
あ
る
ホ
ー
ス
が
使
用
で
き
な

い
場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

緊
急
時
対
策
要
員

６

緊
急
時
対
策
要
員

６

14
0

15
0

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
注
水
開
始

２
時
間

1
0
分

水
位
調
整
（
水
張
り
）
完
了

２
時
間
30
分

1.5-58
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操作手順 弁名称 

②※１⑤※１ ＦＣＶＳ第１ベントフィルタスクラバ容器１次ドレン弁 

②※２⑤※２ ＦＣＶＳドレン移送ライン連絡弁 

第 1.5－9図 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）概要図 

1.5-59

496



第
1.
5－

1
0
図

 
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
調
整
（
水
抜
き
）

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

系
統

構
成

，
水

抜
き

開
始

操
作

停
止

操
作

備
考

20
40

60
80

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

水
位
調
整
（
水
抜
き
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

水
抜
き
完
了

２
時
間
2
0
分

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

水
抜
き
開
始

10
分

1.5-60

497



第
1
.5
－

1
1
図

 
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
停
止
後
の
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ

 
概
要
図

(
１
／
２

)
 

1.5-61

498



操
作
手
順
 

弁
名
称
 

⑥
※
１

Ｎ
Ｇ
Ｃ
 Ｎ

２
ト
ー
ラ
ス
出
口
隔
離
弁

 

⑥
※
２

Ｎ
Ｇ
Ｃ
 Ｎ

２
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
出
口
隔
離
弁

 

⑥
※
３

Ｓ
Ｇ
Ｔ
 Ｆ

Ｃ
Ｖ
Ｓ
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
入
口
弁

 

⑥
※
４

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁

 

⑥
※
５

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
バ
イ
パ
ス
弁

 

⑨
 

Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
窒
素
ガ
ス
補
給
元
弁

 

第
1
.5
－

1
1
図

 
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
停
止
後
の
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ

 
概
要
図

(
２
／
２

)
 

1.5-62

499



第
1
.5
－

1
2
図

 
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
停
止
後
の
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

移
動

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

接
続

，
暖

気
運

転

弁
開

操
作

水
素
濃
度
測
定
設
備
の
移
動

水
素

濃
度

測
定

設
備

の
接

続

弁
開

操
作

系
統
構
成

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
停
止
後

の
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

20
40

60
80

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

２

緊
急
時
対
策
要
員

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ
開
始

1時
間
40
分

1.5-63

500



操作手順 弁名称 

④※１ ＦＣＶＳ薬品注入タンク出口弁 

④※２ ＦＣＶＳ循環ライン止め弁 

第 1.5－13 第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整 概要図 

1.5-64

501



第
1
.5
－

1
4
図

 
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
ス
ク
ラ
ビ
ン
グ
水
ｐ
Ｈ
調
整

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

系
統

構
成

，
ド

レ
ン

移
送

ポ
ン

プ
起

動
操

作

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

ス
ク
ラ
ビ
ン
グ
水
ｐ
Ｈ
調
整

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

ス
ク
ラ
ビ
ン
グ
水
ｐ
Ｈ
調
整
開
始

1
5
分

1.5-65

502



操
作
手
順
 

弁
名
称
 

⑧
※
１

Ａ
Ｎ
Ｉ
 
代
替
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
元
弁
（
Ｄ
／
Ｗ
側
）

 

⑧
※
２

Ａ
Ｎ
Ｉ
 
代
替
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
元
弁
（
Ｓ
／
Ｃ
側
）

 

第
1.
5－

1
5
図

 
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
窒
素
ガ
ス
供
給

 概
要
図

 

1.5-66

503



第
1.
5－

1
6図

 
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
窒
素
ガ
ス
供
給

 タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

車
両

健
全

性
確

認

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

移
動

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

接
続

，
暖

気
運

転

弁
開

操
作

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
窒
素
ガ
ス
供
給

緊
急
時
対
策
要
員

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

20
40

60
80

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の

窒
素
ガ
ス
供
給
開
始

1時
間
40
分

1.5-67

504



 

 

 

 
 

第
1.

5
－
1
7
図

 
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
（
現
場
操
作
）

 
概
要
図

(１
／
２

)
 

 
 

1.5-68

505



操
作
手
順
 

弁
名
称
 

⑤
※
１

Ｓ
Ｇ
Ｔ

 Ｎ
Ｇ
Ｃ
連
絡
ラ
イ
ン
隔
離
弁
 

⑤
※
２

Ｓ
Ｇ
Ｔ

 Ｎ
Ｇ
Ｃ
連
絡
ラ
イ
ン
隔
離
弁
後
弁

 

⑤
※
３

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁

 

⑤
※
４

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁
後
弁

 

⑤
※
５

Ｎ
Ｇ
Ｃ
常
用
空
調
換
気
入
口
隔
離
弁

 

⑤
※
６

Ｎ
Ｇ
Ｃ
常
用
空
調
換
気
入
口
隔
離
弁
後
弁

 

⑤
※
７

Ｓ
Ｇ
Ｔ

 Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
入
口
弁

 

⑥
※
１
⑱

※
１

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁

 

⑥
※
２
⑱

※
２

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
バ
イ
パ
ス
弁

 

⑫
ａ
⑯

※
１

Ｎ
Ｇ
Ｃ

 Ｎ
２
ト
ー
ラ
ス
出
口
隔
離
弁
 

⑫
ｂ
⑯

※
２

Ｎ
Ｇ
Ｃ

 Ｎ
２
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
出
口
隔
離
弁

 

第
1
.5
－

1
7
図

 
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
（
現
場
操
作
）

 
概
要
図

(
２
／
２

)
 

1.5-69
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第
1
.5
－

1
8
図

 
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
（
Ｗ
／
Ｗ
）

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

（
現
場
操
作
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
ベ
ン
ト
）

 

第
1.

5－
1
9
図

 
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
（
Ｄ
／
Ｗ
）

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

（
現
場
操
作
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
ベ
ン
ト
）

 

手
順
の
項
目

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
電

源
確

認

移
動

，
ベ

ン
ト

準
備

操
作

（
第

２
弁

開
操

作
）

移
動

，
ベ

ン
ト

実
施

操
作

（
第

１
弁

開
操

作
）

※
１
：
Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
の
開
操
作
が
で
き
な
い
場
合
は
，
Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
バ
イ
パ
ス
弁
を
全
開
と
す
る
。
中
央
制
御
室
運
転
員
１
名
に
て
実
施
し
た
場
合
，
２
時
間
50
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

2
4
0

２
現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

要
員
(
数
)

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
（
現
場
操
作
）

（
Ｗ
／
Ｗ
）

原
子
炉
格
納
容
器
ベ
ン
ト
開
始

２
時
間
5
0
分

手
順
の
項
目

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
電

源
確

認

移
動

，
ベ

ン
ト

準
備

操
作

（
第

２
弁

開
操

作
）

移
動

，
ベ

ン
ト

実
施

操
作

（
第

１
弁

開
操

作
）

※
１
：
Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
の
開
操
作
が
で
き
な
い
場
合
は
，
Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
バ
イ
パ
ス
弁
を
全
開
と
す
る
。
中
央
制
御
室
運
転
員
１
名
に
て
実
施
し
た
場
合
，
２
時
間
50
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

2
4
0

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
（
現
場
操
作
）

（
Ｄ
／
Ｗ
）

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

原
子
炉
格
納
容
器
ベ
ン
ト
開
始

２
時
間
5
0
分

1.5-70
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0
図
 
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

 
概
要
図

(
１
／
２

)
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操
作
手
順
 

弁
名
称
 

④
※
１

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
入
口
切
替
弁

 

④
※
２

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
出
口
切
替
弁

 

⑤
※
３

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
－
Ｄ
Ｅ
Ｇ
冷
却
水
入
口
弁

 

⑤
※
４

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
‐
中
央
制
御
室
冷
凍
機
入
口
弁

 

⑥
※
５

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

 

⑥
※
６

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
‐
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
冷
却
水
入
口
弁

 

第
1.
5
－
2
0
図
 
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

 
概
要
図

(
２
／
２

)
 

1.5-72

509



 

 

    
 

 

 

第
1.
5
－
2
1
図
 
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

 
 

手
順
の
項
目

電
源

確
認

，
系

統
構

成

移
動

系
統

構
成

（
非

管
理

区
域

）

移
動

系
統

構
成

（
管

理
区

域
）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認

補
機

冷
却

水
の

供
給

，
流

量
調

整

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認

補
機

冷
却

水
の

供
給

，
流

量
調

整

移
動

移
動

式
代

替
熱

交
換

設
備

へ
の

電
源

ケ
ー

ブ
ル

接
続

※
１
：
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

　
緊

急
時

対
策

要
員

6
名

で
対

応
す

る
。

　
緊

急
時

対
策

要
員

6
名

で
対

応
す

る
。

備
考

1
2

3

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

配
置

，
取

水
準

備

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

移
動

式
代

替
熱

交
設

備
配

置
，

準
備

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

2 3

4

1
2

要
員
(
数
)

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

1

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

緊
急
時
対
策
要
員

5
6

7
8

現
場
運
転
員
Ｄ
，
Ｅ

2

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

７
時
間

2
0
分

1.5-73
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5
－
2
2
図
 
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱
 
概
要
図

(
１
／
２

)
 

1.5-74
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操
作
手
順
 

弁
名
称
 

④
※
１

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
入
口
切
替
弁

 

④
※
２

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
出
口
切
替
弁

 

⑤
※
３

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
－
Ｄ
Ｅ
Ｇ
冷
却
水
入
口
弁

 

⑤
※
４

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
出
口
弁

 

⑤
※
５

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
‐
中
央
制
御
室
冷
凍
機
入
口
弁

 

⑥
※
６

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

 

⑥
※
７

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
‐
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
冷
却
水
入
口
弁

 

第
1.

5
－
2
2
図
 
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱
 
概
要
図

(
２
／
２

)
 

1.5-75
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第
1.

5
－
2
3
図
 
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱
 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

電
源

確
認

，
系

統
構

成

移
動

系
統

構
成

（
非

管
理

区
域

）

移
動

系
統

構
成

（
管

理
区

域
）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認

補
機

冷
却

水
の

供
給

，
流

量
調

整

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
8

要
員
(
数
)

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

1

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

2

現
場
運
転
員
Ｄ
，
Ｅ

2

緊
急
時
対
策
要
員

6

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

配
置

，
取

水
準

備

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱

６
時
間
50
分

1.5-76
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第
1.

5
－
2
4
図
 
原
子
炉
補
機
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

 
概
要
図

 

操
作
手
順
 

弁
名
称
 

②
※
1

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

 

1.5-77
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第
1.

5
－
2
5
図
 
原
子
炉
補
機
冷
却
系
除
熱

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

自
動
起
動
確
認

※
１
：
原
子
炉
補
機
冷
却
系
Ｂ
系
に
よ
る
除
熱
を
示
す
。
ま
た
，
原
子
炉
補
機
冷
却
系
Ａ
系
に
よ
る
冷
却
水
確
保
に
つ
い
て
は
，
冷
却
水
の
供
給
開
始
ま
で
２
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

手
順
の
項
目

除
熱
開
始
操
作

※
２
：
原
子
炉
補
機
冷
却
系
Ｂ
系
に
よ
る
除
熱
を
示
す
。
ま
た
，
原
子
炉
補
機
冷
却
系
Ａ
系
に
よ
る
冷
却
水
確
保
に
つ
い
て
は
，
冷
却
水
の
供
給
開
始
ま
で
３
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

原
子
炉
補
機
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

（
自
動
起
動
信
号
が
発
信
し
た
場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

原
子
炉
補
機
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

（
手
動
起
動
の
場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
２

原
子
炉
補
機
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

２
分

原
子
炉
補
機
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

３
分

1.5-78

515



（１）フロントライン故障時の対応手段の選択

（２）サポート系故障時の対応手段の選択

第 1.5－26図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

Yes

No

最終ヒートシンク喪失 

（残留熱除去系機能喪失） 

不活性ガスによる 

系統内の置換 

不活性ガスによる 

系統内の置換 

Yes

No

最終ヒートシンク喪失 

（原子炉補機冷却系機能喪失） 

原子炉補機代替冷却系 

移動式代替熱交換設備 

使用可能 

残留熱除去系による 

原子炉圧力容器内及び原子炉格

納容器内の除熱 

大型送水ポンプ車運転 原子炉補機代替冷却系運転 

優先① 

フィルタベント系による

Ｗ／Ｗ側 

原子炉格納容器ベント 

（現場操作含む） 

優先② 

フィルタベント系による

Ｄ／Ｗ側 

原子炉格納容器ベント 

（現場操作含む） 

【凡例】 

：プラント状態，確認 

：操作 

：判断 

：重大事故等対処設備 

 外部水源総注水量 

4,000m3以下 

1.5-79
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添付資料 1.5.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(１／６) 

技術的能力審査基準（1.5） 番号 設置許可基準規則（48条） 技術基準規則（63条） 番号 

【本文】 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故

対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合において炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の

著しい損傷が発生する前に生ずるものに限

る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ

熱を輸送するために必要な手順等が適切に整

備されているか、又は整備される方針が適切

に示されていること。 

① 

【本文】 

発電用原子炉施設には、設計基準事故

対処設備が有する最終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合

において炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷

が発生する前に生ずるものに限る。）

を防止するため、最終ヒートシンクへ

熱を輸送するために必要な設備を設

けなければならない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、設計基準事故

対処設備が有する最終ヒートシンクへ

熱を輸送する機能が喪失した場合にお

いて炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損（炉心の著しい損傷が発生

する前に生ずるものに限る。）を防止す

るため、最終ヒートシンクへ熱を輸送

するために必要な設備を施設しなけれ

ばならない。 

③ 

【解釈】 

１ 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために

必要な手順等」とは、以下に掲げる措置

又はこれと同等以上の効果を有する措置

を行うための手順等をいう。 

－ 

【解釈】 

１ 第４８条に規定する「最終ヒート

シンクへ熱を輸送するために必要な

設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置

を行うための設備をいう。

【解釈】 

１ 第６３条に規定する「最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送するために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。

－ 

（１）炉心損傷防止

ａ）取水機能の喪失により最終ヒートシンク

が喪失することを想定した上で、BWRにおいて

は、サプレッションプールへの熱の蓄積によ

り、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間

内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最

終ヒートシンク（UHS）の繋ぎ込み及び最終的

な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。

加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能な

場合について考慮すること。

また、PWR においては、タービン動補助給水

ポンプ及び主蒸気逃がし弁による２次冷却系

からの除熱により、最終的な熱の逃がし場へ

の熱の輸送ができること。

② 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するた

め、重大事故防止設備を整備するこ

と。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するた

め、重大事故防止設備を整備すること。 

④ 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事

故対処設備に対して、多重性又は多様

性及び独立性を有し、位置的分散を図

ること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事

故対処設備に対して、多重性又は多様

性及び独立性を有し、位置的分散を図

ること。 

⑤ 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒート

シンクが喪失することを想定した上

で、BWR においては、サプレッション

プールへの熱の蓄積により、原子炉冷

却機能が確保できる一定の期間内に、

十分な余裕を持って所内車載代替の

最終ヒートシンクシステム（UHSS）の

繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場

への熱の輸送ができること。加えて、

残留熱除去系(RHR)の使用が不可能な

場合について考慮すること。

また、PWR においては、タービン動補

助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁に

よる２次冷却系からの除熱により、最

終的な熱の逃がし場への熱の輸送が

できること。

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒート

シンクが喪失することを想定した上

で、BWR においては、サプレッション

プールへの熱の蓄積により、原子炉冷

却機能が確保できる一定の期間内に、

十分な余裕を持って所内車載代替の最

終ヒートシンクシステム(UHSS)の繋ぎ

込み及び最終的な熱の逃がし場への熱

の輸送ができること。加えて、残留熱

除去系(RHR)の使用が不可能な場合に

ついて考慮すること。

また、PWR においては、タービン動補

助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁によ

る２次冷却系からの除熱により、最終

的な熱の逃がし場への熱の輸送ができ

ること。

⑥ 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備す

る場合は、本規程第５０条３ｂ)に準

ずること。また、その使用に際しては、

敷地境界での線量評価を行うこと。 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備す

る場合は、本規程第６５条３ｂ)に準ず

ること。また、その使用に際しては、

敷地境界での線量評価を行うこと。 
⑦
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(２／６) 

重大事故等対処設備を使用した手順 

審査基準の要求に適合するための手順 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数 

で使用可能か 
備考 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー

ド
）
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱

残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード） 
既設 

① 

③ 
－ － － － － －

－ － 

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
冷
却

モ
ー
ド
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
除
熱

残留熱除去系（サプレッ

ション・プール水冷却モ

ード）

既設 

① 

③ 
－ － － － － －

－ － 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

原子炉補機海水ポンプ 既設 

① 

③ 
－ － － － － －

原子炉補機冷却水ポン

プ 
既設 

原子炉補機冷却系 配

管・弁・海水ストレーナ 
既設 

原子炉補機冷却系 サ

ージタンク 
既設 

原子炉補機冷却系熱交

換器 
既設 

非常用交流電源設備 既設 

取水口 既設 

取水管 既設 

取水槽 既設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(３／６) 

重大事故等対処設備を使用した手順 

審査基準の要求に適合するための手順 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数 

で使用可能か 
備考 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱

格納容器フィルタベン

ト系
新設 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

－ － － － － －

スクラバ容器補給設備 新設 

可搬式窒素供給装置 新設 

－ － 

現
場
操
作

遠隔手動弁操作機構 新設 

①②

③④

⑤⑥

⑦

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(４／６) 

重大事故等対処設備を使用した手順 

審査基準の要求に適合するための手順 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数 

で使用可能か 
備考 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

移動式代替熱交換設備 新設 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

大

型

送

水

ポ

ン

プ

車

に

よ

る

除

熱 

大型送水ポンプ車 可搬 

６時間 50 分 11 名 

自 主 対

策 と す

る 理 由

は 本 文

参照 

大型送水ポンプ車 新設 ホース・接続口 可搬 

ホース・接続口 新設 
原子炉補機冷却系 

配管・弁 
常設 

原子炉補機冷却系 配

管・弁・サージタンク 
既設 

原子炉補機代替冷

却系 配管・弁 
新設 

原子炉補機代替冷却系 

配管・弁 
新設 

残留熱除去系熱交

換器 
常設 

残留熱除去系熱交換器 既設 

残留熱除去系（サプ

レッション・プール

水冷却モード）

常設 

取水口 既設 

残留熱除去系（原子

炉停止時冷却モー

ド） 

常設 

取水管 既設 取水口 常設 

取水槽 既設 取水管 常設 

常設代替交流電源設備 新設 取水槽 常設 

代替所内電気設備 
新設 

既設 

常設代替交流電源

設備 
常設 

燃料補給設備 新設 
可搬型代替交流電

源設備 
可搬 

残留熱除去系（サプレッ

ション・プール水冷却モ

ード）

既設 燃料補給設備 
常設 

可搬 

残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード） 
既設 － － 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(５／６) 

技術的能力審査基準（1.5） 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、設計基準事

故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合において炉

心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損

（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずる

ものに限る。）を防止するため、最終ヒート

シンクへ熱を輸送するために必要な手順等

が適切に整備されているか、又は整備される

方針が適切に示されていること。 

設計基準事故対処設備である原子炉補機

冷却系が有する最終ヒートシンク（海）へ

熱を輸送する機能が喪失した場合におい

て，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に

生ずるものに限る。）を防止する手段とし

て，原子炉補機代替冷却系による最終ヒー

トシンク（海）へ熱を輸送するために必要

な手順等を整備する。また，最終ヒートシ

ンク（海）へ熱を輸送する機能の喪失に加

えて，設計基準事故対処設備である残留熱

除去系が有する機能が喪失した場合におい

て，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に

生ずるものに限る。）を防止する手段とし

て，格納容器フィルタベント系による最終

ヒートシンク（大気）へ熱を輸送するため

に必要な手順等を整備する。 

【解釈】 

１ 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

に必要な手順等」とは、以下に掲げる措

置又はこれと同等以上の効果を有する

措置を行うための手順等をいう。 

－ 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(６／６) 

技術的能力審査基準（1.5） 適合方針 

（１）炉心損傷防止

ａ）取水機能の喪失により最終ヒートシンク

が喪失することを想定した上で、BWRに

おいては、サプレッションプールへの熱

の蓄積により、原子炉冷却機能が確保で

きる一定の期間内に、十分な余裕を持っ

て所内車載代替の最終ヒートシンク

（UHS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃

がし場への熱の輸送ができること。加え

て、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能

な場合について考慮すること。 

また、PWRにおいては、タービン動補

助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁によ

る２次冷却系からの除熱により、最終的

な熱の逃がし場への熱の輸送ができる

こと。 

取水機能の喪失により原子炉補機冷却系

が有する最終ヒートシンク（海）へ熱を輸

送する機能が喪失したことを想定し，原子

炉補機代替冷却系による最終ヒートシンク

（海）へ熱を輸送するために必要な手順等

を整備する。 

最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する

機能の喪失に加えて，残留熱除去系の使用

が不可能な場合を想定し，格納容器フィル

タベント系による最終ヒートシンク（大気）

へ熱を輸送するために必要な手順等を整備

する。 
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添付資料 1.5.2 

自主対策設備仕様 

機器名称 
常設 

／可搬 
耐震クラス 容量 揚程 個数 

ドレン移送ポンプ 

（スクラバ容器補給設備）
常設 

－ 

（Ss機能維持） 
10 m3/h 70m １台 

薬品注入タンク 

（スクラバ容器補給設備）
常設 

－ 

（Ss機能維持） 
0.83m3 － １基 

大量送水車 

（スクラバ容器補給設備）
可搬 

－ 

（Ss機能維持） 

168m3/h 

（１台あたり） 
－ ２台 

可搬式窒素供給装置 可搬 
－ 

（Ss機能維持） 
約 100Ｎm3/h － １台 

大型送水ポンプ車 可搬 
－ 

（Ss機能維持） 

約 1,800m3/h 

（１台あたり） 
－ ２台 
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添付資料 1.5.4-1 

重大事故対策の成立性 

1. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

ａ．操作概要 

中央制御室からの格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱の系統構成が必要な状況において，中央制御室操作により系統

構成を実施し，格納容器ベントを実施する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱とし

て，第一優先のＷ／Ｗベントを使用した格納容器ベントに必要な要員数，想

定時間は以下のとおり。 

なお，Ｗ／Ｗベントに必要な想定時間，Ｄ／Ｗベントに必要な想定時間は

同一時間とする。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：系統構成（制御室建物）10 分以内（所要時間目安※１：７

分） 

ベント実施操作（制御室建物）10 分以内（所要時間目安※

１：３分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●系統構成：想定時間 10分，所要時間目安７分

・系統構成：所要時間目安７分（操作対象１弁：中央制御室）

●ベント実施操作（第１弁開操作）：想定時間 10分，所要時間目安３分

・ベント実施操作（第１弁開操作）：所要時間目安３分（操作対象１弁：

中央制御室） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備

している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能であ

る。 
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(2) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

（現場操作）

ａ．操作概要 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の系統

構成が必要な状況で，中央制御室からの操作により電動弁を操作できない場合

において，原子炉建物付属棟地上３階まで移動するとともに，現場での遠隔手

動弁操作機構による操作により系統構成を実施する。格納容器ベントについて

は，原子炉建物付属棟地上１階または原子炉建物付属棟地上２階まで移動する

とともに，現場での遠隔手動弁操作機構により格納容器ベントする。 

ｂ．作業場所 

系統構成  原子炉建物付属棟 地上３階 北側通路（非管理区域） 

Ｗ／Ｗベント 原子炉建物付属棟 地上１階 西側（非管理区域） 

Ｄ／Ｗベント 原子炉建物付属棟 地上２階 西側（非管理区域） 

電源確認  制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱として，

第一優先のＷ／Ｗベントを使用した格納容器ベントに必要な要員数，想定時間

は以下のとおり。 

なお，Ｗ／Ｗベントに必要な想定時間，Ｄ／Ｗベントに必要な想定時間は同

一時間とする。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間  ：系統構成（原子炉建物付属棟）１時間 20 分以内（所要時間

目安※１：１時間３分） 

ベント実施操作（原子炉建物付属棟）１時間 30 分以内（所

要時間目安※１：１時間８分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間 10分，所要時間目安４分

・電源確認：所要時間目安４分（中央制御室）

【現場運転員】 

●系統構成：想定時間１時間 20分，所要時間目安１時間３分

・移動：所要時間目安９分（移動経路：中央制御室～原子炉建物付属棟

地上３階） 
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・系統構成：所要時間目安 54分（操作対象１弁：原子炉建物付属棟地上

３階） 

●ベント実施操作（第１弁開操作）：想定時間１時間 30分，所要時間目安

１時間８分

・移動：所要時間目安 14分（移動経路：中央制御室～原子炉建物付属棟

地上１階） 

・ベント実施操作（第１弁開操作）：所要時間目安 54分（操作対象１弁：

原子炉建物付属棟地上１階） 

ｄ．操作の成立性について 

(a) 中央制御室操作

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備

している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能であ

る。 

(b) 現場作業

作業環境  ：電源内蔵型照明を作業エリアに配備しており，建物内常用

照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト及び懐中電灯をバックアップとして携行している。

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性

があることから，防護具（全面マスク，個人線量計，綿手

袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行

う。管理区域においては汚染の可能性を考慮し，防護具（全

面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）

を装備して作業を行う。 

現場運転員の放射性防護を考慮し，遠隔手動弁操作機構は，

原子炉建物付属棟に設置している。 

移動経路  ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しており，近接

可能である。また，ヘッドライト及び懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性 ：通常の弁操作であり，容易に実施可能である。遠隔手動弁

操作機構の操作についても，操作に必要な工具はなく，通

常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを

施している。 

連絡手段  ：有線式通信設備，電力保安通信用電話設備，所内通信連絡
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設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室又は緊急

時対策本部に連絡する。 

ベント操作（遠隔手動弁操作機構） 
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(3) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

ａ．操作概要 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）が必要な状況において，

送水ルートを確保した後，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

として使用する大量送水車により，第１ベントフィルタスクラバ容器を水位調

整（水張り）する。 

ｂ．作業場所 

屋外（原子炉建物南側周辺，原子炉建物西側周辺，取水箇所（輪谷貯水槽（西））

周辺） 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として，最長時間を要

する第４保管エリア，第３保管エリアの可搬型設備による輪谷貯水槽（西）を

使用した送水（あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合）に必要な

要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ： 13名（中央制御室運転員１名，緊急時対策要員 12名） 

想定時間  ：２時間 30分以内（所要時間目安※１：１時間 47分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬による算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●水位監視：想定時間 10分，所要時間目安９分

・水位監視，水位調整（水張り）：所要時間目安９分（下限水位～通常水

位） 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物南側周辺作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 25 分，所要時間目安 22

分 

・移動：所要時間目安 22分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア） 

●車両健全性確認：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・車両健全性確認：所要時間目安 10分（第４保管エリア）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間１時間５分，所要時

間目安 34分 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第４保管エリア～原子炉建物西

側法面） 
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・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30分（原子炉

建物西側法面，原子炉建物南

側周辺） 

●送水準備（ヘッダ～第１ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口）：

想定時間 25分，所要時間目安 21分

・送水準備：所要時間目安 15分（ヘッダ～第１ベントフィルタスクラバ

容器補給用接続口） 

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：原子炉建物南側周辺）

●ホース取外し：想定時間 10分，所要時間目安５分

・ホース取外し：所要時間目安５分（操作対象２弁：原子炉建物南側周

辺） 

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西）周辺，原子炉建物西側法面周

辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 25 分，所要時間目安 23

分 

・移動：所要時間目安 23分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア） 

●車両健全性確認：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・車両健全性確認：所要時間目安 10分（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 12分

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第３保管エリア～輪谷貯水槽（西）） 

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽（西））

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間，所要時間目安 37分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32分(輪谷貯水槽（西），原子

炉建物西側法面） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物西側法面～輪谷貯水

槽（西）周辺） 

●大量送水車起動：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・大量送水車起動：所要時間目安 10分（輪谷貯水槽（西））

●停止操作：想定時間 10分，所要時間目安５分

・停止操作：所要時間目安５分（輪谷貯水槽（西））

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間にお

ける作業性を確保している。また，操作は格納容器ベント操作後

の汚染を考慮し防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム

手袋，汚染防護服）を装備するが，緊急時対策本部の指示により，

作業区域の環境を考慮した汚染防護服，被水防護服等を装備した

作業を行う場合がある。 

移動経路：車両のヘッドライトほか，ヘッドライト，懐中電灯を携帯してお
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り，夜間においても近接可能である。 

また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合

でも安全に移動できる経路を移動する。 

操作性 ：ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する

大量送水車からのホースの接続は，結合金具接続であり，容易に

実施可能であり，必要な工具はない。 

また，弁の開閉操作についても，必要な工具はなく通常の弁操作

と同様である。作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十

分な作業スペースを確保している。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯

型））電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，

中央制御室及び緊急時対策本部に連絡する。 

ホース接続作業（昼間） 水中ポンプ設置準備（夜間） 

ポンプ起動操作（夜間） 
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(4) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）

ａ．操作概要 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）が必要な状況にお

いて，中央制御室操作により系統構成を実施し，第１ベントフィルタスク

ラバ容器水位調整（水抜き）を実施する。

ｂ．作業場所 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）に必要な要員数，

想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：２時間 20分以内（所要時間目安※１：２時間９分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●系統構成，水抜き開始操作：想定時間 10分，所要時間目安５分

・系統構成，水抜き開始操作：所要時間目安５分（操作対象２弁，ポン

プ起動：中央制御室） 

●水位調整（水抜き）：想定時間２時間，所要時間目安２時間

・水位調整（水抜き）：所要時間目安２時間（上限水位～通常水位）

●停止操作：想定時間 10分，所要時間目安４分

・停止操作：所要時間目安４分（操作対象２弁，ポンプ停止：中央制御

室） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配

備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能で

ある。 
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(5) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ

ａ．操作概要 

格納容器フィルタベント系の窒素ガスパージが必要な状況において，屋外

（原子炉建物周辺）に可搬式窒素供給装置を配置してホースを格納容器フィル

タベント系配管接続口に接続した後，可搬式窒素供給装により格納容器フィル

タベント系に窒素ガスを供給する。

ｂ．作業場所 

屋外（原子炉建物周辺） 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージとして格納容器フィル

タベント系配管接続口を使用した窒素ガス供給に必要な要員数，想定時間は以

下のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，緊急時対策要員２名） 

想定時間  ：１時間 40分以内（所要時間目安※１：１時間 28分（移動含む）） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬による算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●系統構成：想定時間 10分，所要時間目安４分

・系統構成：所要時間目安４分（操作対象１弁：中央制御室）

【緊急時対策要員】 

●車両健全性確認：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・車両健全性確認：所要時間目安 10分（第１保管エリア）

●可搬式窒素供給装置の移動：想定時間 25分，所要時間目安 20分

・可搬式窒素供給装置の移動：所要時間目安 20分（移動経路：第１保管

エリア～屋外（原子炉建物周辺））

●可搬式窒素供給装置の接続，暖気運転：想定時間 55 分，所要時間目安

53分 

・可搬式窒素供給装置の接続：所要時間目安 36分（ホース接続：屋外（原

子炉建物周辺）） 

・可搬式窒素供給装置暖気運転：所要時間目安 17分（暖気運転：屋外（原

子炉建物周辺）） 

●弁開操作：想定時間 10分，所要時間目安５分

・弁開操作：所要時間目安５分（操作対象１弁：屋外（原子炉建物周辺）） 
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ｄ．操作の成立性について 

(a) 中央制御室操作

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備

している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能であ

る。 

(b) 現場作業

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間にお

ける作業性を確保している。また，操作は格納容器ベント後の汚

染を考慮し，防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手

袋，汚染防護服）を装備するが，緊急時対策本部の指示により，

作業区域の環境を考慮した汚染防護服，被水防護服を装備した作

業を行う場合がある。 

移動経路：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯し

ており，夜間においても近接可能である。 

また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合

でも安全に移動できる経路を移動する。 

操作性 ：送気ホースの接続は，差し込み式であり，容易に実施可能であり，

必要な工具はない。 

また，弁の開閉操作についても，必要な工具はなく通常の弁操作

と同様である。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペー

スを確保している。

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，

中央制御室及び緊急時対策本部に連絡する。 

ホース接続作業
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(6) フィルタベント計装（第１ベントフィルタ出口水素濃度） 

 

ａ．操作概要 

格納容器フィルタベント系の窒素ガスパージが必要な状況において，屋外

（原子炉建物周辺）に第１ベントフィルタ出口水素濃度を配置してホースを格

納容器フィルタベント系配管接続口に接続した後，第１ベントフィルタ出口水

素濃度により，窒素ガスパージ中，配管内の水素濃度を測定する。 

 

ｂ．作業場所 

屋外（原子炉建物周辺） 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ中における水素濃度測

定に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，緊急時対策要員２名） 

想定時間  ：１時間 40分以内（所要時間目安※１：１時間 23分（移動含む））

（夜間に実施） 

 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●系統構成：想定時間 10分，所要時間目安４分 

・系統構成：所要時間目安４分（操作対象１弁：中央制御室） 

【緊急時対策要員】 

●車両健全性確認：想定時間 10分，所要時間目安 10分 

・車両健全性確認：所要時間目安 10分（第１保管エリア） 

●水素濃度測定設備の移動：想定時間 30分，所要時間目安 23分 

・水素濃度測定設備の移動：所要時間目安 23分（移動経路：第１保管エ

リア～屋外（原子炉建物周辺）） 

●水素濃度測定設備の接続：想定時間 50分，所要時間目安 45分 

・水素濃度測定説部の接続：所要時間目安 45 分（屋外（原子炉建物周辺）） 

●起動操作：想定時間 10分，所要時間目安５分 

・起動操作：所要時間目安５分（起動操作：屋外（原子炉建物周辺） 

 

ｄ．操作の成立性について 

(a) 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），
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ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備

している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能であ

る。 

(b) 現場作業

移動経路  ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を

携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合で

も安全に移動できる経路を移動する。 

作業環境  ：車両の作業用照明のほか，ヘッドライト及び懐中電灯によ

り，夜間における作業性を確保している。また，操作は格

納容器ベント後の汚染を考慮し，防護具（全面マスク，個

人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備するが，

緊急時対策本部の指示により，作業区域の環境を考慮した

汚染防護服，被水防護服を装備した作業を行う場合がある。 

操作性   ：ホースの接続は，差し込み式であり容易に実施可能であり，

操作に必要な工具はない。また，電源ケーブルの接続は，

ねじ込み式あり容易に接続可能であり，操作に必要な工具

はない。弁の開閉操作についても，必要な工具はなく通常

の弁操作と同様である。作業エリア周辺には支障となる設

備はなく，十分な作業スペースがある。 

連絡手段  ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室及び緊急時対策本部に連絡する。 

ケーブル接続作業
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(7) 第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整

ａ．操作概要 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）によりスクラビン

グ水に含まれる薬液が排水されることでスクラビング水のｐＨが規定値よ

りも低くなることを防止するため薬液を補給する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整に必要な要員

数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：15分以内（所要時間目安※１：９分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●系統構成，ドレン移送ポンプ起動操作：想定時間 15 分，所要時間目安

９分 

・系統構成，ドレン移送ポンプ起動操作：所要時間目安９分（操作対象

２弁，ポンプ起動：中央制御

室） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配

備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能で

ある。 
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添付資料 1.5.4－2 

2. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給

(1) 操作概要

原子炉格納容器への窒素ガス供給が必要な状況で，屋外（原子炉建物周

辺）に可搬式窒素供給装置を配備し，ホースを窒素ガス代替注入系配管接続

口に接続し，可搬式窒素供給装置により，原子炉格納容器に窒素ガスを供給

する。 

(2) 作業場所

屋外（原子炉建物周辺）

(3) 必要要員数及び想定時間

可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給に必要な要員

数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：２名（緊急時対策要員２名） 

想定時間  ：１時間 40分以内（所要時間目安※１：１時間 28 分（移動含

む）） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【緊急時対策要員】 

●車両健全性確認：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・車両健全性確認：所要時間目安 10分（第１保管エリア）

●可搬式窒素供給装置の移動：想定時間 25分，所要時間目安 20分

・可搬式窒素供給装置の移動：所要時間目安 20 分（移動経路：第１保

管エリア～屋外（原子炉建物周辺）） 

●可搬式窒素供給装置の接続，暖気運転：想定時間 55 分，所要時間目安

53分 

・可搬式窒素供給装置の接続：所要時間目安 36 分（ホース接続：屋外

（原子炉建物周辺）） 

・可搬式窒素供給装置暖気運転：所要時間目安 17 分（暖気運転：屋外

（原子炉建物周辺）） 

●弁開操作：想定時間 10分，所要時間目安５分

・弁開操作：所要時間目安５分（操作対象１弁：屋外（原子炉建物周

辺）） 

(4) 操作の成立性について

移動経路  ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯
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を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，

現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場

合でも安全に移動できる経路を移動する。 

作業環境  ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯

により，夜間における作業性を確保している。また，操

作は格納容器ベント後の汚染を考慮し，防護具（全面マ

スク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を

装備するが，緊急時対策本部の指示により，作業区域の

環境を考慮した被水防護服等を装備した作業を行う場合

がある。 

操作性 ：可搬式窒素供給装置からのホース接続は，差し込み式で

あり容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には

支障となる設備はなく，十分な作業スペースがある。 

連絡手段  ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設

備により，緊急時対策本部に連絡する。 

ホース接続作業
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添付資料 1.5.4-3 

3. 原子炉補機代替冷却系による除熱

(1) 系統構成

ａ．操作概要 

原子炉補機代替冷却系を用いた冷却水確保のため，現場にて原子炉補機冷却

水系の系統構成を行う。 

なお，本操作は管理区域及び非管理区域での操作を別要員が行う想定として

いる。 

ｂ．作業場所 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

原子炉棟 地上２階，地上３階（管理区域） 

原子炉建物付属棟 地下２階，地上２階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 地上２階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

原子炉補機代替冷却水系による除熱（系統構成）として，Ｂ系に必要な要員

数，想定時間は以下のとおり。 

なお，Ａ系の系統構成に必要な想定時間は同一時間とする。 

必要要員数：５名（中央制御室運転員１名，現場運転員４名） 

想定時間 ：１時間20分以内（所要時間目安※１：23分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算出した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●系統構成：想定時間 10分，所要時間目安４分

・電源確認：所要時間目安２分（電源確認：中央制御室）

・系統構成：所要時間目安２分（操作対象２弁：中央制御室）

【現場運転員Ｂ,Ｃ】（非管理区域） 

●系統構成：想定時間１時間 20分，所要時間目安 23分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室～原子炉建物付属棟地

上２階） 

・電源確認：所要時間目安１分（電源ロック：原子炉建物付属棟地上２階） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物付属棟地上２階～原子

炉建物付属棟地下２階）

・系統構成：所要時間目安４分（操作対象１弁：原子炉建物付属棟地下２

階） 
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・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物付属棟地下２階～廃棄

物処理建物地上２階）

・系統構成：所要時間目安３分（操作対象１弁：廃棄物処理建物地上２階） 

【現場運転員Ｄ,Ｅ】（管理区域） 

●系統構成：想定時間 40分，所要時間目安 20分

・移動：所要時間目安７分（移動経路：中央制御室～原子炉棟地上２階）

・系統構成：所要時間目安５分（操作対象１弁：原子炉棟地上２階）

・移動：所要時間目安４分（移動経路：原子炉棟地上２階～原子炉棟地上

３階） 

・系統構成：所要時間目安４分（操作対象１弁：原子炉棟地上３階）

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：電源内蔵型照明を作業エリアに配備しており，建物内常用照明

消灯時における作業性を確保している。また，ヘッドライト及

び懐中電灯をバックアップとして携行している。 

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性があ

ることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，

ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。管理区

域においては汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，個人線

量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備して作業を行う。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しており，近接可能

である。また，ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとし

て携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性 ：通常の弁操作であり，容易に実施可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施して

いる。 

連絡手段：有線式通信設備，電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備

のうち，使用可能な設備により，中央制御室に連絡する。 

冷却水確保（系統構成） 冷却水確保（系統構成） 
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(2) 移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車による除熱

ａ．操作概要 

原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車等）によ

る除熱が必要な状況において外部接続口を選定し，取水箇所まで移動するとと

もに，送水ルートを確保した後，原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を供

給する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建物付属棟 地上１階（非管理区域） 

原子炉建物付属棟 地上２階（非管理区域） 

屋外（取水槽周辺，原子炉建物南側周辺） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

原子炉補機代替冷却水系による除熱として，最長時間を要する第４保管エリ

アの可搬設備を使用した海水取水箇所から原子炉建物南側接続口を使用した

送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：15名（緊急時対策要員15名） 

想定時間 ：７時間20分以内（所要時間目安※１：５時間33分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【緊急時対策要員（６名）】（原子炉建物南側周辺作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間25分，所要時間目安24分

・移動：所要時間目安24分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間10分，所要時間目安10分

・車両健全確認：所要時間目安10分（第４保管エリア）

●移動式代替熱交設備準備：想定時間６時間25分，所要時間目安４時間48分

・移動式代替熱交設備準備：所要時間目安４時間48分（屋外（原子炉建物

南側周辺）） 

●送水準備：想定時間20分，所要時間目安10分

・送水準備：所要時間目安10分（屋外（原子炉建物南側周辺））

【緊急時対策要員（６名）】（取水槽周辺，原子炉建物南側周辺作業） 

●移動：想定時間25分，所要時間目安24分

・移動：所要時間目安24分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全確認：想定時間10分，所要時間目安10分

・車両健全確認：所要時間目安10分（第４保管エリア）

●大型送水ポンプ車準備：想定時間３時間55分，所要時間目安２時間57分

1.5-107

544



・大型送水ポンプ車の準備：所要時間目安２時間57分（屋外（取水槽周辺）） 

●ホース敷設：想定時間２時間30分，所要時間目安１時間52分

・ホース敷設：所要時間目安１時間52分（屋外（取水槽周辺，原子炉建物南

側周辺））

●送水準備：想定時間20分，所要時間目安10分

・送水準備：所要時間目安10分（屋外（取水槽周辺，原子炉建物南側周辺）） 

【緊急時対策要員（３名）】（原子炉建物南側周辺作業） 

●移動：想定時間20分，所要時間目安13分

・移動：所要時間目安13分（緊急時対策所～原子炉建物南側）

●電源ケーブル接続：想定時間１時間10分，所要時間目安53分

・電源ケーブル接続：所要時間目安53分（屋外（原子炉建物南側），原子

炉建物付属棟地上２階） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：電源内蔵型照明及びヘッドライトにより，夜間における作業性

を確保している。 

放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具

（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を

装備又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトのほか，電源内蔵型照明及びヘッドライト

を携行しており，夜間においても接近可能である。 

また，現場への移動は地震等による重大事故等が発生した場合で

も安全に移動できる経路を移動する。 

操作性 ：各種ホースの接続は汎用の結合金具及びフランジ接続であり，

容易に実施可能である。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペー

スを確保している。

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，

緊急時対策本部に連絡する。 
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移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

ホース接続作業 水中ポンプ設置準備 

ポンプ起動操作 

ホース接続作業 移動式代替熱交換設備へのホース接

続作業 
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添付資料 1.5.4-4 

4. 大型送水ポンプ車による除熱

(1) 系統構成

ａ．操作概要 

原子炉補機代替冷却系を用いた冷却水確保のため，現場にて原子炉補機冷却

水系の系統構成を行う。 

なお，本操作は管理区域及び非管理区域での操作を別要員が行う想定として

いる。 

ｂ．作業場所 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

原子炉棟 地上２階，地上３階（管理区域） 

原子炉建物付属棟 地下２階，地上２階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 地上２階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

原子炉補機代替冷却水系による除熱（系統構成）として，Ｂ系に必要な要員

数，想定時間は以下のとおり。 

なお，Ａ系の系統構成に必要な想定時間は同一時間とする。 

必要要員数：５名（中央制御室運転員１名，現場運転員４名） 

想定時間 ：１時間20分以内（所要時間目安※１：35分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算出した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●系統構成：想定時間 10分，所要時間目安４分

・電源確認：所要時間目安２分（電源確認：中央制御室）

・系統構成：所要時間目安２分（操作対象２弁：中央制御室）

【現場運転員Ｂ,Ｃ】（非管理区域） 

●系統構成：想定時間１時間 20分，所要時間目安 35分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室～原子炉建物付属棟地

上２階） 

・電源確認：所要時間目安１分（電源ロック：原子炉建物付属棟地上２階） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物付属棟地上２階～原子

炉建物付属棟地下２階）

・系統構成：所要時間目安４分（操作対象１弁：原子炉建物付属棟地下２

階）
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・移動：所要時間目安７分（移動経路：原子炉建物付属棟地下２階～原子

炉建物付属棟地上２階） 

・系統構成：所要時間目安３分（操作対象１弁：原子炉建物付属棟地上２

階） 

・移動：所要時間目安７分（移動経路：原子炉建物付属棟地上２階～廃棄

物処理建物地上２階） 

・系統構成：所要時間目安３分（操作対象１弁：廃棄物処理建物地上２階） 

【現場運転員Ｄ,Ｅ】（管理区域） 

●系統構成：想定時間 40分，所要時間目安 20分

・移動：所要時間目安７分（移動経路：中央制御室～原子炉棟地上２階）

・系統構成：所要時間目安５分（操作対象１弁：原子炉棟地上２階）

・移動：所要時間目安４分（移動経路：原子炉棟地上２階～原子炉棟地上

３階） 

・系統構成：所要時間目安４分（操作対象１弁：原子炉棟地上３階）

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：電源内蔵型照明を作業エリアに配備しており，建物内常用照明

消灯時における作業性を確保している。また，ヘッドライト及

び懐中電灯をバックアップとして携行している。 

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性があ

ることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，

ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。管理区

域においては汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，個人線

量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備して作業を行う。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しており，近接可能

である。また，ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとし

て携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性 ：通常の弁操作であり，容易に実施可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施して

いる。 

連絡手段：有線式通信設備，電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備

のうち，使用可能な設備により，中央制御室に連絡する。 
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冷却水確保（系統構成） 冷却水確保（系統構成） 
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(2) 大型送水ポンプ車による除熱

ａ．操作概要 

大型送水ポンプ車による補機冷却水の確保が必要な状況において外部接続

口を選定し，取水箇所まで移動するとともに，送水ルートを確保した後，大型

送水ポンプ車により原子炉補機冷却系に送水する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建物付属棟 地上１階（非管理区域） 

屋外（取水槽周辺，原子炉建物南側周辺） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

原子炉補機代替冷却系による除熱として，最長時間を要する第４保管エリア

の可搬型設備を使用した海水取水箇所から原子炉建物南側接続口を使用した

送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：６名（緊急時対策要員６名） 

想定時間 ：６時間50分以内（所要時間目安※１：６時間31分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【緊急時対策要員】 

●移動：想定時間25分，所要時間目安24分

・移動：所要時間目安24分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全確認：想定時間10分（所要時間目安10分）

・車両健全性確認：所要時間目安10分（第４保管エリア）

●大型送水ポンプ車準備：想定時間３時間5分（所要時間目安２時間57分）

・大型送水ポンプ車準備：所要時間目安２時間57分（屋外（取水槽周辺）） 

●ホース敷設：想定時間２時間50分（所要時間目安２時間50分）

・ホース敷設：想定時間２時間50分（屋外（取水槽周辺，原子炉建物南

側周辺）） 

●送水準備：想定時間20分（所要時間目安10分）

・送水準備：所要時間目安10分（屋外（取水槽周辺，原子炉建物南側周

辺））

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：電源内蔵型照明及びヘッドライトにより，夜間における作業性

を確保している。 

放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具
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（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を

装備又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトのほか，電源内蔵型照明及びヘッドライト

を携行しており，夜間においても接近可能である。 

また，現場への移動は地震等による重大事故等が発生した場合で

も安全に移動できる経路を移動する。 

操作性 ：各種ホースの接続は汎用の結合金具及びフランジ接続であり，

容易に実施可能である。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペー

スを確保している。

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，

緊急時対策本部に連絡する。 

ホース接続作業 水中ポンプ設置準備 ポンプ起動操作 
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添付資料 1.5.4-5 

5．原子炉補機冷却系による除熱 

ａ．操作概要 

原子炉補機冷却系が健全な場合は，自動起動信号による作動，又は中央制

御室からの手動操作により原子炉補機冷却系を起動し，原子炉補機冷却系に

よる除熱を行う。 

ｂ．作業場所 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

原子炉補機冷却系による除熱に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：３分以内（所要時間目安※１：１分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●自動起動確認：想定時間２分，所用時間目安 40秒

・自動起動確認：所要時間目安 40秒（中央制御室）

●手動起動確認：想定時間３分，所要時間目安１分

・手動起動確認：所要時間目安：１分（ポンプ起動：中央制御室）

ｄ．操作の成立性について 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配

備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能で

ある。 
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棟

 
地
下
１
階
 
ト
ー
ラ
ス
室
（
管
理
区
域
）

 

V
2
B
3-

8
2 

Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
窒
素
ガ
ス
補
給
元
弁

 
屋
外

 

V
2
C
2-

1 
Ａ
Ｎ
Ｉ

 
代
替
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
元
弁
（
Ｄ
／
Ｗ

側
）
 

屋
外

 

V
2
C
2-

1
1 

Ａ
Ｎ
Ｉ

 
代
替
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
元
弁
（
Ｓ
／
Ｃ

側
）
 

屋
外

 

M
V
2
14

-
1A
 

Ａ
‐
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
入
口
切
替
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
建
物
付
属
棟

 
地
下
１
階

 
Ｉ
Ａ
空
気
圧
縮
機
室
（
非
管
理
区
域
）

 

M
V
2
14

-
3A
 

Ａ
‐
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
出
口
切
替
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
建
物
付
属
棟

 
地
上
２
階

 
Ｒ
Ｃ
Ｗ
バ
ル
ブ
室
（
非
管
理
区
域
）

 

M
V
2
14

-
7A
 

Ａ
‐
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟

 
地
上
２
階

 
Ａ

-Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
換
器
室
（
管
理
区
域
）

 

V
2
1
4-

2
0A
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ

 
Ａ
‐
中
央
制
御
室
冷
凍
機
入
口
弁

 
廃
棄
物
処
理
建
物

 
地
上
２
階

 
中
央
制
御
室
送
風
機
室
（
非
管
理
区
域
）

 

V
2
1
4-

3
5A
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ

 
Ａ
‐
Ｄ
Ｅ
Ｇ
冷
却
水
入
口
弁

 
原
子
炉
建
物
付
属
棟

 
地
下
２
階

 
Ａ

-非
常
用

D
G
室
（
非
管
理
区
域
）

 

V
2
1
4-

3
8A
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ

 
Ａ
‐
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
冷
却
水
入
口
弁

 
原
子
炉
棟

 
地
上
３
階

 
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
換
器
室
前
通
路
（
管
理
区
域
）

 

V
2
1
4-

5
2 

Ｒ
Ｃ
Ｗ

 
Ａ
‐
Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
供
給
配
管
止
め
弁

 
原
子
炉
建
物
付
属
棟

 
地
上
１
階

 
Ａ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
ポ
ン
プ
熱
交
換
器
室
（
非
管
理
区
域
）

 

V
2
1
4-

5
3 

Ｒ
Ｃ
Ｗ

 
Ａ
‐
Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
戻
り
配
管
止
め
弁

 
原
子
炉
建
物
付
属
棟

 
地
上
１
階

 
Ａ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
ポ
ン
プ
熱
交
換
器
室
（
非
管
理
区
域
）
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弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧

(３
／
３
) 

弁
番
号

 
弁
名
称

 
操
作
場
所

 

Y
6
1
-F
0
02
 

熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
流
量
調
整
弁

 
屋
外

 

熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
内

 

M
V
2
14

-
1B
 

Ｂ
‐
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
入
口
切
替
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
建
物
付
属
棟

 
地
下
１
階

 
Ｉ
Ａ
空
気
圧
縮
機
室
（
非
管
理
区
域
）

 

M
V
2
14

-
3B
 

Ｂ
‐
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
出
口
切
替
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
建
物
付
属
棟

 
地
上
２
階

 
Ｒ
Ｃ
Ｗ
バ
ル
ブ
室
（
非
管
理
区
域
）

 

M
V
2
14

-
7B
 

Ｂ
‐
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟

 
地
上
２
階

 
Ｂ

-Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
換
器
室
（
管
理
区
域
）

 

V
2
1
4-

2
0B
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ

 
Ｂ
‐
中
央
制
御
室
冷
凍
機
入
口
弁

 
廃
棄
物
処
理
建
物

 
地
上
２
階

 
中
央
制
御
室
送
風
機
室
（
非
管
理
区
域
）

 

V
2
1
4-

3
5B
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ

 
Ｂ
‐
Ｄ
Ｅ
Ｇ
冷
却
水
入
口
弁

 
原
子
炉
建
物
付
属
棟

 
地
下
２
階

 
Ｂ

-非
常
用

D
G
室
（
非
管
理
区
域
）

 

V
2
1
4-

3
8B
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ

 
Ｂ
‐
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
冷
却
水
入
口
弁

 
原
子
炉
棟
地
上

 
３
階

 
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
換
器
室
前
通
路
（
管
理
区
域
）

 

V
2
C
1-

1
B 

Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ

 
Ｂ
－
供
給
配
管
止
め
弁

 
屋
外

 

V
2
C
1-

3
B 

Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ

 
Ｂ
－
戻
り
配
管
止
め
弁

 
原
子
炉
建
物
付
属
棟

 
地
上
１
階

 
階
段
室

 

V
2
1
4-

6
7A
 

Ａ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
出
口
弁

 
原
子
炉
建
物
付
属
棟

 
地
上
２
階
（
非
管
理
区
域
）

 

V
2
1
4-

6
7B
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
出
口
弁

 
原
子
炉
建
物
付
属
棟

 
地
上
２
階
（
非
管
理
区
域
）
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添付資料 1.5.6 

手順のリンク先について 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等について，手順のリンク先を

以下に取りまとめる。 

1．1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）手順

＜リンク先＞ 1.4.2.2(2)a.(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

電源復旧後の発電用原子炉からの除熱 

1.4.2.3(2) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）によ

る発電用原子炉からの除熱 

・残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）手順

＜リンク先＞ 1.6.2.1(2)a.(a) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッショ 

ン・プール水の除熱

1.6.2.2(2)a.(a) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッショ

ン・プール水の除熱

1.6.2.3(1) 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却

モード）によるサプレッション・プール水の除

熱 

・格納容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系を用いた原子炉格納容器

内の減圧及び除熱手順 

＜リンク先＞ 1.7.2.1(1)a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱 

1.7.2.1(1)b. 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内 

の減圧及び除熱 

1.7.2.1(2)a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

・可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御手順

＜リンク先＞ 1.9.2.1(2)ｃ．可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器

内の水素濃度制御 

・輪谷貯水槽（西）を水源とした水源から接続口までの大量送水車による送

水手順

＜リンク先＞ 1.13.2.1(6)a. 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

を水源とした大量送水車による送水（あら

かじめ敷設してあるホースが使用できない
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場合） 

1.13.2.1(7)ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

を水源とした大量送水車による送水（あらか

じめ敷設してあるホースが使用できる場合） 

1.13.2.2(2)ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）

から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）への補給

1.13.2.2(2)ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）への補給（あらかじめ敷設してあるホー

スが使用できない場合）

1.13.2.2(2)ｃ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）への補給（あらかじめ敷設してあるホー

スが使用できる場合）

・非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン

発電機又は可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車による

残留熱除去系ポンプ，電動弁，中央制御室監視計器類への電源供給手順並

びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代

替交流電源設備として使用する高圧発電機車，非常用交流電源設備，可搬

式窒素供給装置，大量送水車及び大型送水ポンプ車への燃料補給手順

＜リンク先＞ 1.14.2.2(1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.3(1)a.ガスタービン発電機又は高圧発電機車による

ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセ

ンタ受電

1.14.2.5(1)ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼ

ル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給

1.14.2.5(2)タンクローリから各機器等への給油 

1.14.2.6(1) 非常用交流電源設備による給電 

・操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 
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1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.6.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．炉心の著しい損傷防止のための対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 代替格納容器スプレイ 

ⅱ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 復旧 

ⅱ 重大事故等対処設備 

ｂ．原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 代替格納容器スプレイ 

ⅱ 格納容器代替除熱 

ⅲ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 復旧 

ⅱ 重大事故等対処設備 

ｃ．手順等 

1.6.2 重大事故等時の手順 

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．代替格納容器スプレイ 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ

(b) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ

(c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ

(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレ

イ（淡水／海水）

ｂ.重大事故等時の対応手段の選択 

(2) サポート系故障時の対応手順

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.6.2.2 原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．代替格納容器スプレイ 
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(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ 

(b) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

(c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレ

イ（淡水／海水） 

ｂ．格納容器代替除熱 

(a) ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.6.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッショ

ン・プール水の除熱 

1.6.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

添付資料 1.6.1  審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.6.2 自主対策設備仕様 

添付資料 1.6.3  対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.6.4  重大事故対策の成立性 

1. 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内への

スプレイ 

2. 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

3. 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

4. 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へ

のスプレイ（淡水／海水） 

5. 残留熱除去系電源復旧後の中央制御室からのサプレッショ

ン・プール水除熱 

6. ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱 

7. 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）による

サプレッション・プール水の除熱 

添付資料 1.6.5 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサ

プレッション・プール水の除熱における手順着手の判断基準の設

定根拠について 

添付資料 1.6.6  解釈一覧 

       1.判断基準の解釈一覧 

       2.操作手順の解釈一覧 

       3.弁番号及び弁名称一覧 

添付資料1.6.7 手順のリンク先について 
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1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能は，残留熱除去系

（格納容器冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モー

ド）による冷却機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下させる対処設備を整備する。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合においても原子炉格納容器の破損を防

止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下さ

せる対処設備を整備する。 

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 

【要求事項】 

１ 発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容

器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原

子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備

されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

２ 発電用原子炉設置者は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格

納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性

物質の濃度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は

整備される方針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必

要な手順等」及び第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに

放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器の冷却等

ａ）設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した 

場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレイ代替注 

水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要 

な手順等を整備すること。 

（２）原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器の冷却等

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止 

するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧 

力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整

備すること。 
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1.6.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させる必要がある。また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格

納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性

物質の濃度を低下させる必要がある。原子炉格納容器内を冷却するための設計

基準事故対処設備として，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び残留熱除

去系（サプレッション・プール水冷却モード）を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備のうち残留熱除去系（サプレッション・プー

ル水冷却モード）が健全であれば重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置

付け重大事故等の対処に用いるが，設計基準事故対処設備が故障した場合は，

その機能を代替するために，設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を

明確にした（以下，「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障

に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第1.6‐1図）。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自

主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況において使用することは困難である

が，プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下，「審査  

基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十九条及び技術基準規則

第六十四条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅さ

れていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）が健全であれば重大事故等対処設備として重大事故等の

対処に用いる。 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッショ

ン・プール水の除熱で使用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去ポンプ

・サプレッション・チェンバ

・残留熱除去系熱交換器

・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ

・原子炉格納容器

・原子炉補機冷却系

・非常用交流電源設備
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機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，残留熱除去系

（格納容器冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モ

ード）の故障を想定する。また，サポート系故障として，全交流動力電源喪失

又は原子炉補機冷却系の故障を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段

及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応に使

用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事故

等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第 1.6‐1 表に

整理する。 

ａ． 炉心の著しい損傷防止のための対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 代替格納容器スプレイ 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器冷却モード）の

故障により原子炉格納容器内の除熱ができない場合には，格納容器代替

スプレイ系（常設），復水輸送系，消火系及び格納容器代替スプレイ系

（可搬型）により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段が

ある。 

(ⅰ) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内の冷却 

格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内の冷却で

使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水ポンプ

・低圧原子炉代替注水槽

・低圧原子炉代替注水系配管・弁

・残留熱除去系配管・弁

・格納容器スプレイ・ヘッダ

・原子炉格納容器

・非常用交流電源設備

・常設代替交流電源設備

・代替所内電気設備

(ⅱ) 復水輸送系による原子炉格納容器内の冷却 

復水輸送系による原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下の

とおり。 

・復水輸送ポンプ

・復水貯蔵タンク

・復水輸送系配管・弁

・残留熱除去系配管・弁
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・格納容器スプレイ・ヘッダ

・原子炉格納容器

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

・代替所内電気設備

・非常用交流電源設備

(ⅲ) 消火系による原子炉格納容器内の冷却 

消火系による原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとお

り。 

・補助消火ポンプ

・消火ポンプ

・補助消火水槽

・ろ過水タンク

・消火系配管・弁

・復水輸送系配管・弁

・残留熱除去系配管・弁

・格納容器スプレイ・ヘッダ

・原子炉格納容器

・非常用交流電源設備

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

・代替所内電気設備

(ⅳ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却

で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車

・輪谷貯水槽（西）

・ホース・接続口

・格納容器代替スプレイ系配管・弁

・残留熱除去系配管・弁

・格納容器スプレイ・ヘッダ

・原子炉格納容器

・非常用交流電源設備

・常設代替交流電源設備

・可搬型代替交流電源設備

・代替所内電気設備

・燃料補給設備
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なお，輪谷貯水槽（西）を水源として利用する場合は，原子炉建物

南側法面又は原子炉建物西側法面にあらかじめ敷設したホースを使用

するが，当該ホースが使用できない場合は可搬のホースにて輪谷貯水

槽（西）からの送水ラインを構成する。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内

の冷却は，輪谷貯水槽（西）の淡水だけでなく，海水も利用できる。 

ⅱ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

格納容器代替スプレイで使用する設備のうち，低圧原子炉代替注水ポ

ンプ，低圧原子炉代替注水槽，低圧原子炉代替注水系配管・弁，残留熱

除去系配管・弁，格納容器スプレイ・ヘッダ，原子炉格納容器，常設代

替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備，大量送

水車，ホース・接続口，格納容器代替スプレイ系配管・弁，及び燃料補

給設備は重大事故等対処設備と位置付ける。 

輪谷貯水槽（西）は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手

順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）として位置

付ける。非常用交流電源設備は重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基

準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.6.1） 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系（格納容器冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）が故障した場合においても，原子炉格納容器内の

圧力及び温度を低下させることができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク，復水輸送系配管・弁

耐震性は確保されていないが，使用可能であれば原子炉格納容器内

を冷却する手段として有効である。 

・補助消火ポンプ，消火ポンプ，補助消火水槽，ろ過水タンク，消火

系配管・弁

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していない場合において，原子炉格納

容器内を冷却する手段として有効である。 

（添付資料 1.6.2） 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 復旧 
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全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により，設計基準事

故対処設備である残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び残留熱除去

系（サプレッション・プール水冷却モード）による原子炉格納容器内の

除熱ができない場合は，「(a)ⅰ.代替格納容器スプレイ」の手段に加え，

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機を用いて緊急

用メタクラ（以下，「緊急用Ｍ／Ｃ」という。）を受電した後，緊急用

Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備である非常用高圧母線Ｃ系（以下，「Ｍ

／Ｃ Ｃ系」という。）又は非常用高圧母線Ｄ系（以下，「Ｍ／Ｃ Ｄ

系」という。）へ電源を供給し，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替

冷却系により冷却水を確保することで残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）を復旧し，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させる手段がある。 

 (ⅰ) 代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッション・プール

水冷却モード）の復旧 

代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッション・プール水

冷却モード）の復旧で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去ポンプ

・サプレッション・チェンバ

・残留熱除去系熱交換器

・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ

・原子炉格納容器

・原子炉補機冷却系

・原子炉補機代替冷却系

・常設代替交流電源設備

・代替所内電気設備

ⅱ 重大事故等対処設備 

復旧で使用する設備のうち，サプレッション・チェンバ，原子炉格納

容器，原子炉補機代替冷却系，常設代替交流電源設備及び代替所内電気

設備は重大事故等対処設備として位置付ける。また，残留熱除去ポンプ，

残留熱除去系熱交換器，残留熱除去系配管・弁・ストレーナ及び原子炉

補機冷却系は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基

準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.6.1） 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源喪失又は原子炉補

機冷却系が故障した場合においても，原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させることができる。 
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ｂ．原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 代替格納容器スプレイ 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，設計基準事故対処設備で

ある残留熱除去系（格納容器冷却モード）の故障により原子炉格納容器

内の除熱ができない場合は，格納容器代替スプレイ系（常設），復水輸

送系，消火系及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる手段がある。 

これらの対応手段で使用する設備は，「a.(a)ⅰ 代替格納容器スプレ

イ」で選定した設備と同様である。

ⅱ 格納容器代替除熱 

常設代替交流電源設備を用いて非常用所内電気設備へ電源を供給する

ことで原子炉補機冷却系を復旧し，ドライウェル冷却系により原子炉格

納容器内の除熱を行う手段がある。 

(ⅰ) ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱 

ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱で使用する

設備は以下のとおり。 

・ドライウェル冷却装置

・原子炉格納容器

・原子炉補機冷却系

・常設代替交流電源設備

ⅲ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

代替格納容器スプレイで使用する設備において，重大事故等対処設備

の位置付けは，「a.(a)ⅱ 重大事故等対処設備と自主対策設備」と同様

である。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基

準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.6.1） 

以上の重大事故等対処設備により，炉心の著しい損傷が発生した場合

において，設計基準事故対処設備である残留熱除去系(格納容器冷却モー

ド)が故障した場合においても，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに

放射性物質の濃度を低下させることができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク，復水輸送系配管・弁

耐震性は確保されていないが，使用可能であれば，原子炉格納容器

内を冷却し，放射性物質の濃度を低下させる手段として有効である。 
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・補助消火ポンプ，消火ポンプ，補助消火水槽，ろ過水タンク，消火

系配管・弁

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していない場合において，原子炉格納

容器内を冷却し，放射性物質の濃度を低下させる手段として有効であ

る。 

・ドライウェル冷却装置

耐震性は確保されておらず，除熱量は小さいが，常設代替交流電源

設備により原子炉補機冷却系を復旧し，原子炉格納容器内への冷却水

通水及びドライウェル冷却装置の起動が可能である場合，原子炉格納

容器内を除熱する手段として有効である。 

また，ドライウェル冷却装置が停止している場合においても，冷却

水の通水を継続することにより，ドライウェル冷却装置のコイル表面

で蒸気を凝縮し，原子炉格納容器内の圧力上昇を緩和することが可能

である。 

（添付資料1.6.2） 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備

ⅰ 復旧 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により，設計基準事

故対処設備である残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び残留熱除去

系（サプレッション・プール水冷却モード）が使用できない場合は，「(a)ⅰ.

代替格納容器スプレイ」及び「(a)ⅱ.格納容器代替除熱」の手段に加え，

常設代替交流電源設備を用いて緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／

Ｃから代替所内電気設備であるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロール

センタへ電源を供給し，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系に

より冷却水を確保することで残留熱除去系（サプレッション・プール水

冷却モード）を復旧し，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性

物質の濃度を低下させる手段がある。 

これらの対応手段で使用する設備は，「a.(b)ⅰ 復旧」で選定した設

備と同様である。 

ⅱ 重大事故等対処設備 

復旧で使用する設備において，重大事故等対処設備及び重大事故等対

処設備（設計基準拡張）の位置付けは，「a.(b)ⅱ 重大事故等対処設備」

と同様である。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基

準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.6.1） 

以上の重大事故等対処設備により， 残留熱除去系（格納容器冷却モー
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ド）及び残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）が全交

流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により使用できない場合に

おいても，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）を復

旧し，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下

させることができる。 

ｃ．手順等 

上記「ａ.炉心の著しい損傷防止のための対応手段及び設備」及び「ｂ. 原

子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び設備」により選定した対

応手順に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操作要領

書（徴候ベース）（以下，「ＥＯＰ」という。），事故時操作要領書（シビ

アアクシデント）（以下，「ＳＯＰ」という。），ＡＭ設備別操作要領書及

び原子力災害対策手順書（以下，「ＥＨＰ」という。）に定める（第 1.6‐1

表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備に

ついても整備する（第 1.6‐2表，第 1.6‐3表）。 

（添付資料1.6.3） 

1.6.2 重大事故等時の手順 

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．代替格納容器スプレイ 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できない場合は，

低圧原子炉代替注水槽を水源とした格納容器代替スプレイ系（常設）によ

り原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，ス

プレイの起動／停止を行う。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのス

プレイができない場合において，格納容器代替スプレイ系（常設）が使

用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到

達した場合※２ 。 

※1:設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）が確保

されている場合。 

※2:「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，残
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留熱除去系の早期復旧見込みがある場合において，サプレッショ

ン・チェンバ圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内

へのスプレイ起動の判断基準（第 1.6‐4表）に達した場合。 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレ

イの手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.6‐2図から第

1.6‐5図に，概要図を第 1.6‐8 図に，タイムチャートを第 1.6‐9図に

示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に格納容器代替スプ

レイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指

示する。 

②中央制御室運転員Ａは，格納容器代替スプレイ系（常設）による原子

炉格納容器内へのスプレイに必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電

源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

③当直長は，緊急時対策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を依

頼し，格納容器代替スプレイ系（常設）が使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水ポンプの起動操作を実施

し，低圧原子炉代替注水ポンプ吐出圧力指示値が規定値以上であるこ

とを確認する。 

⑤当直長は原子炉格納容器内のスプレイ先を第 1.6‐4表に基づきＤ／

Ｗ又はＳ／Ｃを選択し，運転員に系統構成開始を指示する。 

⑥aＤ／Ｗスプレイの場合 

 中央制御室運転員Ａは，格納容器代替スプレイ系（常設）による原子

炉格納容器内へのスプレイの系統構成として，Ａ－ＲＨＲドライウェ

ル第１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁の全開

操作を実施し，当直長に格納容器代替スプレイ系（常設）による原子

炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。 

⑥bＳ／Ｃスプレイの場合 

 中央制御室運転員Ａは，格納容器代替スプレイ系（常設）による原子

炉格納容器内へのスプレイの系統構成として，Ａ－ＲＨＲトーラスス

プレイ弁の全開操作を実施し，当直長に格納容器代替スプレイ系（常

設）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。 

⑦当直長は，運転員に格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格

納容器内へのスプレイ開始を指示する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水流量指示値が 120m3/hと

なるようＦＬＳＲ注水隔離弁を調整開とし，原子炉格納容器内へのス

プレイを開始する。 

⑨中央制御室運転員Ａは，原子炉格納容器内へのスプレイが開始された
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ことを原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器

内の水位の上昇により確認し，当直長に報告する。 

なお，ドライウェル圧力，ドライウェル温度又はサプレッション・プ

ール水位指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準(第

1.6‐4表)に到達した場合は，原子炉格納容器内へのスプレイを停止

する。その後，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度指

示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第 1.6‐4表)

に再度到達し，サプレッション・プール水位指示値が原子炉格納容器

内へのスプレイ停止の判断基準（第 1.6－4表）に到達していない場合

は，原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。 

※Ｄ／ＷからＳ／Ｃへのスプレイ先の切り替えが必要となった場合は，

Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル

第２スプレイ弁の全閉操作を実施後，Ａ－ＲＨＲトーラススプレイ

弁の全開操作を実施する。

※Ｄ／Ｗスプレイ又はＳ／Ｃスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注

水が必要となった場合は，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁

及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁又はＡ－ＲＨＲトーラ

ススプレイ弁の全閉操作を実施後，Ａ－ＲＨＲ注水弁及びＦＬＳＲ

注水隔離弁の全開操作を実施し，原子炉圧力容器へ注水する。 

⑩当直長は，緊急時対策本部に低圧代替注水槽の補給を依頼する。

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納

容器内へのスプレイ開始まで 15分以内で可能である。 

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注

水が必要となった場合，原子炉圧力容器への注水開始まで10分以内で可

能である。 

（添付資料1.6.4‐1） 

(b) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納

容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイがで

きない場合は，復水貯蔵タンクを水源とした復水輸送系により原子炉格

納容器内にスプレイする。 

原子炉格納容器内へのスプレイ作動後は格納容器圧力が負圧とならな

いように，スプレイの起動／停止を行う。 

ⅰ 手順着手の判断基準 
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残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレイ系（常

設）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において，復

水輸送系が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の

判断基準に到達した場合※２。 

※1:設備に異常がなく，電源及び水源(復水貯蔵タンク)が確保されて

いる場合。 

※2:「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度指示値が，原

子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第 1.6‐4表）に達

した場合。 

ⅱ 操作手順 

復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下の

とおり。手順の対応フローを第 1.6‐2図から第 1.6‐5図に，概要図を

第 1.6‐10 図に,タイムチャートを第 1.6-11図に示す。(各スプレイ配管

使用の場合について，手順⑦⑨⑩以外は同様) 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に復水輸送系による

原子炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプ

レイに必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されているこ

とを状態表示にて確認する。 

③当直長は，緊急時対策本部へガスタービン発電機の負荷容量確認を依

頼し，復水輸送系が使用可能か確認する。

④中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防止としてＣＷＴ Ｔ／

Ｂ供給遮断弁の全閉操作を実施する。

⑤中央制御室運転員Ａは，復水輸送ポンプの起動操作を実施し，復水輸

送ポンプ出口ヘッダ圧力指示値が規定値以上であることを確認する。

⑥当直長は，格納容器スプレイ先を第 1.6‐4表に基づきＤ／Ｗ又はＳ／

Ｃを選択し，中央制御室運転員Ａへ系統構成開始を指示する。

⑦aＡ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合

（a）Ｄ／Ｗスプレイの場合

中央制御室運転員Ａは，復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプ

レイの系統構成として，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁及び

Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁の全開操作を実施し，当直長

に復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告

する。 

（b）Ｓ／Ｃスプレイの場合

中央制御室運転員Ａは，復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプ
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レイの系統構成として，Ａ-ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実

施し，当直長に復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの準

備完了を報告する。 

⑦bＢ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合 

（a）Ｄ／Ｗスプレイの場合 

 中央制御室運転員Ａは，復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプ

レイの系統構成として，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁及び

Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁の全開操作を実施し，当直長

に復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告

する。 

（b）Ｓ／Ｃスプレイの場合  

中央制御室運転員Ａは，復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプ

レイの系統構成として，Ｂ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を

実施し，当直長に復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの

準備完了を報告する。 

⑧当直長は，中央制御室運転員Ａに復水輸送系による格納容器スプレイ

開始を指示する。 

⑨aＡ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合 

 中央制御室運転員Ａは，ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量指示値が 120m3/hと

なるようＡ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水弁を調整開とし，格納容器スプレ

イを開始する。 

⑨bＢ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合 

 現場運転員Ｂ及びＣは，ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量指示値が 120m3/hと

なるようＢ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁を調整開とし，格納容器スプレ

イを開始する。 

⑩aＡ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，格納容器スプレイが開始されたことを原子炉

格納容器への注水量の上昇，原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下

並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し，当直長に報告す

る。 

※Ｄ／Ｗスプレイ又はＳ／Ｃスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注

水が必要となった場合は，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁

及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁又はＡ－ＲＨＲトーラ

ススプレイ弁の全閉操作を実施後，Ａ－ＲＨＲ注水弁及びＡ－ＲＨ

Ｒ ＲＰＶ代替注水弁の全開操作を実施し，原子炉圧力容器へ注水す

る。 

⑩bＢ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合 

 中央制御室運転員Ａは，格納容器スプレイが開始されたことを原子炉

格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上
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昇により確認し，当直長に報告する。 

※Ｄ／Ｗスプレイ又はＳ／Ｃスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注

水が必要となった場合は，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁

及びＢ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁又はＢ－ＲＨＲトーラ

ススプレイ弁の全閉操作を実施後，Ｂ－ＲＨＲ注水弁及びＢ－ＲＨ

Ｒ注水配管洗浄元弁の全開操作を実施し，原子炉圧力容器へ注水す

る。 

なお，ドライウェル圧力，ドライウェル温度又はサプレッション・プ

ール水位指示値が，代替格納容器スプレイ停止の判断基準(第 1.6‐4

表)に到達した場合は，格納容器スプレイを停止する。その後，サプレ

ッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度指示値が，代替格納容器

スプレイ起動の判断基準(第 1.6‐4表)に再度到達し，サプレッショ

ン・プール水位指示値が原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基

準（第 1.6－4表）に到達していない場合は，格納容器スプレイを再開

する。 

※Ｄ／ＷからＳ／Ｃへのスプレイ先の切り替えが必要となった場合は，

Ａ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合はＡ－ＲＨＲドライウェ

ル第１スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁の全閉

操作を実施後，Ａ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実施す

る。Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合はＢ－ＲＨＲドライ

ウェル第１スプレイ弁，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁の

全閉操作を実施後，Ｂ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実

施する。 

ⅲ 操作の成立性 

復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ操作のうち，Ａ－残

留熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名にて，

Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名

及び現場運転員２名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。 

・Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：20分以内

・Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：30分以内

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注

水が必要となった場合，原子炉圧力容器への注水開始まで 30分以内で可

能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.6.4‐2） 
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(c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ

残留熱除去系 (格納容器冷却モード) が故障により使用できず，格納

容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系により原子炉格納容器内に

スプレイできない場合は，補助消火水槽又はろ過水タンクを水源とした

消火系により原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。

ⅰ 手順着手の判断基準 

残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレイ系（常

設）及び復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイができず，消

火系が使用可能な場合※1で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に到達した場合※2。ただし，重大事故等へ対処するために消火系に

よる消火が必要な火災が発生していない場合。 

※1:設備に異常がなく，電源及び水源(補助消火水槽又はろ過水タン

ク)が確保されている場合。

※2:「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度指示値が，原

子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準（第 1.6‐4表）に達

した場合。 

ⅱ 操作手順 

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ手順の概要は以下のとお

り。手順の対応フローを第 1.6‐2図から第 1.6‐5図に，概要図を第

1.6‐12図に，タイムチャートを第 1.6‐13図に示す。(補助消火ポンプ

を使用して原子炉格納容器内へスプレイする場合及び消火ポンプを使用

して原子炉格納容器内へスプレイする場合について，手順⑤以外は同様。

また，各スプレイ配管使用の場合について，手順⑧⑩⑪以外は同様) 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に消火系による原子

炉格納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ

に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを

状態表示にて確認する。

③当直長は，緊急時対策本部へガスタービン発電機の負荷容量確認を依

頼し，消火系が使用可能か確認する。

④中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防止としてＣＷＴ Ｔ／

Ｂ供給遮断弁の全閉操作を実施する。

⑤a補助消火ポンプを使用して原子炉格納容器内へスプレイする場合

中央制御室運転員Ａは，補助消火ポンプを起動する。

⑤ｂ消火ポンプを使用して原子炉格納容器内へスプレイする場合
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中央制御室運転員Ａは，消火ポンプの起動操作を実施し，消火ポンプ

出口圧力指示値が規定値以上であることを確認する。 

⑥当直長は，原子炉格納容器内のスプレイ先を第 1.6‐4表に基づきＤ／

Ｗ又はＳ／Ｃを選択し，運転員に系統構成開始を指示する。

⑦中央制御室運転員Ａは，消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ

の系統構成として，ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系），ＣＷＴ

系・消火系連絡止め弁の全開操作を実施する。

⑧aＡ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合

（a）Ｄ／Ｗスプレイの場合

中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁及び

Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁の全開操作を実施し，当直長

に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。 

（b）Ｓ／Ｃスプレイの場合

中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を

実施し，当直長に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備

完了を報告する。 

⑧bＢ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合

（a）Ｄ／Ｗスプレイの場合

中央制御室運転員Ａは，消火系による格納容器スプレイの系統構成と

して，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，Ｂ－ＲＨＲドライウ

ェル第２スプレイ弁の全開操作を実施し，当直長に消火系による格納

容器内へのスプレイの準備完了を報告する。 

（b）Ｓ／Ｃスプレイの場合

中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を

実施し，当直長に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイの準備

完了を報告する。 

⑨当直長は，運転員に消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始

を指示する。

⑩aＡ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合

中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水弁を全開とし，原

子炉格納容器内へのスプレイを開始する。

⑩bＢ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁を全開とし，格

納容器スプレイを開始する。

⑪aＡ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合

中央制御室運転員Ａは，格納容器スプレイが開始されたことを原子炉

格納容器への注水量の上昇，原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下

並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し，当直長に報告す

る。
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※Ｄ／Ｗスプレイ又はＳ／Ｃスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注

水が必要となった場合は，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁

及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁又はＡ－ＲＨＲトーラ

ススプレイ弁の全閉操作を実施後，Ａ－ＲＨＲ注水弁及びＡ－ＲＨ

Ｒ ＲＰＶ代替注水弁の全開操作を実施し，原子炉圧力容器へ注水す

る。 

⑪bＢ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合

中央制御室運転員Ａは，格納容器スプレイが開始されたことを原子炉

格納容器内の圧力及び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上

昇により確認し，当直長に報告する。

※Ｄ／Ｗスプレイ又はＳ／Ｃスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注

水が必要となった場合は，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁

及びＢ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁又はＢ－ＲＨＲトーラ

ススプレイ弁の全閉操作を実施後，Ｂ－ＲＨＲ注水弁及びＢ－ＲＨ

Ｒ注水配管洗浄元弁の全開操作を実施し，原子炉圧力容器へ注水す

る。 

なお，ドライウェル圧力，ドライウェル温度又はサプレッション・プ

ール水位指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準(第

1.6‐4表)に到達した場合は，原子炉格納容器内へのスプレイを停止

する。その後，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度指

示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第 1.6‐4表)

に再度到達し，サプレッション・プール水位指示値が原子炉格納容器

内へのスプレイ停止の判断基準（第 1.6－4表）に到達していない場合

は，原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。 

※Ｄ／ＷからＳ／Ｃへのスプレイ先の切り替えが必要となった場合は，

Ａ－残留熱除去系スプレイ配管使用時はＡ－ＲＨＲドライウェル第

１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁の全閉操

作を実施後，Ａ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実施する。

Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管使用時はＢ－ＲＨＲドライウェル第

１スプレイ弁及びＢ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁の全閉操

作を実施後，Ｂ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実施する。 

⑫当直長は，消火系による原子炉格納容器内へのスプレイが開始された

ことを緊急時対策本部に報告する。

ⅲ 操作の成立性 

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ操作のうち，Ａ－残留熱

除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名にて， 

Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名

及び現場運転員２名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。 
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Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：25分以内 

Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：30分以内 

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注

水が必要となった場合，原子炉圧力容器への注水開始まで 30分以内で可

能である。 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.6.4‐3） 

(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプ

レイ（淡水／海水）

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納

容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及び消火系により原子炉格納

容器内にスプレイできない場合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

により原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大量送水車の接

続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのス

プレイができない場合において，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が

使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に

到達した場合※２。 

※1：設備に異常がなく，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西））が確保さ

れている場合。 

※2：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度が，原子炉格納

容器内へのスプレイ起動の判断基準（第 1.6‐4表）に達した場合。 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプ

レイ手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.6‐2図から第

1.6‐5図に，概要図を第 1.6‐14 図及び第 1.6‐16 図に，タイムチャー

トを第 1.6‐15図及び第 1.6‐17 図に示す。（残留熱除去系Ａ系配管を

使用した原子炉格納容器へのスプレイ及び残留熱除去系Ｂ系配管を使用

した原子炉格納容器へのスプレイ手順は，手順⑤以外は同様） 

［交流電源が確保されている場合］ 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策本部に格納容器

代替スプレイ系配管・弁の接続口への格納容器代替スプレイ系（可搬
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型）の接続を依頼する。 

②当直長は，運転員に残留熱除去系Ａ系配管又は残留熱除去系Ｂ系配管

を使用した格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器

内へのスプレイの準備開始を指示する。

③中央制御室運転員Ａは，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイに必要な電動弁及び監視計器の電源が確

保されていることを状態表示にて確認する。

④当直長は，原子炉格納容器内へのスプレイ先を第 1.6‐4表に基づきＤ

／Ｗ又はＳ／Ｃを選択し，運転員に格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成開始を指示する。

⑤a残留熱除去系Ａ系配管を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの

場合

（a）Ｄ／Ｗスプレイの場合

中央制御室運転員Ａは，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイの系統構成としてＡ－ＲＨＲドライウェ

ル第２スプレイ弁の全開操作を実施し，当直長に格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報

告する。 

（b）Ｓ／Ｃスプレイの場合

中央制御室運転員Ａは，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイの系統構成としてＡ－ＲＨＲドライウェ

ル第１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実

施し，当直長に格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納

容器内へのスプレイの準備完了を報告する。 

⑤b残留熱除去系Ｂ系配管を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの

場合

（a）Ｄ／Ｗスプレイの場合

中央制御室運転員Ａは，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による

格納容器スプレイの系統構成としてＢ－ＲＨＲドライウェル第２スプ

レイ弁の全開操作を実施し，当直長に格納容器代替スプレイ系（可搬

型）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。 

（b）Ｓ／Ｃスプレイの場合

中央制御室運転員Ａは，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による

格納容器スプレイの系統構成としてＢ－ＲＨＲドライウェル第１スプ

レイ弁及びＢ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実施し，当直

長に格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイの準備完了を報告する。

⑥当直長は，緊急時対策本部に格納容器代替スプレイ系（可搬型）によ

る原子炉格納容器内へのスプレイのための原子炉棟内の系統構成が完
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了したことを報告する。 

⑦緊急時対策本部は，当直長に格納容器代替スプレイ系（可搬型）とし

て使用する大量送水車による送水開始を報告するとともに，緊急時対

策要員に格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水

車の起動を指示する。

⑧緊急時対策要員は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用す

る大量送水車を起動した後，Ａ－格納容器代替スプレイ元弁又はＢ－

格納容器代替スプレイ元弁を格納容器代替スプレイ流量にて 120m3/h

となるように調整開とし，格納容器代替スプレイ系（可搬型）として

使用する大量送水車により送水を開始したことを当直長に報告する。

また，当直長は緊急時対策本部に報告する。

⑨当直長は，運転員に格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器内へのスプレイの確認を指示する。

⑩中央制御室運転員Ａは，原子炉格納容器内へのスプレイが開始された

ことを原子炉格納容器への注水量の上昇，原子炉格納容器内の圧力及

び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し，当

直長に報告する。

 なお，ドライウェル圧力，ドライウェル温度又はサプレッション・

プール水位指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準

(第 1.6‐4表)に到達した場合は，原子炉格納容器内へのスプレイを停

止する。その後，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度

が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第 1.6‐4表)に再

度到達し，サプレッション・プール水位指示値が原子炉格納容器内へ

のスプレイ停止の判断基準（第 1.6－4表）に到達していない場合は，

原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。 

※Ｄ／ＷからＳ／Ｃへのスプレイ先の切り替えが必要となった場合は，

Ａ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合はＡ－ＲＨＲドライウェ

ル第２スプレイ弁の全閉操作を実施後，Ａ－ＲＨＲドライウェル第

１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実施

する。Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合はＢ－ＲＨＲドラ

イウェル第２スプレイ弁の全閉操作を実施後，Ｂ－ＲＨＲドライウ

ェル第１スプレイ弁，Ｂ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を

実施する。 

※Ｄ／Ｗスプレイ又はＳ／Ｃスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注

水が必要となった場合は，Ａ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場

合はＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁又はＡ－ＲＨＲドライ

ウェル第１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲトーラススプレイ弁ならびに

Ａ－格納容器代替スプレイ元弁の全閉操作を実施後，Ａ－ＲＨＲ注

水弁，ＦＬＳＲ注水隔離弁及びＡ－低圧原子炉代替注水元弁の全開
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操作を実施し，原子炉圧力容器へ注水する。Ｂ－残留熱除去系スプ

レイ配管使用の場合はＢ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁又は

Ｂ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁及びＢ－ＲＨＲトーラスス

プレイ弁ならびにＢ－格納容器代替スプレイ元弁の全閉操作を実施

後，Ｂ－ＲＨＲ注水弁及びＢ－低圧原子炉代替注水元弁の全開操作

を実施し，原子炉圧力容器へ注水する。 

⑪当直長は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内

へのスプレイが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策本部に低圧原子炉

代替注水系（可搬型）の接続を依頼する。

②当直長は，運転員に格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器内へのスプレイの準備開始を指示する。

③中央制御室運転員Ａは，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイに必要な監視計器の電源が確保されている

ことを状態表示にて確認する。 

④当直長は，原子炉格納容器内のスプレイ先を第 1.6‐4 表に基づきＤ／

Ｗ又はＳ／Ｃを選択し，運転員に格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイの系統構成開始を指示する。 

⑤a残留熱除去系Ａ系配管を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの場

合

（a）Ｄ／Ｗスプレイの場合

 現場運転員Ｂ及びＣは，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格

納容器内へのスプレイの系統構成としてＡ－ＲＨＲドライウェル第２

スプレイ弁の全開操作を実施し，当直長に格納容器代替スプレイ系（可

搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。 

（b）Ｓ／Ｃスプレイの場合

 現場運転員Ｂ及びＣは，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格

納容器内へのスプレイの系統構成として，Ａ－ＲＨＲドライウェル第

１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実施し，

当直長に格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内

へのスプレイの準備完了を報告する。 

⑤b残留熱除去系Ｂ系配管を使用した原子炉格納容器内へのスプレイの場

合

（a）Ｄ／Ｗスプレイの場合

 現場運転員Ｂ及びＣは，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格

納容器スプレイの系統構成としてＢ－ＲＨＲドライウェル第２スプレ

イ弁の全開操作を実施し，当直長に格納容器代替スプレイ系（可搬型）
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による原子炉格納容器内へのスプレイの準備完了を報告する。 

（b）Ｓ／Ｃスプレイの場合

 現場運転員Ｂ及びＣは，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格

納容器スプレイの系統構成としてＢ－ＲＨＲドライウェル第１スプレ

イ弁及びＢ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実施し，当直長

に格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのス

プレイの準備完了を報告する。 

⑥ 当直長は，緊急時対策本部に格納容器代替スプレイ系（可搬型）によ

る原子炉格納容器内へのスプレイのための原子炉棟内の系統構成が完

了したことを報告する。

⑦ 緊急時対策本部は，当直長に格納容器代替スプレイ系（可搬型）とし

て使用する大量送水車による送水開始を報告するとともに，緊急時対

策要員に格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水

車の起動を指示する。

⑧ 緊急時対策要員は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用す

る大量送水車を起動した後，Ａ－格納容器代替スプレイ元弁又はＢ－

格納容器代替スプレイ元弁を格納容器代替スプレイ流量にて 120m3/h

となるように調整開とし，格納容器代替スプレイ系（可搬型）として

使用する大量送水車により送水を開始したことを当直長に報告する。

また，当直長は緊急時対策本部に報告する。

⑨ 当直長は，運転員に格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器内へのスプレイの確認を指示する。

⑩ 中央制御室運転員Ａは，原子炉格納容器内へのスプレイが開始された

ことを原子炉格納容器への注水量の上昇，原子炉格納容器内の圧力及

び温度の低下並びに原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し，当

直長に報告する。

なお，ドライウェル圧力，ドライウェル温度又はサプレッション・プ

ール水位指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ停止の判断基準(第

1.6‐4表)に到達した場合は，原子炉格納容器内へのスプレイを停止す

る。その後，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度指示

値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準(第 1.6‐4表)に

再度到達し，サプレッション・プール水位指示値が原子炉格納容器内

へのスプレイ停止の判断基準（第 1.6－4表）に到達していない場合は，

原子炉格納容器内へのスプレイを再開する。

※Ｄ／ＷからＳ／Ｃへのスプレイ先の切り替えが必要となった場合は，

Ａ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合はＡ－ＲＨＲドライウェ

ル第２スプレイ弁全閉操作を実施後，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１

スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実施す

る。Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場合はＢ－ＲＨＲドライ

1.6-25

585



ウェル第２スプレイ弁の全閉操作を実施後，Ｂ－ＲＨＲドライウェ

ル第１スプレイ弁，Ｂ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実

施する。 

※Ｄ／Ｗスプレイ又はＳ／Ｃスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注

水が必要となった場合は，Ａ－残留熱除去系スプレイ配管使用の場

合はＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁又はＡ－ＲＨＲドライ

ウェル第１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲトーラススプレイ弁ならびに

Ａ－格納容器代替スプレイ元弁の全閉操作を実施後，Ａ－ＲＨＲ注

水弁，ＦＬＳＲ注水隔離弁及びＡ－低圧原子炉代替注水元弁の全開

操作を実施し，原子炉圧力容器へ注水する。Ｂ－残留熱除去系スプ

レイ配管使用の場合はＢ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁又は

Ｂ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁及びＢ－ＲＨＲトーラスス

プレイ弁ならびにＢ－格納容器代替スプレイ元弁の全閉操作を実施

後，Ｂ－ＲＨＲ注水弁及びＢ－低圧原子炉代替注水元弁の全開操作

を実施し，原子炉圧力容器へ注水する。 

⑪ 当直長は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器

内へのスプレイが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

ⅲ 操作の成立性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプ

レイ操作のうち，運転員が実施する原子炉建物での系統構成を，交流電

源が確保されている場合は中央制御室運転員１名にて，全交流動力電源

が喪失している場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。 

交流電源が確保されている場合：10分以内 

全交流動力電源が喪失している場合：40分以内 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へ

のスプレイ操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での大量送水車

による送水操作に必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

［輪谷貯水槽（西）を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホース

が使用できる場合）］ 

  緊急時対策要員 12名にて実施した場合：２時間以内 

［輪谷貯水槽（西）を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホース

が使用できない場合）］ 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：２時間 10分以内 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプ
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レイ操作は，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間 10分以内で可能

である。 

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注

水が必要となった場合の想定時間は以下の通り。 

交流電源が確保されている場合： 10分以内 

全交流動力電源が喪失している場合：１時間 5分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用す

る大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作

業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程

度である。 

（添付資料1.6.4‐4） 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フロ

ーチャートを第1.6‐25図に示す。 

外部電源，常設代替交流電源設備により交流電源が確保できた場合，低圧

原子炉代替注水槽が使用可能であれば格納容器代替スプレイ系（常設）によ

り原子炉格納容器内にスプレイする。低圧原子炉代替注水槽が使用できない

場合，復水輸送系，消火系又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）により原

子炉格納容器内にスプレイする。 

交流電源が確保できない場合，現場での手動操作により系統構成を実施し，

格納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格納容器内にスプレイする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ

手段については，格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内

へのスプレイ手段と同時並行で準備する。 

また，格納容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系，消火系及び格納容

器代替スプレイ系（可搬型）の手段のうち原子炉格納容器内へのスプレイ可

能な系統１系統以上を起動し，原子炉格納容器内へのスプレイのための系統

構成が完了した時点で，その手段による原子炉格納容器内へのスプレイを開

始する。 

なお，消火系による原子炉格納容器内のへのスプレイは，発電所構内で重

大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していな

いこと及び補助消火水槽又はろ過水タンクの使用可能が確認できた場合に

実施する。 
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(2) サポート系故障時の対応手順

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱

全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系の故障により，残留熱除去

系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッション・プー

ル水の除熱ができない場合は，常設代替交流電源設備として使用するガス

タービン発電機により残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モー

ド）の電源を復旧し，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系により

冷却水を確保することで，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却

モード）にてサプレッション・プール水の除熱を実施する。

なお，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機に関す

る手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

また，原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系に関する手順につい

ては「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備す

る。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊急

用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ

／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（サプレッ

ション・プール水冷却モード）が使用可能な状態※1に復旧された場合。 

※1:設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源(サプレッション・チ

ェンバ)が確保されている状態。 

（添付資料 1.6.5） 

ⅱ 操作手順 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）Ａ系電源復旧

後のサプレッション・プール水の除熱手順の概要は以下のとおり。（残

留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）Ｂ系によるサプレ

ッション・プール水の除熱手順も同様。）手順の対応フローを第 1.6‐2

図から第 1.6‐5 図に，概要図を第 1.6‐18 図に，タイムチャートを第

1.6‐19図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき運転員に残留熱除去系（サプ

レッション・プール水冷却モード）Ａ系によるサプレッション・プー

ル水の除熱の準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷

却モード）Ａ系の起動に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が
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確保されていること，並びに補機冷却水が確保されていることを状態

表示にて確認する。 

③当直長は，緊急時対策本部に常設代替交流電源設備の負荷容量確認を

依頼し，Ａ－残留熱除去ポンプ及びＡ－残留熱除去封水ポンプが使用

可能か確認する。

④中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁の全開操作，Ａ

－ＲＨＲ熱交バイパス弁の全閉操作を実施し，Ａ－残留熱除去ポンプ

の起動操作を実施する。

⑤中央制御室運転員Ａは，当直長に残留熱除去系（サプレッション・プ

ール水冷却モード）Ａ系によるサプレッション・プール水の除熱の準

備完了を報告する。

⑥当直長は，運転員に残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モ

ード）Ａ系によるサプレッション・プール水の除熱開始を指示する。

⑦中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲテスト弁を調整開とし，Ａ－残留

熱除去系の系統流量の上昇及びサプレッション・プール水の温度の低

下によりサプレッション・プール水の除熱が開始されたことを確認す

る。

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し，作業開始を

判断してから残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）Ａ

系によるサプレッション・プール水の除熱開始まで 10分以内で可能であ

る。 

（添付資料 1.6.4‐5） 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フロ

ーチャートを第1.6‐25図に示す。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により交流電

源が確保できた場合，原子炉補機冷却系の運転が可能であれば残留熱除去系

（サプレッション・プール水冷却モード）により原子炉格納容器内の除熱を

実施する。 

原子炉補機冷却系の運転ができない場合，原子炉補機代替冷却系を設置し，

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）により原子炉格納容

器内の除熱を実施するが，原子炉補機代替冷却系の設置に時間を要すること

から，格納容器代替スプレイ系（常設）等による原子炉格納容器内へのスプ

レイを並行して実施する。

1.6.2.2 原子炉格納容器破損を防止するための対応手順 

(1) フロントライン系故障時の手順
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ａ．代替格納容器スプレイ 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が故障により使用できない場合は，低圧原子炉代替注水槽を水

源とした格納容器代替スプレイ系（常設）により原子炉格納容器内にスプ

レイする。

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系（格納容器冷却モ

ード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器代替ス

プレイ系（常設）が使用可能な場合※2で，原子炉格納容器内へのスプレ

イ起動の判断基準に到達した場合※3。

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超え

た場合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル(ＣＡＭＳ)が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に異常がなく，電源及び水源(低圧原子炉代替注水槽)が確保さ

れている場合。 

※3:「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，ド

ライウェル圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準（第1.6‐5表）に達した場合。 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレ

イについては，「1.6.2.1(1)a.(a)格納容器代替スプレイ系（常設）によ

る原子炉格納容器内へのスプレイ」の操作手順と同様である。ただし，

スプレイの停止，再開及び流量は，原子炉格納容器内へのスプレイ起動・

停止の判断基準(第 1.6‐5表)に従い実施する。 

なお，手順の対応フローを第 1.6‐6図，第 1.6‐7図に示す。また，

概要図は第 1.6‐8図，タイムチャートは第 1.6‐9図と同様である。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納

容器内へのスプレイ開始まで15分以内で可能である。 

（添付資料 1.6.4‐1） 

(b) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系（格納容器

冷却モード）が故障により使用できず，格納容器代替スプレイ系（常設）
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による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は，復水輸送系に

より復水貯蔵タンクを水源として原子炉格納容器内へスプレイする。ス

プレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，スプ

レイの起動／停止を行う。

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系（格納容器冷却モ

ード），格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内への

スプレイができない場合において，復水輸送系が使用可能な場合※2で，

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超え

た場合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル(ＣＡＭＳ)が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に異常がなく，電源及び水源(復水貯蔵タンク)が確保されてい

る場合。 

※3:｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣とは，ドラ

イウェル圧力，ドライウェル温度が，代替格納容器スプレイ起動の

判断基準(第1.6‐5表)に達した場合。 

ⅱ 操作手順 

復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイについては，

「1.6.2.1(1)a.(b)復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ」の

操作手順のうち，Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用した手順と同様

である。ただし，スプレイの停止，再開及び流量は，原子炉格納容器内

へのスプレイ起動・停止の判断基準(第 1.6‐5表)に従い実施する。 

なお，手順の対応フローを第 1.6‐6図，第 1.6‐7図に示す。また，

概要図は第 1.6‐10図，タイムチャートは第 1.6‐11図と同様である。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し，作業開始を

判断してから復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで

20分以内で可能である。 

（添付資料 1.6.4‐2） 

(c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系（格納容器

冷却モード）が故障により使用できず，格納容器代替スプレイ系（常設），

復水輸送系により原子炉格納容器内にスプレイできない場合は，補助消

火水槽又はろ過水タンクを水源とした消火系により原子炉格納容器内に

スプレイする。
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スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系（格納容器冷却モ

ード），格納容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系による原子炉格

納容器内へのスプレイができず，消火系が使用可能な場合※2で，原子炉

格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災

が発生していない場合。 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超え

た場合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル(ＣＡＭＳ)が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に異常がなく，電源及び水源(補助消火水槽又はろ過水タンク)

が確保されている場合。 

※3:「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，ド

ライウェル圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準（第1.6‐5表）に達した場合。 

ⅱ 操作手順 

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイについては，

「1.6.2.1(1)a.(c)消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ」の操作

手順のうち，Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用した手順と同様であ

る。ただし，スプレイの停止，再開及び流量は，原子炉格納容器内への

スプレイ起動・停止の判断基準(第1.6-5表)に従い実施する。

なお，手順の対応フローを第1.6‐6図，第1.6‐7図に示す。また，概

要図は第1.6‐12図，タイムチャートは第1.6‐13図と同様である。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し，作業開始を

判断してから消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで25分

以内で可能である。 

（添付資料 1.6.4‐3） 

(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプ

レイ（淡水／海水）

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系（格納容器

冷却モード）が故障により使用できず，格納容器代替スプレイ系（常設），

復水輸送系及び消火系により原子炉格納容器内にスプレイできない場合
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は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格納容器内にスプ

レイする。

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大量送水車の接

続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系（格納容器冷却モ

ード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2で，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に到達した場合※3。

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超え

た場合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル(ＣＡＭＳ)が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に異常がなく，燃料及び水源(輪谷貯水槽（西）)が確保されて

いる場合。 

※3:「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，ド

ライウェル圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準(第1.6‐5表)に達した場合。 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプ

レイについては，「1.6.2.1(1)a.(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」の操作手順のう

ち，［交流電源が確保されている場合］の操作手順と同様である。また，

スプレイの停止，再開及び流量は，原子炉格納容器内へのスプレイ起動・

停止の判断基準(第 1.6‐5表)に従い実施する。 

なお，手順の対応フローを第 1.6‐6図，第 1.6‐7図に示す。また，

概要図は第 1.6‐14図，タイムチャートは第 1.6‐15図と同様である。 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプ

レイ操作のうち，運転員が実施する原子炉建物での系統構成を，中央制

御室運転員１名にて作業を実施した場合の想定時間は 10分以内で可能

である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へ

のスプレイ操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での大量送水車
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による送水操作に必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

 

［輪谷貯水槽（西）を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホース

が使用できる場合）］ 

   緊急時対策要員 12名にて実施した場合：２時間以内 

［輪谷貯水槽（西）を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホース

が使用できない場合）］ 

 緊急時対策要員 12名にて実施した場合：２時間 10分以内 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプ

レイ操作は，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間 10分以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用す

る大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作

業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

（添付資料 1.6.4‐4） 

 

ｂ．格納容器代替除熱 

(a) ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱 

格納容器代替スプレイ系（常設）等による原子炉格納容器内へのスプレ

イ及び残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）の復旧がで

きず，原子炉格納容器からの除熱手段がない場合に，常設代替交流電源設

備により原子炉補機冷却系の電源を復旧し，原子炉格納容器内へ冷却水通

水後，ドライウェル冷却装置を起動して原子炉格納容器内の除熱を行う。 

ドライウェル冷却装置を停止状態としても，原子炉格納容器内の冷却水

の通水を継続することで，ドライウェル冷却装置コイル表面で蒸気を凝縮

し，原子炉格納容器内の圧力の上昇を緩和する。 

なお，常設代替交流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に関

する手順等」にて整備する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

代替格納容器スプレイ及び残留熱除去による原子炉格納容器内の除熱

ができず，常設代替交流電源設備により，原子炉補機冷却系が復旧可能

である場合。 

 

ⅱ 操作手順 

ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱手順の概要は
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以下のとおり。手順の対応フローを第1.6‐6図，第1.6‐7図に，概要図

を第1.6‐20図及び第1.6‐21図に，タイムチャートを第1.6‐22図に示す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にドライウェル冷却

系による原子炉格納容器内の代替除熱の準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内

の代替除熱に必要な冷却装置，電動弁及び監視計器の電源が確保され

ていることを状態表示にて確認する。

③当直長は，緊急時対策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を依

頼し，ドライウェル冷却系が使用可能か確認する。

④現場運転員Ｂ及びＣは，ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内

の代替除熱の系統構成前準備として，Ａ，Ｂ－原子炉補助継電器盤に

て隔離信号の除外操作を実施する。

⑤当直長は，運転員にドライウェル冷却系の冷却水通水開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内

の代替除熱の系統構成(冷却水通水操作)として，Ａ，Ｂ－ＲＣＷ常用

補機冷却水入口切替弁，Ａ，Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁の

開操作を実施し，原子炉補機冷却水系の系統流量指示値の上昇を確認

し，当直長に報告する。

⑦中央制御室運転員Ａは，ドライウェル冷却装置起動前準備として，空

調換気制御盤にてリレー引き抜きにより，起動阻止隔離信号を除外す

る。

⑧当直長は，運転員にドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代

替除熱の開始を指示する。

⑨中央制御室運転員Ａは，上部下部Ａ，Ｂ及びＣ－ドライウェル冷却装

置の起動操作を実施し，原子炉格納容器内の圧力の上昇率が緩和する

ことを確認する。

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してからドライウェル冷却系による原子

炉格納容器内の代替除熱開始まで45分以内で可能である。 

（添付資料1.6.4‐6） 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フロ

ーチャートを第 1.6‐25図に示す。 

外部電源，常設代替交流電源設備により交流電源が確保できた場合，低圧

原子炉代替注水槽が使用可能であれば格納容器代替スプレイ系（常設）によ

り原子炉格納容器内にスプレイする。 
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低圧原子炉代替注水槽が使用できない場合，復水輸送系，消火系又は格納

容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格納容器内にスプレイする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ

手段については，格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内

へのスプレイ手段と同時並行で準備する。 

また，格納容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系，消火系及び格納容

器代替スプレイ系（可搬型）の手段のうち原子炉格納容器内へのスプレイ可

能な系統１系統以上を起動し，原子炉格納容器内へのスプレイのための系統

構成が完了した時点で，その手段による原子炉格納容器内へのスプレイを開

始する。 

なお，消火系による原子炉格納容器内へのスプレイは，発電所構内で重大

事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない

こと及び補助消火水槽又はろ過水タンクの使用可能が確認できた場合に実

施する。 

外部電源，常設代替交流電源設備により交流電源が確保できた場合，原子

炉補機冷却系を復旧し，原子炉格納容器内への冷却水通水及びドライウェル

冷却装置の起動による原子炉格納容器内の除熱を実施する。 

(2) サポート系故障時の対応手順

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系の故障により，残留熱除去系

（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッション・プール

水の除熱ができない場合は，常設代替交流電源設備として使用するガスタ

ービン発電機により残留熱除去系の電源を復旧し，原子炉補機冷却系又は

原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで，残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）にてサプレッション・プール水の除

熱を実施する。 

なお，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機に関す

る手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

また，原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系に関する手順につい

ては「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備す

る。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，常設代替交流電源設備として使

用するガスタービン発電機により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ

／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受

電が完了し，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）が

使用可能な状態※2に復旧された場合。 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器内のガ
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ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超え

た場合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル(ＣＡＭＳ)が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源(サプレッション・チ

ェンバ)が確保されている状態。 

（添付資料1.6.5） 

ⅱ 操作手順 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）電源復旧後の

サプレッション・プール水の除熱については，「1.6.2.1(2)a.(ａ)残留

熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱」の操作手順と

同様である。 

なお，手順の対応フローを第 1.6‐6図，第 1.6‐7図に示す。また，

概要図は第 1.6‐18図，タイムチャートは第 1.6‐19図と同様である。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し，作業開始を

判断してから残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）Ａ

系によるサプレッション・プール水の除熱開始まで 10分以内で可能であ

る。 

（添付資料 1.6.4‐5） 

ｂ. 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フロ

ーチャートを第 1.6‐25図に示す。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により交流動

力電源が確保できた場合，原子炉補機冷却系の運転が可能であれば残留熱除

去系（サプレッション・プール水冷却モード）により原子炉格納容器内の除

熱を実施する。原子炉補機冷却系の運転ができない場合，原子炉補機代替冷

却系を設置し，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によ

り原子炉格納容器内の除熱を実施するが，原子炉補機代替冷却系の設置に時

間を要することから，格納容器代替スプレイ系（常設）等による原子炉格納

容器内へのスプレイを並行して実施する。 

1.6.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッショ

ン・プール水の除熱

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）が健全な場合は，

中央制御室からの手動操作により残留熱除去系（サプレッション・プール水

冷却モード）を起動し，サプレッション・プール水の除熱を実施する。 

1.6-37

597



a. 手順着手の判断基準

下記のいずれかの状態に該当した場合。 

・逃がし安全弁開固着

・サプレッション・プール水の温度が規定温度以上

・サプレッション・チェンバの気体温度が規定温度以上

（添付資料 1.6.5） 

b. 操作手順

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）Ａ系によるサプレッ

ション・プール水の除熱手順の概要は以下のとおり。（残留熱除去系（サプレ

ッション・プール水冷却モード）Ｂ系によるサプレッション・プール水の除熱

手順も同様。）概要図を第 1.6－23図に，タイムチャートを第 1.6－24図に示

す。 

①当直長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に残留熱除去系（サプレッ

ション・プール水冷却モード）によるサプレッション・プール水の除熱の準

備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁の全開操作，Ａ－ＲＨ

Ｒ熱交バイパス弁の全閉操作を実施し，残留熱除去ポンプの起動操作を実施

する。

③中央制御室運転員Ａは，当直長に残留熱除去系（サプレッション・プール水

冷却モード）によるサプレッション・プール水の除熱の準備完了を報告する。 

④当直長は，運転員に残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）Ａ

系によるサプレッション・プール水の除熱の開始を指示する。

⑤中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲテスト弁を調整開とし，残留熱除去系の

系統流量の上昇及びサプレッション・プール水の温度の低下によりサプレッ

ション・プール水の除熱が開始されたことを確認する。

c. 操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業開始を

判断してから残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサ

プレッション・プール水の除熱開始まで10分以内で可能である。 

（添付資料 1.6.4‐7） 

1.6.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

原子炉補機冷却系，原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保手順について

は，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

低圧原子炉代替注水槽及び輪谷貯水槽（西）への水の補給手順並びに水源から

接続口までの大量送水車による送水手順については，「1.13 重大事故等の収束

に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
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非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電

機，代替所内電気設備又は可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車

による低圧原子炉代替注水ポンプ，復水輸送ポンプ，消火ポンプ，残留熱除去ポ

ンプ，電動弁及び中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電

源設備として使用するガスタービン発電機，大量送水車への燃料補給手順につい

ては，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順については，「1.15 事故時

の計装に関する手順等」にて整備する。 
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第 1.6‐1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／７) 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

分
類

機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）

－ 

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）

に
よ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
の
除
熱

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系配管・弁・ストレー

ナ 

原子炉補機冷却系 ※３ 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

事故時操作要領書（徴候ベ

ース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」 

サプレッション・チェンバ

原子炉格納容器

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※１:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手段等」にて整備する。

※２:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手段等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源

（措置） 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(２／７) 

（炉心損傷前のフロントライン系故障時） 

分
類

機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード

及びサプレッション・

プール水冷却モード） 格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
）

に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽※１ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁

残留熱除去系配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候ベ

ース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

「Ｄ／Ｗ温度制御」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＡＣＳＳ(常設)による

格納容器スプレイ」 

非常用交流電源設備 ※２ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

復
水
輸
送
系
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

復水輸送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系配管・弁 

残留熱除去系配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 

非常用交流電源設備※２ 

自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書（徴候ベ

ース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

「Ｄ／Ｗ温度制御」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる格納容器

スプレイ」

消
火
系
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系配管・弁 

復水輸送系配管・弁 

残留熱除去系配管・弁 

格納容器スプレイヘッダ 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 

非常用交流電源設備※２ 

自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書（徴候ベ

ース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

「Ｄ／Ｗ温度制御」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火系による格納容器

スプレイ」

※１:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手段等」にて整備する。

※２:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手段等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源

（措置） 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(３／７) 

（炉心損傷前のフロントライン系故障時） 

分
類

機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード

及びサプレッション・

プール水冷却モード） 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）

大量送水車 

ホース・接続口

格納容器代替スプレイ系配管・弁

残留熱除去系配管・弁

格納容器スプレイヘッダ

原子炉格納容器

燃料補給設備※２

可搬型代替交流電源設備※２

代替所内電気設備

常設代替交流電源設備※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候ベ

ース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

「Ｄ／Ｗ温度制御」 

非常用交流電源設備 ※２ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

輪谷貯水槽（西）※１，※４ 

自
主
対
策
設
備

※１:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手段等」にて整備する。

※２:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手段等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源

（措置） 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(４／７) 

（炉心損傷前のサポート系故障時） 

分
類

機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時

全交流動力電源 

原子炉補機冷却系 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
残
留
熱
除
去
系

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）
の
復
旧

サプレッション・チェンバ

原子炉格納容器

原子炉補機代替冷却系※３

代替所内電気設備

常設代替交流電源設備※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候ベ

ース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる格納容器

除熱」 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ストレ

ーナ 

原子炉補機冷却系※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※１:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手段等」にて整備する。

※２:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

※４:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手段等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源

（措置） 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(５／７) 

（炉心損傷後のフロントライン系故障時） 

分
類

機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

残留熱除去系 

（格納容器冷却モー

ド） 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
）

に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽※１ 

低圧原子炉代替注水系配管・弁

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイヘッダ

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（シビア

アクシデント）

「除熱－１」

「除熱－２」

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＡＣＳＳ(常設)による

格納容器スプレイ」 

非常用交流電源設備※２ 

復
水
輸
送
系
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

復水輸送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイヘッダ 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 

自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書（シビア

アクシデント）

「除熱－１」

「除熱－２」

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる格納容器

スプレイ」

消
火
系
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系配管・弁 

復水輸送系配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイヘッダ 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備 

自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書（シビア

アクシデント）

「除熱－１」

「除熱－２」

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火系による格納容器

スプレイ」

※１:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手段等」にて整備する。

※２:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

※４:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手段等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源

（措置） 

1.6-44
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対応手段，対処設備，手順書一覧(６／７) 

（炉心損傷後のフロントライン系故障時） 

分
類

機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

残留熱除去系 

（格納容器冷却モー

ド） 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）

大量送水車 

ホース・接続口

格納容器代替スプレイ系配管・弁

残留熱除去系 配管・弁

格納容器スプレイヘッダ

原子炉格納容器

燃料補給設備※２

可搬型代替交流電源設備 ※２

代替所内電気設備

常設代替交流電源設備※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（シビア

アクシデント）

「除熱－１」

「除熱－２」

非常用交流電源設備 ※２ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

輪谷貯水槽（西）※１，※４ 
自
主
対
策
設
備

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
に
よ
る

格
納
容
器
内
の
代
替
除
熱

ドライウェル冷却装置 

原子炉格納容器 

原子炉補機冷却系※３ 

常設代替交流電源設備※２ 
自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書（シビア

アクシデント）

「除熱－１」

「除熱－２」

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＶＤによる格納容器

冷却」 

※１:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手段等」にて整備する。

※２:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

※４:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手段等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源

（措置） 

1.6-45
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対応手段，対処設備，手順書一覧(７／７) 

（炉心損傷後のサポート系故障時） 

分
類

機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時

全交流動力電源 

原子炉補機冷却系 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）
の
復
旧

サプレッション・チェンバ

原子炉格納容器

原子炉補機代替冷却系※３

常設代替交流電源設備※２

代替所内電気設備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（シビア

アクシデント）

「除熱－１」

「除熱－２」

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる格納容器

除熱」 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系配管・弁・ストレー

ナ 

原子炉補機冷却系※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※１:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手段等」にて整備する。

※２:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

※４:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手段等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源

（措置） 

1.6-46
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第 1.6‐2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧(１／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順等 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．代替格納容器スプレイ

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ

事故時操作要

領書（徴候ベー

ス） 

「ＰＣＶ圧力

制御」 

「Ｄ／Ｗ温度

制御」 

ＡＭ設備別操

作要領書 

「ＡＣＳＳ(常

設)による格納

容器スプレイ」 

判

断

基

準 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 ドライウェル温度(ＳＡ) 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位(ＳＡ)

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位 

操

作 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

ドライウェル温度(ＳＡ)

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位(ＳＡ)

原子炉格納容器への注水量 代替注水流量（常設） 

補機監視機能 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位 

1.6-47

607



監視計器一覧(２／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順等 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．代替格納容器スプレイ

(b) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ

事故時操作要

領書（徴候ベー

ス） 

「ＰＣＶ圧力

制御」 

「Ｄ／Ｗ温度

制御」 

ＡＭ設備別操

作要領書 

「ＣＷＴによ

る格納容器ス

プレイ」 

判

断

基

準 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉格納容器内の温度 ドライウェル温度(ＳＡ) 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位(ＳＡ)

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操

作 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

ドライウェル温度(ＳＡ)

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位(ＳＡ)

原子炉格納容器への注水量 ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

補機監視機能 復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

1.6-48
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監視計器一覧(３／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順等 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．代替格納容器スプレイ

(c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ

事故時操作要

領書（徴候ベー

ス） 

「ＰＣＶ圧力

制御」 

「Ｄ／Ｗ温度

制御」 

ＡＭ設備別操

作要領書 

「消火系によ

る格納容器ス

プレイ」 

判

断

基

準 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉格納容器内の温度 ドライウェル温度(ＳＡ) 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位(ＳＡ)

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 

Ａ－補助消火水槽水位 

Ｂ－補助消火水槽水位 

ろ過水タンク水位 

操

作 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

ドライウェル温度(ＳＡ)

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位(ＳＡ)

原子炉格納容器への注水量 ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

補機監視機能 
Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

水源の確保 

Ａ－補助消火水槽水位 

Ｂ－補助消火水槽水位 

ろ過水タンク水位 

1.6-49

609



監視計器一覧(４／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順等 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．代替格納容器スプレイ

(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）

事故時操作要

領書（徴候ベー

ス） 

「ＰＣＶ圧力

制御」 

「Ｄ／Ｗ温度

制御」 

原子力災害対

策手順書 

「ＡＣＳＳ（可

搬型）による格

納容器スプレ

イ」

判

断

基

準 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 ドライウェル温度(ＳＡ) 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位(ＳＡ)

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操

作 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

ドライウェル温度(ＳＡ)

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位(ＳＡ)

原子炉格納容器への注水量 代替注水流量（可搬型） 

補機監視機能 大量送水車ポンプ出口圧力 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

1.6-50
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監視計器一覧(５／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順等 

(2) サポート系故障時の対応手順

ａ．復旧

(a) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱

事故時操作要

領書（徴候ベー

ス） 

「Ｓ／Ｃ温度

制御」 

「ＲＨＲによ

るサプレッシ

ョン・プール水

冷却」 

判

断

基

準 

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

最終ヒートシンクの確保 

Ⅰ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交出口温度 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位(ＳＡ)

操

作 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

補機監視機能 
Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

最終ヒートシンクの確保 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ａ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ⅰ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交出口温度 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ）

1.6-51
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監視計器一覧(６／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.6.2.2 格納容器破損を防止するための対応手順等 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．代替格納容器スプレイ

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ

事故時操作要

領書（シビアア

クシデント）

「除熱－１」 

「除熱－２」 

「ＡＣＳＳ(常

設)による格納

容器スプレイ」 

判

断

基

準 

原子炉格納容器内の 

放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル）  

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッション・チェンバ）

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ

（サプレッション・チェンバ）

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度(ＳＡ) 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

ドライウェル温度(ＳＡ)

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション・プール水位(ＳＡ)

ドライウェル水位

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位 

操

作 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

ドライウェル温度(ＳＡ)

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション・プール水位(ＳＡ)

ドライウェル水位

原子炉格納容器への注水量 代替注水流量（常設） 

補機監視機能 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位 

1.6-52
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監視計器一覧(７／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.6.2.2 格納容器破損を防止するための対応手順等 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．代替格納容器スプレイ

(b) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ

事故時操作要

領書（シビアア

クシデント）

「除熱－１」 

「除熱－２」 

ＡＭ設備別操

作要領書 

「ＣＷＴによ

る格納容器ス

プレイ」 
判

断

基

準 

原子炉格納容器内の 

放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル）  

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッション・チェンバ）

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ

（サプレッション・チェンバ）

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度(ＳＡ) 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

ドライウェル温度(ＳＡ)

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション・プール水位(ＳＡ)

ドライウェル水位

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操

作 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

ドライウェル温度(ＳＡ)

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション・プール水位(ＳＡ)

ドライウェル水位

原子炉格納容器への注水量 ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

補機監視機能 復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 
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監視計器一覧(８／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.6.2.2 格納容器破損を防止するための対応手順等 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．代替格納容器スプレイ

(c) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ

事故時操作要

領書「シビアア

クシデント」

「除熱－１」 

「除熱－２」 

ＡＭ設備別操

作要領書 

「消火系によ

る格納容器ス

プレイ」 判

断

基

準 

原子炉格納容器内の 

放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル）  

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッション・チェンバ）

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ

（サプレッション・チェンバ）

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度(ＳＡ) 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

ドライウェル温度(ＳＡ)

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション・プール水位(ＳＡ)

ドライウェル水位

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 

Ａ－補助消火水槽水位 

Ｂ－補助消火水槽水位 

ろ過水タンク水位 

操

作 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

ドライウェル温度(ＳＡ)

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション・プール水位(ＳＡ)

ドライウェル水位

原子炉格納容器への注水量 ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

補機監視機能 
Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

水源の確保 

Ａ－補助消火水槽水位 

Ｂ－補助消火水槽水位 

ろ過水タンク水位 
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監視計器一覧(９／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.6.2.2 格納容器破損を防止するための対応手順等 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ａ．代替格納容器スプレイ

(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）

事故時操作要

領書（シビアア

クシデント）

「除熱－１」 

「除熱－２」 

判

断

基

準 

原子炉格納容器内の 

放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル）  

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッション・チェンバ）

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ

（サプレッション・チェンバ）

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度(ＳＡ) 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

ドライウェル温度(ＳＡ)

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション・プール水位(ＳＡ)

ドライウェル水位

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操

作 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

ドライウェル温度(ＳＡ)

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション・プール水位(ＳＡ)

ドライウェル水位

原子炉格納容器への注水量 代替注水流量（可搬型） 

補機監視機能 大量送水車ポンプ出口圧力 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 
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監視計器一覧(１０／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.6.2.2 格納容器破損を防止するための対応手順等 

(1) フロントライン系故障時の対応手順

ｂ．ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の除熱

(a) ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱

事故時操作要

領書（シビアア

クシデント）

「除熱－１」 

「除熱－２」 

ＡＭ設備別操

作要領書 

「ＨＶＤによ

る格納容器冷

却」 

判

断

基

準 

原子炉格納容器内の 

放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル）  

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッション・チェンバ）

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ

（サプレッション・チェンバ）

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度(ＳＡ) 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

ドライウェル温度(ＳＡ)

補機監視機能 
原子炉補機冷却ポンプ出口圧力 

原子炉補機冷却系常用流量 

操

作 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ)

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

ドライウェル温度(ＳＡ)

補機監視機能 
Ⅰ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 
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監視計器一覧(１１／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.6.2.2 格納容器破損を防止するための対応手順等 

(2) サポート系故障時の対応手順

ａ．復旧

(a) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱

事故時操作要

領書（シビアア

クシデント）

「除熱－１」

「除熱－２」

判
断
基
準

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度(ＳＡ)

サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

最終ヒートシンクの確保 

Ⅰ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交出口温度 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ）

操
作

原子炉格納容器の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

補機監視機能 
Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

最終ヒートシンクの確保 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ａ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ⅰ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交出口温度 

原子炉格納容器への注水量 
Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ）
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監視計器一覧(１２／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.6.2.3 炉心の著しい損傷防止のための対応手順等 

(1) 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッション・プール水の除

熱

事故時操作要

領書（徴候ベー

ス） 

「Ｓ／Ｃ温度

制御」 

判

断

基

準 

原子炉格納容器内の温度 
サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

最終ヒートシンクの確保 

Ⅰ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交出口温度 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位(ＳＡ)

操

作 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

補機監視機能 
Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

最終ヒートシンクの確保 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ａ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ⅰ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却ポンプ圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交出口温度 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ）
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第 1.6‐3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.6】 

原子炉格納容器内の冷却等のた

めの手順等 

低圧原子炉代替注水ポンプ 常設代替交流電源設備 

ＳＡ－Ｌ／Ｃ 

低圧原子炉代替注水系弁 常設代替交流電源設備 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

残留熱除去ポンプ 常設代替交流電源設備 

Ｍ／Ｃ Ｃ系 

Ｍ／Ｃ Ｄ系 

残留熱除去系弁 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

中央制御室監視計器類 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装Ｃ／Ｃ Ｃ系 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 
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第 1.6‐4表 代替格納容器スプレイ起動，停止の判断基準 

（炉心の著しい損傷を防止するための対応） 

スプレイ起動の判断基準
代替格納容器 

スプレイ※３，※４

スプレイ停止の判断基準

代替格納容器スプレイ 

炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
応

Ｐ
Ｃ
Ｖ
圧
力
制
御

サプレッション・チェ
ンバ圧力指示値が

kPa 以上※２の場
合 

①Ｄ／Ｗ
②Ｓ／Ｃ

Ｐ
Ｃ
Ｖ
圧
力
制
御

・ドライウェル圧力が 334kPa以下ま
で低下した場合

Ｄ
／
Ｗ
温
度
制
御

ドライウェル温度指
示値が  ℃に接近
した場合 

①Ｄ／Ｗ
②Ｓ／Ｃ

Ｄ
／
Ｗ
温
度
制
御

・ドライウェル温度指示値が ℃ 
以下まで低下した場合

― ― ― 

Ｓ
／
Ｃ
水
位
制
御

・サプレッション・プール水位指示

値が     m※１以上の場合

① ②は優先順位を示す。

※１：ＮＷＬ＋ m。 

※２：残留熱除去系（低圧注水モード）が起動し発電用原子炉の冷却を実施している場合は，発電用原子炉の冷却を優

先するが，サプレッション・チェンバ圧力指示値が  kPa[gage](0.9Pd)以上の場合は，残留熱除去系（低圧

注水モード）による発電用原子炉の冷却を停止し，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子

炉格納容器内へのスプレイを実施することにより，原子炉格納容器の健全性を維持する。 

※３：残留熱除去系の復旧見込みがある場合において，残留熱除去系による原子炉格納容器内へのスプレイが実施でき

ない場合，代替格納容器スプレイによる原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。 

※４：外部水源からの注水を抑制する観点から間欠スプレイとする。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.6‐5表 代替格納容器スプレイ起動，停止の判断基準 

（格納容器破損を防止するための対応） 

スプレイ起動の判断基準
圧力容器 
破損前 

圧力容器 
破損後 

スプレイ停止の判断基準
スプレ
イ流量
（m3/h） 

格
納
容
器
破
損
を

防
止
す
る
た
め
の
対
応

除
熱
―
１
，
除
熱
―
２

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

ドライウェル温
度が 190℃以上の
場合※１

①Ｄ／Ｗ
②Ｓ／Ｃ

①Ｄ／Ｗ
②Ｓ／Ｃ 除

熱
―
１
，
除
熱
―
２

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

ドライウェル水位指示値が 
 m※２の場合 

120 

ドライウェル温度が 
 ℃ 以下の場合 

ドライウェル圧
力が 640kPa以上
の場合 

①Ｄ／Ｗ
②Ｓ／Ｃ

①Ｄ／Ｗ
②Ｓ／Ｃ

ドライウェル水位指示値が  
    m※２の場合 

ドライウェル圧力又はサプ
レッション・チェンバ圧力
が 588kPa以下の場合※１

①，②は優先順位を示す。

※１：外部からの注水を抑制する観点から間欠スプレイとする。

※２：ドライウェル底部からの水位。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

1.6-61

621



第
1.
6－

1
図
 
機
能
喪
失
原
因
対
策
分
析

(１
／
２
) 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ

 
ポ
ン
プ
故
障

 
弁
故
障

 

補
機
冷
却
系

 
機
能
喪
失

 

※
２

 

格
納
容
器
冷
却
機
能
喪
失

 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
機
能
喪
失

 

駆
動
源
喪
失

 
（
交
流
電
源
）

 

※
３

駆
動
源
喪
失

 
（
直
流
電
源
）

 

※
４

 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
機
能
喪
失
 

※
１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時
の
対
応
手
段

①
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却

②
復
水
輸
送
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却

③
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却

④
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却

⑤
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
代
替
除
熱

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時
の
対
応
手
段

⑥
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）
の
復
旧

凡
例

 

：
Ａ
Ｎ
Ｄ
条
件

 

：
Ｏ
Ｒ
条
件

 

：
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
の
対
応

 

：
サ
ポ
ー
ト
系
の
対
応

 

※
１

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
に
対
し
て
は
，
Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
を

 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
に
読
み
替
え
る
。

 

⑥
 

①
，
②
，
③
，
④
，
⑤

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系

 

配
管

 
故
障

 

水
源
使
用
不
可

 

ス
ト
レ
ー
ナ
故
障

Ｓ
／
Ｐ
使
用
不
可

 

静
的
機
器

 
機
能
喪
失

 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
換
器

故
障

 

⑥
 

駆
動
源
喪
失
 

（
直
流
電
源
）

 

直
流
母
線

 
機
能
喪
失

 
直
流
盤
 

遮
断
器
故
障

 
直
流
電
源
 

給
電
機
能
喪
失

 

蓄
電
池
機
能
喪
失

 
充
電
器
盤
か
ら
の
 

通
常
給
電
機
能
喪
失

 

充
電
器
故
障

 
交
流
電
源
喪
失

 

※
３

駆
動
源
喪
失
 

（
交
流
電
源
）

 

非
常
用
Ｌ
／
Ｃ

 
機
能
喪
失

 

非
常
用
Ｄ
Ｅ
Ｇ

 
故
障

 
外
部
電
源
喪
失

 

非
常
用
Ｍ
／
Ｃ

 
機
能
喪
失

 

※
２

※
３

※
４

サ
ポ
ー
ト
系

Ｒ
Ｃ
Ｗ
機
能
喪
失

 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
ポ
ン
プ
故
障

 
弁
故
障

 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器

 
故
障

 
配
管
故
障

 

静
的
機
器
機
能
喪
失

 

駆
動
源
喪
失

 
（
交
流
／
直
流
電
源
）

 

※
３

 
※
４

Ｒ
Ｓ
Ｗ
機
能
喪
失

 

Ｒ
Ｓ
Ｗ
ポ
ン
プ
故
障

 
弁
故
障

 

配
管
故
障

 
ス
ト
レ
ー
ナ
故
障

静
的
機
器
機
能
喪
失

 

補
機
冷
却
系
 

機
能
喪
失

 

1.6-62

622



第
1.
6－

1
図
 
機
能
喪
失
原
因
対
策
分
析
（
２
／
２
）

 

対
応
手
段
②
 

選
択
不
可
 

復
水
輸
送
ポ
ン
プ

故
障

 
駆
動
源
喪
失

 
（
交
流
電
源
）

 
配
管
故
障
 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
 

配
管
故
障
 

復
水
輸
送
系
 

配
管
故
障
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

 
枯
渇

 
弁
故
障
 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
 

弁
故
障
 

復
水
輸
送
系
 

弁
故
障
 

対
応
手
段
①
 

選
択
不
可
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

 
ポ
ン
プ
故
障

 
駆
動
源
喪
失

 
（
交
流
電
源
）

 
配
管
故
障
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽

 
枯
渇

 
弁
故
障
 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
 

配
管
故
障
 

低
圧
原
子
炉
 

代
替
注
水
系
（
常
設
）
 

配
管
故
障
 

対
応
手
段
④
 

選
択
不
可
 

大
量
送
水
車

 
故
障

 
配
管
故
障
 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
 

配
管
故
障
 

格
納
容
器
代
替
 

ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）

配
管
故
障
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
）

 
枯
渇

 
弁
故
障
 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
 

弁
故
障
 

格
納
容
器
代
替
 

ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
 

弁
故
障
 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
 

弁
故
障
 

低
圧
原
子
炉
 

代
替
注
水
系
（
常
設
）
 

弁
故
障
 

凡
例

 

：
Ａ
Ｎ
Ｄ
条
件

 

：
Ｏ
Ｒ
条
件

 

：
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
の
対
応

 

：
サ
ポ
ー
ト
系
の
対
応

 

対
応
手
段
③
 

選
択
不
可
 

駆
動
源
喪
失

 
（
交
流
電
源
）

 
配
管
故
障
 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
 

配
管
故
障
 

消
火
系
 

配
管
故
障
 

復
水
輸
送
系
 

配
管
故
障
 

弁
故
障
 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
 

弁
故
障
 

復
水
輸
送
系
 

弁
故
障
 

消
火
系
 

弁
故
障
 

補
助
消
火
ポ
ン
プ

 
及
び
消
火
ポ
ン
プ

 
機
能
喪
失

 

補
助
消
火

 
ポ
ン
プ
故
障

 

補
助
消
火
ポ
ン
プ

 
機
能
喪
失

 
消
火
ポ
ン
プ

 
機
能
喪
失

 

補
助
消
火
水
槽

枯
渇

 
消
火
ポ
ン
プ

故
障

 
ろ
過
水
タ
ン
ク

枯
渇

 

1.6-63

623



※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側

へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪

失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，

必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。

第 1.6－1図 機能喪失原因対策分析（補足） 

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因１ 故障要因２ 故障要因３ 故障要因４ 故障要因５ 故障要因６ 故障要因７ 故障要因８

弁故障

ＲＨＲ熱交換器故障

配管故障

Ｓ／Ｐ使用不可

ストレーナ故障

ＲＣＷポンプ故障

弁故障

配管故障

ＲＳＷポンプ故障

弁故障

配管故障

ストレーナ故障

外部電源喪失

直流盤遮断器故障

蓄電池機能喪失

充電器故障

非常用ＤＥＧ
故障

充電器盤からの
通常給電機能喪失

格納容器冷却
機能喪失

Ａ－ＲＨＲ
機能喪失

ＲＨＲポンプ
故障

静的機器
機能喪失

水源使用不可

補機冷却系
機能喪失

Ｂ－ＲＨＲ
機能喪失

直流母線への
直流電源

給電機能喪失

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

ＲＣＷ機能喪失

交流電源喪失

駆動源喪失
（交流電源）

駆動源喪失
（直流電源）

静的機器
機能喪失

ＲＣＷ熱交換器
故障

ＲＳＷ機能喪失
静的機器
機能喪失

駆動源喪失
（交流／直流電源）

直流母線
機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

※１
※３同様

※２同様

※３

※２同様

※２

※１同様
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第 1.6‐2図 ＥＯＰ[ＰＣＶ圧力制御]における対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.6‐3図 ＥＯＰ[Ｄ／Ｗ温度制御]における対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.6‐4図 ＥＯＰ[Ｓ／Ｃ温度制御]における対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.6‐5図 ＥＯＰ[Ｓ／Ｃ水位制御]における対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.6‐6図 ＳＯＰ（除熱‐１）格納容器内冷却の対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.6‐7図 ＳＯＰ（除熱‐２）格納容器内冷却の対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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7
0

6
0

7
0

要
員
(
数
)

消
火
系
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

（
補
助
消
火
ポ
ン
プ
使
用
）

【
Ａ
－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配
管
を
使
用
す

る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

25
分

消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

30
分

1.6-81

641
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図
 
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

 タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
 

（
消
火
ポ
ン
プ
を
使
用
し
た
場
合
）

(２
／
２
) 

手
順
の
項
目

電
源
確
認

バ
イ
パ
ス
流
防
止
操
作

ポ
ン
プ
起
動
，
系
統
構
成

手
順
の
項
目

電
源
確
認

バ
イ
パ
ス
流
防
止
操
作

ポ
ン
プ
起
動
，
系
統
構
成

移
動
，
系
統
構
成

要
員
(
数
)

消
火
系
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

（
消
火
ポ
ン
プ
使
用
）

【
Ｂ
－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配
管
を
使
用
す

る
場
合
】

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

2

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

7
0

消
火
系
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

（
消
火
ポ
ン
プ
使
用
）

【
Ａ
－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配
管
を
使
用
す

る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

25
分

消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

30
分

1.6-82

642
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6
‐
14

図
 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 
概
要
図

 

（
交
流
電
源
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
）

(１
／
２
) 

1.6-83

643



操
作
手
順

 
弁
名
称

 

⑤
ａ

(a
)

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
第
２
ス
プ
レ
イ
弁

 

⑤
a(
b)
※
1

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
第
１
ス
プ
レ
イ
弁

 

⑤
a(
b)
※
2

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ト
ー
ラ
ス
ス
プ
レ
イ
弁

 

⑤
b(
a)

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
第
２
ス
プ
レ
イ
弁

 

⑤
b(
b)
※
1

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
第
１
ス
プ
レ
イ
弁

 

⑤
b(
b)
※
2

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ト
ー
ラ
ス
ス
プ
レ
イ
弁

 

⑧
 

Ａ
－
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
元
弁
／
Ｂ
－
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
元
弁

 

第
1.
6‐

14
図
 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 
概
要
図
 

（
交
流
電
源
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
）
（
２
／
２
）
 

1.6-84

644



第
1.
6‐

15
図
 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

（
系
統
構
成
）
 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
 

（
交
流
電
源
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
）

(１
／
３
) 

手
順
の
項
目

電
源
確
認 系
統
構
成

※
１
：
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
Ａ
系
の
系
統
構
成
を
示
す
。
ま
た
，
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
Ｂ
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
に
つ
い
て
は
，
系
統
構
成
完
了
ま
で

1
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。70

14
0

15
0

80
90

10
0

11
0

※
１

12
0

13
0

要
員

(数
)

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

【
交
流
電
源
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

系
統
構
成
完
了

10
分

1.6-85

645
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図
 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

（
大
量
送
水
車
に
よ
る
送
水
）
 タ

イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

（
あ
ら
か
じ
め
敷
設
し
て
あ
る
ホ
ー
ス
が
使
用
で
き
る
場
合
）
(２

／
３

) 

1.6-86
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6‐

15
図
 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

（
大
量
送
水
車
に
よ
る
送
水
）
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

（
あ
ら
か
じ
め
敷
設
し
て
あ
る
ホ
ー
ス
が
使
用
で
き
な
い
場
合
）
(３

／
３

) 

1.6-87

647
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図
 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 
概
要
図

 

（
全
交
流
動
力
電
源
が
喪
失
し
て
い
る
場
合
）

(１
／
２
) 

1.6-88

648



操
作
手
順

 
弁
名
称

 

⑤
a(
a)

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
第
２
ス
プ
レ
イ
弁

 

⑤
a(
b)
※
1

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
第
１
ス
プ
レ
イ
弁

 

⑤
a(
b)
※
2

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ト
ー
ラ
ス
ス
プ
レ
イ
弁

 

⑤
b(
a)

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
第
２
ス
プ
レ
イ
弁

 

⑤
b(
b)
※
1

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
第
１
ス
プ
レ
イ
弁

 

⑤
b(
b)
※
2

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ト
ー
ラ
ス
ス
プ
レ
イ
弁

 

⑧
 

Ａ
－
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
元
弁
／
Ｂ
－
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
元
弁

 

第
1.
6‐

16
図
 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 
概
要
図
 

（
全
交
流
動
力
電
源
が
喪
失
し
て
い
る
場
合
）

(２
／
２
) 

1.6-89

649



第
1.
6‐

17
図
 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

（
系
統
構
成
）
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

（
全
交
流
動
力
電
源
が
喪
失
し
て
い
る
場
合
）

 

手
順
の
項
目

電
源
確
認

移
動
，
系
統
構
成

※
１
：
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
Ａ
系
の
系
統
構
成
を
示
す
。
ま
た
，
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
Ｂ
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
に
つ
い
て
は
，
系
統
構
成
完
了
ま
で
4
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

1
4
0

1
2
0

1
3
0

1
5
0

8
0

9
0

1
0
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

【
全
交
流
動
力
電
源
が
喪
失
し
て
い
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

1
1
0

※
１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

系
統
構
成
完
了

4
0
分

1.6-90

650



第
1.
6‐

1
8
図
 
残
留
熱
除
去
系
電
源
復
旧
後
の
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
除
熱

 
概
要
図
 

操
作
手
順

 
弁
名
称

 

④
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
バ
イ
パ
ス
弁
／
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
バ
イ
パ
ス
弁

 

⑦
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
テ
ス
ト
弁
／
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
テ
ス
ト
弁

 

1.6-91

651
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6‐

19
図

 
残
留
熱
除
去
系
電
源
復
旧
後
の
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
除
熱

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

電
源
確
認

ポ
ン
プ
起
動
，
流
量
調
整

※
１
：
残
留
熱
除
去
系
Ａ
系
電
源
復
旧
後
の
に
よ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
の
除
熱
を
示
す
。
ま
た
，
残
留
熱
除
去
系
Ｂ
系
電
源
復
旧
後
の
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
除
熱
の
除
熱
に
つ
い
て
は
，
除
熱
開
始
ま
で

1
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

要
員

(数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

※
１

残
留
熱
除
去
系
電
源
復
旧
後
の
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
除
熱

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

備
考

10
20

30
40

50
60

70

残
留
熱
除
去
系
電
源
復
旧
後
の
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
除
熱

10
分

1.6-92

652



第
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6‐
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図
 
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
代
替
除
熱
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
）

 
概
要
図
 

1.6-93

653



第
1.
6‐
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図
 
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
代
替
除
熱
（
原
子
炉
補
機
冷
却
系
）
 
概
要
図
 

操
作
手
順
 

弁
名
称
 

⑥
※
１

Ａ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
入
口
切
替
弁
／
Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
入
口
切
替
弁
 

⑥
※
２

Ａ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
出
口
切
替
弁
／
Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
出
口
切
替
弁
 

1.6-94

654
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図

 
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
代
替
除
熱

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

手
順
の
項
目

電
源
確
認

系
統
構
成
，
冷
却
機
起
動

格
納
容
器
圧
力
監
視

移
動
，
隔
離
信
号
除
外

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

要
員

(
数

)

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器

内
の
代
替
除
熱

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
代
替
除
熱

4
5
分

1.6-95

655
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図
 
残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）
に
よ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
除
熱

 
概
要
図
 

操
作
手
順

 
弁
名
称

 

②
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
バ
イ
パ
ス
弁
／
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
バ
イ
パ
ス
弁

 

⑤
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
テ
ス
ト
弁
／
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
テ
ス
ト
弁

 

1.6-96

656
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図
 
残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）
に
よ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
除
熱

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

※
１
：
残
留
熱
除
去
系
Ａ
系
電
源
復
旧
後
の
に
よ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
の
除
熱
を
示
す
。
ま
た
，
残
留
熱
除
去
系
Ｂ
系
電
源
復
旧
後
の
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
除
熱
の
除
熱
に
つ
い
て
は
，
除
熱
開
始
ま
で
1
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

※
１

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水

冷
却
モ
ー
ド
）
に
よ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
水
除
熱

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

ポ
ン
プ
起
動
，
流
量
調
整

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）
に
よ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
除
熱

10
分

1.6-97

657



炉心の著しい損傷防止のための対応手段 

（１）フロントライン故障時の対応手段の選択

炉心の著しい損傷防止のための対応手段 

（２）サポート系故障時の対応手段の選択 

第 1.6‐25図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート(１／３) 

交流動力電源 

あり 

低圧原子炉 

代替注水槽 

水源使用可 

優先① 

格納容器代替スプレイ系 

（常設）による原子炉格 

納容器内へのスプレイ 

代替交流 

電源設備により 

電源供給可 

優先② 

復水輸送系による原子炉格納
容器内へのスプレイ 

優先③ 

消火系による原子炉格納容
器内へのスプレイ 

優先④ 

格納容器代替スプレイ系 

（可搬型）による原子炉格
納容器内へのスプレイ（淡

水／海水） 

復水貯蔵タンク 

水源使用可 

重大事故等へ対処する 

ために消火系による消火が必要な 

火災の発生なし 

補助消火水槽又は 

ろ過水タンク 

水源使用可 

残留熱除去系 

復旧 

原子炉 

補機冷却系 

運転可 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Yes 

※１

※１ 

電動弁を手動操作 

にて系統構成 

原子炉補機代替 

冷却系設置・起動 

常設代替交流電源設備 

による給電 

【凡例】 

：プラント状態，確認 

：操作 

：判断 

：重大事故等対処設備 

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード） 

機能喪失 

全交流電源喪失による 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

機能喪失 
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原子炉格納容器破損を防止するための対応手段 

（１）フロントライン故障時の対応手段の選択（１／２）

原子炉格納容器破損を防止するための対応手段 

（１）フロントライン故障時の対応手段の選択（２／２）

第 1.6‐25図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート(２／３) 

交流動力電源 

あり 

低圧原子炉 

代替注水槽 

水源使用可 

優先① 

格納容器代替スプレイ系 

（常設）による原子炉格 

納容器内へのスプレイ 

優先② 

復水輸送系による原子炉格納
容器内へのスプレイ 

優先③ 

消火系による原子炉格納容
器内へのスプレイ 

優先④ 

格納容器代替スプレイ系 

（可搬型）による原子炉格
納容器内へのスプレイ（淡

水／海水） 

復水貯蔵タンク 

水源使用可 

重大事故等へ対処する 

ために消火系による消火が必要な 

火災の発生なし 

補助消火水槽又は 

ろ過水タンク 

水源使用可 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 

No 

※２

交流動力電源 

あり 

ドライウェル冷却系に 

よる原子炉格納容器内の代替
除熱 

代替交流電源設備等 

による交流電源確保

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード） 

機能喪失 

常設代替交流電源設備 

により電源供給 

原子炉補機冷却系 

による冷却水確保 

Yes 

No 

【凡例】 

：プラント状態，確認 

：操作 

：判断 

：重大事故等対処設備 

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード） 

機能喪失 
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原子炉格納容器破損を防止するための対応手段 

（２）サポート系故障時の対応手段の選択

第 1.6‐25図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート(３／３)

全交流電源喪失による 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

機能喪失 

残留熱除去系 

復旧 

原子炉 

補機冷却系 
運転可 

No 

Yes 

※２ 

常設代替交流電源設備 

による給電 

原子炉補機代替 
冷却系設置・起動 
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添付資料 1.6.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(１／６) 

技術的能力審査基準（1.6） 番号 

【本文】 

１ 発電用原子炉設置者において、設計基準事故

対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能

が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防

止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を

低下させるために必要な手順等が適切に整備さ

れているか，又は整備される方針が適切に示され

ていること。 

２ 発電用原子炉設置者は，炉心の著しい損傷が

発生した場合において原子炉格納容器の破損を

防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度

並びに放射性物質の濃度を低下させるために必

要な手順等が適切に整備されているか，又は整備

される方針が適切に示されていること。 

① 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるために必要な手順等」及び

第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び

温度並びに放射性物質の濃度を低下させるため

に必要な手順等」とは，以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の手順等をいう。 

－ 

（１）炉心の著しい損傷を防止するための原子炉

格納容器の冷却等 

ａ）設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容

器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の

著しい損傷を防止するため，格納容器スプレイ代

替注水設備により，原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低下させるために必要な手順等を整備す

ること。 

② 

（２）原子炉格納容器の破損を防止するための原

子炉格納容器の冷却等 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器の破損を防止するため，格納容器ス

プレイ代替注水設備により，原子炉格納容器内の

圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下さ

せるために必要な手順等を整備すること。 

③ 

設置許可基準規則（49 条） 技術基準規則（64 条） 番号 

【本文】 

発電用原子炉施設には、設計基準事故

対処設備が有する原子炉格納容器内の

冷却機能が喪失した場合において炉心

の著しい損傷を防止するため，原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下させ

るために必要な設備を設けなければな

らない。 

２ 発電用原子炉施設には，炉心の著

しい損傷が発生した場合において原子

炉格納容器の破損を防止するため，原

子炉格納容器内の圧力及び温度並びに

放射性物質の濃度を低下させるために

必要な設備を設けなければならない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には，設計基準事故

対処設備が有する原子炉格納容器内

の冷却機能が喪失した場合において

炉心の著しい損傷を防止するため，原

子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させるために必要な設備を施設し

なければならない。 

２ 発電用原子炉施設には，炉心の著

しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器の破損を防止するため，

原子炉格納容器内の圧力及び温度並

びに放射性物質の濃度を低下させる

ために必要な設備を施設しなければ

ならない。 

④ 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下させるために

必要な設備」及び第２項に規定する「原

子炉格納容器内の圧力及び温度並びに

放射性物質の濃度を低下させるために

必要な設備」とは，以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容

器内の圧力及び温度を低下させるた

めに必要な設備」及び第２項に規定す

る「原子炉格納容器内の圧力及び温度

並びに放射性物質の濃度を低下させ

るために必要な設備」とは，以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備を

いう。 

－ 

（１）重大事故等対処設備

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器

スプレイ注水設備（ポンプ又は水源）

が機能喪失しているものとして，格納

容器スプレイ代替注水設備を配備する

こと。

（１）重大事故等対処設備

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器

スプレイ注水設備（ポンプ又は水源）

が機能喪失しているものとして，格納

容器スプレイ代替注水設備を配備す

ること。

⑤ 

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替

注水設備は，設計基準事故対処設備に

対して，多様性及び独立性を有し，位

置的分散を図ること。 

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替

注水設備は，設計基準事故対処設備に

対して，多様性及び独立性を有し，位

置的分散を図ること。 

⑥ 

（２）兼用

ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備

と第２項の格納容器破損防止目的の設

備は，同一設備であってもよい。

（２）兼用

ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備

と第２項の格納容器破損防止目的の

設備は，同一設備であってもよい。
－ 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(２／６) 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ

ー
ド
）
に
よ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
の
除
熱

残留熱除去ポンプ 既設 

①
④

－ － － － － － 

サプレッション・チェ

ンバ
既設 

残留熱除去系 配管・

弁・ストレーナ 
既設 

残留熱除去系熱交換器 既設 

原子炉格納容器 既設 

原子炉補機冷却系 既設 

非常用交流電源設備 既設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(３／６) 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の

冷
却

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ
新設 

①
②
③
④
⑤
⑥

復
水
輸
送
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却

復水輸送ポンプ 常設 

残留熱除去

系(Ａ)配管

使用の場合 

20分 

残留熱除去

系(Ｂ)配管

使用の場合 

30分 

残留熱除去系

(Ａ)配管使用

の場合 

１名 

残留熱除去系

(Ｂ)配管使用

の場合 

３名 

自 主 対 策

と す る 理

由 は 本 文

参照 低圧原子炉代替注水槽 新設 復水貯蔵タンク 常設 

低圧原子炉代替注水系

配管・弁 
新設 復水輸送系配管・弁 常設 

残留熱除去系 配管・

弁 
既設 残留熱除去系 配管・弁 常設 

格納容器スプレイ・ヘ

ッダ 
既設 格納容器スプレイ・ヘッダ 常設 

原子炉格納容器 既設 原子炉格納容器 常設 

非常用交流電源設備 既設 常設代替交流電源設備 常設 

常設代替交流電源設備 新設 可搬型代替交流電源設備 可搬 

代替所内電気設備 
新設 

既設 
代替所内電気設備 常設 

－ － 非常用交流電源設備 常設 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
（
淡
水
／
海
水
） 

大量送水車 新設 

①
②
③
④
⑤
⑥

消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

補助消火ポンプ 常設 

残留熱除去

系(Ａ)配管

使用の場合 

25分 

残留熱除去

系(Ｂ)配管

使用の場合 

30分 

残留熱除去系

(Ａ)配管使用

の場合 

１名 

残留熱除去系

(Ｂ)配管使用

の場合 

３名 

自 主 対 策

と す る 理

由 は 本 文

参照 
輪谷貯水槽（西）※１ 既設 消火ポンプ 常設 

ホース・接続口 新設 補助消火水槽 常設 

格納容器代替スプレイ

系配管・弁 
新設 ろ過水タンク 常設 

残留熱除去系配管・弁 既設 消火系配管・弁 常設 

格納容器スプレイ・ヘ

ッダ 
既設 復水輸送系配管・弁 常設 

原子炉格納容器 既設 残留熱除去系 配管・弁 常設 

非常用交流電源設備 既設 格納容器スプレイ・ヘッダ 常設 

可搬型代替交流電源設

備 
新設 原子炉格納容器 常設 

代替所内電気設備 
新設 

既設 
常設代替交流電源設備 常設 

燃料補給設備 新設 可搬型代替交流電源設備 可搬 

－ － － 

代替所内電気設備 常設 

非常用交流電源設備 常設 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系

に
よ
る
格
納
容
器
除
熱

ドライウェル冷却装置 常設 

1時間 １名 

自 主 対 策

と す る 理

由 は 本 文

参照 原子炉補機冷却系 常設 

常設代替交流電源設備 常設 

※1:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡

水源（措置） 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(４／６) 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）
の
復
旧

残留熱除去ポンプ 既設 

①
④ － － － － － － 

サプレッション・チェ

ンバ
既設 

残留熱除去系 配管・

弁・ストレーナ 
既設 

残留熱除去系熱交換器 既設 

原子炉格納容器 既設 

原子炉補機冷却系 既設 

原子炉補機代替冷却系 新設 

非常用交流電源設備 既設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(５／６) 

技術的能力審査基準（1.6） 適合方針 

【要求事項】 

１ 発電用原子炉設置者において、設計基準事

故対処設備が有する原子炉格納容器内の

冷却機能が喪失した場合において炉心の

著しい損傷を防止するため，原子炉格納容

器内の圧力及び温度を低下させるために

必要な手順等が適切に整備されているか，

又は整備される方針が適切に示されてい

ること。 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（格納容器冷却モード及びサプレッション・プ

ール水冷却モード）が有する原子炉格納容器内

の冷却機能が喪失した場合において，炉心の著

しい損傷を防止する手段として，格納容器代替

スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ

系（可搬型）により原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させるために必要な手順等を整

備する。 

２ 発電用原子炉設置者は，炉心の著しい損傷

が発生した場合において原子炉格納容器

の破損を防止するため，原子炉格納容器内

の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度

を低下させるために必要な手順等が適切

に整備されているか，又は整備される方針

が適切に示されていること。 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，

原子炉格納容器の破損を防止する手段として，

格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器

代替スプレイ系（可搬型）により，原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃

度を低下させるために必要な手順等を整備す

る。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させるために必要な手

順等」及び第２項に規定する「原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに放射性物質

の濃度を低下させるために必要な手順等」

とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための手

順等をいう。 

－ 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(６／６) 

技術的能力審査基準（1.6） 適合方針 

（１）炉心の著しい損傷を防止するための原子

炉格納容器の冷却等 

ａ）設計基準事故対処設備が有する原子炉格納

容器内の冷却機能が喪失した場合におい

て炉心の著しい損傷を防止するため，格納

容器スプレイ代替注水設備により，原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下させる

ために必要な手順等を整備すること。 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（格納容器冷却モード及びサプレッション・プ

ール水冷却モード）が有する原子炉格納容器内

の冷却機能が喪失した場合において，炉心の著

しい損傷を防止する手段として，格納容器代替

スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ

系（可搬型）により，原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるために必要な手順等を

整備する。 

（２）原子炉格納容器の破損を防止するための

原子炉格納容器の冷却等 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において

原子炉格納容器の破損を防止するため，格

納容器スプレイ代替注水設備により，原子

炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射

性物質の濃度を低下させるために必要な

手順等を整備すること。 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，

原子炉格納容器の破損を防止する手段として，

格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器

代替スプレイ系（可搬型）により，原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃

度を低下させるために必要な手順等を整備す

る。 
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添付資料 1.6.2 

自主対策設備仕様 

機器名称 
常設 

／可搬 
耐震クラス 容量 揚程 個数 

消火ポンプ 常設 － 
60 m3／h 

（１台あたり） 
60m ２台 

ろ過水タンク 常設 － 3,000m3 － １基 

復水輸送ポンプ 常設 Ｂクラス 
85m3／h 

（１台あたり） 
70m ３台 

復水貯蔵タンク 常設 Ｂクラス 2,000m3 － １基 

ドライウェル冷却装置 常設 Ｃクラス 

送風機：43,500m3／h

（１台あたり） 

冷却コイル：265.2KW 

（１基あたり） 

－ 

６台 

６基 

補助消火ポンプ 常設 Ｃクラス 
72 m3／h 

（１台あたり） 
80m ２台 

補助消火水槽 常設 Ｃクラス 200m3 － ２基 
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添付資料 1.6.4‐1 

重大事故対策の成立性 

1. 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ

(1) 中央制御室からの格納容器代替スプレイ系（常設）起動

ａ．操作概要 

中央操作からの格納容器代替スプレイ系（常設）起動が必要な状況におい

て，中央制御室操作により系統構成を実施し，格納容器代替スプレイ系（常

設）による原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの格納容器代替スプレイ系（常設）起動に必要な要員数，

想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：15分以内（所要時間目安※１：７分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安２分

・電源確認：所要目安時間２分（電源確認：中央制御室）

●ポンプ起動，系統構成，スプレイ操作：想定時間 10分，所要時間目安

５分

・ポンプ起動，系統構成：所要時間目安４分（操作対象２弁：中央制

御室） 

・スプレイ操作：所要目安時間１分（スプレイ操作：中央制御室）

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 
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添付資料 1.6.4‐2 

2. 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ

(1）系統構成

ａ．操作概要 

復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイが必要な状況において，中

央制御室操作及び現場操作により系統構成を実施し，復水輸送ポンプにより原

子炉格納容器内へスプレイする。 

ｂ．作業場所 

原子炉棟 地上２階（管理区域） 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイとして，最長時間を要する

残留熱除去系配管Ｂ系を使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のとお

り。 

必要要員数  ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間  ：30分以内（所要時間目安※１：８分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安２分

・電源確認：所要目安時間２分（電源確認：中央制御室）

●バイパス流防止操作：想定時間５分，所要時間目安１分

・バイパス流防止操作：所要時間目安１分（操作対象１弁：中央制御室） 

●ポンプ起動，系統構成：想定時間 10分，所要時間目安４分

・ポンプ起動，系統構成：所要時間目安４分（操作対象２弁：中央制御

室）

【現場運転員】 

●移動，系統構成，流量調整：想定時間 30分，所要時間目安８分

・移動：所要時間目安７分（移動経路：中央制御室から原子炉棟地上２

階）

・スプレイ操作：所要時間目安１分（操作対象１弁：原子炉棟地上２階） 
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ｄ．操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性 ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境 : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行している。

操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，個人線量計，

綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を着用又は携行して作業を行

う。 

移動経路 : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッ

ドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能である。

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  : 通常の弁操作であり，容易に実施可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施し

ている。 

連絡手段 : 通信連絡設備（所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設備，

有線式通信設備）のうち，使用可能な設備より，中央制御室と

の連絡が可能である。 

系統構成 
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添付資料 1.6.4‐3 

3. 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ

(1）系統構成

ａ．操作概要 

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイが必要な状況において，中央制

御室操作及び現場操作により系統構成を実施し，補助消火ポンプ又は消火ポン

プにより原子炉格納容器内へスプレイする。 

ｂ．作業場所 

原子炉棟 地上２階（管理区域） 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイとして，最長時間を要する残留

熱除去系配管Ｂ系を使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数  ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間  ：30分以内（所要時間目安※１：９分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安２分

・電源確認：所要目安時間２分（電源確認：中央制御室）

●バイパス流防止操作：想定時間５分，所要時間目安１分

・バイパス流防止操作：所要目安時間１分（操作対象１弁：中央制御室） 

●ポンプ起動，系統構成：想定時間 15分，所要時間目安６分

・ポンプ起動，系統構成：所要目安時間６分（操作対象２弁：中央制御

室）

【現場運転員】 

●移動，弁操作：想定時間 30分，所要時間目安８分

・移動：所要時間目安７分（移動経路：中央制御室から原子炉棟地上２

階） 

・系統構成：所要時間目安１分（操作対象１弁：原子炉棟地上２階）

ｄ．操作の成立性について 
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（ａ）中央制御室操作 

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性 ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境 : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行している。

操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，個人線量計，

綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を着用又は携行して作業を行

う。 

移動経路 : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッ

ドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能である。

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  : 通常の弁操作であり，容易に操作可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施し

ている。 

連絡手段 : 有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設備

のうち，使用可能な設備より，中央制御室との連絡が可能であ

る。 

系統構成 
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添付資料 1.6.4‐4 

4. 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡

水／海水） 

(1) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車による送水

（淡水／海水） 

ａ．操作概要 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器へのスプレイが

必要な状況において，外部接続口及び水源を選定し，取水箇所まで移動する

とともに，送水ルートを確保した後，格納容器代替スプレイ系（可搬型）と

して使用する大量送水車により原子炉格納容器に送水する。 

ｂ．作業場所 

屋外（原子炉建物南側周辺，原子炉建物西側周辺，取水箇所（輪谷貯水槽

（西））周辺） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ

として，最長時間を要する第４保管エリア，第３保管エリアの可搬型設備に

よる輪谷貯水槽（西）を使用した送水（あらかじめ敷設してあるホースが使

用できない場合）に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：12名（緊急時対策要員 12名） 

想定時間   ：2時間 10分以内（所要時間目安※１：１時間 33分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物南側接続口周辺作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 25 分，所要時間目安 22

分

・移動：所要時間目安 22分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・車両健全性確認：所要時間目安 10分（第４保管エリア）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間１時間５分，所要時

間目安 34分

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第４保管エリア～原子炉建物西

側法面）

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30分（原子炉

建物西側法面，原子炉建物南側接続口周辺）
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●送水準備（ヘッダ～原子炉建物南側接続口）：想定時間 25 分，所要時間

目安 21分

・送水準備：所要時間目安 15分（ヘッダ～原子炉建物南側接続口）

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：原子炉建物南側接続口

周辺）

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西）周辺，原子炉建物西側法面周辺作

業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 25 分，所要時間目安 23

分

・移動：所要時間目安 23分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・車両健全性確認：所要時間目安 10分（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 12分

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第３保管エリア～輪谷貯水槽（

西））

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽（西））

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間，所要時間目安 37分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32分（輪谷貯水槽（西），原

子炉建物西側法面）

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物西側法面～輪谷貯水

槽（西）周辺）

●大量送水車起動，スプレイ開始：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・大量送水車起動，原子炉注水開始：所要時間目安 10分（輪谷貯水槽（

西））

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間にお

ける作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能

性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿

手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯し

ており，夜間においても接近可能である。また，アクセスルート

上に支障となる設備はない。 

操作性 ：格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車か

らのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に実施可能で

ある。また，作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分

な作業スペースを確保している。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯
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型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備のうち，使用

可能な設備により，緊急時対策本部との連絡が可能である。 

ホース接続作業（昼間） 水中ポンプ設置準備（夜間） ポンプ起動操作（夜間） 
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(2) 系統構成

ａ．操作概要 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器へのスプレイが

必要な状況において，交流電源が確保されている場合は中央制御室からの操

作による系統構成を実施し，格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用

する大量送水車により原子炉格納容器内へスプレイする。交流電源が喪失し

ており中央制御室からの操作により電動弁を操作できない場合，残留熱除去

系配管Ｂ系配管による原子炉格納容器内へのスプレイの場合においては，原

子炉棟地下１階及び原子炉棟地上中１階まで移動するとともに，現場での人

力による操作により系統構成を実施し，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

として使用する大量送水車により原子炉格納容器内へスプレイする。残留熱

除去系Ａ系配管による原子炉格納容器内へのスプレイの場合においては，原

子炉棟地下１階及び地上２階まで移動するとともに，現場での人力による操

作により系統構成を実施し，格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用

する大量送水車により原子炉格納容器内へスプレイする。 

ｂ．作業場所 

【残留熱除去系Ｂ系配管による原子炉格納容器内へのスプレイの場合】 

原子炉棟 地下１階（管理区域） 

原子炉棟 地上中１階（管理区域） 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

【残留熱除去系Ａ系配管による原子炉格納容器内へのスプレイの場合】 

原子炉棟 地下１階（管理区域） 

原子炉棟 地上２階（管理区域） 

制御室建物 地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ

として，最長時間を要する残留熱除去系Ｂ系配管を使用した送水での中央制

御室操作又は中央制御室操作及び現場操作による系統構成に必要な要員数，

想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：「交流電源が確保されている場合」 

１名（中央制御室運転員１名） 

「全交流動力電源が喪失している場合」 

３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間   ：｢交流電源が確保されている場合｣ 

10分以内（所要時間目安※２：４分） 
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  ｢全交流動力電源が喪失している場合｣ 

40分以内（所要時間目安※２：25分） 

※２：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

「交流電源が確保されている場合」 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安２分

・電源確認：所要時間目安２分（電源確認：中央制御室）

●系統構成：想定時間５分，所要時間目安２分

・系統構成：所要時間目安２分（操作対象２弁：中央制御室）

「全交流動力電源が喪失している場合」 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安１分

・電源確認：所要時間目安１分（電源確認：中央制御室）

【現場運転員】 

「全交流動力電源が喪失している場合」 

●移動，系統構成：想定時間 40分，所要時間目安 25分

・移動 ：所要時間目安７分（移動経路：中央制御室から原子

炉棟地上２階） 

・系統構成 ：所要時間目安 12分（操作対象１弁：原子炉棟地上２

階） 

・移動 ：所要時間目安５分（移動経路：原子炉棟地上２階か

ら原子炉棟地下１階） 

・系統構成  ：所要時間目安１分（操作対象１弁：原子炉棟地下１

階） 

ｄ．操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性 ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。 

（ｂ）現場操作 

作業環境 : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行している。

操作は汚染の可能性を考慮し防護具(全面マスク，個人線量計，

綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服)を着用又は携行して作業を行う。 

移動経路 : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッ
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ドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能である。

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  : 電動弁の手動ハンドルによる現場操作については，操作に工具

等は必要とせず，手動弁と同様な操作であるため，容易に実施

可能である。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施し

ている。 

連絡手段 : 所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設備，有線式通信設備

のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能で

ある。 

系統構成 
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添付資料 1.6.4‐5 

5. 残留熱除去系電源復旧後の中央制御室からのサプレッション・プール水除熱

(1) 残留熱除去系電源復旧後の中央制御室からのサプレッション・プール除熱

ａ．操作概要 

中央操作からの残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）に

よるサプレッション・プール水の除熱が必要な状況において，中央制御室操

作により系統構成を実施し，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系に

より冷却水を確保することで，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷

却モード）によるサプレッション・プール水の除熱を実施する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

起動に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：10分以内（所要時間目安※１：７分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安３分

・電源確認：所要時間目安３分（電源確認：中央制御室）

●ポンプ起動，除熱操作：想定時間５分，所要時間目安４分

・ポンプ起動，除熱操作：所要時間目安４分（操作対象２弁：中央制

御室）

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 
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添付資料 1.6.4‐6 

6. ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱

(1）ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱

ａ．操作概要 

格納容器代替スプレイ系（常設）等による原子炉格納容器内へのスプレイ及

び残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）の復旧ができず，原

子炉格納容器からの除熱が必要な場合に，常設代替交流電源設備により原子炉

補機冷却系の電源を復旧し，ドライウェル冷却装置による原子炉格納容器内の

代替除熱を実施する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物  地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

廃棄物処理建物地上１階（非管理区域）（補助盤室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

現場手動操作によるドライウェル冷却系起動に必要な要員数，想定時間は以

下のとおり。 

必要要員数  ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間  ：45分以内（所要時間目安※１：30分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安２分

・電源確認：所要目安時間２分（電源確認：中央制御室）

●系統構成，冷却機起動：40分，所要時間目安 28分

・系統構成，冷却機起動：所要目安時間 28 分（操作対象２弁：中央制

御室）

【現場運転員】 

●移動，隔離信号除外：想定時間 20分，所要時間目安 12分

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室から補助盤室）

・隔離信号除外：所要時間目安 10分（補助盤室）

ｄ．操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 
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作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性 ：操作スイッチによる操作及び通常のリレー引き抜き操作であり，

十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。 

（ｂ）補助盤室操作 

作業環境 : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行している。 

移動経路 : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッ

ドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能である。  

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  : 通常のリレー引き抜き操作であり，十分な作業スペースもある

ことから，容易に実施可能である。 

連絡手段 : 通信連絡設備（所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設備，

有線式通信設備）のうち，使用可能な設備により，中央制御室

との連絡が可能である。 
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添付資料 1.6.4‐7 

7. 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッショ

ン・プール水の除熱

(1) 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッシ

ョン・プール水の除熱

ａ．操作概要 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）が健全な場合であ

って，中央操作からの残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

によるサプレッション・プール水の除熱が必要な状況において，中央制御室

操作により系統構成を実施し，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷

却モード）によるサプレッション・プール水の除熱を実施する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物地上４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

起動に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：10分以内（所要時間目安※１：４分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●ポンプ起動，流量調整：想定時間 10分，所要時間目安４分

・系統構成：所要時間目安４分（操作対象２弁：中央制御室）

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 
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添付資料 1.6.5 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッション・

プール水の除熱における手順着手の判断基準の設定根拠について 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッション・

プール水の除熱における手順着手の判断基準として，サプレッション・プール水

温度（ＳＡ）が規定温度（35℃）以上，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

が規定温度（65℃）以上としており，設定根拠の考え方について，以下に示す。 

操作項目 判断基準 考え方 

残留熱除去系

（サプレッショ

ン・プール水冷

却モード）によ

るサプレッショ

ン・プール水の

除熱

サプレッション・プール

水温度（ＳＡ）：35℃以

上

サプレッション・プール水温度が

35℃を超えている場合に，逃がし安

全弁等の動作により 49℃を超える可

能性があることから，残留熱除去系

（サプレッション・プール水冷却モ

ード）によるサプレッション・プー

ルの除熱を開始する温度として 35℃

を設定する。なお，サプレッション・

プール水温度 49℃はこの時点でＬＯ

ＣＡが起きても原子炉蒸気の凝縮が

行える 77℃を超えない温度である。

サプレッション・チェン

バ温度（ＳＡ）：65℃以

上

高温待機時のサプレッション・プー

ル水の温度制限値（50℃）にベント

管からの放熱を考慮して 65℃として

いる。なお，サプレッション・チェ

ンバの最高使用温度は 104℃である。 
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第
２
ス
プ
レ
イ
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
２
階
東
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V2

2
2
-1
6
A
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ト
ー
ラ
ス
ス
プ
レ
イ
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
１
階
ト
ー
ラ
ス
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V2

B
2
-4

 
Ｆ
Ｌ
Ｓ
Ｒ
注
水
隔
離
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
１
階
東
側
通
路
（
管
理
区
域
）

 

M
V2

7
1
-1
9
7
 

Ｃ
Ｗ
Ｔ
 
Ｔ
／
Ｂ
供
給
遮
断
弁

 
中
央
制
御
室

 

タ
ー
ビ
ン
建
物
地
上
１
階
給
水
加
熱
器
室
（
管
理
区
域
）

M
V2

2
2
-8
1
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ

 Ｒ
Ｐ
Ｖ
代
替
注
水
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
中
１
階
東
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V2

7
3
-3
0
0
 

Ｃ
Ｗ
Ｔ
系
・
消
火
系
連
絡
止
め
弁
（
消
火
系
）

 
中
央
制
御
室

 

タ
ー
ビ
ン
建
物
地
上
１
階
給
水
加
熱
器
室
（
管
理
区
域
）

M
V2

7
1
-1
0
 

Ｃ
Ｗ
Ｔ
系
・
消
火
系
連
絡
止
め
弁

 
中
央
制
御
室

 

タ
ー
ビ
ン
建
物
地
上
１
階
給
水
加
熱
器
室
（
管
理
区
域
）

M
V2

2
2
-4
B
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
第
２
ス
プ
レ
イ
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
中
１
階
西
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V2

2
2
-3
B
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
第
１
ス
プ
レ
イ
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
中
１
階
西
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V2

2
2
-1
6
B
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ト
ー
ラ
ス
ス
プ
レ
イ
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
下
１
階
ト
ー
ラ
ス
室
（
管
理
区
域
）

 

V
22

2
-3

2
B
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
水
配
管
洗
浄
元
弁

 
原
子
炉
棟
地
上
２
階
西
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
（
管
理
区
域
）

 

V
2B

5
-1

A
 

Ａ
－
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
元
弁

 
原
子
炉
建
物
南
壁

 

V
2B

5
-1

B
 

Ｂ
－
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
元
弁

 
原
子
炉
建
物
西
壁

 

M
V2

2
2
-2
A
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
バ
イ
パ
ス
弁

 
中
央
制
御
室

 

M
V2

2
2
-2
B
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
バ
イ
パ
ス
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
２
階
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
バ
ル
ブ
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V2

2
2
-1
5
A
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
テ
ス
ト
弁

 
中
央
制
御
室

 

M
V2

2
2
-1
5
B
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
テ
ス
ト
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
棟
地
上
１
階
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
バ
ル
ブ
室
（
管
理
区
域
）

 

M
V2

1
4
-1
A
 

Ａ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
入
口
切
替
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
建
物
付
属
棟
地
下
１
階
Ｉ
Ａ
空
気
圧
縮
機
室
（
非
管
理
区
域
）

 

M
V2

1
4
-3
A
 

Ａ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
出
口
切
替
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
建
物
付
属
棟
地
上
２
階
Ｒ
Ｃ
Ｗ
バ
ル
ブ
室
（
非
管
理
区
域
）
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添付資料 1.6.7 

手順のリンク先について 

原子炉格納容器内の冷却等のための手順について，手順のリンク先を以下に取

りまとめる。 

1.1.6.2.1(2)ａ．(a)残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱 

・原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系に関する手順

＜リンク先＞1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

1.5.2.3(1)原子炉補機冷却系による除熱 

・常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機に関する手順等

＜リンク先＞1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電 

1.14.2.5(1)ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃

料貯蔵タンクからタンクローリへの補給 

2. 1.6.2.2(1)ｂ．(a)ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱

・非常用交流電源設に関する手順等

＜リンク先＞1.14.2.6(1)非常用交流電源設備による給電 

3. 1.6.2.2(2)ａ．(a)残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除

熱 

・原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系に関する手順

＜リンク先＞1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

1.5.2.3(1)原子炉補機冷却系による除熱 

・常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機に関する手順等

＜リンク先＞1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電 

1.14.2.5(1)ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃

料貯蔵タンクからタンクローリへの補給 

4. 1.6.2.4その他の手順項目について考慮する手順

・原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保手順

＜リンク先＞1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

1.5.2.3(1)原子炉補機冷却系による除熱 

・低圧原子炉代替注水槽及び輪谷貯水槽（西）への水の補給手順並びに水源か

ら接続口までの大量送水車による送水手順

＜リンク先＞1.13.2.1(6)ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水

源とした大量送水車による送水（あらかじめ敷設
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してあるホースが使用できない場合） 

1.13.2.1(7)ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水

源とした大量送水車による送水（あらかじめ敷設

してあるホースが使用できる場合） 

1.13.2.2(1)ａ．大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補

給（淡水／海水） 

1.13.2.2(2)ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）か

ら輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）

への補給 

1.13.2.2(2)ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）への補給（あらかじめ敷設してあるホースが

使用できない場合） 

1.13.2.2(2)ｃ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）への補給（あらかじめ敷設してあるホース

が使用できる場合） 

・非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン

発電機，代替所内電気設備又は可搬型代替交流電源設備として使用する高

圧発電機車による低圧原子炉代替注水ポンプ，復水輸送ポンプ，消火ポン

プ，残留熱除去ポンプ，電動弁及び中央制御室監視計器類への電源供給手

順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，大量

送水車への燃料補給手順

＜リンク先＞1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電 

1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳ

Ａロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受

電 

1.14.2.5(1)ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃

料貯蔵タンクからタンクローリへの補給 

1.14.2.5(2)タンクローリから各機器等への給油 

1.14.2.6(1)非常用交流電源設備による給電 

・操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順

＜リンク先＞1.15.2.1監視機能喪失 

1.15.2.2計測に必要な電源の喪失 
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